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１．はじめに 

平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平

洋沖地震に伴う原子炉施設への影響については、福島第一原子力発電所１～４号機の

原子炉建屋（以下、「Ｒ／Ｂ」という。）の壁等が損傷し、建屋内の放射性物質が非管

理区域に漏えいしたと判断したことから、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する

規則（以下、「実用炉規則」という。）第１９条の１７の規定により、原管発官２２第

４８９号（３月１８日付け）にて報告を行っている。 

上記報告において、福島第一原子力発電所については、原子力災害対策特別措置法

（以下、「原災法」という。）第１０条第１項の規定に基づく特定事象（以下、「第１

０条該当事象」という。）（全交流電源喪失）及び原災法第１５条第１項の規定に基づ

く特定事象（以下、「第１５条該当事象」という。）（非常用炉心冷却装置注入不能ま

たは、原子炉冷却機能喪失）が発生し、安全上重要な機器等が原子炉施設の安全を確

保するために必要な機能を喪失したこと、また、敷地境界の放射線量の値が制限値を

超えたため、原災法第１５条該当事象（敷地境界放射線量異常上昇）が発生したこと

を報告している。 

また、原管発官２３第３０７号（９月９日付け）（原管発官２３第３４８号（９月

２８日付け）で一部訂正）にて、それまでに確認できた安全上重要な機器等の状況及

び放射性物質の漏えい等について続報として報告するとともに、放射線業務従事者の

被ばくに関して新たに報告を行っている。 

  今回、これまでに実施した関係者への聞き取り※１や現場調査、また、記録類からの

評価、解析結果において新たに確認された事実、得られた知見について続報として報

告するとともに、それらの事実や解析結果等に基づく事故の分析と課題の抽出より、

今回の事故を踏まえ、既存の原子力発電所の安全性向上に寄与するための必要な対策

方針について報告する。 
 
 ※１：原管発官２３第３０７号（９月９日付け）の中間報告と今回の報告内容における関係者の 

聞き取り人数、対象者等の相違は以下のとおり。 

    【原管発官２３第３０７号（９月９日付け）】 

     ・聞き取り人数： 延べ２００名程度 

     ・聞き取り対象者： 主に管理職 

     ・備考： 確度の高い情報を中心に事実関係・時系列を整理 

    【本報告書】 

     ・聞き取り人数： 延べ４００名程度 

・聞き取り対象者： 管理職、担当者 

・備考： 原管発官２３第３０７号（９月９日付け）の中間報告内容に基づき、個人の 

証言やメモを複数の情報を基に事実認定し、事実関係・時系列を再整理 

 

２．件名 

福島第一原子力発電所 
東北地方太平洋沖地震に伴う原子炉施設への影響について 
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３．事象発生時のプラント運転状況 

１号機（定格電気出力   ４６０ＭＷ） 定格電気出力一定運転中 

２号機（定格電気出力   ７８４ＭＷ） 定格熱出力一定運転中 

３号機（定格電気出力   ７８４ＭＷ） 定格熱出力一定運転中 

４号機（定格電気出力   ７８４ＭＷ） 定検停止中 

５号機（定格電気出力   ７８４ＭＷ） 定検停止中 

６号機（定格電気出力 １,１００ＭＷ） 定検停止中 
 

４．事象発生時の状況 

４．１ 東北地方太平洋沖地震及び津波のデータ 

  発 生 日 時：平成２３年３月１１日１４時４６分 

震 源：三陸沖（震源深さ ２４ｋｍ） 

マ グ ニ チ ュ ー ド：９．０ 

最 大 加 速 度：２号機原子炉建屋地下１階 水平方向（ＥＷ）５５０ガル 

当発電所との距離：震央距離 １７８ｋｍ、震源距離 １８０ｋｍ 

津 波 デ ー タ：浸水高 

◇主要建屋設置エリア（１～４号機側、敷地高 O.P. ※１＋10m） 

・O.P.約＋11.5m～約＋15.5m※2 （浸水深 約 1.5m～約 5.5m） 

※１：小名浜港工事基準面の略称（以下、「O.P．」という。） 

※２：当該エリア南西部では局所的に O.P.約＋16m～約＋17m 

（浸水深 約 6m～約 7m） 

◇主要建屋設置エリア（5・6号機側、敷地高 O.P.＋13m） 

・O.P.約＋13m～約＋14.5m（浸水深 約 1.5m 以下） 

浸水域 

◇海側エリア及び主要建屋設置エリアほぼ全域 

津波第１波到達時刻：平成２３年３月１１日１５時２７分頃 

  津波第２波到達時刻：平成２３年３月１１日１５時３５分頃 

（以降、断続的に津波到達） 

 

４．２ 福島第一原子力発電所事象概要 

１号機は定格電気出力一定運転中、２号機、３号機は定格熱出力一定運転中、４～

６号機は定期検査中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した三陸沖

を震源とする東北地方太平洋沖地震により、１～３号機は「地震加速度大トリップ」

で原子炉が自動停止した。 

福島第一原子力発電所で観測された当該地震の最大加速度は、２号機Ｒ／Ｂ地下１

階において５５０ガル（水平方向：ＥＷ）であり、１～３号機とも原子炉保護系（以

下、「ＲＰＳ」という。）が設計通りに作動したことにより自動停止した。 

自動停止直後に全制御棒全挿入及び原子炉の未臨界を確認した。また、地震により 

一部の送電線鉄塔が倒壊するなど、外部送電線からの受電ができない状態となったこ

とから、各号機の非常用ディーゼル発電機（以下、「Ｄ／Ｇ」という。）が自動起動し、



 

 ３  

原子炉冷温停止に必要な設備は健全で安定した状態であることを確認した。 

また、使用済燃料プール（以下、「ＳＦＰ」という。）の冷却機能については、１～

６号機の燃料プール冷却材浄化系（以下、「ＦＰＣ」という。）は常用電源喪失により

停止した。なお、１号機については原子炉停止時冷却系（以下、「ＳＨＣ」という。）、

２～６号機については、残留熱除去系（以下、「ＲＨＲ」という。）による非常時熱負

荷モードでの冷却が可能な状態であった。 

しかし、地震後の津波（同日１５時２７分頃、第一波到達、同日１５時３５分頃、

第二波到達）により、１～５号機において、一部を除くＤ／Ｇ設備及び電源設備等が

被水したことにより使用不能となったため、すべての交流電源が喪失した。これにつ

いて、同日１５時４２分に原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失）と判断※１した。 

なお、６号機においては、海水系による冷却の必要がない空冷式のＤ／Ｇ設備１台

が運転継続したため、全交流電源喪失には至らなかった。 

その後、１号機、２号機については、原子炉水位が確認できないこと、また、原子

炉への注水状況が不明なことから、同日１６時３６分に原災法第１５条該当事象（非

常用炉心冷却装置注水不能）と判断した。 

３号機についても原子炉への注水ができなくなったことから、３月１３日５時１０

分に原災法第１５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断した。 

 

※１：平成２３年４月２４日に１号機、２号機、３号機のみに訂正 

（原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失）は、原子炉が運転中の場合に適用となるた

め、冷温停止中であった４号機及び５号機は対象外と判断した。） 

 

（１）１号機について 

・ １号機は、３月１１日１４時４６分に地震に襲われ、原子炉が自動停止し制御棒

はすべて挿入された。その後、非常用復水器（以下、「ＩＣ」という。）で圧力制御

を行いつつ、停止操作を実施していたところ、同日１５時３０分に前後して津波に

襲われた。 

・ この津波により、すべての直流電源、交流電源を喪失するとともに、機器の冷却  

に必要な非常用海水系も喪失した。また、余震頻発による津波発生リスクがある中、

津波による漂流物が交通の障害となり、かつ、照明や通信手段がほとんど存在しな

いなど、厳しい環境下での対応操作を余儀なくされた。 

・ 津波後、原子炉水位の監視ができなくなっていたが、３月１１日２１時１９分に

は仮設バッテリーをつなぎ込み、原子炉水位が監視できるようになった。また、Ｉ

Ｃを起動するための弁の操作を同日１８時台と２１時台に実施した。なお、同日２

３時００分、タービン建屋（以下、「Ｔ／Ｂ」という。）１階北側二重扉前で１．２

ｍＳｖ／ｈ、南側二重扉前で０．５ｍＳｖ／ｈを計測した。 

・ 小型発電機の電力によりドライウェル（以下、「Ｄ／Ｗ」という。）圧力を確認し 

たところ、６００ｋＰａ[abs]を超えている可能性があったことから、３月１２日 

０時０６分、原子炉格納容器（以下、「ＰＣＶ」という。）ベントの準備を進めるよ

う発電所長（発電所緊急時対策本部長）（以下、「発電所長」という。）が指示を出

した。なお、同日０時４９分、発電所長は、Ｄ／Ｗ圧力が最高使用圧力（最高使用

圧力５２８ｋＰａ[abs]（４２７ｋＰａ[gage]））を超えている可能性があることか
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ら、原災法第１５条該当事象（格納容器圧力異常上昇）に該当すると判断した。 

・ ３月１２日１時３０分頃、１号機及び２号機のＰＣＶベントの実施について、内

閣総理大臣、経済産業大臣及び原子力安全・保安院に申し入れ、了解を得た。また、

同日６時５０分に、経済産業大臣より法令に基づき１号機及び２号機のＰＣＶ圧力

を抑制するよう命令が出された。 

・ ３月１２日４時頃から消防車ポンプによる代替注水（淡水）を開始した。 

・ ３月１２日９時０４分からＤ／Ｗ圧力を下げるため、ＰＣＶベントを行う作業を 

開始したが、既にＲ／Ｂ内は高放射線量環境下にあった。同日９時１５分頃にＰＣ

Ｖベントラインの電動弁（以下、「ＭＯ弁」という。）を手順書に従い手動で２５％

まで開操作を行った。さらに、圧力抑制室（以下、「Ｓ／Ｃ」という。）からのベン

トラインにある空気作動弁（以下、「ＡＯ弁」という。）を手動で開操作するために

現場に向かったが、放射線量が高く実施できなかった。そのため、ＡＯ弁駆動用に

仮設の空気圧縮機を設置してＰＣＶベントの操作を実施した。 

・ ３月１２日１４時３０分、Ｄ／Ｗ圧力が低下したことから、ＰＣＶベントが成功

したと判断した。 

・ ３月１２日１４時５４分頃、発電所長から原子炉への海水注入を実施するよう指

示が出された。 

・ その後、３月１２日１５時３６分、Ｒ／Ｂ上部で水素爆発が発生し、屋根及びオ

ペレーションフロア（最上階）の外壁が損傷した。この爆発により海水注入のため

のホースが損傷し、現場からの退避、安否確認が実施され、現場の状況が確認され

るまで復旧及び準備作業が中断した。これらの過程で放射性物質が大気中へ放出さ

れたため、敷地周辺での放射線量は上昇した。 
・ ３月１２日１８時０５分、経済産業大臣より、法令に基づき１号機原子炉圧力容

器（以下、「ＲＰＶ」という。）内を海水で満たす旨の命令があったことを本店及び

発電所間にて情報共有した。 

・ ３月１２日１９時０４分から消火系（以下、「ＦＰ」という。）ラインを用いて消 
  防車による海水の注水を開始した。 
・ ＳＦＰへは、３月３１日１３時０３分からコンクリートポンプ車による放水（淡 

水）が開始された。 
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2011年
3月11日 14:46

14:47

14:52

15:03

15:10

第一波15:27
第二波15:35

15:37

15:42

16:36

2011年
3月12日

4:00

14:30

15:36

19:04

福島第一発電所１号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 原子炉制御 格納容器制御

圧力抑制室冷却開始

原子炉水位低下

原災法第１５条該当事象（非常用炉心冷却装置注水不能）と判断

非常用復水器自動起動

非常用復水器手動停止　→　待機状態

地震による原子炉スクラム信号発信

津 波 襲 来

格納容器ベント実施
(D/W圧力低下確認)

水 素 爆 発

原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失：ＳＢＯ）と判断

・SBOにより格納容器除熱
　機能喪失

・原子炉自動停止（自動スクラム）
・タービン・発電機停止
・主蒸気隔離弁閉止
・外部電源喪失

操作手順書に定める原子炉冷却材温度降下率
55℃/hを遵守できないと判断

・非常用復水器Ａ系にて、操作手順書に定め
る通り原子炉圧力：約6～7MPaの範囲で制御

・直流電源喪失
・直流電源（制御電源）喪失による隔離
　誤信号により非常用復水器機能喪失
　（推定）

非常用ディーゼル発電機自動起動

非常用ディーゼル発電機Ａ，Ｂトリップ　→　全交流電源喪失

消防車による淡水注入開始

・３月１２日　０時頃
　・Ｄ／Ｗ圧力が６００ｋＰａを超えて
　　いる可能性
・３月１２日　９時頃
　・格納容器ベントを行う作業開始
・３月１２日　９時１５分頃
　・ベントラインＭＯ弁２５％開
　・現場のＡＯ弁は高放射線環境
　　下で手動操作できず
　・仮設空気圧縮機を設置しＡＯ弁
　　を操作しベント操作実施

消防車による海水注入開始

・防火水槽の淡水には限りがある
　ため、淡水注入と並行して海水注
　入への切り替え準備
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（２）２号機について 

・ ２号機は、３月１１日１４時４６分に地震に襲われ、原子炉が自動停止し制御棒

はすべて挿入された。その後、主蒸気逃がし安全弁（以下、「ＳＲＶ」という。）で

圧力制御を行い、原子炉隔離時冷却系（以下、「ＲＣＩＣ」という。）を手動起動す

るなど、原子炉水位及び原子炉圧力を安定させながら停止操作を実施していたとこ

ろ、同日１５時３０分に前後して津波に襲われた。 

・ この津波により、すべての直流電源、交流電源を喪失するとともに、機器の冷却 

に必要な非常用海水系も喪失した。また、余震頻発による津波発生リスクがある中、

津波による漂流物が交通の障害となり、かつ、通信手段がほとんど存在しないなど、

厳しい環境下での対応操作となった。 

・ 津波後、原子炉水位の監視ができなくなっていたが、３月１１日２１時５０分に

は仮設バッテリーをつなぎ込むことで原子炉水位を監視できるようになり、指示値

が有効燃料頂部（以下、「ＴＡＦ」という。）＋３４００ｍｍであることを確認した。 

・ また、電源喪失以降、ＲＣＩＣの運転状況が確認できなかったが、３月１２日２

時５５分にＲＣＩＣの運転を現場で確認した。 

・ 復水貯蔵タンクの水位減少が確認されたため、３月１２日４時２０分～５時００

分にかけて、復水貯蔵タンクの水位確保及びＳ／Ｃの水位上昇の抑制を目的として、

現場にて弁を手動操作することでＲＣＩＣの水源を復水貯蔵タンクからＳ／Ｃに

切り替えて、ＲＣＩＣによる注水を継続した。 

・ ３月１４日１３時１８分、原子炉水位の低下が認められた。このことから、同日

１３時２５分にＲＣＩＣの機能が喪失している可能性があるとし、発電所長は原災

法第１５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断した。 

・ ３月１４日１７時１７分に原子炉水位が０ｍｍ（ＴＡＦ）まで低下した。その後、

ＳＲＶにより原子炉圧力を減圧し、消防車（同日１９時５４分、１９時５７分に各

１台起動）による海水の注水を開始した。 

・ ＰＣＶ圧力を下げるため、３月１３日１１時頃、３月１４日２１時頃及び３月１

５日０時頃からラプチャーディスクを除くＰＣＶベントラインの系統構成を実施

したが、Ｄ／Ｗの圧力低下は確認されず高めのまま推移し、ベントの効果は現れな

かった。 

・ ３月１５日６時００分～６時１０分頃、大きな衝撃音が発生した。ほぼ同時期に

Ｓ／Ｃ圧力の指示値が０ＭＰａ[abs]であることが確認された（「１４．プラント水

素爆発評価」で記述するが、衝撃音は４号機の爆発によるものと考えられる）。 

・ 一方、Ｄ／Ｗ圧力は３月１５日７時２０分時点で７３０ｋＰａ［abs］を維持し

ていたが、次の測定である同日１１時２５分時点で１５５ｋＰａ［abs］に低下し

ており、この間にＰＣＶ内のガスが何らかの形で大気中に放出されたと考えられる。

なお、この頃に正門付近のモニタリングカーでの線量率の測定値が大幅に上昇した。 

・ ＳＦＰへは、３月２０日１５時０５分から既設のＦＰＣ配管を用いて注水（海水） 

が開始された。 



 

 ７  

2011年
3月11日 14:47

14:50～
14:51

15:02～
15:28

15:07

第一波15:27
第二波15:35

15:39

15:41

15:42

16:36

2011年
3月13日 11:00

2011年
3月14日 13:25

18:00頃

19:54

2011年
3月15日 6:00～

6:10頃

福島第一発電所２号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 原子炉制御 格納容器制御

圧力抑制室冷却開始

主蒸気逃がし弁（逃がし弁機能）により原子炉
圧力容器減圧操作開始

原子炉水位低下

原災法第１５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）
（原子炉水位低下→原子炉隔離時冷却系の機能
が喪失していると判断）

原子炉隔離時冷却系手動起動
↓

原子炉水位Ｌ－８にて自動停止

地震による原子炉スクラム信号発信

津 波 襲 来

大きな衝撃音が発生（ほぼ同時期に圧力抑制室圧力がゼロとなる）

原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失：ＳＢＯ）と判断

・SBOにより格納容器除熱
　機能喪失

・原子炉自動停止（自動スクラム）
・タービン・発電機停止
・主蒸気隔離弁閉止
・外部電源喪失
・非常用ディーゼル発電機自動起動

・直流電源喪失

原子炉隔離時冷却系手動起動

消防車による海水注入開始

格納容器ベントライン構成完了

・３月１４日　１１：０１
　３号機爆発の影響でＳ／Ｃ
　ベントライン大弁が閉
・３月１４日　１６：００頃～
　Ｓ／Ｃベントライン，Ｄ／Ｗ
　ベントライン構成を順次継続

　　　　　　　　　↓

・Ｓ／Ｃ側圧力は，ラプチャー
　ディスク作動圧力より低く
　推移。一方，Ｄ／Ｗ圧力は，
　設計上の最高使用圧力を
　超えたが，減圧しきれない
　状況を確認

非常用ディーゼル発電機Ａ，Ｂトリップ　→　全交流電源喪失

原子炉隔離時冷却系手動起動
↓

原子炉水位Ｌ－８にて自動停止

原災法第１５条該当事象（非常用炉心冷却装置注水不能と判断）

Ｄ／Ｗ圧力
７：２０　７３０ｋＰａ
→　１１：２５　１５５ｋＰａ
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（３）３号機について 

・ ３号機は、３月１１日１４時４６分に地震に襲われ、原子炉が自動停止し制御棒

はすべて挿入された。その後、ＳＲＶで圧力制御を行い、ＲＣＩＣを手動起動する

など、原子炉水位及び原子炉圧力を安定させながら停止操作を実施していたところ、

同日１５時３０分に前後して津波に襲われた。 

・ この津波により、すべての交流電源を喪失するとともに、機器の冷却に必要な非

常用海水系も喪失した。直流電源は、充電ができないためバッテリーが枯渇するま

での期間ではあったが、その機能を確保していた。また、津波による漂流物が交通

の障害となり、かつ、通信手段がほとんど存在しないなど、厳しい環境下での対応

操作となった。 

 ・ ３月１１日１５時２５分の原子炉水位高によるＲＣＩＣ自動停止に伴い原子炉水

位が低下したが、同日１６時０３分にＲＣＩＣを手動起動したことに 

より、原子炉水位が回復した。３月１２日１１時３６分にＲＣＩＣが自動停止した 

ことを確認した。その後、中央制御操作室（以下、「中操」という。）のＲＣＩＣ制 

御盤にて起動操作を試みるも起動できなかった。 

・ ３月１２日１２時０６分にディーゼル駆動消火ポンプ（以下、「Ｄ／Ｄ－ＦＰ」 

という。）による代替Ｓ／Ｃスプレイを開始した。 

 ・ ３月１２日１２時３５分、原子炉水位の低下（Ｌ－２：ＴＡＦ＋２９５０ｍｍ）

により高圧注水系（以下、「ＨＰＣＩ」という。）が自動起動した。 

・ ３月１３日２時４２分、ＨＰＣＩを手動にて停止後、Ｄ／Ｄ－ＦＰによる代替原 

 子炉注水に移行するため、同日２時４５分にＳＲＶを開操作したが開動作しなかっ 

た。 

・ ＨＰＣＩ停止後、再度、ＲＣＩＣの手動起動を試みたが、起動できなかった。３ 

月１３日５時１０分、原子炉冷却機能を喪失していることから、発電所長は原災法

第１５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断した。 

・ その後、３月１３日９時０８分頃、ＳＲＶが開いて原子炉の急速減圧が開始され、

原子炉圧力の減圧により、Ｄ／Ｄ－ＦＰによる注水を開始するとともに、３月１３

日９時２５分頃から消防車によりＦＰラインからホウ酸を含む淡水注水を開始し

た。なお、同日１３時１２分には海水注水に切り替え注水を継続した。 

・ ＰＣＶ圧力を低下させるため、３月１３日８時４１分及び３月１４日６時１０分

にＰＣＶベントのライン構成を行った。 

・ その後、３月１４日１１時０１分、Ｒ／Ｂで水素爆発が発生し、オペレーション

フロアから上部全体とオペレーションフロア１階下の南北の外壁が損傷した。これ

らの過程で放射性物質が大気中へ放出されたため、敷地周辺での放射線量が上昇し

た。 

・ 爆発の影響で注水が停止したが、運転可能な消防車を使用して、物揚場からの注

水ラインを構成し、３月１４日１６時３０分頃に海水注入を再開した。 

・ なお、１号機と同様にＲ／Ｂ内に水素が溜まっている可能性が考えられたため、 
Ｒ／Ｂの水素を抜く方法として、「ブローアウトパネルの開放」「Ｒ／Ｂ天井の穴開 
け」などの方法について検討がなされたが、照明などない中での高所作業になり、

現場が高線量であることや火花が散り爆発を誘発する可能性が高いこと等により

実現に至らなかった。また、爆発を誘発する危険性が低い「ウォータージェットに



 

 ９  

よるＲ／Ｂ壁への穴開け」については、機器の手配は済んでいたものの、３号機の

爆発までに発電所へ到達しなかった。 
・ ＳＦＰへは、３月１７日９時４８分頃、ヘリコプターから海水が投下され、その 
後、同日１９時０５分から放水車により、放水（海水）が開始された。 

2011年
3月11日 14:47

15:05

15:25

第一波15:27
第二波15:35

15:38

15:42

16:03

2011年
3月12日 11:36

12:35

2011年
3月13日 2:42

5:10

7:39

8:41

9:08頃

9:20頃～

9:25

13:12
2011年
3月14日

11:01

16:30頃

福島第一発電所３号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 原子炉制御 格納容器制御

主蒸気逃し弁（逃がし弁機能）により原子炉
圧力容器減圧開始

原子炉水位低下

原子炉隔離時冷却系手動起動

原子炉隔離時冷却系
原子炉水位Ｌ－８にて自動停止

地震による原子炉スクラム信号発信

津 波 襲 来

水 素 爆 発

原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失：ＳＢＯ）と判断

・SBOにより格納容器除熱
　機能喪失

・原子炉自動停止（自動スクラム）
・タービン・発電機停止
・主蒸気隔離弁閉止
・外部電源喪失
・非常用ディーゼル発電機自動起動

非常用ディーゼル発電機Ａ，Ｂトリップ　→　全交流電源喪失

格納容器ベントライン構成完了

原子炉隔離時冷却系手動起動

・直流電源の延命策として，不必要な
　負荷の切り離し実施

原子炉隔離時冷却系自動停止

高圧注水系自動起動（原子炉水位低Ｌ－２）

高圧注水系手動停止

消防車による淡水注水開始

格納容器圧力の低下確認

Ｄ／Ｗスプレイ開始

原災法第１５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断

消防車による海水注水開始

Ｓ／Ｃスプレイ開始

Ｓ／Ｃスプレイ開始

D/D FPによる

D/D FPのラインを炉注水へ切替

・消火ポンプ，消防車による消火系を用いた　代替注水の準備

原子炉水位低下

新しい海水注水ラインを構成し消防車による注水再開

爆発により消防車やホースが損傷

 



 

 １０  

（４）４号機について 

・ ３月１１日１４時４６分に地震に襲われた時点で、４号機は定期検査中であり、

シュラウド取替工事中のため原子炉内から全燃料がＳＦＰに取り出され、ＳＦＰに

は燃料集合体１５３５体が貯蔵されていた。また、原子炉ウェル側は、プールゲー

トが閉で満水状態であった。 

・ ３月１１日１５時３０分に前後して津波が襲来し、直流電源及び交流電源がすべ

て喪失するとともに、ＳＦＰの冷却機能及び補給水機能が喪失した。 

・ ３月１４日４時０８分にはＳＦＰ水温が８４℃であることを確認した。 

・ ３月１５日６時００分～６時１０分頃、大きな衝撃音が発生し、その後、Ｒ／Ｂ

５階屋根付近に損傷を確認した。 

・ さらに、３月１５日９時３８分にはＲ／Ｂ３階北西コーナー付近で火災が発生し

ていることが確認されたが、同日１１時頃、自然に火が消えていることを確認した。

また、３月１６日５時４５分頃にも、Ｒ／Ｂ北西部付近で火災が発生しているとの

連絡があったが、同日６時１５分頃、現場での火災は確認できなかった。 

・ ＳＦＰの注水及び冷却の対応状況については「１３．４ ４号機ＳＦＰ状況」に、

Ｒ／Ｂ上部の損傷に関する考察については「１４．プラント水素爆発評価」に記す。 

 

 



 

 １１  

2011年
3月11日 14:46

第一波15:27
第二波15:35

15:38

2011年
3月14日 4:08

2011年
3月15日 6:00～6:10頃

8:11

9:38

11:00頃

2011年
3月16日 5:45頃

6:15頃

2011年
3月20日

2011年
3月22日

2011年
6月16日

2011年
7月31日

福島第一発電所４号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 主な時系列

地震発生

津 波 襲 来

非常用ディーゼル発電機Ｂトリップ　→　全交流電源喪失

火災発生確認（原子炉建屋3階北西コーナー付近）

自然に火が消えていることを確認

・外部電源喪失
・非常用ディーゼル発電機Ｂ自動起動
　（Ａは点検中）
・ＳＦＰ冷却停止

ＳＦＰ温度８４℃確認

大きな音が発生→原子炉建屋損傷

原災法第１５条該当事象
（火災爆発等による放射性物質異常放出）と判断

ＳＦＰへ放水車による放水開始

ＳＦＰへコンクリートポンプ車による放水開始

ＳＦＰへ仮設注水設備による注水開始

ＳＦＰ代替冷却系による冷却開始

・SBOによりＳＦＰ冷却機能
 喪失

炎が上がっていることを確認（原子炉建屋北西部付近）

現場で火が見えないことを確認



 

 １２  

（５）５号機について 

・ ３月１１日１４時４６分に地震に襲われた時点で、５号機は定期検査中であり、

原子炉に燃料を装荷し、ＲＰＶの耐圧漏えい試験を実施していた。津波後、全交流

電源が喪失し、原子炉及びＳＦＰの冷却機能及び補給水機能が喪失した。 

・ このため、燃料からの崩壊熱により原子炉圧力が上昇傾向にあったが、原子炉へ

注水を実施するためには、原子炉圧力を下げる必要があることから、現場でＲＰＶ

頂部ベント弁の駆動空気供給ラインを構成後、３月１２日６時０６分に中操から当

該ベント弁を開操作して、原子炉圧力の減圧を実施し、大気圧程度まで降下させた。 

・ その後、崩壊熱の影響により原子炉圧力は上昇したが、６号機から電源融通を受

けて、ＳＲＶで原子炉圧力を調整するとともに、復水補給水系（以下、「ＭＵＷＣ」

という。）ポンプを使用して炉内への注水を行い、原子炉の圧力と水位を制御した。 

・ その後、仮設の残留熱除去海水系（以下、「ＲＨＲＳ」という。）ポンプを設置す

ることで、ＲＨＲを起動できたことにより、３月２０日１４時３０分に原子炉冷温

停止状態とするとともに、ＳＦＰについても継続的に冷却を行い、安定な状態とな

った。 

 



 

 １３  

2011年
3月11日 14:46

第一波15:27
第二波15:35

15:40

2011年
3月12日 1:40頃

6:06

8:13

2011年
3月13日 20:48

20:54

2011年
3月14日 5:00

5:30

9:27

2011年
3月16日 22:16

2011年
3月17日 5:43

2011年
3月18日 13:30

2011年
3月19日 1:55

5:00頃

2011年
3月20日 14:30

福島第一発電所５号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 原子炉制御 使用済燃料プール冷却

地震発生

津 波 襲 来

・全交流電源喪失により原子炉冷却、 ＳＦＰ冷却機能喪失

・外部電源喪失
・非常用ディーゼル発電機自動起動

非常用ディーゼル発電機Ａ，Ｂトリップ　→　全交流電源喪失

主蒸気逃がし安全弁自動開

・以降、開閉を繰り返し原子
炉圧力を約8MPaに維持

原子炉圧力容器頂部の弁開により減圧実施

６号機非常用ディーゼル発電機より電源融通可能
（直流電源の一部）

６号機非常用ディーゼル発電機より復水移送ポン
プへ電源供給

復水移送ポンプ手動起動

逃がし安全弁開操作による減圧実施

復水移送ポンプにより原子炉注水開始

ＳＦＰへの水補給開始

ＳＦＰへの水入れ替え開始

ＳＦＰへの水入れ替え終了

原子炉建屋屋上孔あけ作業終了

仮設ＲＨＲＳポンプ起動（電源車からの仮設電源）

ＲＨＲ手動起動

原子炉冷温停止 （原子炉水温＜100℃）

・ＳＦＰ冷却及び原子炉冷却
を切り替えて実施

・以降、断続的に補給

・以降、断続的に開操作

・以降、断続的に注水



 

 １４  

（６）６号機について 

・ ３月１１日１４時４６分に地震に襲われた時点で、６号機は定期検査中であり、

原子炉に燃料が装荷され、冷温停止状態であった。津波後、非常用海水系による冷

却の必要がない空冷式のＤ／Ｇ１台が、その電源設備等を含め、津波による被水を

免れたため、機能喪失に至らず電源供給を継続できたが、海水ポンプ及びＲＨＲＳ

ポンプはすべて機能を喪失し、原子炉及びＳＦＰの冷却機能が喪失した。 

・ このため、燃料からの崩壊熱により原子炉圧力が緩やかな上昇傾向にあったが、

ＳＲＶで原子炉圧力を調整するとともに、ＭＵＷＣポンプを使用して炉内への注水

を行い、原子炉の圧力と水位を制御した。 

・ その後、仮設のＲＨＲＳポンプを設置することで、ＲＨＲを起動できたことによ

り、３月２０日１９時２７分に原子炉冷温停止状態とするとともに、ＳＦＰについ

ても継続的に冷却を行い、安定した状態となった。 



 

 １５  

 

2011年
3月11日 14:46

第一波15:27
第二波15:35

15:36

2011年
3月13日 13:01

13:20

2011年
3月14日 14:13

2011年
3月16日 13:10

2011年
3月18日 17:00

19:07

2011年
3月19日 4:22

21:26

22:14

2011年
3月20日 19:27

福島第一発電所６号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 原子炉制御 使用済燃料プール冷却

地震発生

津 波 襲 来

・外部電源喪失
・非常用ディーゼル発電機自動起動
 （D/G6A,D/G6B,HPCS D/G）

非常用ディーゼル発電機２台(D/G6A，HPCS D/G)トリップ

原子炉注水開始

・以降、断続的に注水

ＳＦＰへの水の補給開始

非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ６Ａ）起動

・D/G6Bは停止せず

復水移送ポンプ手動起動

・以降、断続的に注水

ＦＰＣポンプ手動起動

・除熱機能がない
　循環運転

原子炉建屋屋上孔あけ作業終了

非常用ディーゼル発電機（Ｄ／Ｇ６Ａ）海水ポンプ起動

仮設ＲＨＲＳポンプ起動（電源車からの仮設電源）

ＲＨＲ手動起動

・外部電源喪失
・非常用ディーゼル発電機自動起動
 （D/G6A,D/G6B,HPCS D/G）

・ＳＦＰ冷却及び原子炉冷却
を切り替えて実施

原子炉冷温停止 （原子炉水温＜100℃）

・3/14以降SRVにて減
圧を断続的に実施

 
 



 

１６ 

 

５．地震に関する状況調査 

５．１ 福島第一原子力発電所での観測結果 

 福島第一原子力発電所のＲ／Ｂ基礎版上（最地下階）の観測値は、耐震評価の基準

である基準地震動Ｓｓに対する最大応答加速度を一部超えたものの、ほとんどが下回

った（観測された最大加速度：２号機Ｒ／Ｂ地下１階 ５５０ガル）。また、地震観

測記録の応答スペクトルについては、一部周期帯において基準地震動Ｓｓによる応答

スペクトルを上回ったが、概ね同程度であることを確認した。今回の地震動は設備の

耐震評価の想定と概ね同程度のものであったといえる。 

今般の地震は極めて規模が大きいものであったが、福島第一原子力発電所への影響

という点では、設計用の基準地震動Ｓｓが発電所近辺の活断層による地震に基づいて

設定しているため、施設へ到達する地震動という点では同程度となった。 

 

【添付資料－５－１】 

 

５．２ 福島第一原子力発電所の外部電源の状況 

福島第一原子力発電所の外部電源は、新福島変電所から送電される大熊線１Ｌ及び

２Ｌ（２７５ｋＶ）が１・２号機用の開閉所を経由して１・２号機の所内電源を受電

し、大熊線３Ｌ及び４Ｌ（２７５ｋＶ）も同様に３・４号機用の開閉所を経由して   

３・４号機の所内電源を受電している。 
号機間については、１号機、２号機常用高圧電源盤及び３号機、４号機常用高圧電

源盤が相互に接続され、電力融通が可能な回路構成となっていた。 
５・６号機は、夜の森線１Ｌ及び２Ｌ(６６ｋＶ)が５・６号機用の６６ｋＶ開閉所

を経由して所内電源を受電していた。なお、東北電力からの東電原子力線(６６ｋＶ)
については、１号機常用高圧電源盤に接続できる構成となっていたが、通常は使用し

ていない設備であった。このため、１～４号機は４回線、５・６号機は２回線の外部

電源を受電できる構成であった。 
地震当日の送電状況は、大熊線３Ｌの受電設備が工事中であったため、福島第一原

子力発電所の外部電源は大熊線３Ｌを除く５回線からの受電であった。 
 
今回の地震により、１～４号機については、１・２号機用の開閉所にある受電しゃ

断器等が損傷して大熊線１Ｌ及び２Ｌによる受電は不可能となり、また、大熊線４Ｌ

は、福島第一原子力発電所と新福島変電所の間に位置する一部の鉄塔と電線にアーク

痕を確認しており、これを起因として受電停止に至ったと推定される。通常使用して

いない設備ではあったが、東北電力からの東電原子力線についても、原因は特定でき

ていないが、ケーブル不具合が発生していたため、１～４号機は受電停止となった。 
５号機及び６号機については、福島第一原子力発電所内の盛土が崩壊し、盛土下方

に立地していた新福島変電所からの電力供給路線である夜の森線の送電鉄塔１基（#
２７鉄塔）が倒壊に至り、夜の森線１Ｌ及び２Ｌからの受電停止となった。 
 
以上のとおり、福島第一原子力発電所における外部電源設備は、地震により発電所

内の開閉所しゃ断器、新福島変電所内変電設備が損傷、送電鉄塔隣接地の盛土が崩落

し鉄塔が倒壊したことから、７回線（東電原子力線含む）すべてが停止したことで、

福島第一原子力発電所ではＤ／Ｇが起動して所内電源を確保したものの、その後の津



 

１７ 

 

波によりＤ／Ｇや高圧電源盤等が被害を受け、所内電源の喪失に至った。 
福島第一原子力発電所の外部電源被害状況を添付資料－５－２、３に示す。 
 
福島第一原子力発電所の外部電源は、安全設計審査指針に定められる２回線以上の

送電線により電力系統に接続された設計であることを満足していたものの、上記のよ

うな状況となった。 
原子力発電所の設計においては、外部電源系統からの電力供給が失われた場合も考

慮されており、今回の地震においても地震により外部電源が失われた１～６号機は、

Ｄ／Ｇ及び非常用電源系統が正常に起動（定期検査で点検中の４号機のＤ／Ｇ１台を

除く）し、設計通り原子炉施設の安全確保に必要な非常用系統への電源の確保ができ

ている。（１～６号機各プラントの状況は７章～１２章で詳述する。） 
 
被害のあった電気設備のうち、以下の所内受電用しゃ断器については、機器の損傷

を確認しており、主要電気工作物の破損事故に該当する。 

・大熊線１Ｌ受電用しゃ断器（Ｏ－８１）及び大熊線２Ｌ受電用しゃ断器    

（Ｏ－８２） 

【添付資料－５－２、３】 

 

福島第一原子力発電所の開閉所設備は、耐震安全性に関する基準である JEAG5003

「変電所等における電気設備の耐震設計指針」（以下、「電気設備の設計基準」という。）

に裕度を持って設計していたが、東北地方太平洋沖地震の観測データに基づいた１／

２号開閉所（しゃ断器設置建屋）の地震応答解析を用いて解析的検討を実施した結果、

今回の地震による１／２号開閉所の床表面地震動は、電気設備の設計基準を上回って

いたと推定した。 

損傷が確認された所内受電用しゃ断器の各部における応力等を解析したところ、し

ゃ断器のステーが今回の地震により緩むことが確認されたことから、しゃ断器が損傷

した原因は、耐震強化のためステーを設置していたものの、それが今回の地震で緩む

ことによりしゃ断部の変位量が増大し、支持碍子の破損に至ったものと推定した。 

 

【添付資料－５－４】 

 

５．３ 地震発生直前及び地震発生直後のプラント状況 

 地震発生直前の福島第一原子力発電所各号機の状態は、１～３号機は定格出力運転

中であった。 

また、４～６号機は定期検査のため停止していた。これらのうち、４号機はシュラ

ウド取替作業のため、ＲＰＶからＳＦＰへすべての燃料を移動させ保管及び冷却して

いた状態となっていた。 

５号機は、定期検査の終盤にあり、ＲＰＶの中に燃料を装荷し、健全性を確認する

ための水圧による漏えい試験を実施していた。６号機についても、定期検査の終盤に

あり、燃料は既にＲＰＶに装荷された状態となっていた。 

  東北地方太平洋沖地震により、福島第一原子力発電所では、運転中の１～３号機は

「地震加速度大トリップ」が発生し、直ちに全制御棒が全挿入となり原子炉は設計通

り自動停止するとともに、その後、原子炉が未臨界状態となったことを確認した。ま

た、１号機においては自動起動したＩＣ、２号機及び３号機においてはＳＲＶ及び手



 

１８ 

 

動起動したＲＣＩＣにより、安定的に原子炉水位及び原子炉圧力が制御された。 

  地震発生時におけるプラントデータからは、地震直後から津波襲来までの間、主要

なパラメータ、プラント機器動作状況などに異常な応答や挙動は認められず、排気筒

放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

また、定期検査中の４～６号機についても地震による停止状態への異常は認められ

なかった。 

これらの状況から、安全上重要な機能を有する主要な設備は、地震時及び地震直後

において安全機能を保持し、原子炉自動停止後の対応を適切に実施できる状態にあっ

たものと考える。 

  なお、１～６号機の地震発生直後のプラント状況については以下のとおり。 

 

（１）１号機地震発生直後のプラント状況 

①地震に伴う自動停止 

・ １号機は３月１１日１４時４６分、地震によりスクラム動作し、１４時４７

分に制御棒がすべて挿入された。 
【添付資料－７－２（１／１２）】 

 
・ これに伴い平均出力領域モニタ（以下、「ＡＰＲＭ」という。）の指示値は急

減しており、出力低下の正常動作をしていることが確認できる。 
 

【添付資料－７－２（２／１２）】 
 

・ また、外部電源が喪失したことにより、１４時４７分にＤ／Ｇ２台が自動起

動しており、その電圧は正常に確立している。 
 

【添付資料－７－３（５／８）】 
 

・ 一方、外部電源の喪失に伴って非常用母線の電源を喪失したため、ＲＰＳの

電源がなくなり、主蒸気隔離弁（以下、「ＭＳＩＶ」という。）が自動閉となっ

た。 
【添付資料－７－２（６／１２）、７－３（１／８）、（２／８）】 

 

②自動停止以降の挙動 

・ 原子炉水位は、スクラム直後はボイド（気泡）がつぶれることで低下してい

るが、非常用炉心冷却系の自動起動レベルに至ることなく回復している。 
 

【添付資料－７－２（４／１２）】 
 
 
 
 
 
 
 



 

１９ 

 

・ 原子炉圧力は、スクラム直後は低下するが、ＭＳＩＶが自動閉したことによ

り上昇している。 
【添付資料－７－２（３／１２）】 

 
 
     警報発生記録データにおいて、ＭＳＩＶ閉の信号に前後して、主蒸気配管

破断等に関連する隔離信号が打ち出されているが、主蒸気流量は０（ゼロ）

となっており、蒸気流量の増大は見られない。 
 

【添付資料－７－３（３／８）】 
 
このことから、打ち出された隔離信号は、外部電源の喪失によって計器電

源が喪失したことで当該信号が発されたものと考えられる。 
 
 

・ １４時５２分、ＩＣが「原子炉圧力高（７．１３ＭＰａ[gage]）」により自

動起動した。これにより、原子炉内の蒸気が冷却され、原子炉圧力は低下した。

原子炉圧力の低下が速く、操作手順書で定める原子炉冷却材温度変化率５５℃

／ｈを遵守できないと判断し、約１０分後の１５時０３分頃、戻り配管隔離弁

（ＭＯ－３Ａ、３Ｂ（以降、それぞれ「３Ａ弁、３Ｂ弁」と記す。））を一旦「全

閉」とし、ＩＣを停止、原子炉圧力は再び上昇している。なお、他の弁は開状

態で、通常の待機状態とした。 

 
【添付資料－７－２（８／１２）、７－３（４／８）、（７／８）、（８／８）】 

 
原子炉圧力の低下については、操作手順書でＲＰＶへの影響緩和の観点か

ら原子炉冷却材温度変化率が５５℃／ｈを超えないよう調整することとし

ている。実際、ＩＣの作動時に急激に温度が低下した後、停止操作を行って

おり、その操作は操作手順書に則って行われている。 
 
 

・ 原子炉圧力を６～７ＭＰａ程度に制御するためには、ＩＣは 1系列で十分と

判断、Ａ系にて制御することとし、津波の影響で操作ができなくなる１５時 

３０分過ぎまで、３Ａ弁を操作してＩＣ（Ａ系）の手動起動・停止を繰り返す

ことでこの圧力の範囲で制御していた。 
                     【添付資料－７－２（３／１２）】 
 

 
ＩＣは、冷却した戻り水が原子炉再循環系（以下、「ＰＬＲ」という。）配

管（Ｂ）に流入するが、ＰＬＲポンプ入口温度と原子炉圧力の変動時期があ

っているため、ＩＣにより圧力制御していたことがわかる。 
 
                  【添付資料－７－２（５／１２）】 
 
ＩＣ１系列の操作とすることできめ細やかな圧力調整を行っている。 



 

２０ 

 

 
 
・ Ｄ／Ｗ圧力は、原子炉スクラム以降上昇している。また、Ｄ／Ｗ圧力とＳ／

Ｃ圧力の差圧に変曲点が見られる。 
 

【添付資料－７－２（１０／１２）、７－３（６／８）】 
 

   ＰＣＶの圧力上昇は、ＰＣＶ内の温度上昇に伴う圧力上昇の結果と考えら

れる。 
また、差圧の変曲点については、Ｓ／Ｃの冷却を行うために、１５時１０

分前後に格納容器冷却系（以下、「ＣＣＳ」という。）のポンプを手動で起動

したことにより、Ｓ／Ｃ側の圧力低下が加わり差圧に変曲点が生じたものと

考えられる。 
 
 

・ ＰＣＶ温度は、温度上昇が緩やかで、数１０℃の温度上昇にとどまっている。 
 

            【添付資料－７－２（９／１２）、（１１／１２）】 
 
ＰＣＶ内において急激な温度上昇は認められないことから、配管等の破断

はなく、電源喪失による格納容器空調停止に伴うものと考えられる。 
 
 

・ 通常換気空調系は常用電源喪失により停止したが、原子炉水位低（Ｌ－３）

またはＲＰＳ電源喪失による原子炉格納容器隔離系隔離信号により、非常用ガ

ス処理系（以下、「ＳＧＴＳ」という。）が自動起動したことから、Ｒ／Ｂの負

圧は維持されたものと考えられる。 
               【添付資料－７－２（７／１２）】 

 
・ 排気筒放射線モニタは、原子炉スクラム以降もノイズはあるものの、記録さ

れている範囲で安定した値を示しており、異常は認められない。 
 
【添付資料－７－２（１２／１２）】 

 
（２）２号機地震発生直後のプラント状況 

①地震に伴う自動停止 

・ ２号機は３月１１日１４時４７分、地震によりスクラム動作し、１４時４７

分に制御棒がすべて挿入された。 
  【添付資料－８－２（１／１０）】 

 
・ これに伴いＡＰＲＭの指示値は急減しており、出力低下の正常動作をしてい

ることが確認できる。 
 
                     【添付資料－８－２（２／１０）】 



 

２１ 

 

 
 
・ また、外部電源が喪失したことにより、１４時４７分にＤ／Ｇ２台が自動起

動しており、その電圧は正常に確立している。 
 
         【添付資料－８－３（７／１０）、（９／１０）、（１０／１０）】 
 
・ 一方、外部電源の喪失に伴って非常用母線の電源を喪失したため、ＲＰＳの

電源がなくなり、ＭＳＩＶが自動閉となった。 
             

【添付資料－８－２（５／１０）、８－３（４／１０）】 
 

②自動停止以降の挙動 

・ 原子炉水位は、スクラム直後はボイド（気泡）がつぶれることで低下してい

るが、非常用炉心冷却系の自動起動レベルに至ることなく回復している。 
 

【添付資料－８－２（３／１０）、８－３（１／１０）】 
 
・ その後、１４時５０分、外部電源喪失による原子炉隔離時（ＭＳＩＶ閉時）

の対応手順書に従い、ＲＣＩＣを手動起動している。ＲＣＩＣは原子炉水位の

過渡的な変動の中、１４時５１分に原子炉水位高により停止し、以降、１５時

０２分に手動起動、１５時２８分に原子炉水位高により停止、１５時３９分に

手動起動している。 
 

【添付資料－８－２（９／１０）、８－３（６／１０）】 
 
・ 原子炉圧力は、スクラム直後は低下するが、ＭＳＩＶが自動閉したことによ

り上昇している。この上昇に対しては、ＳＲＶの開閉により安定的に圧力が制

御されている。 
 

【添付資料－８－２（３／１０）、８－３（２／１０）、（３／１０）】 
 

警報発生記録データにおいて、ＭＳＩＶ閉に前後して主蒸気配管の破断等

に関連する隔離信号が打ち出されているが、１号機と同様に外部電源の喪失

によって計器電源が喪失したことで当該隔離信号が発されたものと考えら

れる。 
【添付資料－８－３（５／１０）】 

 
 
・ 操作手順書で原子炉冷却材温度変化率が５５℃／ｈを超えないよう調整する

こととしているが、原子炉水温（ＰＬＲポンプ入口温度）の記録で確認可能な

１時間程度の範囲において数１０℃程度の変化で安定している。 
 

【添付資料－８－２（４／１０）】 



 

２２ 

 

 
 
 
・ ＰＣＶ温度は、温度上昇が緩やかで、数１０℃の温度上昇にとどまっている。 
 

【添付資料－８－２（７／１０）】 
 

ＰＣＶ内において急激な温度上昇は認められず、原子炉圧力も７ＭＰａ程

度で制御されていることから、配管等の破断はなかったものと考えられる。

ＰＣＶ内の温度上昇は、１号機と同様に電源喪失による格納容器空調の停止

によるものと考えられる。 
 
 

・ Ｓ／Ｃ温度は、Ｓ／ＣがＲＣＩＣポンプ駆動用タービンの排気やＳＲＶの排

気先となっていることから上昇している。このため、１５時００分～１５時０

７分頃にかけてＲＨＲポンプを順次起動し、Ｓ／Ｃの水の冷却を行っている。

水温は１５時３０分頃上昇に転じているが、津波到達によりＲＨＲポンプが停

止したことによるものと考えられる。 
 

【添付資料－８－２（８／１０）、８－３（８／１０）】 
 
・ 通常換気空調系は常用電源喪失により停止したが、原子炉水位低（Ｌ－３）

またはＲＰＳ電源喪失による原子炉格納容器隔離系隔離信号により、ＳＧＴＳ

が自動起動したことから、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。       

 
【添付資料－８－２（６／１０）】 

 
・ 排気筒放射線モニタは、１号機と排気筒を共用しているが、１号機で記した

通り、原子炉スクラム以降、ノイズはあるものの記録されている範囲で安定し

た値を示しており、異常は認められない。  
 

【添付資料－８－２（１０／１０）】 
 
（３）３号機地震発生直後のプラント状況 

①地震に伴う自動停止 

・ ３号機は３月１１日１４時４７分、地震によりスクラム動作し、１４時４７

分に制御棒がすべて挿入された。 

【添付資料－９－２（１／１０）】 
 

・ これに伴いＡＰＲＭの指示値は急減しており、出力低下の正常動作をしてい

ることが確認できる。 

 

                     【添付資料－９－２（２／１０）】 
 



 

２３ 

 

 

 

 

・ また、外部電源が喪失したことにより、１４時４８分にＤ／Ｇ２台が自動起

動しており、その電圧は正常に確立している。 

 

                 【添付資料－９－３（５／６）、（６／６）】 
 

・ 一方、外部電源の喪失に伴って非常用母線の電源を喪失したため、ＲＰＳの

電源がなくなり、ＭＳＩＶが自動閉となった。 

 

             【添付資料－９－２（６／１０）、９－３（３／６）】 

 

②自動停止以降の挙動 

・ 原子炉水位は、スクラム直後はボイド（気泡）がつぶれることで低下してい

るが、非常用炉心冷却系の自動起動レベルに至ることなく回復している。 

 

               【添付資料－９－２（３／１０）、９－３（１／６）】 

 

・ その後、１５時０５分、外部電源喪失による原子炉隔離時（ＭＳＩＶ閉時）

の対応手順書に従い、ＲＣＩＣを手動起動している。ＲＣＩＣは原子炉水位の

過渡的な変動の中、１５時２５分に原子炉水位高により停止、１６時０３分に

再度手動起動している。 

                    【添付資料－９－２（１０／１０）】 

 

・ 原子炉圧力は、スクラム直後は低下するが、ＭＳＩＶが自動閉したことによ

り上昇している。この上昇に対しては、ＳＲＶの開閉により安定的に圧力が制

御されている。 

 

          【添付資料－９－２（３／１０）、９－３（１／６）、（２／６）】 

 

警報発生記録データにおいて、ＭＳＩＶ閉に前後して主蒸気配管の破断等

に関連する隔離信号が打ち出されているが、１号機と同様に外部電源の喪失

によって計器電源が喪失したことで当該隔離信号が発されたものと考えら

れる。                                     

                       【添付資料－９－３（４／６）】 

 

 

・ 操作手順書で原子炉冷却材温度変化率が５５℃／ｈを超えないよう調整する

こととしているが、原子炉水温（ＰＬＲポンプ入口温度）の記録で確認可能な

１時間程度の範囲において数１０℃程度の変化で安定している。 

 

                  【添付資料－９－２（４／１０）】 
 



 

２４ 

 

 

 

・ ＰＣＶ温度は、温度上昇が緩やかで、数１０℃の温度上昇にとどまっている。     

 
【添付資料－９－２（５／１０）、（８／１０）】 

 

ＰＣＶ内において急激な温度上昇は認められず、原子炉圧力も７ＭＰａ程

度で制御されていることから、配管等の破断はなかったものと考えられる。

ＰＣＶ内の温度上昇は、１号機と同様に電源喪失による格納容器空調の停止

によるものと考えられる。 

 

 

・ 通常換気空調系は常用電源喪失により停止したが、原子炉水位低（Ｌ－３）

またはＲＰＳ電源喪失による原子炉格納容器隔離系隔離信号により、ＳＧＴＳ

が自動起動したことから、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。       

 
【添付資料－９－２（７／１０）】 

 

・ 排気筒放射線モニタは、原子炉スクラム以降、ノイズはあるものの記録を終

了するまで安定した値を示しており、異常は認められない。 

 

                        【添付資料－９－２（９／１０）】 

 

（４）４号機地震発生直後のプラント状況 

・ ４号機は地震発生時、定期検査中で全燃料が原子炉からＳＦＰに取り出され

ていた。 

・ 地震発生時は、原子炉ウェル側でシュラウド切断作業が実施されており、  

プールゲートが閉で満水状態であったが、地震後も原子炉ウェル側の大きな水

位変動は見られていない。 

・ 地震により外部電源を喪失したため、待機中のＤ／Ｇ１台が起動した（残り

１台は点検中）。 

 

Ｄ／Ｇは、定期検査中でプロセス計算機、過渡現象記録装置の取り替え作

業中だったこと等から、起動信号、電圧確立状態等に関する記録は残されて

いないが、燃料油タンクレベルの低下が確認されていることから正常に起動

しているものと考えられる。 

また、非常用パワーセンターの負荷として、中操の制御盤に設置されてい

る記録計のチャートに地震以降の記録が残されていることから、Ｄ／Ｇから

非常用パワーセンターまで地震後も健全であったことが確認できる。 

なお、ＳＧＴＳは、Ｄ／Ｇの電源供給により起動していたものと考えられ

る。 
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・ 地震前、ＳＦＰの冷却のため、ＲＨＲポンプ（Ｄ）を運転していたが、地震

後、外部電源喪失によって当該ポンプは停止した。なお、地震前にＳＦＰの水

位が満水であること、プール水温が２７℃であったことから、早期に燃料の冷

却に支障をきたす状況ではなく、津波到達前に再起動するには至らなかった。 

・ 排気筒放射線モニタは、３号機と排気筒を共用しているが、３号機で記した

通り、ノイズはあるものの記録を終了するまで安定した値を示しており、異常

は認められない。 

 

（５）５号機地震発生直後のプラント状況 

・ ５号機は地震時、定期検査中で全燃料が原子炉内にあり制御棒はすべて挿入

された状態で、ＲＰＶの耐圧漏えい試験を実施しており、７．２ＭＰａに昇圧・

保持されていた。 

・ 地震発生により、原子炉を加圧していた制御棒駆動水圧系（以下、「ＣＲＤ」

という。）ポンプが電源喪失により停止したため、原子炉圧力は一時的に低下

したが、その後は崩壊熱により８ＭＰａ程度まで緩やかに上昇した。 

・ また、外部電源が喪失したことにより、Ｄ／Ｇ２台が自動起動しており、そ

の電圧は正常に確立している。 

・ 外部電源が喪失したことにより、ＳＦＰを冷却していたＦＰＣが運転を停止

したが、プールの冷却は、ＳＦＰの水位が満水であり、プール水温が約２４℃

であったことから、早期に支障をきたす状況ではなかった。このため、プール

の冷却に使用可能なＲＨＲは待機状態とした。 

・ 通常換気空調系は常用電源喪失により停止したが、ＲＰＳ電源喪失による原

子炉格納容器隔離系隔離信号により、ＳＧＴＳが自動起動し、Ｒ／Ｂの負圧は

維持された。 

・ 排気筒放射線モニタは、原子炉スクラム以降、ノイズはあるものの記録を終

了するまで安定した値を示しており、異常は認められない。 

 

（６）６号機地震発生直後のプラント状況 

・ ６号機は地震時、定期検査中で全燃料が原子炉内にあり、制御棒はすべて挿

入され、ＲＰＶの上蓋がボルトで締め付けられた状態であった。 

・ 原子炉圧力は、地震発生後、崩壊熱により緩やかに上昇した。なお、５号機

と比較して停止期間が長かったことにより、その推移はより緩やかであった。 

・ また、外部電源が喪失したことにより、Ｄ／Ｇ３台が自動起動した。 

・ 外部電源が喪失したことにより、停止時冷却モードで運転中であったＲＨＲ、

ＦＰＣが運転を停止したが、プールの冷却は、地震前にＳＦＰの水位が満水で、

プール水温が２５℃程度であったことから、早期に支障をきたす状況ではな 

かった。このため、ＲＨＲ及びＦＰＣは待機状態とした。 

・ 通常換気空調系は常用電源喪失により停止したが、ＲＰＳ電源喪失による原

子炉格納容器隔離系隔離信号により、ＳＧＴＳが自動起動し、Ｒ／Ｂの負圧は

維持された。 

・ 排気筒放射線モニタは、５号機と排気筒を共用しているが、５号機で記した

通り、ノイズはあるものの記録を終了するまで安定した値を示しており、異常

は認められない。 
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５．４ 地震による設備への影響評価 

福島第一原子力発電所を襲った津波は地震発生から１時間に満たないうちに到達

したため、発電所所員が発電所の設備が地震でどの程度の損傷を受けたのか、津波が

来るまでの時間において明確には確認できなかった。また、事故が炉心損傷や水素爆

発にまで至り、建屋内の汚染水の滞留の問題や放射線の問題等から、Ｒ／Ｂ内の機器

やＴ／Ｂ地下階の機器の状態確認は現在も困難である。 

そのため、福島第一原子力発電所について、次に掲げる観点から設備の健全性に関

する考察を加え、可能な範囲で損傷原因を究明し、当該地震による安全上重要な機器

の機能への影響の有無についての評価を行った。 

 

５．４．１ プラントパラメータによる評価 

 プラント情報を記録する媒体としては、運転員による記録の他、チャート、警報発

生記録、過渡現象記録装置等が挙げられる。これらは、プラントの状態を示すもので

あり、設備の健全性を評価するための重要な情報となっている。 

今回、津波の影響によりほとんどの計器電源等も喪失したため、情報は限定的であ

るが、その多くは津波までのプラント状態を示している。 

高圧注水設備（ＩＣ、ＲＣＩＣ等）等について、地震直後の運転状況等から問題な

く動作していると判断され、特に異常は認められない。 

また、主蒸気流量やＰＣＶ温度のチャートから、配管の健全性についても、異常は

ないものと考えられる。 

 

なお、３号機のＨＰＣＩの蒸気配管に関する地震の影響について、ＲＣＩＣが停止

し、ＨＰＣＩが起動してから原子炉圧力が約７ＭＰａ[gage]から約１ＭＰａ[gage]ま

で低下しているため、３号機のＨＰＣＩの蒸気配管破断の可能性も含め確認を行った。

この結果、運転員からの聞き取りにより、実際にＨＰＣＩ室に入室し異常が見られな

かったということが確認されており、ＨＰＣＩの蒸気配管に異常はなかったことが確

認された。また、トーラス室にも蒸気配管が通っているが、ＨＰＣＩが停止した後の

３月１３日朝に運転員が入室しており、配管が破断したような異常は認められていな

い。３号機の原子炉圧力の挙動は、タービン駆動用に原子炉から引き込む蒸気の消費

量が大きいＨＰＣＩ（蒸気駆動）を連続運転したことにより変化したものと考えられる。 

 

５．４．２ 地震の観測記録を用いた地震応答解析結果 

１～６号機について東北地方太平洋沖地震で得られたＲ／Ｂ基礎版上など多数の

観測データに基づいたＲ／Ｂの地震応答解析を用いて解析的検討を行い、東北地方太

平洋沖地震が耐震安全上重要な機器・配管系へ与えた影響を評価した。 

影響評価の具体的な方法としては、Ｒ／Ｂの地震応答解析及びＲ／Ｂと原子炉等の

大型機器を連成させた地震応答解析で得られた応答荷重や応答加速度等を、基準地震

動Ｓｓを用いた地震応答解析で得られた地震荷重等と比較することにより実施した。 

 

（１）Ｒ／Ｂの解析結果 

１～６号機Ｒ／Ｂの東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震応答解析にあたっては、

地震時の建屋の状況を確認する観点から、建屋基礎版上で取得された観測記録を用い

た地震応答解析を実施した。 
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地震応答解析にあたっては、建物・構築物や地盤の特性を適切に表現できるモデル

を設定している。 

地震応答解析の結果、耐震壁のせん断ひずみは、評価基準値（２．０×１０－３）を十

分に下回り、もっとも厳しい結果の２号機の場合でも０．４３×１０－３（東西方向、５階）

であり、地震による応力はＲ／Ｂの健全性に影響するものでないことが確認された。 

なお、損傷が確認されている１号機、３号機及び４号機のＲ／Ｂについて、損傷の

状況を質点系モデルに反映し、基準地震動Ｓｓを用いた時刻歴応答解析を実施した結

果、残存している耐震壁に発生するせん断ひずみは評価基準値を大きく下回っており、

十分な安全性を有していると評価した。 

 

【添付資料－５－５、７、８、１０、１１、１３～１６】 

 

（２）耐震安全上重要な機器・配管系の解析結果 

１～６号機の原子炉等の大型機器について、東北地方太平洋沖地震の観測記録に基

づいた地震応答解析を行い、その結果得られた地震荷重等と、既往の基準地震動Ｓｓ

による耐震安全性評価で得られている地震荷重等との比較を行った。 

本検討の地震応答解析で得られた地震荷重等が、基準地震動Ｓｓを用いた地震応答

解析で得られた地震荷重等を上回る場合は、安全上重要な機能を有する主要な設備の

耐震性評価を実施した。 

比較の結果、１～６号機において今回の地震による地震荷重等は、耐震安全性評価

で得られている地震荷重等を一部上回るものの、耐震性評価の結果より、今回の地震

に対して、原子炉を「止める」、「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」に係わる安

全上重要な機能を有する主要な設備の耐震性評価の計算値は、すべて評価基準値以下

であることを確認したことから、これらの設備の機能に地震の影響はないと考えられ

る。 

なお、１号機ＩＣ及び３号機ＨＰＣＩの蒸気配管に関する地震の影響について、当

該配管の耐震性評価を実施し、計算値は評価基準値を十分下回るものであった。 

これらの評価結果は、現時点における地震後のプラント挙動の分析結果と整合して

いることから、安全上重要な機能を有する主要な設備は、地震時及び地震直後におい

て、要求される安全機能を保持できる状態にあったといえる。 

また、実機の現状と比較が可能である５号機について、Ｒ／Ｂ内に設置されている

耐震Ｓクラス設備の耐震性評価を実施し、一部の配管系（配管本体、サポート）で計

算値が評価基準値を上回っていることを確認したが、現場との照合（目視確認）を行

い、全ての箇所において有意な損傷等は認められなかった。 

 

【添付資料－５－５～１３】 

 

５．４．３ 発電所設備の目視確認結果 

発電所設備の損傷状況を確認するべく、１～６号機までの設備状態を可能な範囲で

目視によって確認した。汚染水が滞留しているエリアや高線量エリアなど、直接的な

確認ができない範囲もあるが、各所の目視結果から以下のような観点での整理ができ

る。 

 

・ 冷温停止に至った５号機及び６号機の屋内設備については、Ｒ／Ｂ、Ｔ／Ｂに
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設置されている機器の目視確認ができる。これらの機器の一部は、被水、冠水と

いう意味で津波の影響を受けているものの、耐震クラスに係わらず設備に対する

ほぼ地震のみの影響を確認することができると考える。 

・ １～３号機については、Ｒ／Ｂ内の設備の確認は難しいが、Ｔ／Ｂ内に設置さ

れている機器については、地下階を除き目視確認することができる。これらの機

器も５号機、６号機と同様に一部は、被水、冠水という意味で津波の影響を受け

ているものの、ほぼ地震のみの影響を確認することができると考える。 

・ Ｔ／Ｂに設置されている設備については、そのほとんどが常用系の設備であり、

耐震クラスが低い機器が多いことから、それらの機器に地震による影響が少なけ

れば、プラントの耐震安全性に関する重要な判断材料になるものと考える。 

・ 屋外設備については、損傷を受けている機器も多くある。その多くは津波や津

波による漂流物の衝突などによるものと考えられる。しかしながら、厳密には地

震による影響を必ずしも否定する判断材料としては使用できない場合も多く見

られる。このため、屋外の損傷設備の要因については、損傷形態から原因を特定

できるものを除き、参考扱いとした。 

 

また、上記目視点検に加えて、回転機器について以下の項目を調査整理している。 

・ ５号機及び６号機において現在使用中の機器 

・ ５号機及び６号機において試運転により運転可能なことを確認できている機器 

・ 運転や試運転を実施するにあたって事前に分解などの点検している場合、点検

結果に地震による損傷が認められるか否かの確認 

 

今回、確認できた範囲においては、安全上重要な機器はもとより、耐震クラスの低

い機器でも地震によって機能に影響するような損傷を受けたものはほとんど認めら

れなかった。 

なお、５号機のＲ／Ｂ最地下階の地震加速度は５４８ガルであり、最大値が確認さ

れた２号機と同等である。 

 

（１）１号機ＩＣ目視確認結果 

 ・ １号機のＲ／Ｂに設置されているＩＣの本体、主要配管及び主要弁に原子炉の

冷却材喪失となるような損傷の有無を目視により確認した。なお、ＰＣＶ内側に

は立ち入ることができないため、ＰＣＶ外側の本体、配管、弁を確認対象とした。 

 ・ ＩＣ本体が設置されているＲ／Ｂ４階では、５階での水素爆発の影響で天井の

北側に損傷開口部が生じ、ＩＣ上部北側で爆風によると思われる保温材の脱落や

瓦礫の散乱が認められた。また、ＩＣ本体南側の保温材が激しく脱落しているが、

Ｒ／Ｂの機器ハッチ（吹き抜け）側であり、５階で生じた水素爆発の爆風が、吹

き抜けを通じてＩＣの保温材を損傷させたものと考えられる。なお、３階、２階

においては保温材の脱落、飛散は認められなかった。 

 ・ ＩＣ本体の損傷、配管の破断、フランジ部からの漏えい、弁の脱落等は認めら

れなかった。また、配管破断が生じて原子炉内の高圧蒸気が大量に噴出したよう

な状況は認められなかった。 

 ・ これらのことからＰＣＶ外側に原子炉の冷却材喪失となるような損傷はないこ

とが確認された。 

 ・ この目視による現場確認にあわせ、ＩＣの弁の開閉状態及びＩＣの水位の確認
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を行った。Ａ系の２Ａ弁、３Ａ弁は開であり、Ｂ系の２Ｂ弁、３Ｂ弁は閉である

ことが確認された。また、ＩＣへの補給水弁はＡ系、Ｂ系ともに閉であることが

確認された。ＩＣの現場水位計（冷却水）は、Ａ系６５％、Ｂ系８５％であり、

中操の指示計と一致することが確認された。 

【添付資料－５－１７】 

 

（２）１～３号機Ｔ／Ｂ目視確認結果 

・ １～３号機のＴ／Ｂに設置されている設備について、汚染水が溜まっている地

下階を除き１階、２階に設置されている設備を目視により確認した。その結果、

確認できた範囲で、１階に設置されている機器は津波による被水及び浸水の痕跡

があるが、地震による損傷は認められなかった。 

・ なお、４号機については、被災当時定期検査の最中であり、分解されている機

器も多いと考えられることから、今回の目視確認対象外とした。 

 

【添付資料－５－１８】 

 

（３）１～４号機側屋外設備目視確認結果 

《写真①》等の記号は、添付資料－５－１９中の目視確認対象の写真を示す。 

・ Ｔ／Ｂ海側には、機器の冷却用の海水を送水する海水ポンプが設置されている。

これらは津波の影響を受けて機能を喪失したが、主要なポンプについては津波の

影響を受けても倒壊することなく、自立している。このことから、地震によるポ

ンプの損傷は基本的にはなかったものと考える。 

・ 津波で流された、または、モータ自体が外れたポンプとしては、点検のために

分解点検中のポンプの他、海水の除塵装置に使用されている海草やゴミなどを洗

い流すための小型のポンプである。《写真③中央の小型のポンプ》 

・ ボイラー用の重油タンクが流されており、地震の影響がどの程度であったかは

判断できない。また、Ｄ／Ｇの燃料に使用される軽油タンク、冷却水の水源の一

つである復水貯蔵タンクについては、地震の影響と思われる基礎周りの地面の沈

降が認められるが、タンクに漏えいなどの損傷は認められない。 

《写真⑦、⑧、⑨》 

・ 屋外に設置されている取水設備関係の電源盤は、その形状から津波の圧力を受

けやすいためか、なぎ倒されている。このため、地震の影響がどの程度であった

かは判断できない。《写真⑬》 

【添付資料－５－１９】 

 

（４）ろ過水、純水タンク他目視確認結果 

・ 純水タンクについては、地震による影響で座屈による歪みが生じている（Ｎｏ．

１純水タンクの上段中央の写真のタンク下部ふくらみが代表的）。また、Ｎｏ．

１純水タンクについては、タンク付きの配管と外部配管を連結するフレキシブル

の短管部分から地震時に漏水したことが確認されている。この漏水については、

タンク側の弁を閉止することで漏えい量を抑制した。Ｎｏ．２の純水タンクにつ

いては、タンク底部が地震により損傷しており、量的には多くないものの継続的

に漏水した。 

・ ろ過水タンクについても、純水タンクと同様に座屈による歪みが発生している



 

３０ 

 

が、漏えいなどの事象は発生していない。 

・ ろ過水タンクを水源としている変圧器防災用配管において、連結部分が外れ漏

水していた。当該防災配管は斜面下部に設置されており、斜面を降りてきている

別の配管と斜面下部で交差していた。地震により斜面が崩れ、斜面を降りてきて

いた配管がサポート部分から変位した。 

この傾いたサポートが交差部分に位置する当該防災配管の連結部分に力を加

え、連結部分が外れたものと考えられる。これは、地震の二次的な影響を受け、

損傷したものと考えられる。 

【添付資料－５－２０】 

 

（５）屋外ＦＰ配管目視確認結果 

《写真①》等の記号は、添付資料－５－２１中の目視確認対象の写真を示す。 

・ 屋外ＦＰ配管について損傷状況を調査した。ＦＰ配管は、新潟県中越沖地震の

教訓から配管の架空化、溶接構造化などの強化策を実施していた。また、ＦＰ配

管はＲＰＶへの注水に使用できるように設備変更していた。なお、津波や爆発に

よる瓦礫を建屋周辺から除去する過程で、重機により撤去された箇所もあり、す

べての場所について確認できてはいない。 

・ 損傷事例としては、雑用水取り口《写真③》、４号機採水口基礎部《写真⑬》

が漂流物等の衝突による損傷事例と考えている。両方ともに地震に対して強固な

構造であり、雑用水の取り口先端は地震で荷重がかかるような構造でないこと、

４号機採水口は長手方向に基礎が剥がされていることなどから、地震による被害

ではなく津波によるものと考えられる。 

・ 漂流物等が配管上に乗り上げている事例としては、消火栓《写真⑤、⑥、⑲》、

消火栓他《写真 21 》があり、配管が変形している。 

・ 建屋壁面のサポートにＵバンドで固定されていた消火配管《写真 22 ～ 24 》

は、Ｕバンドが破損し、配管が脱落・変形している。これらは海に面した建屋の

壁であり、津波が壁に衝突し、下から配管を突き上げたことで損傷したものと考

えている。 

・ 配管が敷設されている土台部分が損傷し、消火配管が変形した事例《写真⑩》

が認められる。土台部分の損傷原因は特定できない。 

・ 津波の影響を受けにくい奥まった部分《写真⑯》やトレンチ内に設置されてい

る消火配管《写真⑭》に損傷は認められない。また、屋外の海側に設置されてい

ても、防波堤の内側の海に面した配管に損傷は認められず、衝撃が少ない、漂流

物が当たらなかったなどの影響が考えられる。 

【添付資料－５－２１】 

 

（６）防災道路目視確認結果 

・ 発電所構内の道路については、車両が通行するなど、事故対応する上で重要な

ものである。新潟県中越沖地震でも発電所構内道路に段差が生じたり、道路脇の

斜面が一部崩れるなど、車両の移動に支障を与えるような事例が散見された。こ

のような反省から、福島第一原子力発電所では道路の補強工事や道路脇の斜面の

強化工事を実施してきた。 

・ 福島第一原子力発電所構内の防災道路については、各プラント周辺を周回でき

るように施設されているが、５号機南東側の防災道路に損傷が見られた。ただし、

車両 1台の通行が可能なように補強しており、補強部分の通行は可能な状態とな
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っていた。 

・ このように道路について地震の影響は少なかったものの、津波で破壊された物

や流された物が通行を阻害しており、大きい物では重油タンクや放置されたクレ

ーンが道路を塞いでいる状況が認められた。 

【添付資料－５－２２】 

 

（７）５号機目視確認結果 

・ ５号機Ｒ／Ｂに設置されている設備について、目視により確認したところ、損

傷は認められなかった。 

・ また、Ｔ／Ｂ内に設置されている設備を目視により確認したところ、Ｄ／Ｇや

電源盤など重要な機器については地震による損傷は認められないが、高圧タービ

ンと低圧タービンの中間にある湿分分離器のドレン配管のサポートがずれてお

り、そのドレン配管に接続されている小口径配管一カ所で破損が認められた。こ

れは破損形態から地震による損傷と判断される。 

【添付資料－５－２３】 

 

（８）６号機目視確認結果 

・ ６号機のＲ／Ｂは複合建屋方式を採用しており、原子炉棟の周囲に付属棟が設

置された構造になっているが、付属棟に設置されているＤ／Ｇも含めて設備に外

観上の損傷は認められない。 

・ Ｔ／Ｂに設置されている設備に外観上大きな損傷はないが、給水加熱器（５Ｂ）

の固定脚基礎に割れが確認されており、これは地震による損傷と思われる。 

 

【添付資料－５－２４】 

 

（９）５号機及び６号機の運転状況確認結果 

・ ５号機及び６号機においては、Ｄ／Ｇ、原子炉の冷却に必要なＲＨＲ機器、Ｓ

ＦＰの冷却に必要なＦＰＣ、弁作動や水の補給の役割を有する純水補給水系、Ｍ

ＵＷＣ、計装用圧縮空気系（以下、「ＩＡ」という。）などが機器の運転あるいは

運転可能なことを確認して待機した状態となっている。 

・ これらの機器のうち、気密性の高いＲ／Ｂに設置されていたポンプ等の機器に

ついては地震の影響もなく、事前の確認の上で運転を行い、健全性を確認してい

る。 

・ 海水が多く侵入したＴ／Ｂについては、付属する設備に微少な漏えいが認めら

れるなどの不適合はあったものの、機器本体に地震による損傷と思われる影響は

認められておらず、点検を実施した上で運転可能な状態となっている。 

・ 屋外に設置されている海水系のポンプ類については、津波によりモータに付属

する小口径の配管が破損したり、軸受へ砂が混入したためにモータ取替や軸受交

換を行った上で運転を開始しているが、地震で機能を喪失したような事例は確認

されていない。 

【添付資料－５－２５、２６】 

 

５．４．４ 設備への影響評価まとめ 

福島第一原子力発電所１～４号機については、津波襲来後の事故が炉心損傷や水素

爆発まで至り、建屋内の汚染水の滞留の問題や放射線の問題等から、Ｒ／Ｂ内の機器
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やＴ／Ｂ地下階の機器の状態確認は現在も困難な状況であるが、プラント運転状況及

び観測された地震動を用いた耐震評価の解析結果から、安全上重要な機能を有する主

要な設備は、地震時及び地震直後において安全機能を保持できる状態にあったものと

考えられる。 

また、プラント内の巡視の結果や５号機、６号機の一部の機器では既に使用中、ま

たは試運転済みであることから、安全上重要な機能を有する主要な設備に地震による

損傷は確認されておらず、耐震重要度の低い機器においても地震によって機能に影響

する損傷はほとんど認められなかった。 

従って、地震によって外部電源の喪失は生じたものの、地震後の時点においては 

Ｄ／Ｇによる電源確保に成功しており、プラントとしては地震時及び地震直後の対応

を適切に実施できる状態にあったものと考えられる。 



 

３３ 

 

６．津波に関する状況調査 

６．１ 福島第一原子力発電所での津波観測結果 

福島第一原子力発電所に襲来した津波は、主要建屋敷地（１～４号機側でＯ．Ｐ．

＋１０ｍ、５号機及び６号機側でＯ．Ｐ．＋１３ｍ）まで遡上し、浸水域は主要建屋

設置エリアの全域に及んだ。浸水高は１～４号機側でＯ．Ｐ．約＋１１．５ｍ～約＋

１５．５ｍ※１、浸水深で約１．５ｍ～約５．５ｍであり、主要建屋周囲に顕著な浸水

が認められた。 

４号機南側の集中環境施設プロセス主建屋付近で津波襲来時の状況を撮影した写真

では、敷地高さＯ．Ｐ．＋１０ｍに設置してある高さ約５．５ｍのタンクが津波によ

り水没していく様子が撮影されている。この付近の建屋周囲の浸水高は、この付近で

は敷地上５ｍ以上にも及んでいた。 

一方、５号機及び６号機側では、浸水高がＯ．Ｐ．約＋１３ｍ～約＋１４．５ｍ、

浸水深が約１．５ｍ以下であり、１～４号機側との比較では相対的には浅くなってい

るが、主要建屋周囲は浸水していた。 

 

なお、福島第二原子力発電所では、主要建屋敷地エリアへの浸水の様相が福島第一

原子力発電所の場合と異なり、Ｏ．Ｐ．＋４ｍの海側エリアでは浸水（浸水高Ｏ．Ｐ．

約＋７ｍ）が全域に及んでいるものの、海側エリアからＯ．Ｐ．＋１２ｍの主要建屋

敷地エリアへ斜面を超えて遡上した痕跡は認められなかった。 

一方、主要建屋敷地エリア南東側では海側から免震重要棟へ向かう道路に沿って集

中的な遡上が認められた。この結果、１号機南側は浸水深が深く、２号機及び３号機

は１号機側からの回り込みが見られるものの建屋周囲の浸水深はわずかであり、４号

機建屋周囲においてはほとんど浸水が認められなかった。 

 

福島第一原子力発電所に襲来した津波の最大高さは、潮位計、波高計が地震、津波

の影響を受けたため直接測定できていないが、Ｏ．Ｐ．＋１０ｍの防波堤を津波が乗

り越えてくる様子が撮影されていることから、津波の高さは１０ｍを超えるものであ

った。 

また、インバージョン解析（津波の再現計算）により波源を推定し、津波高さを評

価した結果、福島第一原子力発電所の津波の高さは約１３ｍであった。 

福島第一原子力発電所では、平成１４年に土木学会から刊行された「原子力発電所

の津波評価技術（以下、「津波評価技術」という。）」に基づく評価結果（Ｏ．Ｐ．＋

５．４ｍ～＋５．７ｍ）を踏まえた対策を講じ、その後、平成２１年に最新の海底地

形データ等を用いた再評価結果（Ｏ．Ｐ．＋５．４ｍ～＋６．１ｍ）を踏まえた再度

の対策を講じていたが、今回の津波はそれを大幅に上回るものであった。 

 

福島第二原子力発電所においても潮位計、波高計が地震、津波の影響を受けたため

津波の高さは直接測定されていないが、福島第一原子力発電所と同様の再現解析で津

波の高さを評価したところ、津波の高さは約９ｍであった。 
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福島第一原子力発電所に襲来した津波（推定津波高さ：約１３ｍ）は、福島第二原

子力発電所に襲来した津波（推定津波高さ：約９ｍ）と比較して大きかった。両発電

所の間隔は約１２ｋｍと近接しており、地形的にも大きな差異が無いにもかかわらず

襲来した津波の高さが異なったため、津波規模に差異が生じた主な理由を解析によっ

て評価した。 

この結果から、両発電所において津波の高さに差異が生じた理由は、宮城県沖なら

びに福島県沖に想定されるすべり量の大きい領域（波源）から発生した津波のピーク

の重なる度合いが、福島第一原子力発電所では強く、福島第二原子力発電所では弱か

ったことによるものと考えられる。 

※１：当該エリア南西部では局所的にＯ．Ｐ．約＋１６ｍ～約＋１７ｍ（浸水深 約６ｍ～約７ｍ） 

【添付資料－６－１～５】 

 

６．２ 津波評価について 

６．２．１ 津波高さの評価 

福島第一原子力発電所の各号機は昭和４１年～昭和４７年に設置許可を取得した。

当初、津波に関する明確な基準はなく、既知の津波痕跡を基に設計を進めていた。具

体的には、小名浜港で観測された既往最大の潮位として昭和３５年のチリ地震津波に

よる潮位を設計条件として定めた。（Ｏ．Ｐ．＋３．１２２ｍ） 

 

昭和４５年に「発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針（以下、「安全

設計審査指針」という。）」が策定され、考慮すべき自然条件として津波が挙げられて

おり、過去の記録を参照して予測される自然条件のうち最も過酷と思われる自然力に

耐えることが求められている。安全設計審査指針を踏まえた国の審査においても、チ

リ地震津波による潮位により「安全性は十分確保し得るものと認める」として設置許

可を取得した。設置許可に記載されているこの津波高さについては、現状でも変更さ

れていない。しかしながら、実際には以下に述べるような様々な機会をとらえて津波

評価を行うとともに、その対策も含めた内容を国へ報告している。その意味では、そ

の結果に基づき必要な対応をしており、それらの評価が実質的な設計条件となった。 

 

平成５年１０月、国から、北海道南西沖地震津波を踏まえ、最新の安全審査におけ

る津波安全性評価内容を基に、改めて既設発電所の津波に対する安全性評価を実施す

るよう指示があった。これを受けて、平成６年３月、福島第一及び福島第二原子力発

電所の津波に対する安全性評価結果報告書を国へ提出した。 

報告書の主な内容は以下の通り。 

・ 発電所周辺に影響を及ぼした可能性のある既往津波を文献調査により抽出した

こと。 

・ 簡易予測式により発電所における津波水位を予測したこと。 

・ 簡易予測式による津波水位が相対的に大きい津波について数値解析をおこなっ

た結果、福島第一及び福島第二原子力発電所における歴史上最大の津波は昭和 

３５年に発生したチリ津波であり、慶長三陸津波（１６１１年）よりも大きかっ
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たこと。 

・ 津波による水位の上昇、下降に対する発電所の安全性は確保されていること。 

なお、報告書には、文献調査から「阿部壽らの論文（１９９０年）」等を踏まえ、

貞観津波（８６９年）は慶長三陸津波（１６１１年）を上回らなかったと考えられる

ことも記載した。 

また、平成６年３月に国へ報告した後、当時非公開で実施されていた通商産業省原

子力発電技術顧問会が同年６月に開催され、当社が報告した内容が了承された旨、口

頭で連絡を受けた。 

 

平成１４年に具体的な津波評価方法を定めたものとしては唯一の基準となる津波評

価技術が土木学会から刊行された。その中では、過去に発生した津波をもとに、津波

の発生する領域を設定し、その領域ごとに過去に発生した最大の津波の波源モデルを

設定した上で、波源モデルの位置、方向、深さ、角度等の各種パラメータの不確実さ

を考慮し、多数の数値シミュ   レーションを実施することにより、想定される最

大規模の津波を評価する手法が示されている。以降、この津波評価技術が国内原子力

発電所の標準的な津波評価方法として定着し、規制当局へ提出する評価にも使用され

ている。 

 

当社は、津波評価技術に基づき計算した津波水位を 

・ 福島第一原子力発電所：Ｏ．Ｐ．＋５．４ｍ～＋５．７ｍ 

・ 福島第二原子力発電所：Ｏ．Ｐ．＋５．１ｍ～＋５．２ｍ 

と評価し、機能維持の対策としてポンプ電動機のかさ上げや建屋貫通部等の浸水防止

などの対策を実施した。なお、この計算結果については、平成１４年３月に国へ報告

し確認を受けた。 

 

 平成１９年６月、福島県の防災上の津波計算結果を入手し、福島県が想定した津波

高さが当社の津波評価結果を上回らないことを確認した。 

 平成２０年３月、茨城県の防災上の津波波源について評価し、算出した津波高さが

当社の津波評価結果を上回らないことを確認した。 

 平成１８年９月に発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針が改訂され、この新

指針に基づき耐震性について再度確認する（以下、「耐震バックチェック」という。）

よう国の指示が出された。耐震バックチェックにおいては、既に地質調査等を終え、

基準地震動を策定するとともに主要設備の耐震評価を中間報告として国へ提出した。

津波については、地震随伴事象として最終報告書で評価する必要があることから、そ

の最終報告に向けて最新の海底地形と潮位観測データを考慮し、平成２１年２月に津

波評価技術に基づき再評価した結果、津波の水位は 

・ 福島第一原子力発電所：Ｏ．Ｐ．＋５．４ｍ～＋６．１ｍ 

となり、その津波高さに応じて、ポンプ用電動機のシール処理対策等を講じた。また、

福島第二原子力発電所の再評価の結果からは追加の対策は必要なかった。 

 

以上のとおり、これまで様々な取り組みを行ってきたものの、今般の津波は当社の
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想定を大きく超えるものであり、結果的に津波に対する備えが足らず、津波の被害を

防ぐことができなかった。 

 

６．２．２ 津波に関する関連機関等の主張と当社の対応 

当社は上述のとおり、確立された最新の知見に基づき津波の高さを評価しており、

平成１４年３月に国へ報告して以降現在に至るまで、津波高さについては、土木学会

の津波評価技術に基づき評価することで一貫しているが、津波に関する知見及び学説

等が出された場合は、試算も含め、自主的に検討・調査等を行ってきた。その一環と

して、津波評価に必要な波源モデル等の知見が定まっていないなか、以下の２つの仮

定に基づく試算や津波堆積物調査を実施した。 

以下に地震・津波に関する他機関の主張と当社の対応について示す。 

                    

（１）地震調査研究推進本部の見解 

平成１４年７月に国の調査研究機関である地震調査研究推進本部（以下、「地震本

部」という。）が、三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこでも地震が発生する可能性が

あるという地震の長期評価（以下、「地震本部の見解」という。）を公表した。地震本

部の見解は、有史以来大きな地震が発生していない領域（福島沖から房総沖の海溝沿

い）でもＭ８．２前後の地震が発生する可能性があるとしていた。ただし、地震本部

においては、今回のような連動した大規模地震は想定していなかった。また、有史以

来大きな地震が発生していない領域の津波評価に必要不可欠な波源モデルまでは示

していなかった。 

土木学会では、平成１５年度から検討することとしていた確率論的評価手法の中で

地震本部の見解を取り扱うこととし、津波評価を確率論的に実施する先駆的なその成

果を平成１７年及び平成１９年に論文として発表した。 

 

津波の確率論的評価では、専門家による投票意見なども考慮される結果、評価結果

に幅が出てくる。このため実際の運用では、これらの評価値をどのように扱うかも問

題となる。当社は、土木学会での検討状況を注視するとともに、平成１５年～平成  

１７年までの土木学会による検討成果を踏まえ、開発段階にある確率論的津波ハザー

ド解析手法※１の適用性の確認と手法の改良を目的として、福島サイトを一つの例とし

た確率論的津波ハザードの試行的な解析を実施し、津波の高さと年超過確率の関係を

整理したもので、平成１８年に論文投稿した。 

※１：津波の確率論的評価手法は、土木学会で平成１８年度～平成２０年度も引き続き検討さ

れている（後述する貞観津波の波源もこの中で確率論的に扱われた）が、現段階でも津

波の評価手法として用いられるまでに至っておらず、試行的な解析の域を出ていない。 

さらに、平成２０年に、当社は、決定論に基づく耐震バックチェックにおいて、地

震本部の「三陸沖から房総沖の海溝沿いのどこでも地震が発生する可能性がある」と

する見解をどのように扱うか社内検討するための参考として、次に述べる仮想的な試

算を実施した。 

福島沖の日本海溝沿いでは、過去に大きな地震が発生しておらず、実際に津波評価

をするために必要な波源モデルが定まっていない。このため、地震本部で示される地
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震規模（Ｍ８．２）とも合致しないが、福島サイトに最も厳しくなる明治三陸沖地震

（Ｍ８．３）の波源モデルを福島沖の海溝沿いに持ってきた場合の津波水位を試算し

た。試算の結果からは、福島第一原子力発電所取水口前面で、津波水位は最大Ｏ．Ｐ．

＋８．４ｍ～＋１０.２ｍの津波の高さが得られた。 

地震本部の見解の取り扱いについては、 

・ 電気事業者が津波評価のルールとしている土木学会の津波評価技術では、福島

沖の海溝沿いの津波発生を考慮していないこと。 

・ 津波の波源として想定すべき波源モデルが定まっていないこと。 

から、地震本部の見解に基づき津波評価するための具体的な波源モデルの策定につい

て、土木学会へ審議をお願いすることとした。 

 なお、中央防災会議は、平成１５年１０月に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震

に関する専門調査会」を設置し、２年数ヶ月にわたる審議を経て、平成１８年１月に

被害想定に関する報告書をとりまとめた。報告書によると、過去に繰り返し発生して

いる地震を防災対策の検討対象とするとしており、日本海溝沿いについては、三陸沖

の地震は想定しているものの、福島～房総沖についての平成１４年の地震本部の見解

は反映されていない。 

                    

（２）貞観津波 

貞観津波については、平成２０年１０月に産業技術総合研究所（当時）佐竹氏から

貞観津波に関する投稿準備中の論文について提供を受けた。論文では、仙台平野及び

石巻平野の津波堆積物調査結果に基づき、８６９年貞観津波の発生位置及び規模が推

定されていた。波源モデルとしては、２つの案が示されていたが確定には至っておら

ず、確定のためには福島県沿岸等の津波堆積物調査が必要と指摘されていた。 

当社は、平成２０年１２月、佐竹氏の論文には未確定ながら波源モデル案が示され

ていたことから、この論文の中で提案されている２つのモデル案を用いた試算を実施

した。試算の結果では、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の取水口前

面でＯ．Ｐ．＋７.８ｍ～＋８.９ｍ（満潮位の考慮方法を変更するとＯ．Ｐ．＋７.

８ｍ～＋９.２ｍ）程度の津波の高さが算出された。 

平成２１年４月、正式に論文が発表され、当該論文には、前述のとおり貞観津波の

波源モデルが記載されていたが、仙台平野及び石巻平野での津波堆積物調査結果に基

づく波源モデルであり、発生位置及び規模等は未確定とされていた。確定のためには、

福島県沿岸等の津波堆積物調査が必要とされていた。 

平成２１年６月、地震本部の見解の扱いと合わせ、津波評価するための具体的な波

源モデルの策定について土木学会へ審議を依頼した。 

当社は、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所への貞観地震による津波

の影響の有無を調査するため、福島県の太平洋沿岸において津波堆積物調査を実施し

た。調査の結果、福島県北部では、標高４ｍ程度まで貞観津波による津波堆積物を確

認したが、南部（富岡～いわき）では津波堆積物を確認できなかった。調査結果と試

算に使用した波源モデル案で整合しない点があることが判明したことから、貞観津波

についても波源の確定のためには、今後のさらなる調査・研究が必要と考えた。 

津波堆積物調査の結果については、平成２３年１月に論文投稿し、同年５月に日本

地球惑星科学連合２０１１大会で発表を行った。 
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なお、現時点でも貞観津波の発生位置及び規模等（波源モデル）は確定されていな

い。 

 

（３）当社の対応のまとめ 

当社は、地震本部の見解（平成１４年に長期評価として公表）について、社内的な

試算などを実施したが 

・ 電気事業者が津波評価のルールとしている土木学会の津波評価技術が、福島沖

の海溝沿いでは津波発生を考慮していないこと。 

・ 津波の波源として想定すべきモデルが定まっていないこと。 

から、試算は、具体的根拠のない仮定に基づくものに過ぎなかった。 

 

その後、具体的な根拠のない中、波源を確定していくための活動の一環として電気

事業者共同で研究を行うこととし、その研究方針や検討の進め方について専門家へ相

談の上、平成２１年６月に土木学会に波源モデル策定について審議を要請した※１。 

また、貞観津波についても、津波堆積物調査等の結果から、波源モデルの確定のた

めには、さらなる検討の必要があるものと考え、原子力発電所の津波評価上の取り扱

いを明確にするべく、地震本部の見解と同様、土木学会で専門家に審議していただく

こととした※１。 

※１：土木学会原子力土木委員会津波評価部会では、平成２１年度～平成２３年度までの期間

に、 

①日本周辺（太平洋側プレート境界沿い、南海トラフ沿い、日本海東縁部）及び外国

沿岸の決定論に用いる波源モデルの構築 

②数値計算手法の高度化 

③不確かさの考慮方法の検討（確率論的検討を含む） 

④津波に伴う波力や砂移動の評価手法の構築    等 

を目的として、幅広い分野について審議し、平成１４年２月の津波評価技術刊行後の知

見等を踏まえた改訂を行うこととしていた。上記地震本部の見解及び貞観津波の波源モ

デルについても、①の対象とされ、審議中であった。 

なお、今回の東北地方太平洋沖地震は、地震本部の見解に基づく地震でも、佐竹氏

により提案された貞観地震でもなく、より広範囲を震源域とする巨大な地震であった

ことが判明している。 

【添付資料－６－６、７】 

 

６．２．３ 建屋敷地高さ・機器設置位置について 

福島第一原子力発電所の主要建屋は、被害の大きかった１～４号機側がＯ．Ｐ．  

＋１０ｍのレベルに、５号機及び６号機側がＯ．Ｐ．＋１３ｍのレベルに設置されて

いる。設置許可段階では、既往の最大津波としてチリ津波を想定しており、その時の

津波の高さはＯ．Ｐ．＋３．３ｍ、現在では土木学会の津波評価技術に従って算出し

ている津波の高さＯ．Ｐ．＋６．１ｍが設計上の津波高さであり、建屋設置レベルに

遡上するような津波はないと認識していた。 
設計上の津波高さと主要建屋敷地の関係について、平成２３年６月に日本国政府か
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らＩＡＥＡ閣僚会議に提出された事故報告書に記載されている太平洋岸に位置する

東北電力女川原子力発電所、日本原電東海第二発電所のデータに基づき、設計上の津

波高さ等と建屋敷地レベルの関係について比較を実施した。 

その結果、福島第一原子力発電所の建屋設置レベルは、土木学会の津波評価技術と

いう同一のルールに基づき算定している設計上の津波高さとの比較において、特段低

く設定されていない。 

【添付資料－６－８】 

 

６．３ 福島第一原子力発電所の津波による設備の直接被害の状況 

６．３．１ 主要建屋への浸水経路 

福島第一原子力発電所の主要建屋（Ｒ／Ｂ、Ｔ／Ｂ、Ｄ／Ｇ建屋、運用補助共用施

設（共用プール建屋）、コントロール建屋、廃棄物処理建屋、サービス建屋及び集中

環境施設：１～４号機側はＯ．Ｐ．＋１０ｍ、５・６号機側はＯ．Ｐ．＋１３ｍの敷

地高さ）の周囲は全域が津波の遡上により冠水した。冠水は１～４号機側のエリアで

厳しく、建屋周囲の浸水深は５．５ｍにも及んだ。 

 

これらの主要建屋について、外壁や柱等の構造躯体には津波による有意な損傷は確

認されていない。一方で、建屋の地上の開口部に取り付けられている建屋出入口、Ｄ

／Ｇ給気ルーバ、地上機器ハッチや、建屋の地下でトレンチやダクトに通じるケーブ

ル、配管貫通部が、津波により冠水、損傷したことを確認した。これら建屋の地上の

開口部や地下のトレンチやダクトに通じるケーブル、配管貫通部が、建屋内部への津

波の浸水経路になったと考えられる。                   

 

なお、建屋内部の水配管等からの溢水で重要機器が損傷しないように必要な箇所に

は溢水対策を講じており、隣接するエリアからの浸水防止のため堰や水密扉の設置な

どを行っている。しかし、今般のようにルーバなど上部から浸水し、その浸水箇所の

水密性が高い場合（Ｄ／Ｇ室など）、浸水が滞留するケースも見られた。 

主な建屋の浸水概況は以下の通り。 

 

（１）１～４号機Ｒ／Ｂ 

Ｒ／Ｂ内は高線量のため建屋内の調査を実施できず、津波による海水の浸水の有無

は不明である。 

 

（２）５号機Ｒ／Ｂ 

５号機では、Ｒ／Ｂ地下１階で浸水を確認した。なお、浸水した水の海水濃度は低

く、流入が継続していたことから、津波が直接浸水したものではなく、海水を含む地

下水の浸水によるものと推定した。 

 

（３）６号機Ｒ／Ｂ（原子炉棟及び複合建屋） 

６号機では、複合建屋地下で浸水を確認した。Ｔ／Ｂ地下に滞留した海水が、配管

貫通部を通じて複合建屋に浸水したと評価した。また、複合建屋から貫通部等を通じ、

原子炉棟へ浸水したと推定した。一方、Ｄ／Ｇが設置されているエリアへの浸水は認
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められなかった。Ｒ／Ｂ１階にＤ／Ｇ給気ルーバ（Ｏ．Ｐ．約＋１５ｍ）が設置され

ているが、近傍の浸水はＯ．Ｐ．約＋１３．５ｍ～約＋１４．５ｍであったため、Ｄ

／Ｇへの浸水はなかった。 

 

（４）１号機Ｔ／Ｂ 

１号機では、Ｔ／Ｂ１階でＴ／Ｂ大物搬入口、建屋出入口から海水が流入し、広範

囲に浸水した。Ｔ／Ｂ地下１階でも浸水が確認され、Ｔ／Ｂ１階、ダクト、トレンチ、

機器ハッチからの流入が浸水経路として推定されるが、水没及び高線量のため詳細は

不明である。なお、Ｔ／Ｂ地下１階に設置されているＤ／Ｇについては、直接の確認

は実施できない状況であるが、付近の機器ハッチに浸水の痕跡があること、Ｔ／Ｂ地

下１階が水没したことから、浸水したものと評価した。 

 

（５）２号機Ｔ／Ｂ 

２号機では、Ｔ／Ｂ１階で大物搬入口、１～２号機連絡通路からの浸水が確認され

た。Ｔ／Ｂ地下１階でも浸水が確認され、Ｔ／Ｂ１階、ダクト、トレンチ、Ｄ／Ｇ給

気ルーバ、機器ハッチ、及び１号機からの流入が浸水経路として推定されるが、水没

及び高線量のため詳細は不明である。なお、Ｔ／Ｂ地下１階に設置されているＤ／Ｇ

については、直接の確認は実施できない状況であるが、付近の機器ハッチ、Ｄ／Ｇ給

気ルーバに浸水の痕跡があることから、浸水したものと評価した。 

 

（６）３号機Ｔ／Ｂ 

３号機では、Ｔ／Ｂ１階で大物搬入口、建屋出入口からの流入による浸水が確認さ

れた。Ｔ／Ｂ地下１階でも浸水が確認され、Ｔ／Ｂ１階、ダクト、トレンチ、Ｄ／Ｇ

給気ルーバ、ケーブル貫通部からの流入が浸水経路として推定されるが、水没及び高

線量のため詳細は不明である。なお、Ｔ／Ｂ地下１階に設置されているＤ／Ｇについ

ては、直接の確認は実施できない状況であるが、付近のＤ／Ｇ給気ルーバに浸水の痕

跡があることから、浸水したものと評価した。 

 

（７）４号機Ｔ／Ｂ 

４号機では、Ｔ／Ｂ１階、Ｔ／Ｂ２階でＴ／Ｂ１階大物搬入口からの流入による浸

水が確認された。Ｔ／Ｂ１階については、３～４号機連絡通路、Ｄ／Ｇ給気ルーバ、

ブロック開口からの浸水も推定されるが、高線量のため詳細は不明である。Ｔ／Ｂ地

下１階でも浸水が確認され、Ｔ／Ｂ１階、ダクト、トレンチ、Ｄ／Ｇ給気ルーバ、機

器ハッチからの流入が浸水経路として推定されるが、水没及び高線量のため詳細は不

明である。Ｔ／Ｂ地下１階に設置されているＤ／Ｇについては、浸水を確認した。 

 

（８）５号機Ｔ／Ｂ 

５号機では、ケーブル貫通部を通じ、Ｔ／Ｂ地下１階電気品室が浸水した。また、

配管トレンチからと考えられる浸水も確認されたが、トレンチが水没しているため、

詳細調査は実施できない状況である。 

Ｔ／Ｂ地下１階に設置されているＤ／Ｇのエリアには浸水は認められなかった。 

Ｔ／Ｂ１階にＤ／Ｇ給気ルーバ(Ｏ．Ｐ．約＋１４．５ｍ)が設置されているが、近傍



 

４１ 

 

の浸水はＯ．Ｐ．約＋１３ｍ～約＋１４ｍであったため、Ｄ／Ｇへの浸水はなかった。 

 

（９）６号機Ｔ／Ｂ 

６号機では、Ｔ／Ｂ１階でＴ／Ｂ１階大物搬入口からの流入による浸水が確認され

た。Ｔ／Ｂ地下１階でも浸水が確認され、シャフト、トレンチ、Ｔ／Ｂ１階からの浸

水が経路と考えられる。また、５号機Ｔ／Ｂ地下１階に設置されている６号機電気品

室が浸水した。 

 

（１０）Ｄ／Ｇ 建屋（Ｄ／Ｇ ６Ｂ） 

Ｄ／Ｇ建屋では、建屋内への浸水は確認されなかった。 

 

（１１）運用補助共用施設（共用プール及びＤ／Ｇ ２Ｂ、４Ｂ） 

運用補助共用施設では、給気ルーバ、建屋出入口を通じ、１階が浸水した。地下１

階でも浸水が確認され、１階からの浸水、ケーブル貫通部からの浸水等が浸水経路と

考えられる。 

Ｄ／Ｇ ２Ｂ、４Ｂ設備が設置されているエリアへの浸水は認められなかった。 

 

【添付資料－６－９、１０】 

 

６．３．２ 津波による設備被害 

  津波の被害を受けた設備のうち、原子炉の冷却に用いられる設備であり、今回の津

波による設備被害の特徴を端的に示している設備について被害状況を以下に示す。 

 

（１）非常用海水系ポンプ 

１～６号機は海水を利用することで崩壊熱の除去を行う構造になっている。また、

一部の空冷式を除き、Ｄ／Ｇも海水を利用して機関の冷却を行う構造である。このた

め、海側エリアに海水を取り込むための非常用海水系ポンプ※１が設置されている。 

これらの非常用海水系ポンプを設置している海側エリアの敷地高さはＯ．Ｐ．＋４

ｍであり、津波高さの評価結果を踏まえ、津波の高さ５．４ｍ～６．１ｍに対して機

能を確保できるよう対策を講じていたものの、津波はそれを大幅に超えるものであっ

たことからこれらのポンプの電動機は冠水し、系統の機能を喪失した。 

その結果、１～６号機までの原子炉及びＳＦＰを除熱し、冷温停止するための最終

ヒートシンクを喪失することとなった。また、海水を利用した水冷式のＤ／Ｇも機能

を喪失した。 

 

なお、非常用海水系ポンプの躯体の機械的損傷は限定的※２であり、６号機のＤ／Ｇ

６Ａ海水ポンプは平成２３年３月１８日時点で特段の修理を行わずに起動すること

ができたことから、その後の平成２３年３月１９日、Ｄ／Ｇ ６Ａを起動することが

できた。 

 

※１：非常用海水系ポンプ設備は、格納容器冷却海水系（以下、「ＣＣＳＷ」という。）ポンプ、

ＲＨＲＳポンプ、Ｄ／Ｇ海水ポンプをいう。 
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※２：屋外ヤードエリア設置の非常用海水系ポンプ設備については、点検中で取り外していた 

４号機ＲＨＲＳポンプ（Ａ、Ｃ）を除き、いずれも津波を受けた後も据付場所に自立し

ており、ポンプ本体が流出したものはなかった。 

しかしながら、設備点検用クレーンの倒壊、漂流物の衝突等によるポンプならびに付属

機器の損傷、電動機軸受潤滑油への海水の混入が確認された。 

 

【添付資料－６－１１、１２、１３】 

 

（２）Ｄ／Ｇ 

主要建屋エリア全域が津波の浸水を受け、建屋への浸水が生じた結果、建屋内の電

気品の機能喪失が生じた。 

津波による被害の状況は、１～４号機のＤ／Ｇ本体（増設された共用プール建屋の

Ｄ／Ｇ除く）が、５号機及び６号機より敷地レベルが低いため浸水している。 

Ｄ／Ｇが設置されている建屋は、Ｔ／Ｂ、Ｒ／Ｂ付属棟等に関わらず、Ｄ／Ｇへの

外気取入口であるルーバを１階に有しているが、多くの場合、ルーバが津波のＤ／Ｇ

室への主たる侵入口となった。 

５号機及び６号機の水冷式Ｄ／Ｇ（Ｄ／Ｇ ５Ａ、Ｄ／Ｇ ５Ｂ、Ｄ／Ｇ ６Ａ及び

高圧炉心スプレイ系（以下、「ＨＰＣＳ」という。） Ｄ／Ｇ）本体は、被水を免れた

が、１～４号機の水冷式のＤ／Ｇ本体は全て被水により停止している。被水しなかっ

た５号機及び６号機の水冷式Ｄ／Ｇも、非常用海水系ポンプ等が機能喪失したため運

転することができず、結果として、水冷式のＤ／Ｇは全て停止した。 

一方、２号機（Ｄ／Ｇ ２Ｂ）、４号機（Ｄ／Ｇ ４Ｂ）及び６号機（Ｄ／Ｇ ６Ｂ）

は空冷式のＤ／Ｇであり、これらについては非常用海水系ポンプがないため津波によ

る冷却系への影響はなかった。２号機（Ｄ／Ｇ ２Ｂ）及び４号機（Ｄ／Ｇ ４Ｂ）に

ついては、４号機Ｒ／Ｂの南西にある運用補助共用施設（共用プール建屋）に設置し

ており、Ｄ／Ｇ本体には浸水被害がなかったものの、運用補助共用施設（共用プール

建屋）地下の電気品室が浸水被害を受け、Ｄ／Ｇ電源盤が水没し機能を喪失した。 

この結果、１～５号機までのプラントでＤ／Ｇが停止し、全交流電源喪失となった。

６号機は、空冷式Ｄ／Ｇ ６Ｂが運転を継続し電源が維持された。 

 

【添付資料－６－１０、１４、１５】 

 

（３）電源盤 

外部電源及びＤ／Ｇの電力は、高圧電源盤、パワーセンター、低圧電源盤を経由し

て各機器に供給される。また、交流電源喪失時に最低限の監視機能等を確保するため

に直流電源盤（バッテリーあり）が用意されている。 

今回の津波襲来により、１～５号機までは常用系、非常用系の高圧電源盤が全て被

水しており、仮に外部電源やＤ／Ｇが機能していたとしても電力を必要とする機器に

供給することができない状況であった。 

また、パワーセンターについても大半が被水しており、高圧電源車などの接続可能

な箇所は限られてしまう状況であった。 

直流電源盤の被害については、１号機、２号機及び４号機で被水したが、３号機、
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５号機及び６号機では被水していない。３号機、５号機及び６号機の直流電源盤は、

Ｔ／Ｂ中地下階に設置されていたことで浸水被害が及ばなかったものと推定される。 

建屋への大規模な浸水が生じた施設では、建屋最地下階の浸水が顕著であり電源盤

の被害もこれに対応している。最地下階に設置してあった電源盤は被水の被害を受け

ているのに対して、中地下階（一部被水の被害を受けているものあり）に設置してあ

る電源盤は、被水を免れた。 

また、最地下階に設置してあっても、建屋周囲に浸水高に対して建屋への浸水経路

となるＤ／Ｇ給気ルーバ等の最下端が浸水高より上に設置され、浸水経路となるダク

ト、トレンチ等の貫通部もない箇所では、建屋への浸水がなく、設備も被水していな

い。５号機及び６号機のＤ／Ｇや６号機の非常用電源盤（高圧電源盤、パワーセン  

ター）などがこれに該当した。 

なお、６号機については、空冷式のＤ／Ｇ ６Ｂのみならず、高圧電源盤、パワー

センターといった電源盤（非常用電源系Ｄ系）も被害がなかったことから、供給先の

機器を作動継続させることが出来た。 

【添付資料－６－１４、１５】 

 

（４）非常用冷却設備 

福島第一原子力発電所は、東北地方太平洋沖地震で被災し、現在に至っても、建屋

内への立入に関する制約事項も多いことから、発電所設備の損傷状況を完全に把握、

整理するには至っていない。プラント運転データ等を整理活用するにあたり、設備の

損傷状況について整理し取り纏めを実施した。 
機器の損傷状況の整理は、運転記録や数少ない作業員からの伝聞情報をもとに作成

したため、情報量は少なく粗いものとなっている。地震直後は余震、津波警報及び水

素爆発等のために、設備の損傷状況とその原因を特定できるような確認をしていない。

このような点を補うために、機器の損傷状況を整理するだけではなく、健全情報も記

載した。これにより、僅かではあるが地震での損傷か、津波による損傷か区分するこ

とが可能となった。また、損傷の中には、電源の損傷による機器の機能喪失も含まれ

ている。（１～６号機各非常用炉心冷却系機器等の状況は７章～１２章で詳述する。） 

なお、１～４号機については、代替注水として重要な設備であるＭＵＷＣポンプは

電源の喪失のみならず、電動機の被水のため使用できない状態となった。 

 

（５）重油タンク 

  津波襲来後、屋外に設置していた以下の重油タンクの破損または海への流出を確認

しており、タンク内の重油は海へ流出または土壌に浸透したと推定されることから、

主要電気工作物の破損事故に該当する。 

 

・ Ｎｏ．２重油タンク 

津波によりタンクは海に流出しており、確認された漂流物の状況では、漂流方向

について特定することが難しく、所在不明である。 

 

・ Ｎｏ．３重油タンク及びＮｏ．４重油タンク 

   津波の影響により、Ｎｏ．４重油タンクは、Ｎｏ．３重油タンク脇に移動して底



 

４４ 

 

部が抜けた状態である。また、Ｎｏ．３重油タンクは、底面から約１ｍ付近に亀

裂が発生している。 

 

なお、平成２３年５月３１日、５・６号機取水口カーテンウォール付近の海面に、

Ｎｏ．３重油タンク及びＮｏ．４重油タンクから流出した重油の一部と思われる油漏

えいが確認されたことから、護岸内側に油吸着マットを設置するとともに、カーテン

ウォール周辺にオイルフェンスを設置し、油の流出拡散防止を実施した。 

また、Ｎｏ．１重油タンクについては、津波により１号機Ｒ／Ｂ・Ｔ／Ｂ北側の構

内道路まで漂流したが、重油を抜いた状態で使用しておらず、重油の流出はなかった。 

 

【添付資料－６－１６】 

 

６．３．３ 津波による設備被害のまとめ 

福島第一原子力発電所においては、津波による設備被害によって、以下の状況に直

面した。 

①地震後の津波襲来により全プラントで非常用海水系ポンプ設備の機能を喪失し、

炉心の残留熱（崩壊熱）を海水によって冷却することができなくなった。 

②１～５号機については電源設備の機能喪失から、電動の設備（安全系、並びにそ

の他注水、冷却設備等）はすべて使用できない状態となった。また、ＭＯ弁を中

操から開閉することができなくなった。 

③さらに直流電源を喪失した１号機、２号機及び４号機では中操での計測機器がす

べて機能喪失しプラントの状態監視ができなくなり、直流電源が残った３号機及

び５号機も計測や状態監視がバッテリー残量の影響を受ける状況となった。 

④また、原子炉を減圧するＳＲＶやＰＣＶのベント弁（ＡＯ弁）の制御用電磁弁の

操作ができなくなった。 

⑤加えて、中操や各建屋内部及び屋外ヤードの照明の停電や通信手段の制約が生じ、

対応をさらに困難にした。 

⑥なお、屋外ヤードにおいては津波による瓦礫や残留水、再度の津波襲来のリスク

など作業環境は極めて厳しい状態となった。 

 

すなわち、原子炉の熱除去ができなくなり、すべての電動機器は動力源を喪失し、

中操の監視機能及び操作手段を喪失し、現場との通信手段がなくなり、照明も無い状

態で事故対応を始めなければならず、また津波の影響により作業は困難を極めた。 

なお、１～４号機については、代替注水として重要な設備であるＭＵＷＣポンプは

電源の喪失のみならず、電動機の被水のため使用できない状態となった。 

 

以上より、これまで国と一体となって整備してきたアクシデントマネジメント（以

下、「ＡＭ」という。）策の機器も含めて、事故対応時に作動が期待されていた機器・

電源がほぼすべて機能を喪失した。このため、現場では消防車を原子炉への注水に利

用するなど、臨機の対応を余儀なくされ、事故対応は困難を極めることとなった。こ

のように、想定した事故対応の前提を大きく外れる事態となり、これまでの安全への

取り組みだけでは事故の拡大を防止することができなかった。結果として、今回の津
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波に起因した福島第一原子力発電所の事故に対抗する手段を備えることができず、炉

心損傷を防止できなかった。 

 

【添付資料－６－１７】 

 

なお、福島第二原子力発電所においては、津波規模が異なり設備被害の様相も異な

った。地震後の津波襲来により、１号機、２号機、４号機で非常用海水系ポンプ設備

の機能を喪失し、炉心の残留熱（崩壊熱）を海水によって冷却することができなくな

った。 

しかし、全号機とも非常用電源系統が使用可能であったことから、ＭＵＷＣなどの

代替の低圧注水機能は使用可能な状況であった。また、中操の監視、操作の機能も維

持された。 

以上より、福島第二原子力発電所では、襲来した津波の規模が福島第一原子力発電

所よりも小さかったこと、電源喪失を免れたことなどから、これまでに整備してきた

ＡＭ策を有効に機能させることができ、プラントの安定化、冷温停止に至った。 
 

【添付資料－６－１８】 

 

６．４ 東北地方太平洋沖地震発生以降の余震に伴う津波への対応 

東北地方太平洋沖地震発生以降、東北地方太平洋沖地震の震源域よりも沖側で、マ

グニチュード８級の余震が発生する可能性が複数の専門家や機関より指摘されてい

たことから、福島第一原子力発電所において、その余震に伴う津波対策として仮設防

潮堤※１を設置した（平成２３年５月１８日～６月３０日）。 

 

※１：仮設防潮堤の設置エリアは、主要建屋設置エリア（標高１０ｍ）南側の３・４号機付近。 

   仮設防潮堤の高さは、約２．４ｍ～約４．２ｍ。 

【添付資料－６－１９】 
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７．福島第一原子力発電所１号機の事故状況 

７．１ 地震発生前のプラント状況 

１号機は平成２２年１０月１５日（平成２２年９月２７日発電機最終並列）より第

２７サイクル運転中であり、地震発生時は定格電気出力（４６０ＭＷｅ）にて、一定

運転中であった。なお、運転の継続に影響を及ぼす可能性のある不具合は発生してい

なかった。 

 
７．２ 地震発生後のプラント及び対応状況 

（１）【３月１１日１４時４６分（地震発生）～３月１１日１５時３７分（全交流電 

源喪失）】 

ａ．止める機能 
定格電気出力一定運転中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した

東北地方太平洋沖地震により、同日１４時４６分「地震加速度大トリップ」（動作設

定値：Ｒ／Ｂ地下床水平：１３５ガル、鉛直：１００ガル）が発生し、直ちに全制御

棒が全挿入となり原子炉は設計通り自動停止するとともに、同日１５時０２分に原子

炉が未臨界状態となったことを確認した。 

【添付資料－７－１、２】 

 
ｂ．冷やす機能 
地震の影響で、所内受電用しゃ断器の被害などによって外部電源が全喪失したこと

により、３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失した。 

同時刻にＤ／Ｇ２台（Ｄ／Ｇ １Ａ、１Ｂ）が自動起動し、非常用系の高圧電源盤

（Ｍ／Ｃ－１Ｃ、Ｍ／Ｃ－１Ｄ）の電源が回復した。 

 非常用母線の電源が一度喪失したことに伴い、ＲＰＳ電源が喪失し、ＭＳＩＶが自

動閉した。このため、原子炉圧力が上昇を開始した。 
同日１４時５２分に、ＩＣ２台が「原子炉圧力高（７．１３ＭＰａ[gage]）」によ

り自動起動し、原子炉の減圧及び冷却を開始するとともに原子炉圧力が下降を開始し

た。 
一方、原子炉水位は、原子炉自動停止直後にボイドがつぶれることで低下するが、

外部電源の喪失による原子炉給水ポンプトリップまでの間、原子炉への給水は継続し

たと考えられ、ＨＰＣＩが自動起動（Ｌ－Ｌ：ＴＡＦ＋１９５０ｍｍ）することなく

水位が回復し、通常水位レベル（ＴＡＦ＋４３７０ｍｍ）で推移した。 

同日１５時０３分頃、ＩＣ起動に伴う原子炉圧力の低下が速く、操作手順書に定め

る原子炉冷却材温度降下率５５℃／ｈが遵守できないと判断したことから、ＩＣの戻

り配管隔離弁（３Ａ弁、３Ｂ弁）を一旦「全閉」とした。他の弁は開状態で、通常の

待機状態とした。ＩＣを停止したことにより、原子炉圧力が再び上昇した。その後、

操作手順書で定める原子炉圧力の静定範囲（６～７ＭＰａ）で制御するため、ＩＣは

Ａ系１系列にて制御することとし、戻り配管隔離弁（３Ａ弁）の開閉操作にて原子炉

圧力制御を開始した。 

同日１５時１６分、原子炉圧力は６．８ＭＰａ[gage]、原子炉水位計（広帯域）の 

指示値で＋９１０ｍｍ（ＴＡＦ＋４３４０ｍｍ）であった。 

【添付資料－７－１～１０】 
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ｃ．閉じ込める機能 
３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失し、これに伴いＲＰＳ電源が

喪失したことにより、ＭＳＩＶが自動閉した。ＭＳＩＶが自動閉したことから、その

後のＳＲＶの手動開閉によるＳ／Ｃ水の温度上昇に備え、操作手順書に従い同日１５

時０５分頃～１５時１１分頃にかけてＣＣＳを手動起動し、トーラス水冷却モ－ドで

Ｓ／Ｃ冷却を開始した。 

通常換気空調系は、常用電源喪失により停止したが、原子炉水位低（Ｌ－３：ＴＡ

Ｆ＋３６１０ｍｍ）またはＲＰＳ電源が喪失したことによる一次格納容器隔離系（以

下、「ＰＣＩＳ」という。）隔離信号によりＳＧＴＳが自動起動したことから、Ｒ／Ｂ

の負圧は維持されたものと考えられる。なお、排気筒放射線モニタの値に異常な変化

はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

【添付資料－７－１～５、８】 
 
（２）【３月１１日１５時３７分（全交流電源喪失）～３月１２日（海水注入）】 

ａ．冷やす機能 
  津波の影響を受け、冷却用海水ポンプまたは電源盤、非常用母線の被水等によりＤ

／Ｇ １Ａ、１Ｂが停止したことから、３月１１日１５時３７分に全交流電源喪失と

なり、同日１５時４２分に原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失）の発生と判断

した。全交流電源喪失により、炉心スプレイ系（以下、「ＣＳ」という。）、ＣＣＳは

動作不能となった。 

同日１５時５０分頃、計器用の電源が喪失し、原子炉水位が不明な状態となり、そ

れまで原子炉圧力を手動で制御していたＩＣは表示灯が消灯しており、開閉状態が確

認できない状況、また、ＨＰＣＩについても制御盤の表示灯が全て消灯し起動不能な

状態であったため、同日１６時３６分に原災法第１５条該当事象（非常用炉心冷却装

置注水不能）と判断した。その後、一旦は原子炉水位計が復旧し水位の確認ができた

ことから、原災法第１５条該当事象（非常用炉心冷却装置注水不能）の状態から回復

したものと判断したが、再度、原子炉水位が確認できなくなったため、同日１７時０

７分に、原災法第１５条該当事象（非常用炉心冷却装置注水不能）と判断した。 

なお、非常用炉心冷却装置注水不能に至った場合の代替注水については、ＡＭ策と

して、復水貯蔵タンクを水源としＭＵＷＣから原子炉へ注入するライン及びろ過水タ

ンクを水源としＦＰからＭＵＷＣを経由して原子炉へ注水するラインを整備してい

る。 
消防車等の重機を使用した原子炉への代替注水はＡＭ策としては考慮されていな

かったが、今回の事故では臨機の応用動作として、消防車による原子炉への注水を試

みた。 
以下、注水に関する対応状況等※１を示す。 
 

＜１号機の注水に関する対応状況＞ 

・  ３月１１日１７時１２分、発電所長は原子炉への注水を確保するため、ＦＰ、Ｍ

ＵＷＣや消防車による代替注水について検討・実施するよう指示した。 

・  ＩＣは、表示灯が消灯し開閉状態が確認できない状態、また、ＩＣと同様に直流

で操作可能なＨＰＣＩについても制御盤の表示灯が全て消灯し、起動不能な状態で

あったため、中操では、原子炉への注水のため電源を喪失した状態で唯一使用可能



 

  ４８

なＤ／Ｄ－ＦＰを使用した代替注水ラインの構成を行った。当該ラインの構成は、

照明が消えた暗闇の状況で懐中電灯を頼りにライン構成に必要な弁を手動にて開

操作を行った。３月１１日１７時３０分、故障復帰操作によりＤ／Ｄ－ＦＰが自動

起動したが、この時点で代替注水ラインの構成が完了していなかったため、一旦停

止状態とした。 

・  そのような中、一時的に直流電源が復活し、ＩＣ（Ａ系）の表示灯が点灯したた

め、運転員は、３月１１日１８時１８分にＩＣの弁の開操作を実施した。（その後、

同日１８時２５分に蒸気発生が止まったことから閉操作を実施。同日２１時３０分

に再度、開操作を実施。） 

・  Ｄ／Ｄ－ＦＰについては、３月１１日２０時５０分に代替注水ラインが完了した

ことから停止状態を解除、再度起動し、原子炉減圧後に注水可能な状態としたが、

３月１２日１時２５分頃、運転員がＤ／Ｄ－ＦＰの運転確認を行ったところ、Ｄ／

Ｄ－ＦＰが停止していることを確認した。燃料補給ラインから供給されないことか

ら、同日１時４８分に燃料切れを確認した。同日２時５６分に燃料補給が完了し、

Ｄ／Ｄ－ＦＰの起動操作を行ったが起動しなかった。その後、バッテリーの交換作

業を実施し、同日１２時５３分に作業が完了したことから運転員が起動操作を行っ

たが起動しなかった。同日１３時２１分、セルモータの地絡で使用できないことが

発電所対策本部へ報告された。 

・  発電所対策本部復旧班は、中操照明、監視計器類の復旧のため、図面やバッテリ

ー、ケーブルを集め、計器類の復旧作業を行った。その結果、３月１１日２１時１

９分に仮設バッテリーをつなぎ込み、原子炉水位の指示値がＴＡＦから＋２００ｍ

ｍであることを確認した。 

・  ３月１１日２１時５１分にＲ／Ｂ内の放射線量が上昇し、同日２３時００分には

Ｔ／Ｂ内で高い線量（北側二重扉前１．２ｍＳｖ／ｈ、南二重扉前０．５２ｍＳｖ

／ｈ）が確認された。 

・  消防車による注水ラインの確保は、津波による道路の損傷や瓦礫の散乱等で困難

を極めたが、３月１２日４時頃、消防車に積載していた淡水をＦＰラインより原子

炉へ注入、さらに、同日５時４６分に防火水槽などを水源とした消防車による注水

を再開した。 

・  防火水槽の淡水には限りがあるため、海水注入の準備を行うとともに、ほう酸水

注入系（以下、「ＳＬＣ」という。）の電源復旧を行っていたが、３月１２日１５時

３６分にＲ／Ｂで水素爆発が発生し、海水注入用のホースやＳＬＣの電源ケーブル

が損傷するなどの被害が生じた。 

・  その後、海水注入のためのホースの引き直し等の準備を再開し、３月１２日１９

時０４分に消防車による海水注入を開始した。 

【添付資料－７－１、２、４～７、９、１１】 
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福島第一1号機 注水に関する主な経緯（津波襲来以降）

3
月

11
日

12
日

非常用復
水器（ＩＣ）
操作

15:42 原災法10条事象発生（全交流電源喪失）
16:36 原災法15条事象発生（原子炉水位が確認できず、注水状況が不明なため、非常用炉心

冷却装置注水不能） →16:45 通報
16:45 原子炉水位を確認 →16:55 原災法15条事象の解除を通報
17:07 原子炉水位を再度確認できなくなる →17:12 原災法15条通報

2:45 炉圧0.8MPa

炉圧一定
原子炉水位低下

14:53
約８万㍑淡
水注入完了

15:36 1号機 水素爆発

ホウ酸水
（SLC）注入

2:30 原子炉水位
(A)+1300mm
(B)+530mm

計器類の確認・復
旧作業

21:19
水位計復旧
（ﾊﾞｯﾃﾘｰ2個持込）
炉水位

TAF+200mm

17:12 消火系及び消防車
を使用した注水方法の検
討開始を所長が指示

18:18
開操作

18:25
閉操作

21:30
開操作

20:50 D/D 
FP起動
炉圧高く待
機状態

20:07
現場圧力計確認
炉圧 6.9MPa （ラインナップ作業）

軽油補給・
ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換
作業

4:00頃
消防車に
よる淡水
注入開始

消防車・水源・
注水ラインの確
認、消防車の追
加手配等

14:54 所長が海
水注入の実施を
指示

・線量の高い瓦礫の片づけ
・ホースの収集・再敷設

・電源車手配

電源車到着

・電源盤の状況
確認、絶縁測定
等

・ケーブル
敷設作業

・ケーブル
端末処理

19:04 消防車による
海水注入開始

15:30頃 注入
準備作業完了

海水注入

17:30 D/D 
FP起動、CS
「切」保持

・海水取水場所検討
・消防車配置検討
・ホース引き回し

・ケーブルつ
なぎこみ

・高圧電源車
へ接続

所長が海水注入
の準備を指示

けが人発生、爆発の影響調査のためのサーベイ・現場
確認等を実施
爆発により海水注入ライン及びSLC注入ラインに損傷

※ 高圧注

水系は、
制御盤の
表示灯が
消灯したた
め、起動
不能と判
断 12:53 D/D FP 

作業完了

13:21 ｾﾙﾓｰ
ﾀ地絡、起動
不可

2号機のP/Cを介し
て電源車により電
源復旧検討

＜劣悪な作業環境＞
・暗所作業
・緊対室との通信手段なし
・障害物散乱
・マンホール蓋欠落
・余震による作業の中断
・線量が高く、防護服を着
た作業で、交替が必要

1:25頃 待機
中のD/D FP
運転状態確認

16:44 炉水位
TAF+2500mm相当

1:48 燃料切れ確認

12:59 D/D FP 
起動できず
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ｂ．閉じ込める機能 
 ３月１１日２３時５０分頃、中操で発電所対策本部復旧班が、中操の照明仮復旧用

に設置した小型発電機をＤ／Ｗ圧力計につないで指示を確認したところ、６００ｋＰ

ａ[abs] （最高使用圧力５２８ｋＰａ[abs]（４２７ｋＰａ[gage]）であることが確

認され、発電所対策本部へ報告した。これを受けて、３月１２日０時０６分、ＰＣＶ

ベント準備を進めるよう発電所長は指示した。（同日０時４９分に原災法第１５条該

当事象（格納容器圧力異常上昇）と判断） 
通常は中操からＰＣＶベント操作できるが、全交流電源喪失のため、ＰＣＶベント

操作のうち、ＭＯ弁の操作については手動で開けなければならない状況となり、また、

ＡＯ弁の操作においては、当該弁を作動させるために必要な空気圧が確保できず、駆

動用の空気ボンベを現場で復旧するか、仮設空気圧縮機を設置して空気圧を確保する

必要があった。 

なお、ＣＣＳ及びＳＨＣの復旧の見通しがたたない場合については、ＳＲＶによる

原子炉の減圧に伴ってＰＣＶの圧力、温度が上昇することから、ＡＭ策として、Ｓ／

Ｃ及びＤ／Ｗから排気筒（スタック）に至るベント管を通じて、ＰＣＶの過圧を防止

するＰＣＶベントラインが整備されている。   

また、当該ラインは、圧力が高い場合でもＰＣＶベントができるよう、ＳＧＴＳを

バイパスして設置されており、また、誤動作を防ぐ観点から、あらかじめ定められた

圧力で作動するラプチャーディスクを備えている。 

 以下、ＰＣＶベントに関する対応状況等※１を示す。 

 

＜１号機のＰＣＶベントに関する対応状況＞ 

・  津波の影響による全交流電源喪失により、トーラス水冷却モードでＳ／Ｃの冷却

をしていたＣＣＳ（Ａ系、Ｂ系）が停止し、ＳＧＴＳも停止した。また、計器用の

電源が失われたことから、Ｄ／Ｗ圧力が不明な状態となった。 

・  ３月１１日夕方、計器類の復旧が行われる中、中操ではＡＭ操作手順書の確認を

実施していた。早い段階でＰＣＶベントの準備を進めるべく、バルブチェックリス

トを用いてＰＣＶベントに必要な弁及びその位置の確認を行った。 

・  発電所対策本部発電班でも、電源がない状況におけるＰＣＶベント操作手順の検

討を開始した。また、発電所対策本部復旧班は、ベント操作に必要なＳ／Ｃベント

弁（ＡＯ弁）が手動操作可能な型式及び構造であるか確認するために、関連する図

面の調査や、協力企業への問合せを実施した。図面により、Ｓ／Ｃベント弁（ＡＯ

弁）小弁に手動操作用のハンドルがあり、手動で開けることが可能であることを確

認し、中操に連絡した。 

・  ３月１１日２３時５０分頃、中操で発電所対策本部復旧班が、中操の照明仮復旧

用に設置した小型発電機をＤ／Ｗ圧力計につないだところ、指示値が６００ｋＰａ

[abs]であることが確認され、発電所対策本部へ報告した。 

・  これを受け３月１２日０時０６分、発電所長はＰＣＶベント準備を進めるよう指

示した。 

・  ３月１２日１時３０分頃、ベントの実施について国に申し入れ、了解を得た。 

・  ３月１２日２時２４分、ベントの現場操作に関する作業時間の評価結果が発電所

対策本部に報告された（３００ｍＳｖ／ｈ）の環境であれば緊急時対応の線量限度
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（１００ｍＳｖ／ｈ）で１７分の作業時間と報告）。 

・  ３月１２日３時４５分頃、本店対策本部にてベント時の周辺被ばく線量評価を作

成、発電所と共有した。 

・  中操では、ベント操作に向けて弁の操作順番、トーラス室での弁の配置及び弁の

高さ等について繰り返し確認した。 

・  ３月１２日９時０２分、大熊町（熊地区の一部）の避難ができていることを確認

した。 

・  ３月１２日９時０４分にＰＣＶベント弁の操作を行うため運転員が現場へ出発

し、９時１５分頃にＭＯ弁を手順通り２５％開とした。 

・  その後、Ｒ／Ｂ地下１階にあるＳ／Ｃベント弁（ＡＯ弁）小弁を現場で開操作を

試みたが、現場の線量が高く操作できなかった。このため、ＩＡの空気の残圧に期

待して３月１２日１０時１７分、１０時２３分及び１０時２４分に中操でＳ／Ｃベ

ント弁（ＡＯ弁）小弁の開操作を実施したが、開となったかは確認できなかった。 

・  ３月１２日１０時４０分に発電所正門付近及び発電所周辺のモニタリングポス

ト（以下、「ＭＰ」という。）付近の放射線量が上昇していることが確認されたこと

から、発電所対策本部では、ベントにより放射性物質が放出された可能性が高いと

考えたが、同日１１時１５分、放射線量が下がっており、ベントが十分効いていな

い可能性があることを確認した。 

・  その後、Ｓ／Ｃベント弁（ＡＯ弁）大弁の遠隔操作に必要な加圧空気を確保する

ため、仮設空気圧縮機を調達、接続箇所を確認した上で設置し、３月１２日１４時

頃、起動した。同日１４時３０分にＤ／Ｗ圧力低下を確認、ベントによる「放射性

物質の放出」と判断した。 

・  ３月１２日１５時３６分にＲ／Ｂで水素爆発が発生した。 

・  ＭＰで５００μＳｖ／ｈを超える放射線量（１０１５μＳｖ／ｈ）を計測したこ

とから、３月１２日１６時２７分、原災法第１５条該当事象（敷地境界放射線量異

常上昇）と判断した。 

【添付資料－７－１、４、５、１２～１４】 

 
※１：福島第一原子力発電所１号機における注水、ＰＣＶベント操作等に関する詳細な対応操作や作

業の状況については、「別紙－１：福島第一原子力発電所の注水及びベント操作等に関する対

応状況について」を参照。 
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福島第一１号機 ベントに関する主な経緯（津波襲来以降）

3
月

11
日

12
日

15:42 原災法10条事象発生（全交流電源喪失）

16:36 原災法15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）

【ベントの検討・操作】

ベントに向けた事前準備を開始

・ＡＭ操作手順書、バルブチェックリストの確認

・電源がない場合のベント操作手順の検討

21:51 原子炉建屋の
線量上昇

23:00 タービン建屋の
線量上昇

23:50頃 D/W圧力が
600kPaであるこ
とを確認

【プラント挙動】

0:06 D/W圧力が600kPaを超えている可能性があ

りベントの準備を進めるよう発電所長指示

弁の操作方法や手順など具体的な手順の確

認を開始

1:30頃 ベントの実施を国に申し入れ・了解

2:24 ベントの現場操作に関する作業時間の確認

（緊急時対応の線量限度で17分の作業時間）

3:06 ベント実施に関するプレス会見

3:45頃 ベント時の周辺被ばく線量評価を実施

2:30 D/W圧力が
840kPaに到達し
たことを確認

・原子炉建屋二重扉を開けたら白い“もやも

や”。線量測定できず

・中央制御室では、弁の操作の順番等を、繰

り返し確認。

作業に必要な装備を可能な限り収集。

4:45頃 100mSvセットのAPDが中央制御室に届く

6:33 地域の避難状況確認（大熊町から移動を検討中）

8:03 ベント操作を9:00目標で行うよう発電所長指示

8:27 発電所南側近傍の一部の地区が避難できてい

ないとの情報

9:02 発電所南側近傍の地区が避難できていることを確認

9:04 ベントの操作を行うため運転員が現場へ出発

（9:15頃に第１班がPCVベント弁（MO弁）開、第２班

が現場へ向かうが線量が高くS/Cベント弁（AO弁）

小弁開できず）

10:17～S/Cベント弁（AO弁）小弁の遠隔操作実施（3回：

開となったか不明）。並行して仮設コンプレッサーの
接続箇所検討（11:00頃まで）

12:30頃 仮設コンプレッサー確保、ユニック車を用いて移

動。接続用アダプタの捜索

14:00頃 仮設コンプレッサーを原子炉建屋大物搬入口外

に設置・起動

14:30 ベントによる「放射性物質の放出」と判断

10:40 正門、MPの線
量上昇

11:15 線量が低下

14:30 D/W圧力低下

発災直後から

ベントの必要性

を認識し、事前

準備

その後、 750kPa
前後で、圧力安定

D/W圧力が高
まったためベン
トの準備を開始
し、ベントを国に
申し入れ

手動での手順の
確認
作業時間の確認
周辺被ばく線量
の評価
現場の線量確認

住民避難を
考慮する必
要があり、
避難状況を
確認

高線量、暗
闇、通信機
能を喪失し
た中での作
業

5:44 国が半径10km圏
内の住民に避難
指示
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８．福島第一原子力発電所２号機の事故状況 

８．１ 地震発生前のプラント状況 

２号機は平成２２年１２月１５日（平成２２年１１月１８日発電機最終並列）より

第２６サイクル運転中であり、地震発生時は定格熱出力にて、一定運転中であった。

なお、運転の継続に影響を及ぼす可能性のある不具合は発生していなかった。 

 

８．２ 地震発生後のプラント及び対応状況 

（１）【３月１１日１４時４６分（地震発生）～３月１１日１５時４１分（全交流電

源喪失）】 

ａ．止める機能 

定格熱出力一定運転中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東

北地方太平洋沖地震により、同日１４時４７分「地震加速度大トリップ」（動作設定

値：Ｒ／Ｂ地下床水平：１３５ガル、鉛直：１００ガル）が発生し、直ちに全制御棒

が全挿入となり、原子炉は設計通り自動停止するとともに、同日１５時０１分に原子

炉が未臨界状態となったことを確認した。 

【添付資料－８－１、２】 

 

ｂ．冷やす機能 

地震の影響で、所内受電用しゃ断器の被害などによって外部電源が全喪失したこと

により、３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失した。 

非常用母線の電源が喪失したことに伴い、ＲＰＳ電源が喪失し、ＭＳＩＶが自動閉

した。このため、原子炉圧力が上昇を開始したが、ＳＲＶの自動開閉により原子炉圧

力が制御された。 

同日１４時４７分、Ｄ／Ｇ２台（Ｄ／Ｇ ２Ａ、２Ｂ）が自動起動し、非常用系の

高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－２Ｃ、Ｍ／Ｃ－２Ｄ及びＭ／Ｃ－２Ｅ）の電源が回復した。 

外部電源喪失による原子炉隔離時（ＭＳＩＶ閉時）の操作手順書に従い、同日１４

時５０分、ＲＣＩＣを手動起動したが、原子炉自動停止及びＭＳＩＶ閉などの影響に

よる原子炉水位の過渡的な変動のため、同日１４時５１分にＲＣＩＣが原子炉水位

「高」信号により自動停止した。 

原子炉水位は、ＲＣＩＣが自動停止したことにより低下したが、同日１５時０２分

にＲＣＩＣを手動起動したことで上昇した。 

その後、同日１５時２８分、ＲＣＩＣが再度、原子炉水位「高」信号により自動停

止した。同日１５時３９分、ＲＣＩＣを手動起動した。 

なお、ＨＰＣＩについては、地震以降から全交流電源喪失に至るまで、原子炉水位

がＨＰＣＩの自動起動レベル（Ｌ－２：ＴＡＦ＋２９５０ｍｍ）まで低下していない

ことから、手動起動を含めて作動していないが、津波の影響による電源喪失のため動

作不能になったものと推定される。 

【添付資料－８－１～５、７、８】 

 

ｃ．閉じ込める機能 

３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失し、これに伴いＲＰＳの電源

が喪失したことによりＭＳＩＶが自動閉した。ＳＲＶの自動開閉、ＲＣＩＣの手動起

動によりＳ／Ｃ水の温度が上昇していたことから、操作手順書に従い同日１５時００
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分～１５時０７分にかけてＲＨＲを起動し、トーラス水冷却モードでＳ／Ｃ冷却を開

始した。通常換気空調系は、常用電源喪失により停止したが、原子炉水位低（Ｌ－３：

ＴＡＦ＋４４４３ｍｍ）またはＲＰＳ電源が喪失したことによるＰＣＩＳ隔離信号に

より、ＳＧＴＳが自動起動したことから、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられ

る。なお、排気筒放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はな

かった。 

【添付資料－８－１～３、６、８】 

 

（２）【３月１１日１５時４１分（全交流電源喪失）～３月１５日（Ｄ／Ｗ圧力低下）】 

ａ．冷やす機能 

  津波の影響を受け、冷却用海水ポンプまたは電源盤、非常用母線の被水・水没等に

より３月１１日１５時４１分にＤ／Ｇ ２Ａ、２Ｂが停止したことから、同日１５時

４２分、原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失）の発生と判断した。全交流電源

喪失により、ＲＨＲ及びＣＳは動作不能となった。 

同日１５時５０分頃、計器用の電源が喪失し、原子炉水位が不明となっていること

を確認した。それまで運転中であったＲＣＩＣの運転状態が確認できず、また、ＨＰ

ＣＩについても制御盤の表示灯が全て消灯し、起動不能な状態であったため、同日１

６時３６分に原災法第１５条該当事象（非常用炉心冷却装置注水不能）と判断した。 

なお、非常用炉心冷却装置注水不能に至った場合の代替注水については、ＡＭ策と

して、復水貯蔵タンクを水源としＭＵＷＣから原子炉へ注入するライン及びろ過水タ

ンクを水源としＦＰからＭＵＷＣを経由して原子炉へ注水するラインを整備してい

る。 
消防車等の重機を使用した原子炉への代替注水はＡＭ策としては考慮されていな

かったが、今回の事故では臨機の応用動作として、消防車による原子炉への注水を試

みた。 
以下、注水に関する対応状況等※１を示す。 

 

＜２号機の注水に関する対応状況＞ 

・  ３月１１日１７時１２分、発電所長は原子炉への注水を確保するため、ＦＰ、Ｍ

ＵＷＣや消防車による代替注水について検討・実施するよう指示した。 

・  原子炉水位が不明な状況が続き、ＲＣＩＣによる原子炉への注水状況についても

確認できないことから、原子炉水位がＴＡＦに到達する可能性があることを３月１

１日２１時０２分に官庁等へ連絡した。さらにＴＡＦへの到達時間を同日２１時４

０分と評価した。 

・  Ｄ／Ｄ－ＦＰの中操の状態表示灯は消灯状態であり、ポンプが設置してあるＴ／

Ｂ地下階は高さ約６００ｍｍまで浸水しており、ポンプ室に入室することができな

かったため、直接、起動状態を確認することはできなかったが、屋外にある排気ダ

クトから出ている煙により、Ｄ／Ｄ－ＦＰが起動していることを運転員が確認した。

その後も排気ダクトの煙の確認を継続して行っていたが、３月１２日１時２０分に

排気ダクトからの煙が消えていたことにより、運転員はＤ／Ｄ－ＦＰが停止してい

ることを確認した。 

・  計器類の復旧作業の結果、３月１１日２１時５０分に原子炉水位がＴＡＦ＋３４

００ｍｍと判明した。また、３月１２日２時５５分、運転員がＲＣＩＣのポンプ吐
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出圧力が原子炉圧力を上回っていること（運転していること）を現場で確認した。

運転員は、その後もＲＣＩＣの運転状況を定期的に確認した。 

・  ２号機のパワーセンターの一部が利用可能であることを確認したため、高圧で注

水可能なＣＲＤポンプ、ＳＬＣポンプの電源復旧を進めたが、３月１２日１５時３

６分の１号機の爆発により、敷設したケーブルが損傷し高圧電源車が停止した。 

・  ３月１３日１２時０５分、発電所長はＲＣＩＣの停止に備え、原子炉への海水注

入の準備を開始するよう指示した。消防隊は、消防車の配備及びホースの敷設を行

い、海水注入ができるよう準備を整えた。 

・  一方、３月１３日７時頃、３号機の減圧に必要なバッテリーに加えて２号機用の

バッテリーを社員の自動車から収集、これらを中操に運びこみ、同日１３時１０分

にＳＲＶ制御盤につなぎ込んだ。 

・  ３月１４日１１時０１分の３号機の爆発により、準備が完了していた海水注入ラ

インの消防車及びホースが破損し、使用不可能となった。 

・  その後、瓦礫の散乱状況から、水源を当初考えていた３号機逆洗弁ピットから物

揚場へ変更することとした。 

・  原子炉への注水はＲＣＩＣで行っていたが、３月１４日１３時１８分、原子炉水

位が低下傾向となり、同日１３時２５分、ＲＣＩＣの機能が喪失した可能性がある

とし、発電所長は原災法第１５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断した。 

・  消防車により原子炉へ注水するためには、消防車の吐出圧力が低いため、ＳＲＶ

による原子炉圧力の減圧が必要となった。しかし、原子炉内の蒸気の逃がし先とな

るＳ／Ｃの圧力及び温度が高く減圧しにくい可能性があったため、ＰＣＶベントの

準備を行ってから減圧することとしたが、３月１４日１６時２０分頃、ベント弁の

開実施まで時間がかかる見通しとなったことから、ＳＲＶによる減圧を優先するこ

ととした。 

・  中操のＳＲＶ制御盤において開操作を行ったが、弁がなかなか動作せずバッテリ

ーの接続位置を変えるなどして対応し減圧を行った。 

・  なお、Ｓ／Ｃの温度及び圧力が高く、原子炉からの蒸気が凝縮しにくかったため、

ＳＲＶを開操作してからも減圧に時間を要した。 

・  一方、注水に必要な消防車については、３月１４日１６時３０分、消防車を起動

し、原子炉減圧後に海水の注水ができるよう準備を行ったが、同日１９時２０分に

起動していた消防車が燃料切れで停止していることを確認した。給油実施後、消防

車を起動し（同日１９時５４分、１９時５７分に各１台起動）、ＦＰラインから原

子炉内へ海水注入を開始した。 

・  ３月１４日２１時頃、原子炉圧力が上昇したため、ＳＲＶを追加で開操作したと

ころ、同日２１時２０分にＳＲＶが開いて原子炉圧力が低下し、ダウンスケールし

ていた原子炉水位計の指示値が上昇傾向を示した。 

【添付資料－８－１、２、４、５、８、９】 
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福島第一2号機 注水に関する主な経緯（津波襲来以降）

3
月
11
日

15:42 原災法10条事象発生（全交流電源喪失）

16:36 原災法15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）

作業環境
・照明、緊対室との通信
手段がない中での作業

・線量が高く、防護服を
着た作業でかつ、交替
が必要

21:50 炉水位判明
TAF+3400mm

2:55 RCIC運転確認

13:25 RCICの機能が喪
失し、原子炉冷却
機能喪失と判断

12
日

ケーブル損傷、電源車停止。電源車の再
起動を試みるも過電流で動作せず

13:05 消防車を含む海水注入のライン構
成を再開

14
日

14:43 消防車をFPの送水口へ接続完了

11:01 3号機 水素爆発

現場は瓦礫が散乱、線量が高い状態。準備
が完了していた注水ラインは消防車・ホース
が破損・使用不可

19:20 消防車が燃料切れで停止しているこ
とを確認

19:54、19:57 各１台消防車起動
海水注入開始

１号機の線量の状況を踏
まえ、線量が高くなる前
に代替注水ラインの構成
に必要な弁を手動操作

15:39 RCIC手動起動

原子炉水位不明

RCIC注水状況確認でき
ず

12:05 海水を使用する準備を進めるよう
所長指示

15:30頃 2号機P/Cへのケーブルつな
ぎこみ、高圧電源車への接続
完了

13
日

15:36 1号機 水素爆発

RCICの停止に備え3号機逆洗弁ピットを水
源としたライン構成を進め、消防車配置・
ホース敷設を実施

13:18 炉水位低下傾向

16:30 消防車起動（減圧後に海水を注入
するための準備完了）

18:00頃 原子炉減圧開始

20:56 2号機のP/Cの１つが使用可能
であることを確認。CRD、SLCの電源
復旧・注入を検討

17:12
消火系及び消防車を使
用した注水方法の検討
開始を所長が指示

S/C温度・圧力が高
く、SRVを開しても
蒸気が凝縮しにくい
ため、ベントのライ
ンナップ後に減圧す
ることを決定。
16:20頃、ベント弁
開に時間がかかる
見通し判明。
減圧優先に変更。

13日13:10にSRV
制御盤にバッテ
リーを接続。
14日16:34に開操
作したが動作せず。
複数の弁の動作を
試みて減圧に向け
た努力を継続。
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 ｂ．閉じ込める機能 

ＲＣＩＣによる原子炉への注水が継続し、Ｄ／Ｗ圧力は約２００～３００ｋＰａ

[abs]と安定していたが、いずれＰＣＶベントが必要となることが予想されたことか

ら、３月１２日１７時３０分、発電所長は２号機ＰＣＶベント操作の準備を開始する

よう指示した。 

通常は中操からＰＣＶベント操作できるが、全交流電源喪失のため、ＰＣＶベント

操作のうち、ＭＯ弁の操作については手動で開けなければならない状況となり、また、

ＡＯ弁の操作においては、当該弁を作動させるために必要な空気圧が確保できず、駆

動用の空気ボンベを現場で復旧するか、仮設空気圧縮機を設置して空気圧を確保する

必要があった。 

なお、ＲＨＲの復旧の見通しがたたない場合については、ＳＲＶによる原子炉の減

圧に伴ってＰＣＶの内圧、温度も上昇することから、ＡＭ策として、Ｓ／Ｃ及びＤ／

Ｗから排気筒（スタック）に至るベント管を通じて、ＰＣＶの過圧を防止するＰＣＶ

ベントラインが整備されている。   

また、当該ラインは、圧力が高い場合でもＰＣＶベントができるよう、ＳＧＴＳを

バイパスして設置されており、また、誤動作を防ぐ観点から、あらかじめ定められた

圧力で作動するラプチャーディスクを備えている。 

以下、ＰＣＶベントに関する対応状況等※１を示す。 

 

＜２号機のＰＣＶベントに関する対応状況＞ 

・  ＲＣＩＣによる原子炉への注水を継続し、Ｄ／Ｗ圧力は約２００～３００ｋＰａ

[abs]と安定していたが、いずれＰＣＶベントが必要となることが予想されたこと

から、３月１２日１７時３０分、発電所長は２号機ＰＣＶベント操作の準備を開始

するよう指示した。 

・  ＰＣＶベントラインのＭＯ弁を手動で開操作するため、現場（Ｒ／Ｂ内）に出発

し、３月１３日８時１０分、手順書通りＰＣＶベントラインのＭＯ弁を手動で２

５％開とした。 

・  ３月１３日１０時１５分、発電所長は２号機ＰＣＶベント操作を実施するよう指

示した。 

・  ３月１３日１１時００分、Ｓ／ＣからのベントラインにあるＡＯ弁（大弁）を開

にするため、中操仮設照明用小型発電機からの電源を用いて電磁弁を強制的に励磁

させ開操作を実施し、ラプチャーディスクを除くＰＣＶベントライン構成が完了

（ラプチャーディスク開放待ちの状態）した。また、３月１４日３時頃、Ｓ／Ｃベ

ント弁（ＡＯ弁）大弁の開状態を維持するために、空気ボンベに加えて仮設空気圧

縮機を設置した。 

・  ３月１３日１５時１８分、ベントを実施した場合の被ばく評価結果を官庁等へ連

絡した。（なお、これ以前の３月１２日３時３３分にもその時点での評価結果を連

絡している） 

・  ３月１４日１２時５０分、３号機爆発の影響により当該弁の電磁弁励磁用回路が

外れて閉となったことを確認したため、３号機爆発後の退避指示解除後、同日１６

時頃から開操作を実施したが、開操作ができなかった（当該弁は当初、仮設空気圧

縮機からの空気が十分でなく開操作できないものと思われたが、その後、加圧され

ていることが確認できたため、電磁弁の不具合（地絡）により開不能になったと思
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われる）。 

・  Ｄ／Ｗ圧力に低下が見られないことから、３月１４日１８時３５分頃、Ｓ／Ｃベ

ント弁（ＡＯ弁）大弁だけでなく、Ｓ／Ｃベント弁（ＡＯ弁）小弁を対象としたＰ

ＣＶベントラインの復旧作業を実施し、同日２１時頃、ラプチャーディスクを除く

ＰＣＶベントラインの系統構成が完了（ラプチャーディスク開放待ちの状態）した。 

・  ３月１４日２２時５０分、Ｄ／Ｗ圧力が最高使用圧力４２７ｋＰａ[gage]を超え

たことから、発電所長は原災法第１５条該当事象（格納容器圧力異常上昇）が発生

したと判断した。 

・  ３月１４日２３時３５分頃、Ｓ／Ｃベント弁（ＡＯ弁）小弁が開いていなかった

ことを確認した。Ｄ／Ｗ圧力は上昇傾向にある一方、Ｓ／Ｃの圧力は約３００～４

００ｋＰａ[abs]で安定し、圧力が均一化されない状況が発生した。Ｓ／Ｃの圧力

はラプチャーディスクの作動圧力よりも低く、一方でＤ／Ｗ圧力が上昇しているこ

とから、Ｄ／Ｗベント弁（ＡＯ弁）小弁を開けることによりＰＣＶベントを実施す

る方針を決定した。 

・  ３月１５日０時０１分、Ｄ／Ｗベント弁（ＡＯ弁）小弁の開操作を実施したが、

数分後に閉状態であることを確認した。Ｄ／Ｗ圧力は約７５０ｋＰａ［abs］程度

で高めのまま推移し、ベントの効果は現れなかった。 

・  ３月１５日６時００分～６時１０分頃、大きな衝撃音が発生した。ほぼ同時期に

Ｓ／Ｃの圧力が０ＭＰａ[abs]を示していた（「１４．プラント水素爆発評価」で記

述するが、衝撃音は４号機の爆発によるものと考えられる）。 

・  一方、Ｄ／Ｗ圧力は３月１５日７時２０分時点で７３０ｋＰａ［abs］を維持し

ていた。 

・  次の測定である３月１５日１１時２５分時点でのＤ／Ｗ圧力は１５５ｋＰａ

［abs］に低下しており、この間にＰＣＶ内のガスが何らかの形で大気中に放出さ

れたと考えられ、正門付近のモニタリングカーでの線量率の測定値が大幅に上昇し

た。 

【添付資料－８－１、１０、１１】 

 

※１：福島第一原子力発電所２号機における注水、ＰＣＶベント操作等に関する詳細な対応操

作や作業の状況については、「別紙－１：福島第一原子力発電所の注水及びベント操作等

に関する対応状況について」を参照。 
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福島第一2号機 ベントに関する主な経緯（津波襲来以降）

3
月

11
日

15:42 原災法10条事象発生（全交流電源喪失）

16:36 原災法15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）

12
日

14
日

13
日

D/W圧力

23:25 141kPa
2:55にRCICの運転が確認できたことから、1号機のベントを優先す
る方向とし、2号機はパラメータ監視を継続約200～300kPa

で安定
17:30 ベントの準備を開始するよう発電所長指示

・1号機のベント操作手順等を基に、ベントに必要な弁の操作
方法を確認し、ベント手順を作成。

・バルブチェックシートを用いてベント弁の現場の位置を確認

8:10 PCVベント弁（MO弁）を手順通り25%開

10:15 発電所長よりベント実施指示

・S/Cベント弁（AO弁）大弁の開操作実施（仮設照明用小型発
電機により電磁弁を励磁）

11:00 ラプチャーディスクを除くベントライン構成完了

・S/Cベント弁（AO弁）大弁の開状態維持のため仮設空気圧
縮機の手配を開始

1:55頃 福島第二から仮設空気圧縮機到着。3:00頃にタービン建屋
1階に設置し供給を開始

11:01 3号機 水素爆発

12:50 爆発の影響によりS/Cベント弁（AO弁）大弁の電磁弁励磁用回路
が外れ、閉になったことを確認

16:00頃 S/Cベント弁（AO弁）大弁開操作実施（16:20頃 開操作できず）

18:35頃 S/Cベント弁（AO弁）小弁も対象としてベントラインの復旧作業を
継続

21:00頃 S/Cベント弁（AO弁）小弁が微開となり、ラプチャーディスクを
除くベントライン構成完成

22:50 540kPa

（D/W圧力上昇）

原災法15条事象「格納容器圧力異常上昇」と判断

23:00 580kPa

23:25 700kPa 23:35頃 S/Cベント弁小弁が開いていなかったことを確認。 S/C圧力と
D/W圧力が均一化されない状況発生。D/Wベント弁小弁によるベ
ント実施方針を決定

23:40 740kPa

23:46 750kPa

15
日

0:01 D/Wベント弁小弁を開操作したが、数分後に閉であることを確認

0:10 740kPa （ベントの成否は確認できず）

格納容器ベント準備・操作

D/W圧力は
ラプチャー
ディスク開放
設定値以下

0:05 740kPa

6:00～6:10頃 大きな衝撃音発生（S/C圧力の指示値：0MPa［abs］）7:20 730kPa
11:25 155kPa 11:25頃 D/W圧力の低下を確認  
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９．福島第一原子力発電所３号機の事故状況 

９．１ 地震発生前のプラント状況 

３号機は平成２２年１０月２６日（平成２２年９月２３日発電機最終並列）より第２

５サイクル運転中であり、地震発生時は定格熱出力にて、一定運転中であった。なお、

運転の継続に影響を及ぼす可能性のある不具合は発生していなかった。 

 
９．２ 地震発生後のプラント及び対応状況 

（１）【３月１１日１４時４６分（地震発生）～３月１１日１５時３８分（全交流電

源喪失）】 

ａ．止める機能 
定格熱出力一定運転中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６分に発生した東

北地方太平洋沖地震により、同日１４時４７分「地震加速度大トリップ」（動作設定

値：Ｒ／Ｂ地下床水平：１３５ガル、鉛直：１００ガル）が発生し、直ちに全制御棒

が全挿入となり原子炉は設計通り自動停止するとともに、同日１４時５４分に原子炉

が未臨界状態となったことを確認した。 

【添付資料－９－１、２】 

 
ｂ．冷やす機能 
地震の影響で、新福島変電所の設備被害などによって外部電源が全喪失したことに

より、３月１１日１４時４８分頃、非常用母線の電源が喪失した。 

非常用母線の電源が喪失したことに伴い、ＲＰＳ電源が喪失し、ＭＳＩＶが自動閉

した。このため、原子炉圧力が上昇を開始したが、ＳＲＶの自動開閉により原子炉圧

力が制御された。 

同日１４時４８分に、Ｄ／Ｇ２台（Ｄ／Ｇ ３Ａ、３Ｂ）が自動起動し、非常用系

の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－３Ｃ、Ｍ／Ｃ－３Ｄ）の電源が回復した。 

外部電源喪失による原子炉隔離時（ＭＳＩＶ閉時）の操作手順書に従い、同日１５

時０５分、ＲＣＩＣを手動起動することで原子炉水位は上昇し、同日１５時２５分に

原子炉水位「高」信号により自動停止した。 

なお、ＨＰＣＩについては、地震以降から全交流電源喪失に至るまで、原子炉水位

がＨＰＣＩの自動起動レベル（Ｌ－２：ＴＡＦ＋２９５０ｍｍ）まで低下していない

ことから、手動起動を含めて作動していない。 

【添付資料－９－１～８】 

 

ｃ．閉じ込める機能 
３月１１日１４時４８分非常用母線の電源が喪失したことに伴い、ＲＰＳ電源が喪

失し、ＭＳＩＶが自動閉した。 

通常換気空調系は、常用電源喪失により停止したが、原子炉水位低（Ｌ－３：ＴＡ

Ｆ＋４４４３ｍｍ）またはＲＰＳ電源が喪失したことによるＰＣＩＳ隔離信号により、

ＳＧＴＳが自動起動したことから、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。な

お、排気筒放射線モニタの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

【添付資料－９－１～３、６】 
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（２）【３月１１日１５時３８分（全交流電源喪失）～３月１５日（海水注水）】 

ａ．冷やす機能 

津波の影響を受け、冷却用海水ポンプまたは電源盤、非常用母線の被水等により３

月１１日１５時３８分にＤ／Ｇ ３Ａ、３Ｂが停止したことから、同日１５時４２分、

原災法第１０条該当事象（全交流電源喪失）の発生と判断した。全交流電源喪失によ

り、ＲＨＲ及びＣＳは動作不能となった。 

一方、直流電源設備については被水を免れた。 

３月１３日２時４２分のＨＰＣＩ手動停止に伴い、Ｄ／Ｄ－ＦＰによる注水を試み

たが、ＳＲＶが開動作せず原子炉圧力が上昇したことにより注水できず、その後、Ｈ

ＰＣＩはバッテリーの枯渇により再起動できず、またＲＣＩＣも起動できなかった。 

ＲＣＩＣによる原子炉注水ができなかったことから、同日５時１０分、原災法第１

５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断した。 

なお、原子炉冷却機能喪失に至った場合の代替注水については、ＡＭ策として、復

水貯蔵タンクを水源としＭＵＷＣから原子炉へ注入するライン及びろ過水タンクを

水源としＦＰからＭＵＷＣを経由して原子炉へ注水するラインを整備している。 
消防車等の重機を使用した原子炉への代替注水はＡＭ策としては考慮されていな

かったが、今回の事故では臨機の応用動作として、消防車による原子炉への注水を試

みた。 
以下、注水に関する対応状況等※１を示す。 
 

＜３号機の注水に関する対応状況＞ 

・  津波到達後、直流電源で操作可能な設備であるＲＣＩＣ及びＨＰＣＩについては

使用可能な状態にあり、３月１１日１６時０３分には、原子炉水位維持のためにＲ

ＣＩＣを手動起動し、原子炉水位は維持されていた。 

・  原子炉注水中のＲＣＩＣにより、駆動用タービンの排気蒸気がＳ／Ｃに放出され

ているため、１２日からＤ／Ｗ圧力が上昇傾向にあった。Ｓ／Ｃ及びＤ／Ｗの圧力

上昇を抑制するため、３月１２日１２時０６分にＤ／Ｄ－ＦＰによる代替Ｓ／Ｃス

プレイを開始した。 

・  ３月１２日１１時３６分にＲＣＩＣが自動停止し、同日１２時３５分に原子炉水

位低（Ｌ－２：ＴＡＦ＋２９５０ｍｍ）によりＨＰＣＩが自動起動した。 

・  ＨＰＣＩのライン構成としては原子炉への注水ライン及びテストラインの両ラ

インを通水するように中操のＨＰＣＩ制御盤で操作を行った。 

・  ３月１２日２０時３６分に原子炉水位計の電源が喪失し、原子炉水位の監視がで

きなくなった。 

・  ３月１３日２時００分に、これまで約１ＭＰａ[gage]で安定していた原子炉圧力

が低下傾向を示したことから、ＨＰＣＩのタービン回転数がさらに低下し、タービ

ン振動の増加などにより設備損傷が起きることを懸念した。さらに原子炉圧力とＨ

ＰＣＩの吐出圧力が同程度となっていたことから、ＨＰＣＩによる原子炉注水はな

されていないと考えた。これらのことから、ＳＲＶによる減圧維持、Ｄ／Ｄ－ＦＰ

による代替原子炉注水とＨＰＣＩの停止を早急に実施することとした。 

・  運転員はＨＰＣＩの停止前にＤ／Ｄ－ＦＰの運転確認及び代替Ｓ／Ｃスプレイ

から代替原子炉注水へ切替えるためのＲＨＲ注入弁を手動にて開操作するために

Ｒ／Ｂに向かった。 
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・  ３月１３日２時４２分、中操では、現場に向かった時間から代替注水ラインは完

了していると考え、運転員は中操のＨＰＣＩ制御盤にてＨＰＣＩを手動にて停止し

た。 

・  ３月１３日２時４５分、中操のＳＲＶ状態表示灯が点灯している制御盤にてＳＲ

Ｖを開操作したが開動作しなかった。原子炉圧力が上昇しＤ／Ｄ－ＦＰでの注水が

できない状況となった。代替原子炉注水ラインの構成が完了したことが、３時０５

分に中操へ伝達された。 

・  運転員はＳＲＶの復旧のために現場へ向かうとともに、ＨＰＣＩ、ＲＣＩＣの起

動を試みることを検討した。 

・  その後、タービン駆動であるＲＣＩＣ及びＨＰＣＩを再起動して原子炉への注水

を試みたが、ＨＰＣＩは電源となるバッテリーの枯渇により起動できず、またＲＣ

ＩＣも起動できなかったことから、３月１３日５時１０分、発電所長は原災法第１

５条該当事象（原子炉冷却機能喪失）と判断した。 

・  ３月１３日５時０８分、Ｄ／Ｄ－ＦＰによる代替Ｓ／Ｃスプレイを開始した。 

・  一方、発電所対策本部は、３月１１日１７時１２分の発電所長の指示以降、原子

炉への代替注水について検討していたが、消防車は発電所に配備していた３台のう

ち、１台は１号機の海水注入に使用しており、１台は津波の影響により使用不能、

５・６号機側の消防車１台については５・６号機側との通路が分断されていたこと

から移動が困難な状況であった。 

・  その後、構内道路の復旧を進め、５・６号機側との往来が可能となったことから、

５・６号機側の消防車を１～４号機側に移動した。さらに、福島第二原子力発電所

で緊急時のバックアップとして待機していた消防車１台も福島第一原子力発電所

へ移動した。 

・  消防車によって原子炉へ注水するためには、消防車の吐出圧力が低いため、ＳＲ

Ｖによる原子炉圧力の減圧が必要となる。また、このＳＲＶを開けるためにはバッ

テリーが必要であったが、１号機、２号機の計器復旧等のために所内のバッテリー

を集めた後だったこともあり、必要な電源が確保できずＳＲＶを操作できない状態

であった。 

・  このため、３月１３日７時頃、発電所対策本部の社員の自動車のバッテリーを取

り外して集め、発電所対策本部復旧班が中操に運んだ。 

・  ３月１３日７時３９分、運転員はＤ／Ｄ－ＦＰによるＳ／ＣスプレイからＤ／Ｗ

スプレイへの切り替えを実施した。その後、同日８時４０分～９時１０分にかけて、

運転員はＤ／Ｗスプレイから原子炉代替注水ラインへの切り替えを実施した。 

・  発電所対策本部復旧班が、バッテリーを直列に接続する作業をしていたところ、

３月１３日９時０８分頃、運転員が、ＳＲＶが開いて原子炉圧力が急速に減圧され

たことを確認した。（この時、接続作業は完了していなかった） 
・  この原子炉圧力の減圧により、Ｄ／Ｄ－ＦＰによる注水を開始するとともに、３

月１３日９時２５分には、防火水槽（淡水）にホウ酸を溶解し、消防車による原子

炉への注水を開始した。 

・  ３月１３日１２時２０分、防火水槽の淡水が残り少なくなったため、逆洗弁ピッ

トの海水を注入するよう注水源の系統変更を行い、同日１３時１２分に海水注入を

開始した。（消防車による海水への水源切替に伴う中断時も、Ｄ／Ｄ－ＦＰは運転
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継続。） 

・  逆洗弁ピット内の海水が残り少なくなったことから、ＦＰに接続していた消防車

ポンプを３月１４日１時１０分に一旦停止し、逆洗弁ピットの取水位置を調整し、

同日３時２０分頃、海水注入を再開した。 
・  ３月１４日１１時０１分、Ｒ／Ｂで水素爆発が発生した。この爆発により消防車

やホースが損傷し、原子炉内への海水注入が停止した。 
・  爆発後、逆洗弁ピットが使用できなくなったため、海から直接海水を取水して原

子炉に注水するよう、消防車を物揚場付近に移動し、ホースを引き直した。 
  さらに、消防車２台を直列につなぎ、２号機、３号機の両方に送水する系統を構

築し、３月１４日１６時３０分頃に消防車ポンプによる海水注入を再開した。 
【添付資料－９－１、２、４、５、７～９】 
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福島第一3号機 注水に関する主な経緯（津波襲来以降）

12
日

作業環境
・照明、緊対室との通信手段がない中での作業
・線量が高く、防護服を着た作業でかつ、交替が必要

13
日

（15:25 RCIC原子炉水位高トリップ）
16:03 RCIC手動起動

11:36 RCIC自動停止

2:42 HPC I手動停止

9:08頃 SRV開による急速減圧

12:20 近場の防火水槽が残り少なくなったため、逆洗弁ピットの海水
を注入するようラインの変更を開始（淡水注入終了）

13:12 海水注入開始

・中央制御室でSRVを開操作す
るも、開動作せず

・このため、炉圧が約4MPaまで
上昇し、D/D FPによる注水がで
きず

・HPCIの再起動を試みるも、バッ
テリー枯渇のため起動できず

・RCICによる原子炉注水を試み
るも、起動できず

3
月

11
日

・所内の消防車は1号機で使用
・5/6号機側にあった消防車が使用可能であることが確認出来たため回収
・福島第二でバックアップとして待機していた消防車１台を福島第一へ移動

9:25 消防車による淡水注水開始

10:30 海水注入を視野に入れて動くとの発電所長指示

短時間で切り替えられるよう、
あらかじめ準備していた

既に1,2号機の計器復旧のた
め所内のバッテリーを集めた
後であり、所内にバッテリーの
予備がない中、社員の通勤用
自動車のバッテリーを集めて
計器盤につなぎこみ

15:42 原災法10条事象発生（全交流電源喪失）

12:35 HPCI自動起動（原子炉水位低）

発電所対策本部と中央
制御室はRCICの後は
HPCI、HPCIの後はD/D
FPにより注水することを
共通の認識としていた。

12:06 D/D FPによる代替S/Cスプレイ実施

5:08 D/D FPによる
代替S/Cスプレイ

D/D FPを炉注水ライン
へ切替のため現場へ

5:10 原災法15条事象発生（原子炉冷却機能喪失）

7:39 D/D FPによる
代替D/Wスプレイ

8:40～9:10 D/D FP
を炉注水のライン
へ切替

振動等による設備
損傷を懸念

3/13以降もSLC復旧完了せず

SLC復旧作業

P/Cを介した電源復旧作業を実施す
るも、1号爆発の影響や現場線量上
昇，3号爆発の危険性による退避等
により思うように作業が進まず。

14
日

11:01 ３号機原子炉建屋で水素爆発発生

16:30頃 新しい海水注入ラインを構成し消防車による注水再開

（爆発により消防車やホースが損傷）
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 ｂ．閉じ込める機能 
３月１２日１７時３０分、発電所長よりＰＣＶベントの準備を開始するよう指示が

あり、中操では、監視計器類の復旧が行われる中、同日２１時過ぎからＰＣＶベント

操作手順及びＰＣＶベントに必要な弁の設置場所を確認した。 

 通常は中操からＰＣＶベント操作できるが、全交流電源喪失のため、ＰＣＶベント

操作のうち、ＭＯ弁の操作については手動で開けなければならない状況となり、また、

ＡＯ弁の操作においては、当該弁を作動させるために必要な空気圧が確保できず、駆

動用の空気ボンベを現場で復旧するか、仮設空気圧縮機を設置して空気圧を確保する

必要があった。 
なお、ＲＨＲの復旧の見通しがたたない場合については、ＳＲＶによる原子炉の減

圧に伴ってＰＣＶの内圧、温度も上昇することから、ＡＭ策として、Ｓ／Ｃ及びＤ／

Ｗから排気筒（スタック）に至るベント管を通じて、ＰＣＶの過圧を防止するＰＣＶ

ベントラインが整備されている。 
また、当該ラインは、圧力が高い場合でもＰＣＶベントができるよう、ＳＧＴＳを

バイパスして設置されており、また、誤動作を防ぐ観点から、あらかじめ定められた

圧力で作動するラプチャーディスクを備えている。 
以下、ＰＣＶベントに関する対応状況等※１を示す。 

 

＜３号機のＰＣＶベントに関する対応状況＞ 

・  ３月１２日１７時３０分、発電所長はＰＣＶベントの準備を開始するよう指示し

た（手順の検討や必要な弁の設置場所の確認等を実施）。 

・  ３月１３日４時５２分、Ｓ／ＣからのベントラインにあるＡＯ弁（大弁）を開け

るために、中操仮設照明用小型発電機からの電源を用いて、当該弁の電磁弁を強制

的に励磁させた。 

・  その後、運転員がトーラス室（Ｓ／Ｃが設置されている部屋）に行き、Ｓ／Ｃか

らのベントラインにあるＡＯ弁（大弁）の開度を確認したところ全閉であった。こ

のため、３月１３日５時２３分頃より、Ｓ／ＣからのベントラインにあるＡＯ弁（大

弁）を駆動させる空気ボンベの交換を行った結果、当該弁が開となった。 

・  ３月１３日５時１５分、発電所長はラプチャーディスクを除く、ＰＣＶベントの

系統構成を完成させるよう指示した。 

・  ３月１３日５時５０分、ＰＣＶベント実施に関するプレス発表を実施し、７時３

５分、ＰＣＶベント実施時の発電所周辺への被ばく評価結果を官庁等に連絡した。 

・  ３月１３日８時３５分頃、ＰＣＶベントラインにあるＭＯ弁を現場で手動にて１

５％開状態とした。手順書では２５％開が標準的な調整開度であるが、ＰＣＶ圧力

の下がりすぎを考慮し、若干絞った１５％開度に設定した。 

・  ３月１３日８時４１分にラプチャーディスクを除くＰＣＶベントライン構成を

完了し、Ｄ／Ｗ圧力がラプチャーディスク作動圧力（４２７ｋＰａ[gage]）よりも

低く、ＰＣＶベントされない状態（ラプチャーディスク開放待ち）で、ＰＣＶベン

トを系統構成する弁の開状態を保持し、Ｄ／Ｗ圧力の監視を継続した。 

・  ３月１３日９時２４分、Ｄ／Ｗ圧力の低下（同日９時１０分：０．６３７ＭＰａ

[abs]→同日９時２４分：０．５４０ＭＰａ[abs]）が確認されたことから、同日９

時２０分頃にＰＣＶベントが実施されたと判断した。 

・  ３月１３日１１時１７分、ボンベの圧力低下によりＳ／Ｃからのベントラインに
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あるＡＯ弁（大弁）が閉となったため、ボンベを交換して開操作を再度実施し、同

日１２時３０分当該弁が開になっていることを確認した。 

・  その後、Ｓ／ＣからのベントラインにあるＡＯ弁（大弁）を開状態で保持する必

要があったが、ＡＯ弁（大弁）が設置されているトーラス室に行ったものの、室内

が熱く、作業が困難な状態であったことから、開で保持するための措置は実施でき

なかった。 

・  ３月１３日１７時５２分頃、Ｔ／Ｂ大物搬入口に仮設コンプレッサーを設置する

ために現場へ出発、ＩＡに接続し、同日２１時１０分頃にＤ／Ｗ圧力が低下したこ

とから、Ｓ／ＣからのベントラインにあるＡＯ弁（大弁）が開になったと判断した。 

・  ＭＰ指示値は３月１３日１４時１５分、放射線量が９０５μＳｖ／ｈを計測した

ことから、原災法第１５条該当事象（敷地境界放射線量異常上昇）と判断した。 
・  ３月１４日２時頃よりＤ／Ｗ圧力が上昇傾向となったことから、Ｓ／Ｃからのベ

ントラインにあるもう一つのＡＯ弁（小弁）についても、同日５時２０分開操作を

開始し、同日６時１０分に開になったことを確認した。 
・  ３月１４日９時１２分、ＭＰで放射線量が５１８．７μＳｖ／ｈを計測したこと

から、原災法第１５条該当事象（敷地境界放射線量異常上昇）と判断した。 
・  ３月１４日１１時０１分、Ｒ／Ｂで水素爆発が発生した。 
・  なお、１号機と同様にＲ／Ｂ内に水素が溜まっている可能性が考えられたため、

Ｒ／Ｂの水素を抜く方法として、「ブローアウトパネルの開放」「Ｒ／Ｂ天井の穴開

け」などが検討されたが、爆発を誘発する可能性が高い等により実現に至らなかっ

た。また、爆発を誘発する危険性が低い「ウォータージェットによるＲ／Ｂ壁への

穴開け」については、機器は手配済みであったが、３号機の爆発までに発電所へ到

達しなかった。 

【添付資料－９－１、２、１０～１２】 

 
※１：福島第一原子力発電所３号機における注水、ＰＣＶベント操作等に関する詳細な対応操作や

作業の状況については、「別紙－１：福島第一原子力発電所の注水及びベント操作等に関する

対応状況について」を参照。 
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福島第一3号機 ベントに関する主な経緯（津波襲来以降）

12
日

13
日

3
月

11
日

15:42 原災法10条事象発生（全交流電源喪失）

D/W圧力

8:55 470kPa

17:30 ベントの準備を開始するよう発電所長指示

・中央制御室では弁の操作の順番と場所を調べながらホワイ
トボードに記載

・ 発電班では1号機のベント操作手順等を基に、ベント手順を
作成

格納容器ベント準備・操作

4:52 S/Cベント弁大弁を開けるために、小型発電機を用いて電磁弁
を強制的に励磁

・トーラス室にて弁の状態を確認したところ、開度表示は閉
・駆動用空気ボンベ圧力が“０”

5:15 ラプチャーディスクを除くベントラインの完成作業等を開始する
よう発電所長が指示

5:23頃 S/Cベント弁（AO弁）大弁駆動用空気ボンベの復旧作業開始

8:35 PCVベント弁（MO弁）を手動で開操作（15%開）

8:41 S/Cベント弁（AO弁）大弁開。ラプチャーディスクを除くベントライン構
成完了

9:08頃 SRVが開いて原子炉の急速減圧開始。D/W圧力上昇後、減圧を
確認

9:20頃 ベントが実施されたと判断

11:17 ボンベ圧力抜けによりS/Cベント弁（AO弁）大弁が閉となったこと
から、開操作を開始（ボンベ交換）

12:30 S/Cベント弁（AO弁）大弁開確認。その後D/W圧力低下

（この頃、S/Cベント弁（AO弁）大弁の開ロックを試みるが、実施することできず）

9:10 637kPa

9:24 540kPa

12:40 480kPa
13:00 300kPa

15:00頃 D/W圧力が再度上昇。仮設空気圧縮機を設置することとし、協
力企業より調達。17:52頃、設置のために現場へ向かう（19:00頃接
続完了）

14:30 230kPa

15:00 260kPa

21:10頃 D/W圧力低下。S/Cベント弁（AO弁）大弁開と判断

20:30 425kPa
20:45 410kPa
21:00 395kPa

2:00頃 D/W圧力が上昇傾向
14
日

5:20 S/Cベント弁（AO弁）小弁を開操作開始、6:10に開操作完了

1:30 255kPa
2:00 265kPa

以降、駆動用空気圧や空気供給ラインの電磁弁の励磁維持の問題から開状
態維持が難しく、開操作を複数回実施

D/W圧力は
ラプチャー
ディスク開放
設定値以下

 



  ６８

１０．福島第一原子力発電所４号機の事故状況 

１０．１ 地震発生前のプラント状況 

４号機は平成２２年１１月３０日から第２４回定期検査のため停止中であり、シュ

ラウド取替工事を実施していたことから、原子炉内の全燃料をＳＦＰに取り出した状

態（炉内からの取出燃料５４８体、使用済燃料７８３体、新燃料２０４体）であった。

ＳＦＰは、満水（オーバーフロー水位付近）で、水温は約２７℃であった。また、原

子炉（ウェル）側は、プールゲートが閉で満水状態であった。 

 【添付資料－１０－１、２】 

 
１０．２ 地震発生後のプラント及び対応状況 

（１）【３月１１日１４時４６分（地震発生）～３月１１日１５時３８分（全交流電

源喪失）】 

ａ．冷やす機能 

地震の影響で、新福島変電所の設備被害などによって外部電源が全喪失したことに

より、３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失し、Ｄ／Ｇ１台（Ｄ／Ｇ 

４Ｂ）が自動起動し、非常用系の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－４Ｄ）の電源が回復した。な

お、Ｄ／Ｇ ４Ａは点検中であった。 

ＲＨＲ Ｂ系（Ａ系は点検中）は、ＦＰＣに加えてＳＦＰを非常時熱負荷モードで

冷却運転中であったが、電源喪失により自動停止した。 

【添付資料－１０－１～４】 

 

ｂ．閉じ込める機能 
４号機については、定検停止中であり、プロセス計算機、過渡現象記録装置の取替

作業中であったこと等から、記録上の確認はできないが、燃料油タンク（燃料デイタ

ンク）レベルの低下が確認されていること等から、Ｄ／Ｇは動作していたものと思わ

れ、その電源の供給によりＳＧＴＳは起動していたものと考えられる。 

なお、排気筒放射線モニタの値に異常な変化はなかった。 

【添付資料－１０－１、２】 

 
（２）【３月１１日１５時３８分（全交流電源喪失）以降】 
ａ．冷やす機能 

津波の影響を受け、電源盤の被水等によりＤ／Ｇ ４Ｂが自動停止したことから、

３月１１日１５時３８分に全交流電源喪失となり、ＲＨＲ Ｂ系は動作不能となった。 

発電所対策本部復旧班にて、中操照明及び監視計器の復旧のため、必要な図面の用

意、バッテリーやケーブルの収集などを進め、同日２１時２７分、小型発電機設置に

より中操内に仮設照明が設置された。 

【添付資料－１０－１】 

 
ｂ．閉じ込める機能 
＜Ｒ／Ｂ損傷＞ 

３月１５日６時００分～６時１０分頃、大きな衝撃音が発生し、その後、Ｒ／Ｂ５

階屋根付近に損傷を確認した。 



  ６９

＜原災法第１５条該当事象（敷地境界放射線量異常上昇）＞ 

Ｒ／Ｂ５階屋根付近に損傷を確認し、発電所正門付近で５００μＳｖ／ｈを超える

放射線量（５８３．７μＳｖ／ｈ）を計測したことから、３月１５日６時５０分、原

災法第１５条該当事象（敷地境界放射線量異常上昇）と判断した。 

 

＜原災法第１５条該当事象（火災爆発等による放射性物質異常放出）＞ 

発電所正門付近で５００μＳｖ／ｈを超える放射線量（８０７μＳｖ／ｈ）を計測

したことから、３月１５日８時１１分、原災法第１５条該当事象（火災爆発等による

放射性物質異常放出）と判断した。 

 同日９時３８分、Ｒ／Ｂ３階北西コーナー付近より火災が発生していることを確認

した。 

同日１１時頃、Ｒ／Ｂ火災について、当社社員が確認したところ、自然に火が消え

ていることを確認した。 

 また、３月１６日５時４５分頃、Ｒ／Ｂ北西部付近から炎が上がっていることを確

認し、消防署等へ通報するとともに、官庁等へ連絡した。 

同日６時１５分頃、当社社員が確認したところ、現場で火が見えないことを確認し

た。 

【添付資料－１０－１】 



 

 ７０

１１．福島第一原子力発電所５号機の事故状況 

１１．１ 地震発生前のプラント状況 

５号機は平成２３年１月３日から第２４回定期検査のため停止中であり、原子炉内

に燃料を装荷した状態で、ＲＰＶの耐圧漏えい試験を実施中（水圧による漏えい試験

中で、ＲＰＶ満水、原子炉圧力約７ＭＰａ[gage]、原子炉水温度約９０℃）であった。

ＳＦＰは、満水（オーバーフロー水位付近）、水温は約２４℃であった。 

【添付資料－１１－１、２】 

 
１１．２ 地震発生後のプラント及び対応状況 

（１）【３月１１日１４時４６分（地震発生）～３月１１日１５時４０分（全交流電

源喪失）】 

ａ．止める機能 
第２４回定期検査中であり、ＲＰＶの耐圧漏えい試験を実施中のところ、平成２３

年３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により、同日１４時４６

分「地震加速度大トリップ」（動作設定値：Ｒ／Ｂ地下床水平：１３５ガル、鉛直：

１００ガル）が発生した。地震直前まで制御棒機能検査も実施中であり、制御棒動作

試験を実施していたが、地震発生時は全制御棒全挿入位置にあり、地震による停止状

態の異常は認められなかった。 

【添付資料－１１－１、２】 

 
ｂ．冷やす機能 
地震の影響で、新福島変電所の設備被害、夜の森線の鉄塔倒壊などによって外部電

源が全喪失したことにより、３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失し、

Ｄ／Ｇ２台（Ｄ／Ｇ ５Ａ、５Ｂ）が自動起動し、非常用系の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－

５Ｃ、Ｍ／Ｃ－５Ｄ）の電源が回復した。 

ＲＰＶの耐圧漏えい試験を実施中のため、ＣＲＤポンプにて原子炉を加圧（約７Ｍ

Ｐａ[gage]）していたが、電源喪失により、ＣＲＤポンプが自動停止したため、原子

炉圧力が一時的に低下した。 

ＳＦＰについては、外部電源が喪失したため運転中のＦＰＣは自動停止した。非常

用系の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－５Ｃ、Ｍ／Ｃ－５Ｄ）の電源が回復後、ＳＦＰ水位は満

水（オーバーフロー水位付近）であり、水温約２４℃であったため、早期にＳＦＰの

冷却に支障をきたす状況でないことから、ＲＨＲは待機状態とした。 

【添付資料－１１－１～４】 

 

ｃ．閉じ込める機能 
３月１１日１４時４７分頃、通常換気空調系は、常用電源喪失により自動停止した。

ＲＰＳの電源が停電したことによるＰＣＩＳ隔離信号により、ＳＧＴＳが自動起動し

たことから、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。なお、排気筒放射線モニ

タの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

【添付資料－１１－１、２】 
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（２）【３月１１日１５時４０分（全交流電源喪失）～３月２０日（原子炉冷温停止）】 
ａ．冷やす機能 

津波の影響を受け、Ｄ／Ｇ ５Ａ、５Ｂ海水ポンプまたは電源盤の被水等によりＤ

／Ｇ ５Ａ、５Ｂが自動停止したことから、３月１１日１５時４０分に全交流電源喪

失となり、ＲＨＲ、ＣＳは動作不能となった。５号機側の中操内は非常用照明灯のみ

となり、その後消灯した。なお、監視計器の一部は、全交流電源喪失後も直流電源で

動作しており、指示値の確認をすることができた。 

 

＜６号機からの電源融通＞ 

３月１１日２３時３０分頃、５・６号機所内電源系統の点検のため、照明が切れて

暗闇の中、運転員は懐中電灯を持ち現場確認を開始した。電源設備（高圧電源盤）が

すべて使用不可であったが、直流電源設備は被水を免れ使用可能であることを確認し

た。 

ＡＭ策で敷設済みであった５号機と６号機間の本設ケーブル（ＡＭ設備タイライ

ン）を利用し、３月１２日８時１３分、６号機のＤ／Ｇ ６Ｂから６号機Ｔ／Ｂの低

圧電源盤の一部（Ｔ／Ｂ ＭＣＣ６Ｃ－２）を介して、５号機Ｒ／Ｂの低圧電源盤の

一部（５号ＲＨＲ ＭＣＣ）への電源融通が可能となり、直流電源で動作する中操監

視計器（直流Ａ系）に計器用電源、及びＲＨＲのＭＯ弁等へ供給できた。また、電源

融通が可能となった当該電源盤（５号ＲＨＲ ＭＣＣ）を介して、健全性確認が完了

した５号機低圧電源盤に仮設電源ケーブルを敷設し、電源供給が可能な状態とした。 

また、交流電源で動作する中操監視計器については、６号機サービス建屋の計測電

源盤から５号機計測電源盤へ直接仮設電源ケーブルを敷設し、計器用電源を供給した。 

同日１４時４２分、６号機のＤ／Ｇ ６Ｂからの電源により、５・６号中操非常用

換気空調系（５号機側：２台、６号機側：１台）のうち６号機側の空調系を手動起動

し、中操内の空気浄化を開始した。 

 

＜原子炉圧力の減圧＞ 

原子炉圧力は、燃料からの崩壊熱により上昇していたため、ＲＣＩＣ蒸気ライン、

ＨＰＣＩ蒸気ライン及びＨＰＣＩ排気ラインを順次使用して減圧操作を試みたが、原

子炉圧力に変化はなかった。その後も原子炉圧力は上昇し、３月１２日１時４０分頃

からＳＲＶが安全弁機能により自動開を繰り返して８ＭＰａ[gage]程度を維持（最高

使用圧力：８.２７ＭＰａ[gage]、設計圧力：８.６２ＭＰａ[gage]）していたと判断

した。 

原子炉への注水を実施するためには、さらに原子炉圧力を下げる必要があることか

ら、現場でＲＰＶ頂部ベント弁の駆動空気供給ラインを構成後、同日６時０６分に中

操からＲＰＶ頂部のベント弁を手動開操作して、原子炉圧力の減圧を実施し、大気圧

程度まで降下できた。 

 

＜ＭＵＷＣ復旧＞ 

３月１３日２０時４８分、６号機低圧電源盤からＭＵＷＣポンプへ仮設ケーブルを

敷設し、６号機Ｄ／Ｇ ６Ｂから電源供給が開始され、同日２０時５４分にＭＵＷＣ

ポンプを手動起動した。 
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＜ＳＲＶ手動操作復旧＞ 

崩壊熱の影響により原子炉圧力は上昇していた。ＳＲＶは、ＲＰＶの耐圧漏えい試

験のため、中操からの操作ができない状態にしていたことから、３月１４日未明より

復旧作業を開始した。中操で電源ヒューズ（直流）を復旧し、ＰＣＶ内でＳＲＶ駆動

用窒素ガス供給ラインの弁開操作によりＳＲＶ操作のための系統構成が完了し、ＳＲ

Ｖが中操から操作可能な状態となった。ＳＲＶの復旧後、同日５時以降ＳＲＶを中操

から手動開操作し、ＲＰＶの減圧を開始した。その後も原子炉圧力が２ＭＰa[gage]

程度まで上昇するとＳＲＶを中操から手動開操作し、ＲＰＶの減圧を断続的に実施し

た。 

 

＜ＭＵＷＣによる代替注水＞ 

ＳＲＶでの減圧後、ＡＭ策で設置されたＦＰラインとＲＨＲラインとをつなぐ代替

注水ラインを使用し、３月１４日５時３０分、復水貯蔵タンクを水源としてＭＵＷＣ

による原子炉注水を開始した。以降、断続的に原子炉への注水を継続し、原子炉水位

調整を行うとともに、同日９時２７分からはＡＭ策で使用するラインを使用してＳＦ

Ｐへも水の補給を開始し、ほぼ満水まで水の補給を行った後、断続的に補給を継続実

施した。 

 

津波の影響で補助冷却海水系（以下、「ＳＷ」という。）ポンプがすべて使用不可

の状態であり、ＳＦＰ冷却ができない状況であった。ＳＦＰ内の崩壊熱について温度

上昇率を評価したうえで、除熱機能の復旧までＳＦＰ水温の監視を継続した。 

除熱機能復旧までの間、ＳＦＰ水温の上昇を抑制するため、３月１６日２２時１６

分から３月１７日５時４３分にかけて温度が上昇したＳＦＰ水の一部をＳ／Ｃへ排

水後、ＡＭ策で設置されたラインを使用し、ＭＵＷＣで水の補給を実施した。 

 

＜ＲＨＲ復旧＞ 

発電所対策本部復旧班は、ＲＨＲＳポンプの健全性を確認した結果、使用できない

ことが判明したことから、ＲＨＲＳポンプの代替として一般使用品の水中ポンプを仮

設で本設海水系配管に接続して復旧することについて検討を開始した。 

３月１６日より水中ポンプ設置に関わるエリアの瓦礫撤去、工事用道路の整地を開

始した。 

３月１８日には、高圧電源車から仮設電源ケーブルを敷設し、屋外ポンプ操作盤の

設置が完了した。 

３月１９日１時５５分、仮設ＲＨＲＳポンプを起動した。なお、ＲＨＲポンプは  

Ｔ／Ｂ地下にある高圧電源盤が津波の浸水により電源供給が不可であったため、６号

機電源盤より仮設電源ケーブルを敷設し、直接電源供給することとした。 

同日５時００分頃、ＲＨＲポンプ（Ｃ）を手動起動し、非常時熱負荷モードでＳＦ

Ｐ冷却を開始した。 

 

＜Ｄ／Ｇ ６Ａ復旧＞ 

運転員及び発電所対策本部復旧班は、屋外の海水ポンプエリアの浸水状況や外観の

損傷状態等の目視点検、機器の絶縁抵抗測定等を実施した。その際、津波で被水した

Ｄ／Ｇ ６Ａ海水ポンプの健全性を確認したことから、３月１８日１９時０７分にＤ

／Ｇ ６Ａ海水ポンプを起動し、３月１９日４時２２分にＤ／Ｇ ６Ａを起動した。こ
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れにより５号機及び６号機に対し、非常用電源はＤ／Ｇ２台を確保できた。 

 

＜原子炉冷温停止＞ 

３月２０日１０時４９分、非常時熱負荷モードでＳＦＰ冷却をしていたＲＨＲポン

プ（Ｃ）を手動停止し、同日１２時２５分、ＳＨＣモードでＲＨＲポンプ（Ｃ）を手

動起動し、原子炉冷却を開始した。同日１４時３０分に原子炉水温が１００℃未満と

なり、原子炉冷温停止となった。 

【添付資料－１１－１～８】 

 
ｂ．閉じ込める機能 

＜ＳＧＴＳ復旧＞ 

高圧電源盤の水没により低圧電源盤への電源供給は不可であったため、６号機Ｔ／

Ｂ低圧電源盤から５号機の復旧操作に必要な機器へ直接仮設電源ケーブルの敷設を開

始した。ＳＧＴＳへの仮設電源ケーブルの敷設が完了したことから、３月１３日２１

時０１分ＳＧＴＳを手動起動し、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。 

 

＜水素ガス滞留防止策＞ 

地震発生以降、原子炉及びＳＦＰの水位は維持されており、ただちに水素ガスが発

生する状況ではなかった。しかしながら、余震により設備が被災し注水機能や除熱機

能が失われるリスクもあることから、水素ガス滞留防止策を検討し、ボーリングマシ

ーンを使用してＲ／Ｂ屋上の屋根（コンクリート）に孔あけ（直径約３５ｍｍ～７０

ｍｍを３ヶ所）作業を実施し、３月１８日１３時３０分に完了した。 

【添付資料－１１－１】 
 

（３）【３月２０日（原子炉冷温停止）以降】 
ａ．冷やす機能 

 原子炉冷温停止以降、ＲＨＲによるＳＨＣモードでの原子炉冷却と非常時熱負荷モ

ードでのＳＦＰ冷却を交互に実施していたが、ＳＷポンプの復旧によりＦＰＣの除熱

機能が確保できたことから、６月２４日１６時３５分にＦＰＣポンプを起動したこと

で、ＦＰＣによるＳＦＰ冷却を開始し、ＲＨＲは原子炉冷却とした。 

ＲＨＲＳポンプ（Ｄ）を７月１５日に本設復旧しＲＨＲポンプ（Ｄ）の運転を開始

し、１２月２０日にＲＨＲＳポンプ（Ｂ）の本設復旧が終了し動作可能となった。 
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１２．福島第一原子力発電所６号機の事故状況 

１２．１ 地震発生前のプラント状況 

６号機は平成２２年８月１４日から第２２回定期検査のため停止中であり、原子炉

内に燃料を装荷し、冷温停止状態（原子炉圧力約０ＭＰａ[gage]、原子炉水温度約 

２５℃であり、全制御棒が全挿入状態）であった。ＳＦＰは、満水（オーバーフロー

水位付近）、水温は約２５℃であった。 

 
１２．２ 地震発生後のプラント及び対応状況 

（１）【３月１１日１４時４６分（地震発生）～３月１１日１５時３６分（Ｄ／Ｇ２

台停止）】 

ａ．止める機能 
第２２回定期検査中であり冷温停止中のところ、平成２３年３月１１日１４時４６

分に発生した東北地方太平洋沖地震により、同日１４時４６分「地震加速度大トリッ

プ」（動作設定値：Ｒ／Ｂ地下床水平：１３５ガル、鉛直：１００ガル）が発生した。

地震発生時は全制御棒全挿入位置にあり、地震による停止状態への異常は認められな

かった。 

【添付資料－１２－１、２】 

 
ｂ．冷やす機能 

地震の影響で、新福島変電所の設備被害、夜の森線の鉄塔倒壊などによって外部電

源が全喪失したことにより、３月１１日１４時４７分頃、非常用母線の電源が喪失し、

Ｄ／Ｇ３台（Ｄ／Ｇ ６Ａ、６Ｂ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇ）が自動起動し、非常用系の高

圧電源盤（Ｍ／Ｃ－６Ｃ、Ｍ／Ｃ－６Ｄ及びＭ／Ｃ－ＨＰＣＳ）の電源が回復した。 

この時、ＳＦＰの冷却機能を果たすＦＰＣは、電源喪失により停止したものと推定

した。なお、原子炉は冷温停止状態であることに加え、ＳＦＰ水位は満水（オーバー

フロー水位付近）であり、水温約２５℃であったため、早期にＳＦＰの冷却に支障を

きたす状況でないことから、非常用系の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－６Ｃ、Ｍ／Ｃ－６Ｄ）

電源の回復後、ＲＨＲ及びＦＰＣは待機状態とした。 

【添付資料－１２－１～４】 

 

ｃ．閉じ込める機能 

３月１１日１４時４７分頃、通常換気空調系は、常用電源喪失により自動停止した。

ＲＰＳの電源が停電したことによるＰＣＩＳ隔離信号により、ＳＧＴＳは自動起動し

たことから、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。なお、排気筒放射線モニ

タの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響はなかった。 

【添付資料－１２－１、２】 
 
（２）【３月１１日１５時３６分（Ｄ／Ｇ２台停止）～３月２０日（原子炉冷温停止）】 
ａ．冷やす機能 

津波の影響を受け、Ｄ／Ｇ海水ポンプまたは電源盤の被水等（Ｄ／Ｇ本体を除く）

によりＤ／Ｇ ６Ａ及びＨＰＣＳ Ｄ／Ｇが停止した。このため、ＨＰＣＳポンプは電

源喪失により使用不能となった。Ｄ／Ｇ建屋に設置されている空冷式のＤ／Ｇ ６Ｂ

については、海水系による冷却の必要がないこと及び電源盤が被水等しなかったこと
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から停止に至らず、非常用系の高圧電源盤（Ｍ／Ｃ－６Ｄ）の電源を供給し続けた。 

また、ＲＨＲＳポンプは、ポンプ本体が海水に冠水し、使用不能となった。このた

め、ＲＨＲ及び低圧炉心スプレイ系（以下、「ＬＰＣＳ」という。）ポンプは補助設備

（電動機、熱交換器等）の冷却ができず、使用不能となった。 

 

＜５号機への電源融通＞ 

３月１２日０時０９分、５・６号機所内電源系統の点検のため、現場確認を開始し

た。同日６時０３分Ｄ／Ｇ ６Ｂから所内電源供給の構成を開始し、ＡＭ策として敷

設済みであった５号機と６号機間の本設ケーブルを利用し、同日８時１３分、Ｄ／Ｇ 

６Ｂから５号機Ｒ／Ｂの低圧電源盤の一部（５号ＲＨＲ ＭＣＣ）への電源融通を実

施した。また、電源融通が可能となった当該電源盤（５号ＲＨＲ ＭＣＣ）を介して、

健全性確認が完了した５号機低圧電源盤に仮設電源ケーブルを敷設し、電源供給が可

能な状態とした。 

同日１４時４２分、Ｄ／Ｇ ６Ｂからの電源により、５・６号中操非常用換気空調

系（５号機側：２台、６号機側：１台）のうち６号機側の空調系を手動起動し、中操

内の空気浄化を開始した。 

 

＜ＭＵＷＣによる代替注水＞ 

ＭＵＷＣポンプは、Ｄ／Ｇ ６Ｂからの電源供給により起動できる状態であり、３

月１３日１３時０１分にＭＵＷＣポンプを手動起動し、同日１３時２０分、ＡＭ策で

使用するラインから復水貯蔵タンクを水源としてＭＵＷＣによる原子炉注水を開始

した。以降、断続的に原子炉への注水を継続し水位を調整した。 

３月１４日１４時１３分からはＡＭ策で使用するラインを使用してＳＦＰへも水

の補給を開始し、ほぼ満水まで水の補給を行った後、断続的に補給を継続実施した。 

 

＜原子炉圧力調整＞ 

崩壊熱の影響により、原子炉圧力が緩やかに上昇してきたことから、３月１４日以

降、ＳＲＶを中操から手動開操作し、原子炉圧力の減圧を断続的に実施した。 

 

＜ＳＦＰ水循環運転＞ 

津波の影響でＳＷポンプがすべて使用できない状態であり、ＳＦＰ冷却ができない

状況であった。ＳＦＰ内の崩壊熱について温度上昇率を評価したうえで、除熱機能の

復旧までＳＦＰ水温の監視を継続した。 

ＦＰＣポンプは、Ｄ／Ｇ ６Ｂからの電源供給により起動できる状態であったこと

から、除熱機能復旧までの間、ＳＦＰ水温の上昇を抑制するため、３月１６日１３時

１０分、ＦＰＣポンプを手動起動して、ＳＦＰ水循環運転（除熱機能なし）によるＳ

ＦＰ水攪拌を以下のとおり複数回実施した。 

【ＦＰＣポンプによるＳＦＰ水循環運転】 

   ３月１６日 １３時１０分 ～ 同日２１時４４分  

   ３月１７日 １５時４０分 ～ 同日２０時２７分  

   ３月１８日  ５時１１分 ～ 同日２０時１８分  

  

＜Ｄ／Ｇ ６Ａ復旧＞ 

運転員及び発電所対策本部復旧班は、屋外の海水ポンプエリアの浸水状況や外観の

損傷状態等の目視点検、機器の絶縁抵抗測定等を実施した。その際、津波で被水した
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Ｄ／Ｇ ６Ａ海水ポンプの健全性を確認したことから、３月１８日１９時０７分に 

Ｄ／Ｇ ６Ａ海水ポンプを起動し、３月１９日４時２２分にＤ／Ｇ ６Ａを起動した。

これにより５号機及び６号機に対し、非常用電源はＤ／Ｇ２台を確保できた。 

 

＜ＲＨＲ復旧＞ 

発電所対策本部復旧班は、ＲＨＲＳポンプの健全性を確認した結果、使用できない

ことが判明したことから、ＲＨＲＳポンプの代替として一般使用品の水中ポンプを仮

設で本設海水系配管に接続して復旧することについて検討を開始した。 

３月１７日より水中ポンプ設置に関わるエリアの瓦礫撤去、工事用道路の整地を開

始した。高圧電源車から仮設電源ケーブルを敷設し、３月１９日に屋外ポンプ操作盤

の設置が完了したことから、同日２１時２６分に仮設ＲＨＲＳポンプを起動した。な

お、ＲＨＲポンプ（Ｂ）はＤ／Ｇ ６Ｂから電源供給ができており、同日２２時１４

分、ＲＨＲポンプ（Ｂ）を手動起動し、非常時熱負荷モードでＳＦＰ冷却を開始した。 

 

＜原子炉冷温停止＞ 

３月２０日１６時２６分、非常時熱負荷モードでＳＦＰ冷却をしていたＲＨＲポン

プ（Ｂ）を手動停止し、同日１８時４８分にＳＨＣモードでＲＨＲポンプ（Ｂ）を手

動起動し、原子炉冷却を開始した。同日１９時２７分に原子炉水温が１００℃未満と

なり、原子炉冷温停止となった。 

【添付資料－１２－１～８】 

 

ｂ．閉じ込める機能 

 ３月１１日１５時５２分、Ｄ／Ｇ ６Ａ停止によりＳＧＴＳ(Ａ)は電源喪失となっ

ているが、ＳＧＴＳ(Ｂ)はＤ／Ｇ ６Ｂからの電源供給によって継続して運転してお

り、Ｒ／Ｂの負圧は維持されたものと考えられる。 

 

＜水素ガス滞留防止策＞ 

 地震発生以降、原子炉及びＳＦＰの水位は維持されており、ただちに水素ガスが発

生する状況ではなかった。しかしながら、余震により設備が被災し、注水機能や除熱

機能が失われるリスクもあることから、水素ガス滞留防止策を検討し、ボーリングマ

シーンを使用してＲ／Ｂ屋上の屋根（コンクリート）に孔あけ（直径約３５ｍｍ～７

０ｍｍを３ヶ所）作業を実施し、３月１８日１７時００分に完了した。 

 【添付資料－１２－１】 

 

（３）【３月２０日（原子炉冷温停止）以降】 
ａ．冷やす機能 

原子炉冷温停止以降、ＲＨＲによるＳＨＣモードでの原子炉冷却と非常時熱負荷モ

ードでのＳＦＰ冷却を交互に実施していたが、ＳＷポンプの復旧によりＦＰＣの除熱

機能が確保できたことから、９月１５日１４時３３分にＦＰＣによるＳＦＰ冷却を開

始し、ＲＨＲは原子炉冷却とした。 

 ＲＨＲＳポンプ（Ｃ）を９月９日に本設復旧しＲＨＲポンプ（Ａ）の運転を開始し、

１２月２７日にＲＨＲＳポンプ（Ａ）の本設復旧が終了し動作可能となった。 
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１３．福島第一原子力発電所使用済燃料貯蔵施設の状況調査 

１３．１ １号機ＳＦＰ状況 

（１）ＳＦＰの状況 

３月１１日時点で、１号機のＳＦＰには、使用済燃料２９２体、新燃料１００体

が貯蔵されていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされ

た津波の影響を受け、全交流電源が喪失したため、ＳＦＰの冷却機能及び補給水機

能が喪失した。３月１２日１５時３６分、水素爆発によりＲ／Ｂが損傷し、天井部

分がＳＦＰ上部に落下した。ただし、天井部分は完全にオペレーティングフロアま

では落下しておらず、天井クレーン等に覆い被さる形でオペレーティングフロアの

上部空間に留まった。 

３月３１日、コンクリートポンプ車による最初の放水（淡水）を実施したところ、

Ｒ／Ｂ上部からの蒸気発生を確認した。 

４月１日、コンクリートポンプ車に設置したカメラでＲ／Ｂ上部を観測したところ、

位置関係から天井部分の一部が脱落しオペレーティングフロアに落下しているもの

と推定した。ただし、ＳＦＰと床の境界近辺に落下しており、正確な落下位置は特定

できていない。 

５月２８日、淡水を水源としたＦＰＣ配管によるＳＦＰへの試験注水を実施し、翌

日、本格的な注水を実施したところ、スキマーサージタンクレベルの上昇を確認した

ことから、ＳＦＰ満水を確認した。 

６月５日、再度、ＦＰＣ配管による注水を実施した。予想される５月２９日からの

蒸発相当量の注水が完了した時点でスキマーサージタンクレベルが上昇した。 

ＳＦＰ水量の変化が予測できるようになったことから、代替冷却系の導入までの

間は、１ヶ月に１回程度の注水を実施し、蒸発量を補給することでＳＦＰ水位を安

定的に維持した。 

なお、８月１０日１１時２２分に代替冷却系によるＳＦＰ水冷却を開始した。冷却

開始時の水温は約４７℃（代替冷却系入口温度）であり、８月２７日頃には定常状態

に達し、季節による変動はあるものの、水温は安定した状態にある。 

 
（２）スキマーサージタンク水の分析結果 

  平成２３年６月２２日、８月１９日に、ＳＦＰからスキマーサージタンクに流出

した水を採取し、採取した水について放射性物質の核種分析を実施した（分析日は

６月２２日、８月１９日）。 

 

 分析結果等に基づく評価を以下に記す。 

・ １号機は平成２２年３月２５日に定期検査で停止しているが、取り出した燃料の

うち、最も冷却期間が短い燃料でも１年程度冷却されているため、検出された短半

減期核種のよう素－１３１（以降、「Ｉ－１３１」と記す。）（半減期約８日）はＳ

ＦＰに貯蔵している燃料から放出されたものとは考えられず、原子炉由来の可能性

が高いと考えられる。 

・ 原子炉由来の放射能の経路としては、原子炉由来の放射性核種が、Ｒ／Ｂ内にお
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ける蒸気の凝縮水、ダスト、瓦礫の付着等を介してＳＦＰ水に溶け込んだ可能性が

高いと考えられる。 

・ １号機はＲ／Ｂが損傷したことから、ＳＦＰ上部に損傷した屋根部分が覆い被さ

った状況にあるため詳細は確認できないが、ＳＦＰに落下した瓦礫により一部の燃

料が損傷した可能性を否定することはできない。 

 
（３）ＳＦＰ水位評価 

ＳＦＰ水位は、地震時のスロッシングと爆発の影響により、３月１３日までに水位

が一旦低下し、その後は水温が蒸発開始温度７０℃に到達するまでは水位は維持され、

以後は蒸発により水位は低下したと推定した。３月３１日の注水及び５月下旬のＦＰ

Ｃ配管による注水により水位は回復し５月２８日、６月５日にスキマーサージタンク

レベルの上昇により満水が確認されている。満水までに注水された水量の合計値は４

１３ｔであり、全量がＳＦＰに到達したとは考えにくいことから、事故発生時より満

水確認時までに失われた水の量はこれよりも少ない量であると考えられる。通常水位

のＳＦＰの水量は約１０００ｔであり、ＳＦＰの深さは燃料有効長の３倍程度である

ことから、１号機のＳＦＰの水位は維持され、燃料の露出は無かったと考えられる。 

 

【添付資料－１３－１、２】 

 

１３．２ ２号機ＳＦＰ状況 

（１）ＳＦＰの状況 

３月１１日時点で、２号機のＳＦＰには、使用済燃料５８７体、新燃料２８体が貯

蔵されていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、全交流電源が喪失したため、ＳＦＰの冷却機能及び補給水機能が

喪失した。３月１２日１５時３６分、１号機Ｒ／Ｂが水素爆発で損傷したが、その爆

発の影響により２号機Ｒ／Ｂのブローアウトパネルが開放したと思われる。どの時点

から始まったかは不明であるが、ブローアウトパネルからは白いもやが放出されてい

るのが確認された。 

３月２０日、海水を水源として既設のＦＰＣ配管を用いて注水を実施した。３月２

２日に再度注水したところ、スキマーサージタンクレベルが上昇したことから満水を

確認した。３月２９日以降は水源を淡水に切り替えることができたため、海水の総注

水量は８８ｔであった。 

４月１０日、既設のＦＰＣ配管を用いた注水に、材料腐食防止のためのヒドラジン

の注入を開始し、以降、代替冷却系のインサービスまでにほぼ一定の間隔で１０８２

ｔを注水した。 

５月３１日１７時２１分、代替冷却系によるＳＦＰ水冷却を開始したが、冷却開始

時の水温は７０℃（ＳＦＰ温度計指示値）であり、６月５日頃には定常状態に達し、

季節による変動はあるものの、水温は安定した状態にある。 

 

（２）スキマーサージタンク水の分析結果 

平成２３年４月１６日、８月１９日に、ＳＦＰからスキマーサージタンクに流出し
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た水を採取し、採取した水について放射性物質の核種分析を実施した（分析日は４月  

１７日、８月１９日）。 

 

分析結果等に基づく評価を以下に記す。 

・ ２号機は平成２２年９月１６日に定期検査で停止しているが、取り出した燃料の

うち、最も冷却期間が短い燃料でも７ヶ月程度冷却されているため、検出された短

半減期核種のＩ－１３１（半減期約８日）はＳＦＰに貯蔵している燃料の影響とは

考えにくく、原子炉由来の可能性が高いと考えられる。 

・ セシウムの測定結果が１０５ [Ｂｑ／ｃｍ３]オーダーであるため、使用済燃料の

破損は否定できないが、２号機についてはＲ／Ｂの損傷がなく、既設のＦＰＣライ

ンからの定期的な注水によりＳＦＰ水位は適切に維持されていることから、ＳＦＰ

内の燃料が冷却不足により損傷している可能性は低いと考えられる。 

・ 原子炉由来の放射能の経路としては、２号機のＰＣＶから漏えいした放射性核種

が、Ｒ／Ｂ内における蒸気の凝縮水、ダスト等を介してＳＦＰ水に溶け込んだ可能

性が高いと考えられる。また、２号機はＲ／Ｂの損傷がないため、１号機や３号機

の原子炉から飛来した放射能の影響ではなく、２号機の原子炉由来の可能性が高い

と考えられる。 

 

（３）ＳＦＰ水位評価 
 ２号機は、Ｒ／Ｂに大きな損傷がないため、既設のＦＰＣによる注水が可能であっ

たことから、当該ラインを用いた注水を定期的に実施しており、ＳＦＰが満水になる

とオーバーフロー水がスキマーサージタンクへ流れ込み、スキマーサージタンクの水

位計が上昇するという原理を利用して、ＳＦＰの水位を確認している。水位測定値と

水位評価値が概ね一致しており、ＳＦＰ水位は、地震時のスロッシングの影響により

低下し、蒸発開始以降は蒸発により低下しているが、注水実施毎に水位が回復してい

る。のこぎりの刃状に、蒸発による水位低下と注水による水位回復を繰り返し、概ね

満水付近で水位管理できているものと考える。なお、３月２２日に海水を水源として

既設のＦＰＣ配管を用いて注水を実施したところ、スキマーサージタンクレベルが上

昇したことから満水を確認した。満水までに注水された水量の合計値は５８ｔであり、

この水量が事故発生時より満水までに失われた水の量であると考えられ、これは通常

水位のＳＦＰの水量約１４００ｔと比較して充分小さい。 

 これらの水位に関する情報から、２号機のＳＦＰの水位は維持され、燃料の露出は

無かったと考えられる。 

 

（４）ＳＦＰ水温について 

既設のＳＦＰの水温計が利用可能な状態であり、定期的に測定を実施している。測

定結果では、注水直後に７０℃付近まで上昇し、１～２日後には５０℃程度まで低下

するという傾向が繰り返されていた。これはＳＦＰ水位の低下により温度計が水から

露出し、露出後は水温ではなく雰囲気温度を示しているためと考える。 

なお、５月３１日１７時２１分に代替冷却系によるＳＦＰ冷却を開始して以降、季

節による変動はあるものの、水温は安定した状態にある。 

 

【添付資料－１３－１、３】 
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１３．３ ３号機ＳＦＰ状況 

（１）ＳＦＰの状況 

３月１１日時点で３号機のＳＦＰには、使用済燃料５１４体、新燃料５２体が貯蔵

されていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、全交流電源が喪失し、ＳＦＰの冷却機能及び補給水機能が喪失し

た。３月１４日１１時０１分、水素爆発が発生し、Ｒ／Ｂ５階のオペレーティングフ

ロアから上部全体の外壁が損傷し、ＳＦＰに大量の瓦礫が落下した。Ｒ／Ｂの損傷に

より、むき出しとなったオペレーティングフロアから大量の蒸気が放出されているこ

とが確認された。 

 ３月１７日９時４８分頃、ヘリコプターにより海水をＲ／Ｂ上部に放水した。放水

後に蒸気が立ち上ったことが確認された。３月１７日以降３月２５日まで、放水車、

屈折放水塔車によりＳＦＰへ向けて放水を実施した。（一部を除きほとんどが海水） 

 ３月２３日、２４日に既設のＦＰＣ配管を用いて注水（海水）を実施したが、ポン

プの吐出圧力が予測よりも高く、系統の途中での詰まり等の可能性が想定されたこと

から、ほとんど注水されていないと判断した。 

 ３月２７日、コンクリートポンプ車による最初の放水を実施した。実施後、Ｒ／Ｂ

上部からの蒸気発生量の増加を観測した。３月２９日からは水源を淡水に変更し４月

２２日までにコンクリートポンプ車により約８１５ｔの放水を実施した。 

４月１２日、カメラを装備したコンクリートポンプ車に変更することで、カメラ画

像により水位上昇を確認しながらの注水が可能となり、初めて３号機のＳＦＰの満水

を確認した。 

 ４月２２日、既設のＦＰＣ配管を用いて試験注水を実施した結果、水位の上昇が確

認できたことから注水可能と判断し、４月２６日以降６月２９日まで、既設のＦＰＣ

配管を用いて約８２４.５ｔの注水を実施した。 

５月９日以降、既設のＦＰＣ配管を用いた注水に、材料腐食防止のためのヒドラジ

ンの注入を開始している。サンプリングの結果から、落下した瓦礫からのアルカリ金

属（Ｃａ等）の溶出により、ＳＦＰ水がアルカリ性を示すことが確認されたため、Ｓ

ＦＰ内の設備に対する水質の環境改善として、６月２６日、２７日、既設のＦＰＣ配

管を用いた注水実施時に、アルカリ性を中和するためのホウ酸水を注入した。これに

より注水前には強アルカリ性のｐＨ１１．２（５月８日測定）であったが、注水後に

は弱アルカリ性のｐＨ９．０（７月７日測定）となり水質が改善した。 

なお、６月３０日１９時４７分に代替冷却系によるＳＦＰ水冷却を開始した。冷却

開始時の水温は約６２℃（代替冷却系入口温度）であり、７月７日頃には定常状態に

達し、季節による変動はあるものの、水温は安定した状態にある。 

 

（２）ＳＦＰ水の分析結果 

平成２３年５月８日にコンクリートポンプ車を用いてＳＦＰ水を採取した。また、

平成２３年７月７日、８月１９日には、ＦＰＣのサンプリング配管から、スキマーサ

ージタンクにオーバーフローしたＳＦＰ水を採取した。採取したＳＦＰ水についての

放射性物質の核種分析を実施した（分析日は５月９日、７月７日、８月１９日）。 

 

分析結果等に基づく評価を以下に記す。 



 

８１ 

・ ３号機は平成２２年６月１９日に定期検査で停止しているが、取り出し燃料のう

ち、最も冷却期間が短い燃料でも１０ヶ月以上冷却されているため、検出された短

半減期核種のセシウム－１３６（以降、それぞれ「Ｃｓ－１３６」と記す。）やＩ

－１３１はＳＦＰに貯蔵している燃料の影響とは考えにくく、原子炉由来の可能性

が高いと考えられる。 

３号機Ｔ／Ｂ地下溜まり水の分析結果と核種毎の比率が同程度であることも原子

炉由来の放射能である可能性が高いことを示している。 

・ 原子炉由来の放射能の経路としては、原子炉由来の放射性核種が、Ｒ／Ｂ内にお

ける蒸気の凝縮水、ダスト、瓦礫への付着等を介してＳＦＰ水に溶け込んだ可能性

が高いと考えられる。 

 

（３）ＳＦＰ水位評価 

評価結果では、地震時のスロッシングと爆発の影響により３月１４日までに２ｍ程

度の水位の低下を仮定しているが、３月１７日以降に集中的な放水を実施したことに

より水位は回復しており、以後、定期的な注水（４月末～５月初めの期間はポンプ車

の故障により注水できず）により満水付近で水位が管理されているものと評価した。

なお、事象初期に実施された放水車等による放水、コンクリートポンプ車による注水、

ＦＰＣ配管からの注水は、それぞれＳＦＰへの実際の流入割合が異なると考えられる

ため、それぞれに歩留まりを設定した。 

水位の測定は４月中旬以降からポンプ車に設置したカメラの観察画像を基に実施し

ているが、測定値は評価値と概ね一致している。ＳＦＰ水位は、蒸発による水位低下

と注水による水位回復を繰り返し、概ね満水付近で水位管理できているものと考える。 

３号機ではＲ／Ｂ爆発以降、他号機と比べ多量の白いもやがＲ／Ｂ上部から立ち昇

る様子が確認された。ＳＦＰ内の燃料の崩壊熱による蒸発量は他号機と比較して大き

くないので、この原因はＳＦＰからの蒸気ではなく、３号機ＳＦＰに向けて放水した

もののＳＦＰに命中しなかった水が何らかの経路によりＰＣＶヘッド側へ流入して

蒸気発生したものと推測している。 

なお、４月１２日の満水確認時の注水量（約３５ｔ）は、漏れ等により失われる水

の補給も考慮した想定注水量（約８０t（４月１０日の実績））よりも小さかったこと

から、崩壊熱により失われる以上の水位の減少は無かったと考えられる。また、満水

確認後の注水の実績から１日あたりの蒸発量は、１０～２０ｔ程度と推定されるため、

満水確認時までに蒸発により失われた水の量は３２０～６４０ｔ程度となる。仮に、

満水までＳＦＰへの注水が無かったと仮定しても、ＳＦＰ水量は約１４００ｔであり、

ＳＦＰの深さは燃料有効長の３倍程度であることから、水位は半分以上残る計算とな

る。また、蒸発以外にスロッシングや建屋爆発時に水位が減少すると仮定しても、露

出するまでには２ｍ以上の余裕がある。したがって、３号機のＳＦＰの水位は維持さ

れ、燃料の露出は無かったと考えられる。 

 

（４）ＳＦＰ内の状況 

５月８日、ＳＦＰ水のサンプリングを実施する際に、同時にビデオカメラによる撮

影を実施した。ＳＦＰ水中には大量の瓦礫が落下しており、ＳＦＰに保管されていた

燃料等の状況は確認できなかった。 

【添付資料－１３－１、４】 



 

８２ 

１３．４ ４号機ＳＦＰ状況 

（１）ＳＦＰの状況 

３月１１日時点で、ＳＦＰには、使用済燃料１３３１体、新燃料２０４体が貯蔵さ

れていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、全交流電源が喪失し、ＳＦＰの冷却機能及び補給水機能が喪失し

た。３月１５日、原因は不明であるが、水素爆発により、Ｒ／Ｂ５階オペレーティン

グフロア上部等の壁面が損傷した。 

  ３月２０日８時２１分以降、断続的に高圧放水車を用いて淡水を放水した。３月２

２日～２７日には、コンクリートポンプ車を用いて海水を断続的に注水、３月３０日

以降は、コンクリートポンプ車を用いた淡水の注水を定期的に継続してきた。ＳＦＰ

満水に向けてコンクリートポンプ車による放水と水位測定を実施し、４月２７日に大

幅なスキマーサージタンクレベルの上昇（４３００→６０５０ｍｍ）をもって、満水

を確認した。４号機のＳＦＰは、漏えいの可能性が指摘されていたが、その後の注水

と水位の関係は、崩壊熱から予想される蒸発による減少の範囲の中にあり、ＳＦＰか

らの大量の水漏れがないと考える。 

現在、ＳＦＰは、原子炉ウェル、ＤＳピットを含め注水手段が確保されており、ス

キマーサージタンクレベルから満水を確認でき、水位が安定に維持されている状態に

ある。 

なお、７月３１日１２時４４分に代替冷却系によるＳＦＰ水冷却を開始した。冷却

開始時の水温は約７５℃であり、８月３日頃には定常状態に達し、季節による変動は

あるものの、水温は安定した状態にある。 

 

（２）ＳＦＰ水の分析結果 

４号機では平成２３年４月１２日、４月２８日及び５月７日にコンクリートポンプ

車を用いてＳＦＰ水を採取した。また、平成２３年８月２０日には、ＦＰＣのサンプ

リング配管から、スキマーサージタンクにオーバーフローしたＳＦＰ水を採取した。

採取したＳＦＰ水についての放射性物質の核種分析を実施した（分析日はそれぞれ４

月１３日、４月２９日、５月８日、８月２０日）。  

 

分析結果等に基づく評価を以下に記す。 

・ ３回の採取結果ともに事故発生前（３月４日）に採取された濃度よりは高いが、

絶対値は大きくなかった。このため、ＳＦＰ内の大部分の燃料は健全な状態にあり、

系統的な大量破損は発生していないと推測できる。ただし、Ｒ／Ｂが損傷している

ため、ＳＦＰに落下した瓦礫により一部の燃料が損傷した可能性を否定することは

できない。 

・ ４号機は平成２２年１１月３０日に定期検査で停止し、最も冷却期間が短い燃料

でも４ヶ月以上冷却されているため、検出された短半減期核種のＩ－１３１（半減

期約８日）はＳＦＰに貯蔵している燃料の影響とは考えにくく、１～３号機の原子

炉由来の可能性が高いと考えられる。 

・ 原子炉由来の放射能の経路としては、他号機のＰＣＶベント等により放出された

放射性物質の飛来や放水した海水に含まれる放射能の影響の可能性が高いと考え

られる。 
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・ 核種の減衰とＳＦＰ水量の変化を考慮した評価値は、測定値と同程度の値であり、

３回の測定結果の関係は妥当であると考える。 

 

（３）ＳＦＰ水位評価 

ＳＦＰ水位は地震時のスロッシングと爆発の影響により低下したと仮定し、その後

は蒸発による低下とした。また、全体的にＳＦＰ水位が低下傾向にあった４月２２日

以前についてはＳＦＰと原子炉ウェルの水を一体とし、それ以降の集中的なＳＦＰ注

水実施以後はＳＦＰの水はウェルとは独立したものとして評価を実施した。 

評価の結果、水位の実測値が概ね評価値と整合していることから、ＳＦＰは水位維

持に影響を与えるような漏えいは生じていないと考えられる。 

Ｒ／Ｂが損傷した平成２３年３月１５日の６時頃のＳＦＰには、ＳＦＰ内の使用済

燃料を覆うのに十分な水位であったと推定している。 

その後に実施したコンクリートポンプ車を用いた水位の測定結果においても、概ね

評価値と整合する結果となった。これらのことから、地震発生以降現在に至るまで、

ＳＦＰには水位の維持に影響を与えるような破損は生じておらず、注水により水位は

維持され、燃料の露出は無かったと考えられる。 

 

（４）ＳＦＰ内の状況 

５月７日、ＳＦＰ水のサンプリングを実施する際に、同時にビデオカメラによる撮

影を実施した。撮影された写真から、ＳＦＰ水中には大小様々な瓦礫が落下している

が、ＳＦＰに保管されていた燃料はラックに収納された状態を維持しており、大量の

燃料破損は無いことが確認された。 

【添付資料－１３－１、５】 

 

（５）ＳＦＰ底部の支持構造物設置 

Ｒ／Ｂの壁については大きく損傷したが、この状態におけるＳＦＰの健全性につい

てはＲ／Ｂの耐震性評価を実施し、計算値が評価基準値よりも十分な余裕（耐震強度）

を有していることが確認できているが、更なる安全裕度向上のために、ＳＦＰ底部に

支持構造物を設置することとした。 

５月９日に設置工事を着手し、６月２０日までにＳＦＰ底部に鋼製の支柱を設置完

了し、ＳＦＰの負担荷重の低減効果を期待できる状態となった。 

その後も、機能をより確実なものとするため、ＳＦＰ底部にコンクリート壁の設置

及びコンクリート壁とＳＦＰ底部との間にグラウトの充填を行い、７月３０日に設置

工事が完了し、その結果、安全裕度（耐震強度）は支持構造物設置によりさらに２割

程度向上した。 

【添付資料－１３－１３】 

 

１３．５ ５号機ＳＦＰ状況 

３月１１日時点で、５号機のＳＦＰには、使用済燃料９４６体、新燃料４８体が貯

蔵されていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、全交流電源が喪失し、ＳＦＰの冷却機能及び補給水機能が喪失し

た。 
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ＳＦＰの水温は上昇を続けたが、３月１９日１時５５分に仮設ＲＨＲＳポンプを起

動し、その後、同日５時００分頃にＲＨＲポンプ（Ｃ）を手動起動し、非常時熱負荷

モードでＳＦＰ冷却を開始したことで水温の上昇は最大６８．８℃に留まり、冷却開

始後は安定した冷却状態を維持することが出来るようになった。ＲＨＲは、炉内の燃

料の冷却にも使用するため、系統を切り替えながら運用し、ＳＦＰ水温は冷却系の切

り替え時には上昇し、３０～５０℃程度の間を推移してきた。 

なお、６月２５日からは、ＦＰＣによる冷却が出来るようになったことで、より安

定した冷却状態を維持できるようになり、季節による変動はあるものの、水温は安定

している。 

【添付資料－１３－６】 

 

１３．６ ６号機ＳＦＰ状況 

３月１１日時点で、６号機のＳＦＰには、使用済燃料８７６体、新燃料６４体が貯

蔵されていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、Ｄ／Ｇ ６Ｂは機能維持したもののＳＷポンプが機能を喪失した

ため、ＳＦＰの冷却機能が喪失した。 

ＳＦＰの水温は上昇を続けたが、３月１９日２１時２６分に仮設ＲＨＲＳポンプを

起動し、その後、同日２２時１４分にＲＨＲポンプ（Ｂ）を手動起動し、非常時熱負

荷モードでＳＦＰ冷却を開始したことで水温の上昇は最大６７．５℃に留まり、冷却

開始後は安定した冷却状態を維持することが出来るようになった。ＲＨＲは、炉内の

燃料の冷却にも使用するため、系統を切り替えながら運用し、ＳＦＰ水温は冷却系の

切り替え時には上昇し、２０～４０℃程度の間を推移した。 

なお、９月１５日からは、ＦＰＣによる冷却が出来るようになったことで、より安

定した冷却状態を維持できるようになり、季節による変動はあるものの、水温は安定

している。 

【添付資料－１３－７】 

 

１３．７ 共用プール状況 

３月１１日時点で、共用プールには、使用済燃料６３７５体が貯蔵されていた。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、電源盤の被水等によりＤ／Ｇ ２Ｂ、４Ｂが自動停止したため、

全交流電源喪失となり、共用プールの冷却機能（空冷）及び補給水機能を喪失した。 

共用プールの電源については、通常は、外部電源を３号機Ｍ／Ｃ ３ＳＡ及び２号

機Ｍ／Ｃ ２ＳＡから集中環境施設Ｍ／Ｃを経由した２つのＭ／Ｃから受電している。

これらのＭ／Ｃが使えなくなった非常時には、２号機Ｄ／Ｇ ２Ｂ、４号機Ｄ／Ｇ ４

Ｂから受電する。 

３月１８日、共用プールの点検を実施し、水位が確保されていることを確認した。 

  共用プールの水温は上昇を続けたが、外部電源の復旧に伴い、共用プールの電源に

ついて仮設電源設備を経由して受電し、３月２４日１８時、共用プール冷却ポンプを

起動したことで水温の上昇は最大７３℃に留まり、冷却開始後は安定した冷却状態を

維持することが出来るようになった。共用プール水温は安定している。 
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【添付資料－１３－８～１１】 

 
１３．８ 乾式貯蔵キャスク保管建屋状況 

３月１１日時点で、乾式貯蔵キャスク保管建屋には、大型乾式貯蔵キャスク５体（１

体につき燃料集合体５２体収納）、中型乾式貯蔵キャスク４体（１体につき燃料集合

体３７体収納）に使用済燃料が合計４０８体貯蔵されていた。なお、乾式貯蔵キャス

クは自然対流により空冷される設計である。 

３月１１日１４時４６分に発生した東北地方太平洋沖地震により引き起こされた

津波の影響を受け、全交流電源を喪失した。乾式貯蔵キャスク保管建屋には、大量の

海水、砂、瓦礫等が流れ込んだ。 

３月１７日以降、複数回にわたり、乾式貯蔵キャスク保管建屋内の調査を実施した。

乾式貯蔵キャスク保管建屋は乾式貯蔵キャスク保管エリア床面まで浸水し、ルーバや

扉等についても損壊している状況である。ただし、自然空冷で期待している空気の流

れが阻害される状況にはなく、冷却上の問題は生じていないことが確認された。 

乾式貯蔵キャスクについては、津波により建屋内に流入した瓦礫等が付着している

ものの、ボルトにより固定されていた元の位置から移動しておらず、これまでのとこ

ろ、外観からは健全性に関する問題については確認されていない。 

また、乾式貯蔵キャスク保管建屋内の放射線量（～数十μＳｖ／ｈ）についてもバ

ックグラウンドレベルと比較して、異常な値とはなっていない。乾式貯蔵キャスクは

１次蓋、２次蓋と２重の構造で密封を維持する構造であるため密封性能は高く、密封

性能は維持されているものと考えられる。ただし、現時点ではリーク確認試験等によ

る直接的な確認が実施できていないため、今後、乾式貯蔵キャスクを乾式貯蔵キャス

ク保管建屋から搬出し、密封性能を直接的に確認する予定である。 

 

【添付資料－１３－１２】 
 

１３．９ 天井クレーンの状況（１～６号機Ｒ／Ｂ及び共用プール） 

１号機については、Ｒ／Ｂ爆発後の画像より、Ｒ／Ｂの屋根が落ち、天井クレーン

の位置は確認できていない状況、また、３号機については、Ｒ／Ｂ爆発後の画像より、

Ｒ／Ｂ５階に天井クレーンの存在は確認できるものの、位置の特定まではできていな

い。 

 

２号機及び４号機は、現場調査結果よりオペレーティングフロア上部で天井クレー   

ンの外観は確認できたが、設備状態の詳細については確認できていない状況である。

なお、４号機については、今後のＲ／Ｂカバーの設置に先立ち、Ｒ／Ｂ上部の瓦礫撤

去作業を平成２３年９月２１日より実施しており、当該作業の中で平成２４年２月２

４日に天井クレーンのトロリーの撤去、その後、３月５日にガーダーの撤去を実施し、

天井クレーンの撤去が完了した。 

 

５号機及び６号機については、地震後のオペフロ環境が悪く未点検であったが、天

井クレーンの健全性確認のため、外観点検（５号機：９月２７日～１１月２５日、６
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号機：１０月１１日～１２月１０日）を実施しており、天井クレーンは本来設置され

てある位置にあり、機械本体について地震による損傷は認められていない。なお、電

気品等の一部に吸湿の影響による錆やカビの発生が確認されており、今後、対策を検

討する。 

 

共用プールについては、１０月２７日、天井クレーンの年次点検において、当該ク  

レーンの走行用車軸の連結部ケーシングの１つに割れを確認した。 

その後、破損箇所の調査を実施した結果、破損部位は走行原動部ギヤーカップリン

グカバーのひびであることを確認した。これは、地震の際に当該クレーンの車輪（ギ

ヤーカップリングにつながる車輪はレールの肩に接している）がレール上を横にすべ

り、車輪がレールの肩に引っかかった際、カップリングカバーが歯車と衝突して衝撃

的な荷重がかかり、カップリングカバーにひびが入ったものと推定した。 

なお、ギヤーカップリングはクレーンの自重を支える部品ではなく、カップリング

カバーが損傷してもクレーンが落下する可能性はない。また、ひび発生箇所は動力が

伝わる箇所ではないこと、破損箇所の調査と合わせて実施した走行原動部の点検及び

走行試験結果からも、天井クレーンの機能への影響はない。 

当該箇所については、ひびが入った状態であることから今後、ギヤーカップリング

の新規取替を行う。 

【添付資料１３－１４、１５】 
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１４．プラント水素爆発評価 

１４．１ 地震計による爆発事象の考察 

１号機及び３号機のＲ／Ｂでの爆発は、メディア映像に残されており、爆発発生時

刻が特定されている。一方、２号機と４号機に関しては、ほぼ同時刻（３月１５日の

６時～６時１０分頃）に大きな音が確認されており、２号機ではＳ／Ｃの圧力指示値

が０ＭＰａ[abs]まで低下していること、４号機ではＲ／Ｂ最上階が損傷しているこ

とが確認された。 

このため、２号機はＳ／Ｃで、４号機ではＲ／Ｂ上部で爆発が発生した可能性があ

るとの見方も出ていた。 

 

今回、２号機及び４号機の爆発発生の状況を把握するため、福島第一原子力発電所

敷地内に設置されている仮設の地震観測記録計のデータを分析した。 

地震、爆発に関わらず、振動にはＰ波（縦波）とＳ波（横波）があり、両方の伝達

速度は異なっている。一般にＰ波に比べてＳ波の伝達速度は遅く、同じ振動源から発

せられた振動は、Ｐ波よりＳ波の方が遅れて到達する。このため、振動源の位置が観

測点の位置より離れているほど、Ｐ波とＳ波の到達時刻には大きな差が生じることと

なる。 

このような原理を応用して、敷地内に設置されている地震計の振動を分析すれば、

発電所構内での爆発を起因とする振動ではＰ波とＳ波の到達時間の差は１秒以内と

小さく、震源が遠い地震動の場合には到達時刻の差は数秒となること等から、地震に

よる振動と爆発による振動を区別することができる。 

 

２号機、４号機でほぼ同時期に大きな音が確認された３月１５日６時～６時１５分

の間の振動をこのような手法で差別化したところ、爆発による振動は６時１２分に記

録されているものだけであることが判明した。 

一方、発生が明確に確認されている１号機、３号機の爆発事例において、各号機か

ら地震計までの距離を縦軸に、そこまでのＰ波、Ｓ波の到達時刻を横軸にして、Ｐ波

とＳ波の観測記録を整理すると、それぞれ精度良く線形となり、発生源の特定ができ

ることが確認された。 

３月１５日６時１２分に記録されている振動について、２号機と４号機におけるそ

れぞれの距離と到達時刻の関係を同じ方法で整理したところ、２号機からの距離で整

理した場合はデータに関連性を見いだせないが、４号機からの距離で整理した場合は

Ｐ波、Ｓ波ともに精度良く線形になることを確認した。したがって、当該の振動は４

号機の爆発によるものと推定される。 

 

なお、２号機については、念のために、今回の調査範囲である６時～６時１５分前

後の時間帯におけるデータの精査も行ったが、これまで確認された爆発以外に、爆発

のような事象で発生したと思われる振動は確認されなかった。 
 

以上のことから、福島第一原子力発電所における爆発は、メディア映像でも確認さ

れている１号機、３号機と今回地震計による観測記録で確認された４号機の３回と推
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定される。このため、３月１５日６時１０分頃に確認された大きな音（爆発）は、正

確には６時１２分に４号機で発生した爆発音と判断した。 

 

２号機については、４号機の爆発音に前後して発生したＳ／Ｃの圧力指示値が０Ｍ

Ｐａ[abs]に低下したため、２号機のＳ／Ｃ付近で爆発のような事象が発生した可能

性があると誤って認識したものと考えられる。 

Ｓ／Ｃの損傷は大気開放を意味するため、絶対圧力で０ＭＰａ[abs]というのは物

理的にはあり得ないが、計器誤差まで考慮し、何らかの損傷が発生してＳ／Ｃの圧力

が低下した可能性は否定できない。 

ただし、本来ほぼ同様な圧力であるはずのＰＣＶ圧力と３月１４日夜から異なる挙

動をしていること、解析結果や格納容器雰囲気モニタ（以下、「ＣＡＭＳ」という。）

のデータから判断して、その時刻から炉心損傷が進行していることを考え併せれば、

ＰＣＶ圧力は上昇局面にあると想定され、Ｓ／Ｃの圧力計が０ＭＰａ[abs]（真空）

に低下した原因は、圧力計が故障していた可能性が高いと考えられる。 
 
なお、他の号機と同様に炉心損傷に至ったものの、２号機で水素爆発が発生しなか

った要因の一つに、Ｒ／Ｂ最上階のブローアウトパネルの開放が挙げられる。ブロー

アウトパネルの開放は１号機の水素爆発の衝撃で偶然発生したものと推定している

が、この開放により水素が建屋外に放出され、建屋内に滞留する水素が抑制された可

能性は高いと考えられる。  

【添付資料－１４－１】 

 

１４．２ 水素爆発の原因 

（１）１号機、３号機水素爆発の原因について 

１号機、３号機については、原子炉内の燃料損傷に伴い、水－ジルコニウム反応等

による水素が発生したものと考えられる。 

 

ａ．１号機、３号機の水素流出経路 

明確な水素流出経路は不明であるものの、ＰＣＶ上蓋の結合部分、機器や人が出入

りするハッチの結合部分等、漏れ止めのためにシリコンゴム等を使用しているシール

部分が高温に晒され、機能低下した可能性があると考えられる。水素はこれらのよう

な場所からＲ／Ｂ内へ漏えい・滞留し、水素爆発に至ったものと推定される。 

 

【添付資料－１４－２】 

 

b．３号機ＳＧＴＳフィルタの線量測定 

１号機、３号機の水素流出はＰＣＶからＲ／Ｂ内への直接漏えいを推定しているが、

この他のＰＣＶからの流出経路としてＰＣＶベント時にＳＧＴＳラインを経由する

ルート（但し、入口側、出口側の各境界には弁やダンパ設置）も存在する。 

このラインからの漏えいの可能性を確認すべく、３号機ＳＧＴＳフィルタトレイン

の線量測定を行うとともに、確認出来る範囲で弁状態を確認した。 

（平成２３年１２月２２日実施） 
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津波後の全交流電源が喪失している状況においては、ＩＡが停止しており、圧縮空

気により駆動する弁（ＡＯ弁）の駆動源が無くなっていることから、３号機ＳＧＴＳ

は、電源喪失時の弁状態になっていたと想定される。 

調査の結果、３号機ＳＧＴＳで確認できた弁の開閉状態は、電源喪失時における設

計通りの状態「開」であることを確認した。 

また、フィルタトレイン線量測定結果より、３号機のＳＧＴＳラインには放射性物

質の大量流入がなかったことが確認されたものの、Ａ系では出口側より中央部の線量

が高かったことから、Ｒ／Ｂ内の高線量雰囲気がＳＧＴＳラインより流入し、粒子状

の放射性物質がＳＧＴＳフィルタに捕捉された可能性が考えられ、Ｂ系では出口側と

中央部の線量が同程度であることから、ＰＣＶベント時にＳＧＴＳ出口側よりベント

流が漏えいし、Ｒ／Ｂ側に一定量逆流した可能性を否定出来ないが、４号機の調査結

果よりも線量の数値が小さいことから漏えいがあったとしてもその程度は限定的と

考えられる。 

【添付資料－１４－３】 

 

（２）４号機水素爆発の原因について 

以下に４号機の爆発に関する調査・確認結果を示すが、これらの結果から４号機の

爆発は、３号機のベント流の回り込みにより水素がＲ／Ｂに蓄積し発生したものと考

えられる。 

 

ａ．ＳＦＰの状態 

３月１５日に発生した爆発が４号機におけるものであったことについては、「１４．

１ 地震計による爆発事象の考察」で特定したが、４号機は定期検査期間中であり、

原子炉の燃料はすべて取り出されていたことから、原子炉からの水素発生の可能性は

なかった。 

また、「１３．４ ４号機ＳＦＰ状況」に記載した通り、４号機のＳＦＰにおいて

燃料は露出していないこと、水の分析結果からも燃料破損の兆候がないことが確認さ

れている。 

このため、４号機においては、４号機保有の燃料から水－ジルコニウム反応による

水素発生が起こったとは考えられない。加えて、ＳＦＰ内での水の放射線分解による

水素発生はごくわずかであり、このことも爆発の原因とは考えられない。 

 

ｂ．４号機への水素流入経路 

このような状況から、４号機の爆発の原因を調査したところ、３号機の水素ガスを

含むベント流が排気筒合流部を通じて４号機に流入した可能性があると考えられた。

４号機のＰＣＶベント配管は、４号機のＳＧＴＳ配管に接続され排気筒に導かれるが、

排気筒付近で３号機のＳＧＴＳ配管に合流している。 

通常、ＳＧＴＳは待機状態で停止しており、系統に設置されている空気式の弁も閉

止している。このため、３号機側からＰＣＶのベントガスが流れてきたとしても４号

機にベントガスが流れ込むような事象は発生しない。しかしながら、今回の福島第一

原子力発電所で発生した事故は、隣り合う複数の号機で全交流電源喪失が長時間継続

するというＡＭの前提を超えた事故であり、全交流電源を喪失した中で３号機のＰＣ

Ｖベントが行われた。同じく、４号機も全交流電源を喪失しており、非常時にも作動
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できるように設計されているＳＧＴＳの弁は、電源を喪失することで開状態となり、

３号機からのＰＣＶのベントガスがＳＧＴＳ配管を通じて４号機に流入できるライン

が構成された。このような経路から、３号機の原子炉で発生した水素が４号機に流入

し、蓄積・爆発した可能性は十分にあるものと考えられる。 

 

【添付資料－１４－４】 

 

ｃ．ＳＧＴＳフィルタの線量測定 

ＳＧＴＳには、放射性物質を除去するフィルタ類が収納されており、通常は汚染空

気の流れてくる上流側（設置されている号機のＲ／Ｂから気体が流入してくる側）の

フィルタの方が汚染度合いは高くなる。一方、ＳＧＴＳフィルタを３号機のＰＣＶベ

ント流が逆流した場合は、下流側のフィルタの汚染度合いが高くなることとなる。こ

の事実関係を確認すべく、４号機のＳＧＴＳフィルタが収納されているトレインの放

射線量測定を実施した。（平成２３年８月２５日実施） 

 

調査の結果、通常と異なり、ＳＧＴＳフィルタトレイン出口側（下流側）の放射線

量が高く、入口側（上流側）に行くに従い放射線量は下がっていくことが確認された。

これは、汚染された気体が４号機のＳＧＴＳ配管を下流側から上流側に流れたことを

意味しており、３号機のＰＣＶベント流がＳＧＴＳ配管を経由して４号機に回り込ん

だ可能性を示す結果と考えられる。 

【添付資料－１４－４】 

 

ｄ．Ｒ／Ｂ内の調査 

４号機Ｒ／Ｂの現場調査を行ったところ、以下が確認された。 

（①）等の記号は、添付資料－１４－５中の現場確認箇所の写真を示す。 

 

・ ＳＧＴＳの排気ダクトはＲ／Ｂ２階から３階を経由し、４階の天井中央西寄りの

部分を南側へ向かって通り、南壁面付近で５階へ通じる設計となっていた。 
・ ５階フロアの排気ダクトが設置されていた南壁面は、ほとんどの部分が抜け落ち、

ダクトの残骸も認められなかった。 
・ ５階フロア南西部では、床面が大きく損傷し、鉄筋が上方向に曲げられていた（①）。

また、１区画はオペフロ側に捲れ上がるとともに、下からの力による変形（床面、

クレーンのレールなど）が認められた（②、③）。 
・ ４階から通じる、原子炉ウェル及びＳＦＰの排気口ネットは逆流方向への張り出

しが認められた（④、⑤）。 
・ Ｒ／Ｂ４階西側エリアでは、５階フロア床の損傷が大きい箇所の近傍で、床面が

下方に変形していたほか、排気ダクトの残骸と推定される瓦礫が多数存在していた

（⑥～⑪）。 
・ Ｒ／Ｂ３階西側エリアでは、４階同様、床面が下方に変形していたほか、北西エ

リアでは床面の大きな損傷が認められ、付近には排気ダクトの残骸と推定される瓦

礫が多数存在していた（⑫～⑯）。 
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これらのことから、５階フロア床面は、４階で発生した爆発の圧力により、上向き

の力を受けて破壊したものと考えられる。また、Ｒ／Ｂ４階南西部では、本来の設置

位置にダクトは存在せず、ダクトの残骸と推定される瓦礫が散乱していたことから、

爆発による主な圧力の発生場所は４階南西部のダクト付近である可能性が考えられ

る。また、排気ダクトを通じて回り込んだ水素により、３階及び５階でも爆発が生じ、

その圧力で建屋等の破損を生じたものと考えられる。 

 
以上より、爆発が発生した現場の状況は、３号機のベント流が回り込み、４号機の

Ｒ／Ｂ２階からＳＧＴＳ配管・ダクトを経由して建屋の各所に流れ込んだとの推定と

一致するものと考える。 
【添付資料－１４－５】 
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１５．事故の分析と課題の抽出 

今般の事故を「プラント挙動」、「事故進展ステップ毎の設備・機能」ならびに「事

故対応を困難にした障害要素」の観点から整理を行い、炉心損傷防止を確実に達成す

るための取り組むべき課題を抽出する。 

 

１５．１ 事故時のプラント挙動からの課題 

プラント挙動からの課題を抽出するために、現時点で収集できた情報及びそれらの

情報を基にした事後的な解析結果も含めてプラントの挙動から事象進展の整理を行っ

た。対象としたプラントは、炉心損傷に至った１～３号機及び非常用海水系の仮設電

源の復旧などの迅速な対応により冷温停止に成功した福島第二原子力発電所１号機と

した。 

なお、１～３号機については、地震発生初期の設備状態や運転操作等に関する情報

を踏まえて、事故解析コード（Modular Accident Analysis Program、以下、「ＭＡＡ

Ｐ」という。）を用いて炉心状態を評価※１した。 

※１：現時点までに事故発生当初のプラントの状況や機器の作動状況に関する情報等、推定を含

め明らかになっている情報を元に、事故時のプラント挙動をできる限り再現出来るように

解析条件を設定し、解析した結果については、「別紙－２：ＭＡＡＰコードによる炉心・格

納容器の状態の推定（平成２４年３月１２日公表）」を参照。 

 
（１）１号機のプラント挙動 

 ａ．解析による挙動の評価 

ＭＡＡＰ解析による１号機の原子炉水位、原子炉圧力、ＰＣＶ圧力、水素発生量な

どに関する解析値及び実機計測値（実際に計測された値）の事象進展の様子を以下に

示す。 

 

解析では、津波到達まではＩＣを原子炉圧力の変動にあわせて間欠動作させていた

ものとし、津波到達以降、ＩＣは動作していないものと仮定している。そのため、原

子炉冷却材は蒸発し、ＳＲＶからＳ／Ｃへ排気されることとなり、原子炉水位の低下

が始まる。 

 

解析において、原子炉水位がＴＡＦに到達する時刻は、地震発生（３月１１日１４

時４６分）から約３時間後であり、炉心損傷が開始する時刻（燃料最高温度の解析値

が１２００℃を超えた時刻）は、地震発生から約４時間後である。その後さらに水位

は低下し、地震発生から約５時間後には有効燃料底部（以下、「ＢＡＦ」という。）に

到達する。 
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津波到達後の原子炉圧力について、解析では、ＳＲＶの動作により８ＭＰａ[abs]

近傍で維持され、ＳＲＶから排気された蒸気はＳ／Ｃで凝縮される。地震発生から約

４時間で炉心損傷に至るが、炉心損傷からＢＡＦに到達するまで（地震発生から約５

時間後）は、炉心からの蒸気発生により原子炉圧力は高圧を維持している。その後、

崩壊熱により発生する蒸気量が低下することとなるが、原子炉圧力の実機計測値が３

月１１日２０時頃には７．０ＭＰａ[abs]、３月１２日２時４５分には０．９ＭＰａ

[abs]を示していることを踏まえると、炉心損傷後のいずれかのタイミングで気相漏

えい※１が生じていたものと推定される。 

以降、ＲＰＶからの気相漏えいに伴って圧力は低下し、低い圧力で維持される結果

となった。 

 

※１：解析では被覆管破損後に核計装配管の損傷を想定した微少な気相漏えいが生じたと仮定

（漏えい面積：約 0.00014m2）。また、ＲＰＶ内のガス温度が４５０℃到達後に、主蒸気

配管等のフランジ部（ガスケット）から気相漏えいが発生すると仮定（増加漏えい面積：

約 0.00136m2）。 
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1 号機 原子炉水位変化 

※：RPV 破損以降の水位（解析値）は

水位を維持していることを意味す

るものではない。 
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 ＰＣＶ圧力は、解析で仮定したＲＰＶからの気相漏えいに伴って上昇する。 

 その後も気相漏えいに伴ってＰＣＶ圧力が上昇していくが、原子炉圧力が十分に低

下した後、Ｓ／Ｃによる凝縮の効果によりＰＣＶ圧力は減少に転じる。 

1 号機 原子炉圧力変化 

1 号機 原子炉圧力容器内の温度変化 
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地震発生から約１１時間後にＲＰＶが破損し、ＰＣＶ圧力が再度上昇するが、実機

計測値が約０．８ＭＰａ［abs］の一定レベルを維持しており、解析結果からＰＣＶ

内の温度が上昇していると考えられることから、ＰＣＶから漏えい※２が発生していた

と想定される。 

※２：解析では、ＰＣＶ内温度が３００℃に到達した時点で過温漏えいを仮定（漏えい面積：

約 0.0004m2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号機 格納容器内温度変化 
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１号機 格納容器圧力変化 
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また、炉心損傷が始まるなど、燃料温度が上昇することに伴って、水－ジルコニウ

ム反応等により非凝縮性ガスである水素が発生する。なお、Ｒ／Ｂで水素爆発が発生

した３月１２日１５時３６分までの水素発生量は、約８９０ｋｇとなっている。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
なお、津波到達以降のＩＣの動作に関するパラメータスタディとして、ＩＣが津波

到達以降も一時的に動作していたものとした場合の感度解析を行ったところ、炉心損

傷や炉心溶融のプロセスが若干遅れる程度の影響はあるものの、最終的な炉心の状態

が有意に変わる結果とはならなかった。 
（津波到達以降、片系のＩＣが３月１１日１８時１８分～２５分の間で動作、同日２

１時３０分から胴側水位が６５％に至るまで動作していたと仮定した解析を実施） 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号機 水素発生量変化 
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炉心については、全交流電源喪失（津波到達）以降、比較的早期に炉心損傷が開始

し、ＲＰＶが破損するとの解析結果となった。プラント挙動としては、燃料域水位計

の水張り及び校正の結果からＲＰＶ内の水位は燃料域内にないこと、平成２３年８月

以降、注水の顕熱だけで崩壊熱を除去できるのに必要な量を注水していないのにもか

かわらずＲＰＶ下部の温度が１００℃以下となったこと、平成２３年１１月初旬には

ＲＰＶ及びＰＣＶ各部の温度がＳ／Ｃ温度を下回ったこと等から、解析同様、燃料は

ほぼ全量が下部プレナムに落下し、その大半がＰＣＶペデスタルに落下しているもの

と考えられる。 

 

 ｂ．実機の挙動に関する評価 

１号機の事故発生時の原子炉水位、原子炉圧力、Ｄ／Ｗ圧力等のプラントパラメー

タのトレンドを添付資料－１５－１に示す。プラントの挙動の特徴として以下のポイ

ントがあげられる。なお、《Ａ》等の記号は、添付資料－１５－１中のグラフの着目

点を示す。 

 

・  ３月１１日１６時４０分～１７時頃にかけて、それまで見えなかった原子炉水

位（広帯域）が一時的に確認できるようになり、津波襲来前に確認されていた水

位より低下していることを確認したが、その後は、津波の影響により、プラント

パラメータが得られない状態が続いていた。同日２０時頃、原子炉圧力が定格圧

力付近にあることを確認できているが、原子炉水位は不明であり、炉心の状態は

把握できていなかった。なお、この段階では原子炉圧力がかかる圧力境界の原子

炉冷却材圧力バウンダリは健全であった可能性も考えられるが、解析ではこの頃

※：RPV 破損以降の水位（解析値）は

水位を維持していることを意味す

るものではない。 

１号機 原子炉水位変化（非常用復水器が一時的に機能していたと仮定） 
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には既に炉心が損傷しており、微少な気相漏えいが発生している可能性も考えら

れる。《Ａ》 

・  ３月１１日２１時過ぎに原子炉水位（燃料域Ａ系）の指示が得られ、ＴＡＦを

若干上回るレベルであったため、この時点では炉心が健全であると考えていた。

その後、同日２３時頃にはＴ／Ｂ線量の上昇が確認され、炉心の状態に疑義を抱

かせる状態となったが、原子炉水位は特に変化が見られず、ＴＡＦ以上を指示し

ていた。《Ｂ》 

・  津波発生からおよそ８時間３０分後の３月１１日２３時５０分頃、津波後初め

てＤ／Ｗ圧力が測定できたが、その時点で既にＤ／Ｗ圧力は設計圧力を大幅に超

えており、Ｒ／Ｂ内の線量が増加していた状況も踏まえると、この時点では既に

炉心損傷が発生していた可能性が高いと思われる状態となっていた。《Ｃ》 

・  原子炉水位計を仮復旧してからこの時点までの原子炉水位の指示は継続してＴ

ＡＦ以上で安定している。その後も水位指示値は安定していたものの、この状態

は上述した建屋内の線量やＤ／Ｗ圧力などから推察されるプラント状況と矛盾し

ており、津波発生からおよそ６時間後の３月１１日２１時台に仮復旧された水位

計で測定された原子炉水位は、プラントパラメータやプラント状態に即しておら

ず、正しい値を示していない状態にあったと考えられる。《Ｂ》 

・  原子炉水位計は原子炉内の水頭と原子炉の外に設置された凝縮槽の基準水面の

水頭との差圧から水位を計測するものである。炉心損傷による温度上昇で基準水

面側が蒸発して低下すると実際の水位と異なった値を示すが、５月１１日に校正

作業を行ったところ、燃料域内に水位がないことが判明しており、実際に基準水

面側が蒸発していた可能性が高い。したがって、炉心損傷後に測定された水位は

信頼性が低く、解析による水位の方が実態に近かったものと考えられる。 

・  原子炉圧力は、３月１２日３時頃には１ＭＰａ［abs］以下に減圧されており、

この間、原子炉の減圧操作を行っておらず、何らかの理由で原子炉冷却材圧力バ

ウンダリからＰＣＶへの漏えいが生じたと考えられるが、その経路については明

確ではない。このＰＣＶへの漏えいが、先に測定されているＤ／Ｗ圧力の増大に

つながったと考えられる。《Ａ》、《Ｃ》、《Ｄ》 

・  以上の状況から、津波直後のプラントパラメータの測定が困難である間に事象

が進展していたと考えられる。《Ｅ》 

・  Ｄ／Ｗ圧力は３月１２日２時過ぎに約０．８ＭＰａ［abs］のピークを示して以

降、増加することなく、ほぼ横ばい、若しくは若干の低下傾向が見られており、

この段階で、ＰＣＶから放射性物質及び燃料の水―ジルコニウム反応等で生じた

水素を含むガスが漏えいしていたと考えられ、このことが同日４時過ぎの発電所

構内の線量上昇につながったものと推定される。 

・  ３月１２日４時過ぎにＡＭ策であるＦＰライン経由で消防ポンプを利用し、原

子炉への淡水注入を開始した。このときは既に炉心の損傷が進んでおり、炉心損

傷を防止できなかったものの、この操作（作業）は、その後の進展の抑制に寄与

したものと考えられる。 

この頃は、炉心損傷に伴い、大量の水素がＰＣＶ内に充満しており、ＰＣＶ圧

力や温度が高かったことから、Ｒ／Ｂに放射性物質及び水素が漏えいしたものと

推定される。《Ｆ》 



 

 ９９ 

 

・  ＰＣＶ内の圧力を低下させるため、Ｓ／Ｃベントの操作を実施し、３月１２日

１４時過ぎにＰＣＶ内の圧力低下が確認されたことから、ベントは成功したもの

と判断している。《Ｇ》 

・  その後、３月１２日１５時３６分、Ｒ／Ｂが爆発したが、これは、炉心損傷等

に伴い発生した水素がＲ／Ｂに蓄積し、何らかの理由で着火したことで発生した

ものと考えられる。 

【添付資料－１５－１】 

 

ｃ．ＩＣに関する考察 

前項に示すプラント挙動の経緯を踏まえると、炉心の損傷は津波到達以降、短時間

で進展していると考えられ、停止後の初期段階において原子炉の冷却を行う設備であ

るＩＣの状態が事象進展に影響を与えた可能性が考えられる。 

ＩＣに着目してまとめた経緯は以下の通りである。 

 

（ａ）ＩＣに関する操作経緯 

・ ３月１１日１４時５２分：ＩＣの自動起動 
外部電源の喪失に伴い非常用母線の電源が喪失したため、ＭＳＩＶが自動閉し、

ＩＣ２系統が「原子炉圧力高（７．１３ＭＰａ[gage]）」により自動起動し、原子

炉の減圧及び冷却を開始するとともに原子炉圧力が下降を開始した。 
・ ３月１１日１５時０３分頃：ＩＣの手動停止 

ＩＣ起動に伴う原子炉圧力の低下が速く、操作手順書で定める原子炉冷却材温

度変化率５５℃／ｈを遵守できないと判断し、ＩＣの戻り配管隔離弁（３Ａ弁、

３Ｂ弁）を一旦「全閉」とした。他の弁は開状態で、通常の待機状態とした。 

（通常ＩＣの起動及び停止操作においては、供給配管隔離弁（２Ａ弁、２Ｂ弁）

の「開」及び「閉」操作はせず、戻り配管隔離弁（３Ａ弁、３Ｂ弁）の「開」及

び「閉」操作のみで実施する） 

これにより原子炉圧力は再び上昇している。 
その後、原子炉圧力を６～７ＭＰａ[gage]程度に制御するためには、ＩＣは 1

系列で十分と判断、Ａ系にて制御することとし、戻り配管隔離弁（３Ａ弁）を開

閉することにより、原子炉圧力制御を開始している。 

・ ３月１１日１５時３７分：電源の喪失 
津波の浸水によって、１号機はすべての交流電源を喪失。また、直流電源も喪

失した。このため、中操の照明の他、監視計器や各種表示ランプも消灯し、ＩＣ

は弁開閉表示の確認や操作ができない状態となった。 

・ ３月１１日１６時４２分頃：一時的な水位計復帰 
３月１１日１６時４０分頃～１７時頃にかけて、それまで見えなかった原子炉

水位（広帯域）が一時的に確認（１６時４２分 ＴＡＦ＋２５００ｍｍ相当）で

きるようになり、津波襲来前の水位より低下していることを確認した。 

・ ３月１１日１７時１９分：ＩＣの現場確認の試み 
中操からＩＣに関する確認ができないため、ＩＣの設置されている現場にある

ＩＣの冷却水である胴側の水の水位計レベルなどを確認することとなり、運転員

が現場に向かったが、現場（Ｒ／Ｂ入口）の線量レベルが通常より高かったこと
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から、３月１１日１７時５０分、一旦引き返した。 
・ ３月１１日１８時１８分：Ａ系外側隔離弁用の直流電源の復帰／Ａ系外側隔離

弁の開操作 
津波の影響で直流電源が一時的に不安定な状態にあったのか、その後、一部の

直流電源が復活し、ＩＣ（Ａ系）の供給配管隔離弁（２Ａ弁）、戻り配管隔離弁

（３Ａ弁）の「閉」を示す緑ランプが点灯（直流）していることを運転員が発見

した。通常、開であるＩＣの供給配管隔離弁（２Ａ弁）が閉となっていたことか

ら、「ＩＣの配管破断」を検出するための直流電源が失われたことに伴い、安全

側への動作として、「ＩＣの配管破断」信号が発信され、ＩＣのすべての隔離弁

が閉動作したことが考えられたが、運転員はＰＣＶの内側隔離弁（１Ａ弁、４Ａ

弁）が開いていることを期待し、３月１１日１８時１８分、ＩＣの戻り配管隔離

弁（３Ａ弁）、供給配管隔離弁（２Ａ弁）の開操作を実施したところ、状態表示

灯が閉から開となった。 
運転員は、電源がなく監視計器が作動していないため、ＩＣが動作しているこ

とを確認する手段がなかったことから、開操作後にＩＣベント管から蒸気が発生

したこと（原子炉の蒸気を冷却したクリーンな水が気化して大気に放出されてい

ること）を、蒸気発生音とＲ／Ｂ越しに見えた蒸気により確認した。 
・ ３月１１日１８時２５分：Ａ系外側隔離弁の閉操作 

しばらくして蒸気の発生が停止したため、ＩＣの戻り配管隔離弁（３Ａ弁）を

閉とし、ＩＣを停止した。 
また、中操で操作可能な対応として、ＦＰによる原子炉注水ラインの構成を進

めた。 
予想できない事象が次々と起こる中、運転員は蒸気発生が停止した原因として、

ＰＣＶの内側隔離弁（１Ａ弁、４Ａ弁）が隔離信号により閉となっていることを

考えたが、ＩＣの冷却水である胴側の水が何らかの原因でなくなっている可能性

を懸念した。運転員はＩＣが機能していないと考えるとともに、胴側への水の補

給に必要な配管の構成ができていなかったことも考え合わせて、戻り配管隔離弁

（３Ａ弁）を一旦閉操作した。 
・ ３月１１日２０時５０分頃：ＦＰによる原子炉注水ラインの構成 

ＦＰによる原子炉注水ラインの構成が完了し、Ｄ／Ｄ－ＦＰを起動した。これ

により、ＩＣの胴側へ冷却水を補給できる見通しを得た。その後、運転員がＩＣ

の運転状態を確認したところ、ＩＣの戻り配管隔離弁（３Ａ弁）の閉状態表示灯

が不安定で、消えかかっていることを確認した。 
・ ３月１１日２１時１９分：原子炉水位計の仮復旧 

今まで見えなかった原子炉水位がＴＡＦ＋２００ｍｍを指示していることが

判明した。 

・ ３月１１日２１時３０分頃：３Ａ弁の開操作（Ａ系起動） 
原子炉水位は燃料より上にあるものの、蒸気駆動のＨＰＣＩの電源が消え起動

ができない状況になっており、この時点でＩＣは作動が期待できる唯一の高圧系

の冷却装置であった。通常であれば、胴側給水がなくてもＩＣは１０時間程度運

転できること、Ｄ／Ｄ－ＦＰが起動していることでＩＣ胴側への給水にも対応で

きるようになったことから、胴側の水の不足の懸念は減ずる一方、ＩＣが次はい

つ操作できるか分からない状況であることも踏まえ、高圧系の冷却装置であるＩ
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Ｃが動作することを期待し、一旦は閉止した戻り配管隔離弁（３Ａ弁）を３月１

１日２１時３０分頃に再度開操作したところ弁は開動作し、蒸気の発生を蒸気発

生音とＲ／Ｂ越しに見えた蒸気により確認した。なお、蒸気発生については、発

電所対策本部発電班も免震重要棟の外に出て、確認している。 

・ ３月２９日：ＩＣの胴側水位計の復旧 

ＩＣの胴側水位計を復旧した。 
・ ４月１日：ＩＣの弁の制御回路による弁開閉状態の確認 

ＰＣＶ外側隔離弁（ＩＣ（Ａ系）：２Ａ弁、３Ａ弁、ＩＣ（Ｂ系）：２Ｂ弁、３

Ｂ弁）、ＰＣＶ内側隔離弁（ＩＣ（Ａ系）：１Ａ弁、４Ａ弁、ＩＣ（Ｂ系）：１Ｂ

弁、４Ｂ弁）は、「ＩＣ配管破断」を検出する回路の直流電源が喪失した場合、

フェールセーフ信号により閉動作するため、復旧作業の一環としてＩＣの弁の制

御回路の導通状態から弁の開閉状態の確認を実施した。ＰＣＶの内側の弁につい

ては、事故時の加熱等の影響もあり確認できなかったが、ＰＣＶの外側の弁につ

いては開閉状態を判定することできた。ＩＣ（Ａ系）の３Ａ弁、２Ａ弁は開状態、

ＩＣ（Ｂ系）の３Ｂ弁、２Ｂ弁は閉状態であった。 
・ ４月３日：ＩＣ、胴側水位の確認 

中操でＩＣの水位計の指示値を確認したところ、Ａ系６３％、Ｂ系８３％で 

あった。 
・ １０月１８日：現場調査 

現場における目視確認によって、ＩＣのＰＣＶ外側の状態を確認した。本体、

主要配管に破損は認められず、弁状態は４月１日の回路調査の結果と同様であっ

た。なお、ＩＣの現場水位計がＡ系６５％、Ｂ系８５％であることが確認され、

同じ日に中操で確認した計器指示値と一致することが確認された。 
 

以下に、上記経緯と先に述べた解析結果を踏まえた考察を記す。 

 

（ｂ）ＩＣの地震直後の動作に関する評価 

「５．３ 地震発生直前及び地震発生直後のプラント状況、（１）１号機地震発生

直後のプラント状況、②自動停止以降の挙動」で述べた通り、操作手順書でＲＰＶ

保護の観点から原子炉冷却材温度変化率が５５℃／ｈを超えないよう調整するこ

ととしており、また、操作手順書に基づき手動で適切な圧力制御を行っていること

から、設備及び操作ともに問題はないと考える。 
 

（ｃ）ＩＣ電動弁回路調査結果（平成２３年４月１日実施） 

  ・ 運転員が「閉」操作を実施していないＩＣ（Ｂ系）の供給配管隔離弁（２Ｂ弁）

については、全閉を示す回路状態であり、「ＩＣ配管破断」を検出する回路の直

流電源喪失に伴うフェールセーフ信号による弁の「閉」動作状況と一致した。 

  ・ 運転員が「開」操作を実施した供給配管隔離弁（２Ａ弁）、戻り配管隔離弁（３

Ａ弁）の開閉状態については、全開を示す回路状態であり、運転員による「開」

操作状況と一致した。 

  ・ 運転員が津波襲来前に「閉」操作を実施した戻り配管隔離弁（３Ｂ弁）の開閉

状態については、全閉を示す回路状態であり、運転員による「閉」操作状況と一

致した。 
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  ・ ＰＣＶ内側隔離弁（ＩＣ（Ａ系）：１Ａ弁、４Ａ弁、ＩＣ（Ｂ系）：１Ｂ弁、４

Ｂ弁）は、「中間開」を示す回路状態であった。 

 
（ｄ）津波襲来後のＩＣの弁の状態 
・ 津波襲来時までの操作経緯から津波襲来時の弁の状況は、ＩＣ（Ａ系）の３Ａ

弁は閉と考えられ、その他の３つの弁は全開であったと考えられる。Ｂ系につい

ては、３Ｂ弁が閉であり、その他の３つの弁は全開であった。 
・ また、Ａ系については、３月１１日１８時１８分頃に操作していない２Ａ弁が

全閉であったことが確認されている。また、Ｂ系についても、４月１日に行った

弁の回路調査結果から同じく操作をしていない２Ｂ弁が全閉である事が確認さ

れた。（このことは１０月１８日に現場の当該弁の開度計によっても確認されて

いる。）以上、２Ａ弁、２Ｂ弁ともに、津波到達前には開の状態であり、その後

に操作していないにもかかわらず閉となっていたことが確認された。 
・ ２Ａ弁、２Ｂ弁の動作については過渡現象記録装置の開閉記録から最初の停止

操作の時点まで確認でき、運転員が誤って操作した可能性は考えられない。一方、

ロジック回路の構成から、ロジック回路の直流電源が喪失した場合には、イン 

ターロックが作動し、ＩＣ１系統あたり４弁あるすべての弁が両系統ともに自動

的に全閉動作する仕組みとなっている。今回の場合、津波によってロジック回路

の直流電源が喪失し、当該インターロックにより弁の閉動作要求が働いたと考え

られる。 
【添付資料－１５－２、３】 

 

  ・ なお、弁の全開から全閉までの動作に要する時間は、外側弁は１５秒以内、内

側弁は２０秒以内である。津波による被水で直流電源が喪失したが、計測用の直

流電源が津波浸水によって影響を受け、インターロックが作動してから、動力用

の直流電源が喪失するまでの間に弁は自動的に閉動作する。 
・ 閉動作中に動力用の直流電源が喪失した場合は中間開度となるが、前述の通り、

２Ａ弁、２Ｂ弁は全閉であることが確認できているため、津波の浸水により電源

盤が被水したことで、ＩＣの弁へ隔離信号が入り、動力用の直流電源が喪失する

前に自動で全閉した蓋然性は高い。 
・ また、ＰＣＶ内側の弁（ＩＣ（Ａ系）：１Ａ弁、４Ａ弁、ＩＣ（Ｂ系）：１Ｂ弁、

４Ｂ弁）は動力が交流電源であるが、これらの弁は計測用の直流電源と交流電源

の喪失したタイミングによって開閉状態が定まることとなる。ＰＣＶ内側弁の開

閉状態を特定することはできないが、全開から全閉までのすべての可能性があり

得る。 
・ したがって、津波前のＩＣの運転状態が津波後のＩＣの運転状態を決定するも

のではない。 
【添付資料－１５－４】 

 
（ｅ）炉心損傷との関連について 

  ・ ＩＣは、津波に起因する電源喪失によってＩＣの自動隔離インターロックが作

動し、操作もできなくなったことから、その機能を喪失した。ＭＡＡＰの解析結



 

 １０３ 

 

果によれば、崩壊熱が大きい原子炉停止直後であったため短時間で原子炉水位が

低下、燃料の露出（地震発生から約３時間後、ＴＡＦへ到達）に至ったと考えら

れる。 

・ その後、ＩＣ（Ａ系）の直流電源が復帰し、３月１１日１８時１８分、ＩＣ（Ａ

系）の隔離弁（３Ａ弁、２Ａ弁）を開け、蒸気が発生したことを確認、蒸気発生

が止まったことから、同日１８時２５分に３Ａ弁を閉止している。ＭＡＡＰの解

析結果から、この時点では既に炉心は露出しており、同日１８時１８分以降のＩ

Ｃの運転継続の有無に関わらず結果的には炉心は損傷するに至ったものと評価さ

れる。 

 

（ｆ）津波後の内側隔離弁の状態の推定 
  ・ １０月１８日にＩＣの現場確認を行い、現場に設置されている水位計によって

Ａ系６５％、Ｂ系８５％の水位であることが確認された。一方、中操の指示計も

同じ値であることが確認された。 

・ 中操の水位計で読み取ったＩＣの水位は現場の指示値と一致していることから、

データ伝送は正確に行われていると考えられる。このことから、過去に読み取っ

た中操での指示値も現場計器の出力を示していると考えられる。 

・ したがって、４月３日に確認した中操の指示値（Ａ系６３％、Ｂ系８３％）も

現場計器の指示を反映したものと考えることができる。これらの値は、１０月  

１８日の現場確認で確認された水位と異なっているが、４月以降、何らかの理由

で計器指示値が２％程度変動したものと思われる。 

  ・ ＩＣは、津波後の３月１１日１８時１８分～１８時２５分、同日２１時３０分

以降は３Ａ弁を開けている。計器指示値の誤差等もあり厳密な推計は困難ではあ

るが、Ａ系の水位計が示している水位からは、地震から津波襲来までの原子炉の

発熱量に相当する水量以上を消費していると評価される。したがって、Ａ系の内

側弁は開度の特定はできないが開いていると考えられる。津波後のＩＣ運転時に

ある程度の除熱が行われており、その結果として、指示値６５％水位まで減少し

たものと考えられる。 

  ・ このことは、３月１１日１８時１８分及び同日２１時３０分にＩＣの３Ａ弁を

開けた際にＩＣベント管から蒸気が発生したとの聞き取り結果とも整合する。 
  ・ しかしながら、胴側に相当量の水量が残っていることが示す通り、Ａ系のＩＣ

による除熱は、結果として限定的なものであったと考えられる。 

 

【添付資料－１５－５】 

 
（２）２号機のプラント挙動 

 ａ．解析による挙動の評価 

ＭＡＡＰ解析による２号機の原子炉水位、原子炉圧力、ＰＣＶ圧力、水素発生量な

どに関する解析値及び実機計測値（実際に計測された値）の事象進展の様子を以下に

示す。 
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ＲＣＩＣの運転期間中、燃料域水位計の実機計測値は４０００ｍｍ程度で推移して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計測値は燃料域水位計にて計測しているが、燃料域水位計は原子炉冷却材喪失

事故時の水位監視等を使用目的としていることから、大気圧、飽和温度で校正されて

いるため、計測された原子炉水位を原子炉圧力およびＤ／Ｗ温度で補正※１すると、水

位計の基準面器水面（ＴＡＦ＋約５９１６ｍｍ）あたりとなる結果となった。 
 
※１：原子炉圧力の実測値がない時刻の水位の補正は、測定されている他の時刻の値をもとに

線形補完した。Ｄ／Ｗ温度は実測値がないため平成２３年５月２３日に原子力安全・保

安院に報告した「東北地方太平洋沖地震発生当時の福島第一原子力発電所運転記録及び

事故記録の分析と影響評価について」に記載の解析結果の値を用いた。 

 
本来、原子炉水位が原子炉水位高Ｌ－８（ＴＡＦ＋５６５３ｍｍ）に到達した時点

でＲＣＩＣはトリップするため、Ｌ－８以上の水位になることはない。 
しかし、今回の事故において、２号機では、制御電源の喪失によりＲＣＩＣが制御

されることなく運転を継続していたと推測され（制御電源が喪失した場合、設計上、

ポンプ駆動用タービンへ供給する蒸気流量を調節する加減弁が全開となり、流量調整

はできなくなる）、崩壊熱の減少も考慮するとＬ－８以上の水位になっていた可能性

が高いものと考えられる。 
 
 
 
 
 

２号機 原子炉水位変化 
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炉心部のボイド率が低
下し、原子炉圧力が低下

水位計の構造上、原子炉水位が基準面器水面以上となる

と基準面器側配管と炉側配管の差圧（右図に示すＨｓ－ 

Ｈｒ）が変化しなくなるため、見かけ上の原子炉水位は基

準面器水面の高さで一定となる。 
したがって、ＲＣＩＣの運転期間中は原子炉水位が  

Ｌ－８を超えて、さらに基準面器水面以上であったと考え

られる。 
また、解析では、原子炉水位が基準面器水面以上との想

定のもと、３月１４日９時からＲＣＩＣの停止を仮定して

いる。原子炉水位はＴＡＦ到達時刻が、地震発生（３月  

１１日１４時４６分）から約７４時間後であり、約７５時

間後にはＢＡＦに到達する。 

 

以上の通り、原子炉水位は基準面器水面を超えていた可能性があり、さらに、主蒸

気管高さ（ＴＡＦ＋約７３０１ｍｍ）以上に上昇していたということも考えられる。

その場合には、主蒸気管へ原子炉水が流れ込むことにより、ＲＣＩＣのタービン駆動

蒸気が二相流となっていたことが考えられる。 

駆動蒸気が二相流となった状態でのＲＣＩＣの注水能力については、定量的な評価

は困難であるものの、タービン回転数は通常より少なくなることで注水流量も定格よ

り少なくなっていた可能性が考えられる。 

このような推定をもとに、ＲＣＩＣの流量を定格の９５ｍ３／ｈの約１／３である 

３０ｍ３／ｈと仮定して解析を実施したところ、実機計測値の原子炉圧力の挙動をお

およそ再現できる結果が得られた。 

 

なお、実機において、３月１４日１８時頃にＳＲＶを開操作していることにより、

原子炉圧力は急速減圧され、１ＭＰａ[abs]以下となった。解析においても原子炉圧

力は同様の推移を示している。 
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２号機 原子炉圧力変化 
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ＰＣＶ（Ｄ／Ｗ、Ｓ／Ｃ）圧力は、原子炉で発生した蒸気がＲＣＩＣやＳＲＶを経

由してＳ／Ｃに排気されることに伴い上昇する。 

２号機のＤ／Ｗ圧力、Ｓ／Ｃ圧力について、これらの排気を仮定して解析を行った

ところ、３月１２日０時頃～３月１４日１２時頃の圧力上昇に関して実機計測値が解

析値と比べ上昇の度合いが緩慢な結果であることが解析過程で確認された。 

このため、Ｓ／Ｃが収められているトーラス室が津波により浸水し、大きな表面積

を持つＳ／Ｃが壁面を介して浸水した水に熱伝達を行うというシナリオによる解析

を行った。 

その結果、Ｄ／Ｗ圧力はＲＣＩＣが運転している間、緩慢に上昇し、炉心損傷に伴

う水素の発生等により急上昇する結果となり、その挙動はおおむね再現できる結果が

得られた。 
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 上記解析においては、Ｓ／Ｃが壁面を介して浸水した水に熱伝達を行うというシナ

リオを用いたが、３月１２日０時頃～３月１４日１２時頃におけるＰＣＶ圧力の上昇

を緩慢にする要素としては、「Ｄ／Ｗからの漏えい」、「外部水源からのスプレイ等に

よるＰＣＶ内の冷却」も考えられる。 

しかし、以下の理由からこれらのシナリオは想定し得ないと評価される。 

 

＜「Ｄ／Ｗからの漏えい」シナリオ＞ 

・  実機計測値において、３月１４日２２時４０分頃にＤ／Ｗ圧力が急激に上昇

し、その後、高い圧力状態を維持している。ところが、Ｄ／Ｗからの漏えいを

仮定した場合、このような急激な上昇及び高い圧力状態の維持は模擬できない。 

・  また、過去の研究※２で得られた知見によれば、過温によるＰＣＶからの漏え

いはガスケット等から発生する可能性が高く、その際の温度は３００℃程度と

の知見が得られているが、解析におけるＰＣＶ内温度は３００℃まで上昇して

いない。 

 
※２：K. Hirao, T. Zama, M. Goto et al., ``High-temperature leak characteristics of PCV 

hatch flange gasket,'' Nucl. Eng. Des.,145, 375-386 (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「外部水源からのスプレイ等によるＰＣＶ内の冷却」シナリオ＞ 

・  ３月１２日０時頃～３月１４日１２時頃の期間において、ＰＣＶを冷却する

運転操作は実施していない。 
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また、解析のシナリオにおいてはトーラス室が浸水していることを仮定しているが、

実際に浸水していたか否かに関する証言等の事実は現在のところ確認できていない。 

ただし、津波後の早い段階でＲＣＩＣ室、Ｔ／Ｂ地下階等が浸水していたことが確

認されていること、水が各建屋間のケーブル貫通部等を通じて移動していることは、

現在の滞留水の各建屋における水位等から判断できること等を考えると、Ｒ／Ｂの最

下層にあるトーラス室が津波の影響により浸水していた可能性はあると考えられる。 

 

なお、２号機とほぼ同じ構造である４号機のトーラス室はＳ／Ｃ高さの半分程度水

没していることが確認されており、４号機が定期検査中、２号機が運転中であったと

いう状況の違いはあるものの、トーラス室への浸水については４号機と同様に２号機

でも生じていた可能性はあると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析では、炉心損傷が開始する時刻（燃料最高温度の解析値が１２００℃を超えた

時刻）は、地震発生（３月１１日１４時４６分）から約７７時間後である。炉心損傷

が始まるなど、燃料温度が上昇することに伴い、水－ジルコニウム反応により水素が

発生している。 

 解析で算出された水素の発生量は約４６０ｋｇとなっている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

青点線：水面 

圧力抑制室 

4 号機トーラス室キャットウォークから真下を撮影 
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ＭＡＡＰ解析では、２号機の炉心は燃料が溶融し一部溶融プールが存在しているも

のの炉心部にとどまり、ＲＰＶ破損には至らないとの結果となった。ただし、２号機

で実施した燃料域水位計への水張り作業の結果及びＣＳ配管からの注水により、炉心

部に残存していた露出燃料が冷却されたと推定される挙動が確認出来たことから、水

位は非常に低い位置にあることが推定され、ＲＰＶは破損している可能性が高い。こ

のような観測事実との乖離は、ＭＡＡＰの持つ解析の不確かさが原因である。 

以上のことから総合的に考えると、「別紙－３：福島第一原子力発電所１～３号機

の炉心状態について（平成２３年１１月３０日公表）※３」にて取り纏めている通り、

２号機の炉心は、事故後溶融した燃料のうち一部は元々の炉心部に残存し、一部はＲ

ＰＶ下部プレナムまたはＰＣＶペデスタルに落下している状態であると考えられる。 

※３：事故収束に向けた作業により、ＲＰＶやＰＣＶの圧力及び温度が低下し、原子炉の安定的

な冷却が達成できる状況となり、温度データ等の蓄積、注水方法及び流量変更時のＲＰＶ

温度の挙動の変化、また、ＰＣＶ内ガスの採取及び分析の実施やＲ／Ｂ内の状況確認等か

ら得られた情報を総合的に分析することにより、炉心の状態を推定した。 

 

ｂ．実機の挙動に関する評価 

２号機の事故発生時の原子炉水位、原子炉圧力、Ｄ／Ｗ圧力等のプラントパラメー

タのトレンドを添付資料－１５－６に示す。プラントの挙動の特徴として以下のポイ

ントがあげられる。なお、《Ａ》等の記号は、添付資料－１５－６中のグラフの着目

点を示す。 

 

２号機 水素発生量変化 
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・  ＲＣＩＣが津波後長時間機能したことから、３月１４日朝まで原子炉水位は維

持されている。なお、当該水位は燃料域水位計に仮設電源をつなぎ計測したもの

であるが、前に述べた通り原子炉圧力、Ｄ／Ｗ温度の補正等を考慮すると主蒸気

管高さまで上昇していた可能性が考えられる。《Ａ》 

・  また、原子炉圧力は定格圧力より低い約６ＭＰａ［gage］で推移している。こ

れは、注水を行っていたＲＣＩＣのポンプ駆動用タービンへの蒸気が主蒸気管に

原子炉水が流入し、蒸気のみの状態よりエネルギーが高い二相流となったことに

より、原子炉からＳ／Ｃへエネルギーが多く流出したことで、低い原子炉圧力の

状態でエネルギーがバランスしたものと考えられる。《Ｈ》 

・  その後、ＲＣＩＣの機能低下に伴って原子炉圧力は３月１４日９時頃からＳＲ

Ｖ（安全弁機能）の作動圧まで上昇している。《Ｂ》 

・  この間に、３月１４日１１時頃から原子炉水位は低下し、その後、ＳＲＶから

Ｓ／Ｃに蒸気が逃げることで炉内の保有水量が減少し、ＴＡＦを下回るに至って

いる。《Ｂ》、《Ｃ》 

・  その後、ＳＲＶを作動させて原子炉を減圧したが、低圧の注水が直ちに成功し

ていないこと、また、原子炉の減圧に伴うＳ／Ｃへの蒸気流出によって生じる更

なる保有水量の急減で、結果として冷却が一段と悪化したことから、炉心の損傷

が始まり３月１４日２２時頃からＣＡＭＳの測定値が急昇している。また、ほぼ

同時期にＤ／Ｗ圧力が上昇し始め、水素発生が始まっていることを示唆している。

《Ｄ》、《Ｅ》、《Ｆ》 

・  水位低下開始（３月１４日１１時頃）から、炉心損傷（３月１４日１９時頃）

までの動きが比較的穏やかであるのは炉心の崩壊熱が減少しているためと考えら

れる。 

・  なお、原子炉水位計は原子炉内の水頭と原子炉の外の基準水面の水頭の差圧か

ら水位を計測するものであり、炉心損傷による温度上昇で基準水面側が蒸発して

低下すると実際の水位と異なった値を示すが、２号機も１号機と同様、６月２３

日に水位計の水張り作業を行ったところ、燃料域内に水位がない可能性が示唆さ

れており、実際に蒸発していた可能性が高い。したがって、炉心損傷後はＭＡＡ

Ｐ解析結果の方が現実に近い挙動を模擬していることが考えられる。 

・  ３月１４日２２時頃より、Ｄ／Ｗ圧力とＳ／Ｃ圧力が乖離しており、これらの

圧力の値に関する信頼性が疑われていたところ、３月１５日６時過ぎにＳ／Ｃ圧

力が０ｋＰａ［abs］（真空）を指示し、一方、Ｄ／Ｗ圧力は同日７時２０分時点

で７３０ｋＰａ［abs］を維持していた。なお、圧力計はダイヤフラム式等のシン

プルな構造で測定の信頼性は高いが、Ｄ／ＷとＳ／Ｃの圧力はほぼ同じ値になる

ものであり、Ｓ／Ｃの圧力計の故障の可能性が考えられる。 

・  次の測定である３月１５日１１時２５分時点でのＤ／Ｗ圧力は１５５ｋＰａ

［abs］に低下しており、この間にＰＣＶ内のガスが何らかの形で大気中に放出さ

れたと考えられ、正門付近のモニタリングカーでの線量率の測定値が大幅に上昇

した。 

 

【添付資料－１５－６】 
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ｃ．ＲＣＩＣの運転に関する考察 

・  ＲＣＩＣタービンへ流入する蒸気が二相流となっている可能性について前述し

たが、一般にタービンへ流入する蒸気の状態が設計条件より多少悪化しても直ち

に翼破損やブレーキにはならず、かつ、ドレン水（二相流の水）はＳ／Ｃ方向へ

排出され、直ちにタービン内に蓄積されることはないと考えられる。 

・  このことから、２号機では当該タービンが二相流により駆動され運転が継続さ

れた可能性が考えられる。 

・  さらに原子炉水位が上昇し、主蒸気管（ＲＣＩＣの蒸気供給ライン）が水没、

もしくはそれに近い状態となった場合には、ＲＣＩＣタービンへの蒸気供給が十

分でなくなるため、タービンが減速し停止に至る可能性がある。 

・  ただし、タービンは直ちに停止せず、減速に伴う注水量の減少により原子炉水

位が低下してタービンへ蒸気が流入する状態に戻るなど、原子炉水位が主蒸気管

高さ近傍で維持され、運転が継続された可能性も考えられる。 

・  以上より、ＲＣＩＣによる注水は、不確かさは残るものの、制御電源の喪失に

より制御されることなく運転が継続したことで駆動用タービンへ供給される蒸気

が二相流となり、二相流による原子炉から持ち出されるエネルギーと崩壊熱がＳ

ＲＶの作動がなくてもバランスした状態となっていたものと考えられる。 

 
（３）３号機のプラント挙動 

 ａ．解析による挙動の評価 

ＭＡＡＰ解析による３号機の原子炉水位、原子炉圧力、ＰＣＶ圧力、水素発生量な

どに関する解析値及び実機計測値（実際に計測された値）の事象進展の様子を以下に

示す。 

 

ＲＣＩＣ及びＨＰＣＩの運転期間中、原子炉への注水に関して、原子炉水位の変動

による起動と停止の繰り返しを回避するため、原子炉水位を確認しながら流量を調整

していたことが確認できている。 

このことから、これらの運転期間中においては、実際に測定された原子炉水位を模

擬するよう、注水量を変化させた解析を行った。 

 

３月１３日２時４２分のＨＰＣＩ停止に伴い、解析値、実機計測値ともに水位は低

下している。解析によれば、原子炉水位がＴＡＦに到達する時刻は、地震発生（３月

１１日１４時４６分）から約４２時間後であり、約７２時間後にはＢＡＦに到達する。 
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なお、原子炉水位を確認しながらの流量調整は、復水貯蔵タンクを水源としたテ

ストラインを通じて復水貯蔵タンクへ戻す系統構成をした上で、流量制御装置の設

定値変更やテストラインの弁の開度調整により行った。 

以下にＨＰＣＩの系統概要図を示す。 
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原子炉圧力は、ＲＣＩＣが運転している間はほぼ一定の圧力を保っているが、ＨＰ

ＣＩの起動により原子炉圧力が低下する。（いずれも原子炉の蒸気をタービン駆動用

として使用するが、ＨＰＣＩの方がＲＣＩＣより容量が大きいことによる） 

また、ＨＰＣＩは上記の通り流量調整をしていることから、解析において、ＨＰＣ

Ｉ起動直後に注水量を多くし、水位が上昇した後は少なくするとの流量調整を実施す

ると、注水量低下直後はタービン流量の低下、蒸気発生量の増加によって、一時的に

圧力低下速度が緩やかとなり、解析と実機計測値が整合する。 
ＨＰＣＩが停止した後はタービンによる蒸気の消費がなくなるため、原子炉圧力が

上昇するが、３月１３日９時頃に、解析値、実機計測値とも原子炉圧力は急速に低下

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号機 原子炉圧力変化 
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当該箇所の拡大グラフは次参照 
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次にＰＣＶ圧力に関する解析結果を示す。 

３号機のＰＣＶ圧力の実測値は、３月１２日１２時頃まで上昇を続け、その後同日

２２時頃にかけて低下する推移を示しているが、解析の結果と比較すると、３月１２

日１２時頃までの期間においては、実測値の方が最大で１５０ｋＰａ程度高い推移を

示し、その後の同日２２時頃までの実測値の低下傾向を解析では再現できていない。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３号機 格納容器圧力変化 
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３号機 原子炉圧力変化（ＲＣＩＣ、ＨＰＣＩ運転期間を拡大） 
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上述した再現できていない①地震発生から３月１２日１２時１０分までの期間（実

測値のＰＣＶ圧力が上昇している期間）と、②３月１２日１２時１０分～同日２２時

００分までの期間（実測値のＰＣＶ圧力が低下している期間）の２つに分けて検討を

実施した。 
なお、ＰＣＶの冷却の操作に関する解析上の仮定は以下の通りである。 

日付 時刻 事象 

３／１２ １２:０６ Ｄ／Ｄ－ＦＰによるＳ／Ｃスプレイ開始 

３:０５ Ｄ／Ｄ－ＦＰによるＳ／Ｃスプレイ停止 

５:０８ Ｄ／Ｄ－ＦＰによるＳ／Ｃスプレイ開始 

７:３９ Ｄ／Ｄ－ＦＰによるＤ／Ｗスプレイ開始 

７:４３ Ｄ／Ｄ－ＦＰによるＳ／Ｃスプレイ停止 

３／１３ 

８:４０～９:１０ Ｄ／Ｄ－ＦＰによるＤ／Ｗスプレイ停止 
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３号機 格納容器圧力変化（初期の期間を拡大） 

格納容器スプレイライン系統概要図 
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＜①の期間に関する考察＞ 

この期間のＰＣＶ圧力の上昇は、主に、ＳＲＶの動作及びＲＣＩＣの排気蒸気によ

るものと考えられる。両者ともに、Ｓ／Ｃのプール水において蒸気凝縮することから、

ＰＣＶの圧力上昇は抑制される。そこで、Ｓ／Ｃではなく、Ｄ／Ｗに直接エネルギー

が移行する経路を想定すると、ＰＣＶ圧力の上昇を再現することが可能であると考え

られる。なお、地震後のプラントパラメータから、ＲＰＶバウンダリは健全であると

考えられることから、バウンダリの損傷以外のメカニズムについて検討した。 
 
メカニズムの１つとして、ＰＬＲポンプメカシールからの炉水の漏えいが考えられ

る。通常、ＰＬＲポンプメカシールでは、ＣＲＤポンプから供給されるシール水によ

り炉水をシールし、シール水の一部がＰＬＲポンプ主軸部からＤ／Ｗ機器ドレンサン

プに滴下する構造（この滴下量を以下、「コントロールブリードオフ流量」という。）

となっているが、外部電源喪失時にはＣＲＤポンプからのシール水の供給が失われる

ため、高温の炉水がＰＬＲポンプ主軸部からＤ／Ｗ機器ドレンサンプに滴下していた

ものと考えられる。 
そこで、メカシールからの漏えい量をコントロールブリードオフ流量と同じ約３ｌ

／ｍｉｎ／ｐｕｍｐを仮定して解析を実施したが、実機計測値の圧力上昇を再現する

には至らず、崩壊熱をより現実に近づけるために値を見直した結果、ＰＣＶ圧力の解

析値は①の期間で低下し、実測値より最大で１５０ｋＰａ程度低い値を示すことと 

なった。 
 
その他の可能性として、ＲＣＩＣ運転期間においては、ＲＣＩＣタービンの排気蒸

気により排出管近傍におけるＳ／Ｃのプール水温が上昇し、高温水が水面近傍を周方

向に拡がることでプール上部が高温になり、温度成層化が発生した結果として①の区

間でＰＣＶ圧力が上昇した可能性が考えられる。 
今回の解析では、Ｓ／Ｃのプール水は全体が平均温度となるモデルを使用している

ため、成層化を扱っていないが、仮にこれが原因であるとすれば、今回の解析で①の

区間におけるＰＣＶ圧力の再現性が悪いことと整合する。 
 

＜②の期間に関する考察＞ 

３月１２日１２時０６分からＳ／Ｃスプレイを実施しており、②の期間におけるＰ

ＣＶ圧力の低下挙動に影響を与えたものと考えられる。今回の解析はこの操作をもと

に実施したものであるが、得られた結果をみると、②の期間でＰＣＶ圧力の上昇を抑

制する効果はあるものの、ＰＣＶ圧力を低下させるには至っていない。 
ＲＣＩＣ、ＨＰＣＩの運転中は水位が保たれ、燃料の除熱ができている状態である

ため、ＲＰＶ圧力、ＰＣＶ圧力は、津波により海水系のヒートシンクを喪失してから

の崩壊熱の積分量が、原子炉水、構造物、Ｄ／Ｗ、Ｓ／Ｃの気相、水相のそれぞれに

どのように配分されたかによって決定される。したがって、現在の解析ではＨＰＣＩ

運転時の水位等に実測値との相違が存在しているため、その配分が現実と異なってい

る可能性があり、その結果としてＰＣＶ圧力を過大に評価している可能性がある。 
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なお、②の期間も①の期間と同様、ＰＬＲポンプメカシールからの漏えいが発生し

ていると考えられるが、ＨＰＣＩの運転の影響により原子炉圧力が大きく低下してい

ることから、漏えい水量は減少しており、かつ漏えい水のエンタルピーも減少してい

ると考えられる。従って、メカシールからの漏えい水によるＰＣＶ圧力の上昇につい

ては、①の期間よりも寄与が小さいものと考えられる。 

 

一方、①の期間と同様に、温度成層化が発生した可能性を考えた場合、Ｓ／Ｃスプ

レイを実施するとプール表層部が優先的に冷やされることから、スプレイ実施時（Ｈ

ＰＣＩへの切替時とほぼ同時）のＰＣＶ圧力の低下を説明できる可能性がある。 

Ｓ／Ｃスプレイ実施以降の解析値と実機計測値が概ね一致する結果となっているこ

とからも、温度成層化の発生の可能性を裏付けるものと考えられる。 
 

次に水素発生量に関する解析結果を示す。 

炉心損傷が開始する時刻（燃料最高温度の解析値が１２００℃を超えた時刻）は、

地震発生（３月１１日１４時４６分）から約４４時間後である。解析では、炉心損傷

が始まるなど、燃料温度が上昇することに伴い、水－ジルコニウム反応により水素が

発生している。 

３月１４日１１時０１分にＲ／Ｂで水素爆発が発生している。解析で算出された水

素の発生量は地震発生後約１週間までに約８１０ｋｇとなっている。 

 

 

３号機 水素発生量変化 
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 ＭＡＡＰ解析では、３号機の炉心は燃料が溶融し一部溶融プールが存在しているも

のの炉心部にとどまり、ＲＰＶ破損には至らないとの結果となった。ただし、ＣＳ配

管からの注水により、炉心部に残存していた露出燃料が冷却されたと推定される挙動

が確認出来たことから、水位は非常に低い位置にあることが推定され、ＲＰＶは破損

している可能性が高い。このような観測事実との乖離は、ＭＡＡＰの持つ解析の不確

かさが原因である。 

以上のことから総合的に考えると、「別紙－３：福島第一原子力発電所１～３号機

の炉心状態について（平成２３年１１月３０日公表）※１」にて取り纏めている通り、

３号機の炉心は、事故後溶融した燃料のうち一部は元々の炉心部に残存し、一部はＲ

ＰＶ下部プレナムまたはＰＣＶペデスタルに落下している状態であると考えられる。 

※１：事故収束に向けた作業により、ＲＰＶやＰＣＶの圧力及び温度が低下し、原子炉の安定的

な冷却が達成できる状況となり、温度データ等の蓄積、注水方法及び流量変更時のＲＰＶ

温度の挙動の変化、また、ＰＣＶ内ガスの採取及び分析の実施やＲ／Ｂ内の状況確認等か

ら得られた情報を総合的に分析することにより、炉心の状態を推定した。 

 

ｂ．実機の挙動に関する評価 

３号機の事故発生時の原子炉水位、原子炉圧力、Ｄ／Ｗ圧力等のプラントパラメー

タのトレンドを添付資料－１５－７に示す。プラントの挙動の特徴として以下のポイ

ントがあげられる。なお、《Ａ》等の記号は、添付資料－１５－７中のグラフの着目

点を示す。 

 

・  事象初期において、１号機、２号機の場合と異なり直流電源が機能していたこ

とから原子炉水位（広帯域）が計測可能な状態であった（添付資料－１５－７の

広帯域の原子炉水位計測値はＴＡＦを基準（０ｍｍ）として換算表記している）。

３月１２日２０時過ぎに電源が枯渇して計測が途絶えたが、３月１３日に電源を

仮復旧し計測（広帯域及び燃料域水位計）を再開している。 

・  原子炉水位は、ＲＣＩＣが３月１２日１１時３０分頃まで作動したこと、ＲＣ

ＩＣトリップ後に原子炉水位低（Ｌ－２）でＨＰＣＩが自動起動したことによっ

て、揺らぎはあるもののＴＡＦに対して十分な余裕を維持している。《Ａ》 

・  原子炉圧力に関しては、ＨＰＣＩの作動によって蒸気の消費量が増大したこと

により低下しており、その後、３月１３日２時４２分のＨＰＣＩ停止によりおよ

そ２時間でＳＲＶの作動圧まで増加している。《Ｂ》 

・  ＨＰＣＩが停止する直近の原子炉水位は電源が無く不明である。また、電源の

仮復旧後は広帯域水位計、燃料域水位計（Ａ）及び（Ｂ）がそれぞれ異なった値

を示しておりこれ以後の水位の判定は難しい。この時期の原子炉水位は事故解析

結果の方が現実に近い挙動を模擬していることが考えられる。《Ｃ》、《Ｄ》 

・  ３月１３日９時過ぎにＳＲＶを作動させて原子炉を減圧したが、ＨＰＣＩの停

止後に低圧注水への切替えが直ちに成功していないことから、結果として燃料の

冷却が悪化し、炉心損傷が始まったものと考えられる。また、原子炉の減圧に伴

うＳ／Ｃへの蒸気流出によって生じる保有水量の急減で、結果として燃料の冷却

が一段と悪化したことも考えられる。同時期に、Ｄ／Ｗ圧力が上昇しており炉心

損傷による水素発生が始まっていることを示唆している。《Ｅ》 
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・  なお、ＨＰＣＩ停止によって注水が停止したと仮定したＭＡＡＰによる解析結

果では、およそ３月１３日９時頃にＴＡＦへ到達、同日１０時４０分頃に炉心損

傷開始との解析結果であり、Ｄ／Ｗ圧力の測定値が同日９時頃に急増して炉心損

傷開始を示唆していることと概ね整合した結果を得ている。 

・  ３月１３日９時頃にＳ／Ｃからのベントを実施して以後、複数回の当該ベント

を実施しており、正門付近のモニタリングカーの指示が一時的に上昇したものの、

バックグラウンドレベルに大きな上昇は見られていない。 

・  その後、３月１４日１１時０１分にＲ／Ｂが爆発したが、これは、炉心損傷に

伴い発生した水素がＲ／Ｂに蓄積し、何らかの理由で着火したことによるものと

考えられる。 

【添付資料－１５－７】 

 
（４）福島第二原子力発電所１号機のプラント挙動 

  ａ．地震後の対応状況 

 （ａ）主な事故対応の流れ 

・ 福島第二原子力発電所１号機は、定格熱出力一定運転中のところ、３月１１日  

１４時４６分に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震により、同日

１４時４８分、スクラム動作し制御棒がすべて挿入され、原子炉が自動停止した。 

・ 原子炉自動停止直後に全制御棒全挿入及び原子炉の未臨界を確認し、原子炉の

冷温停止及びＳＦＰの冷却に必要な設備は、健全で安定した状態であることを確

認した。 

・ しかし、当該地震後の津波（３月１１日１５時２２分、第一波到達目視確認）

により、原子炉の冷温停止及び使用済燃料の冷却に必要な設備が被水するなどし、

使用不能となった。これにより原子炉の除熱ができなくなったことから、同日 

１８時３３分、発電所長は原災法第１０条該当事象（原子炉除熱機能喪失）と判

断した。 

・ また、原子炉の除熱機能の喪失によりＳ／Ｃの冷却ができなくなり、徐々に   

Ｓ／Ｃ水温が上昇し１００℃以上となったことから、３月１２日５時２２分、発

電所長は原災法第１５条該当事象（圧力抑制機能喪失）と判断した。 

・ 原子炉の冷温停止及びＳＦＰの冷却に必要な設備の一部を使用可能な状態とす

るため、被水した設備の点検及び補修を行うとともに、仮設電源による電源供給

を実施した。原子炉の除熱機能を復旧したことにより、３月１４日１時２４分、

発電所長は原災法第１０条該当事象（原子炉除熱機能喪失）の状態から回復した

と判断した。 

その後、Ｓ／Ｃの冷却を行うことによりＳ／Ｃの水温が１００℃未満となった

ことから、同日１０時１５分、発電所長は原災法第１５条該当事象（圧力抑制機

能喪失）の状態から回復したものと判断した。 

・ これ以降、ＲＨＲ１系統により原子炉の除熱を継続し、３月１４日１７時００

分に原子炉水温１００℃未満の冷温停止状態にするとともに、ＳＦＰについても

継続的に冷却を行い、現在においてプラントは安定な状態を維持している。 
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2011年
3月11日

14:48

15:22

15:34

15:36

15:55

17:53

18:33

2011年
3月12日 0:00

3:50～
4:56

5:22

6:20

7:10

7:37

10:21～
18:30

2011年
3月14日 1:24

1:44

3:39
10:05

10:15

17:00

福島第二発電所１号機 地震後の事故進展の流れ

日付 時間 原子炉制御 格納容器制御

復水補給水系による代替注水開始

原子炉急速減圧実施

原子炉隔離時冷却系手動起動

非常用ディーゼル発電機Ａ，Ｂ，Ｈ自動起動
直後に津波の影響により停止

地震による原子炉スクラム信号発信

第　一　波 津 波 襲 来 （17:14まで断続的に襲来）

原災法第15条該当事象の解除（圧力抑制機能の回復）と判断

原災法第１０条該当事象（原子炉除熱機能喪失）と判断

・原子炉自動停止（自動スクラム）
・タービン・発電機停止

格納容器耐圧ベントライン構成

主蒸気隔離弁手動全閉

富岡線1回線停止（受電は継続）

原子炉減圧開始（主蒸気逃がし安全弁自動開）

格納容器冷却系手動起動

・海水ポンプ起動確認できず

原災法第15条該当事象（圧力抑制機能喪失）と判断

・圧力抑制室温度＞100℃

復水補給水系による格納容器
スプレイ実施

復水補給水系による圧力抑制室
スプレイ実施

復水補給水系による圧力抑制室冷却開始

原災法第10条該当事象の解除（原子炉除熱機能の回復）と判断

非常用補機冷却系（B）手動起動

残留熱除去系（B）圧力抑制室
スプレイモード開始残留熱除去系（B）低圧注水モードに

よる原子炉注水実施

原子炉冷温停止 （原子炉水温＜100℃）

・圧力抑制室水温＜100℃

・残留熱除去系（B）手動起動による圧力抑制室冷却モード開始
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 （ｂ）注水に関する対応状況 

・ 地震発生以降、３月１１日１５時３６分に津波の影響により循環水ポンプが停

止し、復水器で原子炉内の蒸気を水に戻すことができなくなること等に備え、Ｍ

ＳＩＶを手動全閉とし、ＳＲＶにて原子炉の圧力制御を行うとともに、原子炉隔

離時（ＭＳＩＶ閉時）の操作手順書に従い、ＲＣＩＣを同日１５時３６分に手動

起動し、原子炉へ注水を行った。（以降、ＲＣＩＣの「原子炉水位高(Ｌ－８)」

に伴う自動停止と手動起動を繰り返し、原子炉水位を調整） 

・ 津波によるＲ／Ｂ付属棟の浸水により、非常用電源が使用不能となったことか

ら、ＬＰＣＳ、ＲＨＲ（Ａ）及びＨＰＣＳポンプが起動できない状態となった。 

・ また、海水熱交換器建屋が浸水したこと、運転／停止表示ランプなどから、す

べての非常用機器冷却系のポンプが起動できない状態（一部モータ及び非常用電

源被水のため使用不能によるものと後日現場にて確認）と判断した。このため、

すべての非常用炉心冷却系ポンプが起動不可能な状態となり、原子炉から残留熱

を除去する機能が喪失したことから、３月１１日１８時３３分、発電所長は原災

法第１０条該当事象（原子炉除熱機能喪失）と判断した。 

・ 原子炉への注水は、当初、ＲＣＩＣにて行っていたが、３月１２日０時００分

よりＡＭ策として導入したＭＵＷＣによる代替注水と併用し行った。 

・ ３月１２日３時５０分、原子炉圧力とＳ／Ｃの水温の関係から熱容量制限にお

ける運転禁止範囲に入ったため、原子炉圧力の急速減圧を開始した。 

・ ＲＣＩＣについては、急速減圧に伴うＲＣＩＣタービン駆動用蒸気圧力低下の

ため３月１２日４時５８分に手動停止し、これ以降はＭＵＷＣによる代替注水に

より原子炉の水位を調整した。 

・ ３月１２日５時２２分にＳ／Ｃの水温が１００℃以上となったことから、発電

所長は原災法第１５条該当事象（圧力抑制機能喪失）と判断した。なお、Ｓ／Ｃ

の水温は最大で約１３０℃（３月１３日１１時３０分）まで上昇した。 

・ Ｓ／Ｃの冷却のために、３月１２日６時２０分より可燃性ガス濃度制御系の冷

却器からＳ／Ｃへの冷却水排水ラインを利用して、冷却水（ＭＵＷＣ）をＳ／Ｃ

へ注水するとともに、ＭＵＷＣによる原子炉への代替注水を同日７時１０分より

Ｄ／Ｗスプレイ、同日７時３７分よりＳ／Ｃへのスプレイに適宜切替え、ＰＣＶ

の代替冷却を実施した。 

・ Ｓ／Ｃへの冷却と並行して、残留熱除去機器冷却系（以下、「ＲＨＲＣ」とい

う。）ポンプ(Ｄ)、ＲＨＲＳポンプ(Ｂ)及びＤ／Ｇ設備冷却系ポンプ(Ｂ)の点検

及び補修(ＲＨＲＣポンプ(Ｄ)及びＤ／Ｇ設備冷却系ポンプ(Ｂ)については、モ

ータを交換）を実施した。 

・ また、海水熱交換器建屋が浸水し非常用電源が被水したため、所外から緊急手

配した高圧電源車や仮設ケーブルを使用し、外部電源系から受電されている放射

性廃棄物処理建屋の電源からの仮設ケーブル敷設及び受電や、高圧電源車からの

受電によりＲＨＲＣポンプ(Ｄ)、ＲＨＲＳポンプ(Ｂ)及びＤ／Ｇ設備冷却系ポン

プ(Ｂ)を起動可能な状態に復旧し、３月１３日２０時１７分より順次起動した。 

・ ３月１４日１時２４分にＲＨＲ(Ｂ)を起動したことにより、発電所長は原災法

第１０条該当事象（原子炉除熱機能喪失）の状態から回復したものと判断した。 

・ また、ＲＨＲ(Ｂ)にてＳ／Ｃの冷却を実施した結果、徐々にＳ／Ｃ水温が低下
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し、３月１４日１０時１５分にＳ／Ｃの水温が１００℃未満となったことから、

発電所長は原災法第１５条該当事象（圧力抑制機能喪失）の状態から回復したも

のと判断した。 

・ さらに、Ｓ／Ｃの冷却に加え原子炉水を早期に冷却するため、あらかじめ定め

られた操作手順書を参考に実施手順書を作成し、３月１４日１０時０５分よりＲ

ＨＲ(Ｂ)にて低圧注水ラインよりＳ／Ｃの水を原子炉へ注水を開始するととも

に、ＳＲＶを経由してＳ／Ｃへ原子炉水を流入させ、Ｓ／Ｃの水をＲＨＲ熱交換

器(Ｂ)で冷却して再度低圧注水ラインより原子炉に注水する循環ライン（Ｓ／Ｃ

→ＲＨＲ(Ｂ)→ＲＨＲ熱交換器(Ｂ)→低圧注水ライン→原子炉→ＳＲＶ→Ｓ／

Ｃ）による冷却を応急的に実施した。これにより、同日１７時００分には原子炉

水温度が１００℃未満となり冷温停止となったことを確認した。 

 

 （ｃ）ベントに関する対応状況 

・ ３月１１日１４時４８分、原子炉が自動停止した際に発生した「原子炉水位低

（Ｌ－３）」に伴い、ＲＣＩＣ及びＳＧＴＳは正常に動作し、ＰＣＶの隔離及び

Ｒ／Ｂの負圧維持が行われた。 

・ 排気筒放射線モニタやＭＰの値に異常な変化はなく、外部への放射能の影響が

ないことを確認した。 
・ その後、ＰＣＶ圧力が上昇傾向にあり、原子炉除熱機能の復旧に時間がかかる

ことを想定し、３月１２日１０時２１分～同日１８時３０分にかけて、ＰＣＶ耐

圧ベントのためのライン構成（Ｓ／Ｃ側の出口弁開操作のワンアクションを残し

た状態）を実施した。 

・ なお、ＰＣＶ圧力は最大で約２８２ｋＰａ［gage］(Ｓ／Ｃ側)まで上昇したが、

ＰＣＶ最高使用圧力３１０ｋＰａ［gage］には達しなかった。 

 
 ｂ．実機の挙動に関する評価 

福島第二原子力発電所１号機の事故発生時の原子炉水位、原子炉圧力、Ｄ／Ｗ圧力

等のプラントパラメータのトレンドを、添付資料－１５－８に示す。プラントの挙動

の特徴として以下のポイントがあげられる。なお、《Ａ》等の記号は、添付資料－   

１５－８中のグラフのプラントデータ推移を示す。 

 

・ 津波後、ＲＣＩＣによって原子炉水位が維持されている。《Ａ》 

・ その状態でＳＲＶによって、原子炉圧力を徐々に低下させ並行して低圧の注水系

であるＭＵＷＣを起動して待機させている。《Ｂ》 

・ ＳＲＶによって原子炉圧力を徐々に低下させることでＭＵＷＣが注水可能な圧力

まで低下させ、ＭＵＷＣによって原子炉水位維持ができる状態にして、ＲＣＩＣを

停止させている。《Ｃ》 

・ この結果、原子炉水位は、通常水位付近を維持しており、シームレスに低圧系の

注水に切り替えを行うことができている。《Ａ》 

・ Ｄ／Ｗ圧力は、非常用海水系による除熱機能を喪失しているため徐々に上昇して

おり、３日目にはＤ／Ｗの設計圧力に到達している。《Ｄ》 
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・ ３日目には非常用海水系の復旧がなされたため、Ｄ／Ｗ圧力は減少に転じている。

《Ｅ》 

・ 仮に非常用海水系の復旧が更に延びた場合には、ＰＣＶベント操作によってＰＣ

Ｖ圧力を下げることになるが、その準備は既に整えてあった。 

 
【添付資料－１５－８】 

 

（５）プラント挙動に関するまとめ 

 ａ．１号機のプラント挙動に関するまとめ 

・ ＩＣは、津波に起因する電源喪失によってＩＣの自動隔離インターロックが作動

し、その機能を喪失した。その後、短時間で原子炉水位が低下、燃料が露出（ＴＡ

Ｆへ到達）して炉心損傷に至った。この間、電源喪失によりプラント状態の把握は

困難な状況であった。 

・ ＩＣ（Ａ系）の弁操作を３月１１日１８時１８分、同日２１時３０分に実施して

いるが、解析結果より同日１８時１８分以降のＩＣの運転継続の有無に関わらず結

果的には炉心は損傷するに至ったものと評価される。 

・ 一方、３月１１日２１時過ぎに仮設の電源により水位計を仮復旧したところ、原

子炉水位がＴＡＦを上回っているとの指示が得られたが、その時点ではこれが誤指

示であることを総合的に判断するに足る情報が得られてない。発電所対策本部及び

本店対策本部では、この時点ではＩＣが停止していたとの認識に至ることがなかっ

た。３月１１日２３時頃にＲ／Ｂ二重扉前での放射線量の上昇、３月１２日０時頃

に初めて得られたＤ／Ｗ圧力の測定値が異常に高いことから、炉心損傷の可能性が

認識された。 

・ ３月１２日３時頃、原子炉の減圧操作を実施していないにもかかわらず原子炉圧

力が減少しているが、これは炉心の損傷を起因として原子炉冷却材圧力バウンダリ

に損傷を生じた可能性を示しており、短時間で炉心の損傷が相当程度進展していた

ことを示唆している。 

・ なお、事後のＭＡＡＰによる解析結果によれば、地震後、ＴＡＦ到達まで３時間

程度、炉心損傷開始まで４時間程度であり急速に炉心損傷まで進展するが、これは

得られた実事象の動きと整合している。 

・ さらに、炉心損傷に伴い発生する水素がＰＣＶ内で完全には保持されず、Ｒ／Ｂ

に漏えいし、Ｒ／Ｂの爆発の原因となったと推定される。 

 

 ｂ．２号機のプラント挙動に関するまとめ 

・ ２号機は、ＲＣＩＣが比較的長時間機能していたため、炉心の崩壊熱は停止直後

より小さくなっていたものの、高圧系（ＲＣＩＣ）の機能停止とともに原子炉水位

の低下が始まった。 

・ ＲＣＩＣが停止した１時間２０分程度後に消防車のポンプは起動しており低圧注

水の用意は整っていたが、原子炉の減圧操作においてＳＲＶが直ちに動作しなかっ

た。また、ＳＲＶが動作し原子炉の減圧が行えた時点で低圧注水が直ちに機能しな

かったこと、また、原子炉の減圧に伴うＳ／Ｃへの蒸気流出によって生じる保有水

量の急減で、結果として燃料の冷却が一段と悪化したことから炉心損傷を生じたも



 

 １２４ 

 

のと考えられる。 
・ なお、ＭＡＡＰを用いて解析を行ったところ、ＲＣＩＣの機能低下に伴う原子炉

水位低下により、炉心損傷が開始するという結果が得られている。 

・ この進展パターンは次に述べる３号機も同様である。また、３月１５日７時過ぎ

から同日１１時頃までの間に、ＰＣＶ内のガスが放出され、バックグラウンドレベ

ルの上昇につながっている。 
 
ｃ．３号機のプラント挙動に関するまとめ 

・ ３号機は、Ｄ／Ｄ－ＦＰを起動して低圧注水の用意を整えていたが、原子炉圧力

が注入圧力を上回り、高圧系（ＨＰＣＩ）の停止後に低圧の注水への切替えが直ち

に成功していないことから、結果として燃料の冷却が悪化し、炉心の損傷に至った。 

・ なお、Ｓ／Ｃからのベントを実施して以後、複数回の当該ベントを実施しており、

正門付近のモニタリングカーの指示が一時的に上昇したが、バックグラウンドレベ

ルに大きな上昇は見られていない。 

・ さらに、炉心損傷に伴い発生する水素がＰＣＶ内で完全には保持されず、Ｒ／Ｂ

に漏えいし、Ｒ／Ｂの爆発の原因となったと考えられる。 

 

ｄ．福島第二原子力発電所のプラント挙動に関するまとめ 

・ 福島第二原子力発電所１号機は炉心の健全性を維持でき冷温停止に成功している

が、福島第二原子力発電所１号機の場合は、高圧注水（ＲＣＩＣ）が機能している

間に低圧注水（ＭＵＷＣ）の運転を開始した。 

・ その後、高圧注水によって水位を維持しつつ、減圧操作を徐々に行って低圧注水

が可能な圧力まで原子炉圧力を減圧し、低圧注水系からの注水を開始した。この間、

原子炉水位を維持しつつ、シームレスに注水機能の切替えを行うことができている。 
・ その後、残留熱除去海水系の電源復旧等により最終的な除熱先を確保し、冷温停

止に至った。 
・ なお、福島第二原子力発電所２号機及び４号機の場合も基本的に同じ進め方で冷

温停止に成功している。福島第二原子力発電所３号機は非常用海水系が１系統残っ

たため、通常の手順で冷温停止に至っている。 
・ 以上、福島第二原子力発電所では、これまでに整備してきたＡＭ策を有効に機能

させることができプラントの安定化、冷温停止に至った。 
 

（６）プラント挙動からの課題 

炉心損傷に至った１～３号機及び冷温停止に成功した福島第二原子力発電所１号

機のプラント挙動から事象進展を整理すると以下のような特徴が明確であることか

ら、炉心の冷却、損傷防止を確実に達成していくためには、これらの課題に取り組む

ことが重要と考える。 

 

①速やかに高圧注水設備による注水手段を確保すること 

原子炉停止後の早期に高圧系の冷却及び注水機能が喪失すると原子炉水位は急

速に低下する。冷却及び注水機能の喪失が原子炉停止後数時間以内の場合には、機

能喪失後２時間程度でＴＡＦに至る。高圧系の冷却及び注水手段を喪失した後の事
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象進展は非常に早い。 

高圧注水手段は事故発生後直ちに機能する必要があり、本設設備で対応できるこ

とが重要となる。 

 

②高圧注水機能を喪失する前に減圧手段を確保すること 

 

③減圧段階では、安定した低圧の注水手段が確保できていること 

   高圧系が作動している間のＤ／Ｗ圧力は緩やかに上昇するが、炉心の損傷が開始

すると水素が発生することから、Ｄ／Ｗ圧力の上昇は急速になる。２号機ではＣＡ

ＭＳの測定によって炉心損傷が開始した時点を特定できるが、Ｄ／Ｗ圧力の急上昇

の開始と整合している。また、原子炉圧力の減圧が行われた後にＤ／Ｗ圧力の急上

昇が開始している。これは、減圧沸騰によって炉内の保有水量が急減するために、

炉心の冷却が一段と悪化し、炉心損傷に至ったと考えられる。 

したがって、原子炉圧力の減圧までに信頼できる低圧系を準備し、減圧による水

位低下と注水量のバランスをとりながら低圧系へスムーズに切替えできることが

重要となる。 

また、この際、ＳＲＶによる減圧操作の操作性確保も重要である。 

 

④確実なＰＣＶベント手段（熱の大気放出による除熱）を確保すること 

福島第二原子力発電所１号機では、結果的に実施することはなかったが、Ｄ／Ｗ

圧力が高くなった場合に低圧注水とベント操作でＰＣＶから除熱（フィード･アン

ド･ブリード）が可能な状態にあった。このような対応が、悪条件下でも実現でき

ることが重要である。 

 

⑤海水による冷却機能の復旧手段を確保すること 

先にも述べたが、福島第二原子力発電所１号機では高圧注水（ＲＣＩＣ）が機能 

している間に低圧注水（ＭＵＷＣ）の運転を開始し、高圧注水によって水位を維持

しつつ、減圧操作を徐々に行って低圧注水が可能な圧力まで原子炉圧力を下げ、 

シームレスに注水機能の切替えを行うことができている。また、低圧の注水手段を

確保して注水を維持している間に非常用海水系による除熱機能を復旧している。 

 

⑥①～⑤の操作及び状態監視に必要な計測ができる手段を確保すること 

①～⑤の操作を的確に実施するためには、プラントの状態を正確に把握すること

が重要である。１号機の場合、重大な状態変化の進行中に監視装置が機能喪失して

いる。３号機においてもＨＰＣＩの停止前の数時間直流電源の枯渇によって原子炉

水位の監視ができていない。プラント状態の把握のみならず、注水系の切替え操作

においても監視機能は重要である。 

したがって、原子炉水位等の計測機能の確保が重要である。 
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１５．２ 設備・機能上の課題 

（１）機能喪失の状況及び設備・機能上の課題 

これまでに示した福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における地震

及び津波による設備被害の状況（被害の詳細は５章、６章に記述）や地震以降の事故

進展の過程（１～６号機の経緯は７章～１２章に記述）、水素爆発の状況（評価の詳

細は１４章に記述）から、以下の進展ステップ毎に設備が機能喪失した状況を整理し、

設備・機能上の課題を抽出する。 

 

①地震後の冷却の維持 

②津波後の高圧注水（冷却）の維持 

③原子炉減圧による低圧注水系への切り替え 

④非常用海水系による崩壊熱の除熱 

⑤ベントによるＰＣＶの除熱 

⑥水素爆発の防止 

⑦監視機能の維持 

【添付資料－１５－９、１０】 

 

①地震後の冷却の維持 

福島第一原子力発電所は、地震直後に外部電源が喪失しているが、全号機とも 

Ｄ／Ｇによって電源供給が確保されている。また、福島第二原子力発電所の全号機

とも外部電源が確保されている。したがって、福島第一原子力発電所、福島第二原

子力発電所のどちらについても、地震後の交流電源は津波襲来までは確保されてお

り、炉心の冷却機能は維持されている。この段階においては、炉心損傷につながる

要因は生じていない。 

 

②津波後の高圧注水（冷却）の維持 

  １号機は、津波直後にＩＣの機能を喪失し短時間で炉心損傷に至ったと考えられ

る。ＩＣは運転中に動的機器を必要としない設備であるため、故障停止の確率が小

さい信頼度の高い設備であるが、直流電源の喪失によって機能が十分に発揮できな

い状態となった。また、バックアップのために高圧の注水手段であるＨＰＣＩを起

動することができなかった原因も直流電源の喪失である。直流電源が喪失した原因

は津波の浸水によって電源盤が被水したことによる機能喪失である。 

 

２号機は、津波襲来前に起動したＲＣＩＣが運転を継続したため高圧状態での注

水が維持できている。しかし、直流電源は喪失しており、ＨＰＣＩによるバック  

アップはできない状態であった。直流電源が喪失した原因は津波の浸水によって電

源盤が被水したことによる機能喪失である。 

 

  ３号機は、ＲＣＩＣが機能し高圧注水が維持された。直流電源が残存していたこ

とから、ＲＣＩＣが機能喪失したことによる水位低下を検出して、ＨＰＣＩがバッ

クアップで起動し注水が継続された。ただし、ＨＰＣＩが停止した以降、直流電源

が枯渇し、ＲＣＩＣやＨＰＣＩを再度起動させることはできなかった。直流電源が
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枯渇した原因は、バッテリーを充電するための交流電源が喪失していたためであり、

交流電源が喪失した原因は、津波の浸水によって電源盤が被水したことによる機能

喪失である。 

 

以上、ＩＣ、ＲＣＩＣ、ＨＰＣＩといった交流電源を必要としない高圧注水（冷

却）機能の維持のためには、直流電源が必要であり、その確保が重要である。 

なお、１号機のＩＣが、津波の影響で直流電源を喪失し隔離された事例について

は、結果として今回冷却機能を失うこととなったことから、在り方を整理・検討し、

より柔軟な運用が可能か慎重に検討をする必要があるものと考える。 

 

③原子炉減圧による低圧注水系への切り替え 

２号機は、高圧注水手段を喪失した時点において、原子炉を減圧し低圧の注水手

段に切替える必要があった。しかしながら、本設の低圧系の注水設備は交流電源の

喪失によって運転することができず、大型機器で冷却のために非常用海水系を必要

とするものも、容易に使用できる状況ではなかった。さらに、単独での運転が可能

な小型のＭＵＷＣポンプなども交流電源の喪失や当該設備の被水によって使用す

ることができなかった。交流電源を喪失した原因は、津波によって電源盤が被水し

たことによる機能喪失である。 

 

また、ＳＲＶによる減圧操作が滞り、タイムリーな原子炉圧力の減圧が困難で 

あった。操作が困難となった原因は、直流電源喪失により制御用の電磁弁の操作が

できなかったためである。３号機の場合も、同様である。 

なお、Ｄ／Ｄ－ＦＰは電源によらない低圧の注水設備であるが、１号機、２号機

の場合は、起動したものの津波浸水のため短時間で機能喪失した。３号機について

は、運転可能であったが原子炉圧力の減圧が困難であり、原子炉への注水はできな

かった。 

このため、仮設バッテリーの使用や消防車の使用といった代替操作が必要となっ

た。 

 

  以上、ＳＲＶの機能確保のためには、直流電源の確保が重要である。また、信頼

性の高い低圧の注水設備の確保が重要である。 

 

④非常用海水系による崩壊熱の除熱 

非常用海水系の除熱機能は、非常用海水系ポンプの本体モータへの津波の被水に

よる機能喪失や、交流電源の喪失によって機能を喪失している。交流電源が喪失し

た原因は、津波によって電源盤が被水したことによる機能喪失である。 

１～３号機については、非常用海水系の復旧まで至る前に事故が進展し、炉心損

傷に至っている。低圧注水の段階まで至ることに成功した５号機、６号機、福島第

二原子力発電所１～４号機においては、非常用海水系のモータ復旧、仮設ポンプに

よる仮復旧及び仮設電源による電源の復旧を行っている。低圧注水に成功し炉心の

冷却が確保されたことによって、非常用海水系を復旧する時間的な余裕を確保でき

たためと考えられる。 
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以上、まず、低圧の原子炉注水を確実にして対応の時間的な余裕を確保すること、

その上で非常用海水系の仮復旧の手段を予め用意することで対応の信頼性を上げ

ることが重要である。 

 
⑤ベントによるＰＣＶの除熱 

炉心損傷に至った１～３号機については、ＰＣＶの内圧の上昇のためベント操作

が必要になった。ベント操作には、２つの弁を開ける必要があり、一つは電動駆動、

もう一つは空気圧駆動である。電動駆動の弁は、交流電源喪失のため中操から操作

することができなかった。交流電源喪失の原因は、津波によって電源盤が被水した

ことによる機能喪失である。また、空気圧駆動の弁は、駆動用空気圧が低下したこ

と及び駆動用空気を送り込む電磁弁操作用の交流電源を喪失したため中操から操

作することができなかった。駆動用空気圧が低下した原因は、交流電源喪失による

本設の空気圧縮機の機能停止によるものである。交流電源を喪失した原因は、津波

によって電源盤が被水したことによる機能喪失である。なお、空気圧縮機の運転に

は冷却が必要であり、海水系による冷却機能も必要である。 

 

  以上、ベント経路の確保のためには、交流電源の確保及び駆動用空気圧の確保を

含む代替手段によるバルブ操作方法を予め用意することが重要である。ＰＣＶベン

トは、ＰＣＶからの除熱機能を持つことから、炉心損傷防止のための低圧注水手段

が確保された時点から、非常用海水系の除熱機能を復旧するまでの間の除熱機能と

して活用することが重要である。 

 

  なお、上記対策の実施により、確実にＰＣＶベント操作はできると考えるが、低

圧注水機能・除熱機能をより確実に確保するためには、ラプチャーディスクを積極

的に作動させる方策についても検討する必要があるものと考える。ただし、不用意

な放出につながる可能性もあることから、慎重に検討を進める必要がある。 

 
⑥水素爆発の防止 

炉心損傷に至ったプラントは、原子炉内で水－ジルコニウム反応によって大量発

生した水素がＰＣＶに滞留した。この水素が何らかの経路でＲ／Ｂへ漏えいし、建

屋の爆発が発生したと考えられる。ＰＣＶ内は不活性ガスである窒素が満たされて

おり、ＰＣＶで爆発が生じていないことから、ＰＣＶへの窒素封入は機能したもの

と考えられる。一方、放射性物質の吸着フィルタを通して建屋換気を行うＳＧＴＳ

も交流電源の喪失によって機能を失ったことから、Ｒ／Ｂ内に蓄積した水素を積極

的に排出することができなかった。交流電源を喪失した原因は、津波によって電源

盤が被水したことによる機能喪失である。 

 

１号機と３号機の場合、水素爆発により建屋が損傷したが、２号機の場合は建屋

での爆発は生じていない。建屋最上階のブローアウトパネルが１号機の爆発の際に

開放されたことによって、２号機建屋内の換気が促進されたためと考えられる。 

また、４号機では当該プラントでの水素発生は考え難いが、隣接する３号機のベ

ント時に水素ガスがＳＧＴＳ配管を通じて回り込んで滞留し、これが爆発したもの
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と考えられる。 

 

水素爆発の防止については、Ｒ／Ｂへの漏えい経路等について更に検討する必要

があると考えるが、２号機の事例から換気を促進することは爆発防止に効果がある

と考えられる。なお、炉心損傷を防止して水素発生自体を防止することが第一であ

る。 

 

⑦監視機能の維持 

今回の事故では、原子炉水位、原子炉圧力など事故時の炉心の状態把握に必要な

監視機能が喪失した。監視機能を喪失した原因は、直流電源と交流電源を喪失した

ことによるものであり、電源が喪失した原因は津波浸水によって電源盤が被水した

ことによる機能喪失である。 

 

このため、事故時に重要なパラメータの監視に用いる計器の機能維持のためには、

計器用電源を確保するための方策が重要である。 

 

更なる安全性向上のためには、例えば今回炉心損傷後の原子炉水位計で実際と大

きく指示が異なっていた事例を考慮し、単に水位計の精度の向上だけを目指すので

はなく、事故時に必要な目的に応じた計測装置を研究、開発することで多様性を持

たせていくことが必要であると考える。 

 

（２）設備・機能上の課題のまとめ 

  今般の事故進展をふまえた重要な機能の喪失に至る要因の相関を添付資料－１

５－１１に示す。今回の事故は津波による浸水を起因として、多重の安全機能を同

時に喪失したことによって発生しており、「長時間に及ぶ全交流電源と直流電源の

同時喪失」と「長時間に及ぶ非常用海水系の除熱機能の喪失」がその要因である。 

 

なお、交流電源や直流電源が使用不能な場合に備え、隣接号機から電源を融通で

きるよう備えていたが、今回の事故では、津波の直接被害は広範囲に及び隣接号機

も同様の状況であった。 

 

  従って、事故から抽出される設備・機能上の課題については、上述の「（１）機

能喪失の状況及び設備・機能上の課題」における②から⑦の機能確保を確実にする

との観点から以下のように整理できる。津波に対しての設備への浸水防止による機

能維持の対策、電源や除熱機能を長時間喪失した場合の機能確保のための代替策を

検討する必要がある。 

   

・  施設周囲への津波浸水の防止によって重要施設・機能への影響を低減する。 

・  高圧注水機能、必要な監視計器を維持するために、直流電源盤、バッテリー

設備を確保する。 

・  ＳＲＶによる原子炉の減圧機能を維持するために、直流電源盤、バッテリー

設備を確保する。 
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・  低圧の注水機能を維持するために、非常用電源設備（Ｄ／Ｇ、非常用電源盤

（交流））及び必要な低圧注水設備を確保する。 

・  ＰＣＶベント操作に必要な弁の駆動源を維持するために、非常用電源設備 

（Ｄ／Ｇ、非常用電源盤（交流））、駆動用空気圧を確保する。 

・  崩壊熱除去、補機の冷却を維持するために、非常用電源設備（Ｄ／Ｇ、非常

用電源盤（交流））、非常用海水系の冷却設備を確保する。 

・  ＳＧＴＳの機能を維持するために、非常用電源設備（Ｄ／Ｇ、非常用電源盤

（交流））を確保する。 

・  その上で、「直流電源」、「交流電源」及び「非常用海水系の除熱機能」を喪失

した場合でも炉心損傷を防止できるための機能の代替策を検討する。 

 

【添付資料－１５－１１】 

 

１５．３ 事故対応を困難にした障害要素 

津波によって福島第一原子力発電所では建屋設置エリア全域にわたって浸水した。

それによって、照明、プラント監視計器、通信連絡手段、原子炉冷却のための機器等、

事故対応に不可欠な機能がほぼ完全に喪失した。 

このような事態は事前の想定（対応体制、手順書等の前提）を大きく外れる事態で

あり現場対応（オペレーション）は困難を極めた。また、複数の号機で同時にプラン

ト状態が刻々と悪化し、作業の障害が増加するという緊迫した状況に直面した。 

そのような中、発電所はこれまでに培ってきた知識、経験等を背景に、プラントの

安定化に向けて原子炉への注水、ＰＣＶベント操作等に関し臨機な対応策を考案し、

劣悪な現場環境下でそれらを遂行した。以下に対応上の重要操作である原子炉への注

水、ＰＣＶベントに関連して、発電所が直面した状況（作業障害の増加等）を整理す

る。 

  

（１）原子炉冷却、注水機能喪失 

津波による電源、海水（冷却）系喪失等により、通常の給復水系はもとより、非常

用炉心冷却系、復水補給水系等の代替注水系に至るまで、原子炉の冷却、注水に使用

可能なほとんどすべての機器が機能喪失した。 

事故発生の初期（事故発生から数時間～数日）においては、ＩＣ（１号機）、ＲＣ

ＩＣ（２号機）、ＲＣＩＣ、ＨＰＣＩ（３号機）が稼働したものの、その後は消防車

等を利用した代替注水が実質的に唯一の注水手段となった※１。 

消防車からの原子炉注水を行うためには、原子炉を１ＭＰａ程度以下に減圧する必

要があったが、減圧に使うＳＲＶについても電源（直流）喪失により開けられない状

況であった。消防車を利用しての注水、バッテリーやコンプレッサー、窒素ボンベな

どの調達、接続によるＳＲＶの開操作での原子炉減圧などはいずれも臨機の対応であ

った。 
 
※１：３月２７日（２号機）、３月２８日（３号機）、３月２９日（１号機）以降、仮設電動ポ

ンプで注水実施。 
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（２）ＰＣＶ除熱機能喪失（ベント不能） 

ＡＭとして整備していたＰＣＶベントのためのライン構成を行うにはＭＯ弁とＡ

Ｏ弁の操作が必要であったが、電源喪失及びＡＯ弁駆動用圧縮空気の喪失によりこれ

らの弁が駆動できず、通常の操作ではベントラインの構成が不能な状況であった。そ

のため、ＭＯ弁については現場で手動により開操作を実施した。 

また、ＡＯ弁については、発電所所員が工夫を凝らして仮設の交流発電機、空気圧

縮機またはボンベを接続して開操作（ベント操作）を実施した。 

 

（３）臨機の対応 

上記のとおり、事前に整備されていた手順書を記載通り遂行したのでは対応できな

い状況に直面し、臨機の対応策を考案しつつ原子炉注水、ＰＣＶベント等、必要なプ

ラント操作を実施する必要が生じた。 

 

（４）プラント監視機能（放射線監視、気象観測含む）（監視機能喪失） 

 ・プラント監視： 中操には原子炉水位等のパラメータ毎に複数の監視計器が備えら  

れていたが、津波によって、直流電源も含めほとんどすべての電源

を喪失したことでこれらを利用したプラント監視ができなくなっ

た。 

また、弁の開閉表示等の機器状態表示も失われたことから、中操

での機器状態の把握が困難になった。 

原子炉水位、原子炉圧力、ＰＣＶ圧力等、一部の計器については

バッテリー等を接続して指示を確認できるようにしたが、読み取り

作業自体に手間がかかり、得られる情報は種類、頻度共に限定的で

あった。さらに、通常の使用環境条件を大幅に超えている状況で使

用されている計器もあったことから、単独の計器指示からはプラン

ト状況の把握が困難なケース（原子炉水位計等）もあった。 

 

・放射線監視 ： 津波後の電源喪失により排気筒放射線モニタ、プラント建屋内の

エリアモニタ、発電所敷地境界付近に設置されたＭＰ等の放射線モ

ニタ設備は稼働不能となった。このため、放射線測定車、可搬式放

射線測定器を活用し線量把握につとめた。 

排気筒放射線モニタが機能を失っていたために、ＰＣＶベント成

功（ラプチャーディスク開放）についてタイムリーでかつ感度の高

い情報が得られない状況であった。 

 

・気象観測装置： 風向、風速等を観測し、オンラインで表示するシステムが設置さ

れていたが、津波後の電源喪失により稼働不能であった。 

このため、ＰＣＶベントに際しての線量予測・評価にあたっては

風向、風速等に関し代替値を使用する必要があった。 

 

（５）通信連絡設備（通信連絡手段喪失） 

発電所構内連絡用として一般に使用されていたＰＨＳ、有線ページング設備（プラ
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ント内固定通話装置、拡声装置）とも、地震直後は使えていたが、その後の電源喪失

等の影響で使用不能となった。このため、現場との情報連絡（中操と現場、免震重要

棟（発電所対策本部）と現場間の連絡）が困難な状況となった。 

消防車搭載無線機等が使えた一部の場合を除き、現場に出向した対応者が戻って状

況報告するまでは情報が得られない状況となった。 

 

さらに、事故時にプラント状況を伝達する緊急時対応情報表示システム（ＳＰＤＳ）

については、プラント側の電源喪失により伝送すべきパラメータが無いため機能しな

かった。中操と免震重要棟間も使用できた連絡手段はホットラインと固定電話のみで

あった。このため、現場から得られる情報（プラント情報、操作状況）が大きく制限

されただけでなく、限られた情報の入手にも時間を要した。 

 

（６）作業環境の悪化（津波瓦礫、照明喪失、放射性物質放出、爆発の被害） 

余震、津波のリスク、津波瓦礫による屋外作業の障害のほか、全交流電源の喪失に

よって、中操、建屋内、ヤードの照明が喪失したことにより、作業の困難性が増加し

た。また、放射性物質の放出の影響で中操、建屋内外の作業環境が加速度的に悪化し

ていく状況であった。 

また、建屋の爆発により負傷者がでた他、敷設した送水ホースやケーブル等が損傷

し手戻りが生じるなど対応作業は極限的状況下で行われた。 

 
１５．４ 炉心損傷防止のための課題の抽出に関するまとめ 

１～３号機が炉心損傷に至った原因を総括すれば、号機間で若干の差違はあるもの

の、概略以下のように取り纏めることができるものと考える。 

 

・ 原子力発電所の設計にあたっては、機器の単一故障を想定した事故に対して、  

多重性や多様性及び独立性を持たせた非常系の冷却設備等を設置してきた。 

一方、津波に対しては、その時々の最新知見を設計に反映しながらも、建屋敷

地の高さには十分な余裕があるものと考え、建屋敷地レベルに津波が遡上し、機

器の多重故障を起こす要因になり得るとは考えていなかった。 

 

・ このような状況下において、マグニチュード９．０の世界の観測史上４番目の

規模となる巨大な地震が発生し、それに伴って高さが１３ｍにも及ぶ高い津波を

発生させた。この津波は福島第一原子力発電所の建屋敷地レベルにまで遡上し、

建屋の空気取入口や搬入口等を破壊し、機器の設置されている建屋内に流入して

きた。 

これにより、屋外に設置されていた機器はもとより、建屋内に設置されている

機器、特にＤ／Ｇや電源関係の機器がその機能を喪失した。さらに、制御や計測

等に必要な直流電源についても、３号機を除いて失うこととなった。 

このように、１～３号機は、電源を喪失したため、安全への備えとしてきたす 

 べての電動機駆動の機器がその機能を喪失した。 

 

・ 安全への備えとしては、この他にも蒸気を駆動源とするＨＰＣＩ、ＲＣＩＣや
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ＩＣがあったが、制御に必要な直流電源の持続時間の問題や浸水による機能喪失

の問題から、蒸気を駆動源とする注水系を使った対応時間にも限度があったため、

それまでに原子炉圧力の減圧や原子炉圧力が低い状態時に使用する低圧注水設

備が必要となった。なお、最終的には原子炉内の崩壊熱を除熱・冷却するための

設備が必要となる。 

 

・ 本来の目的を低圧注水設備として整備した機器は、全交流電源喪失により機能

を喪失したが、更なるプラントの安全性向上を目的に、いわゆるＡＭ策としてそ

の能力を活用すべく整備したＤ／Ｄ－ＦＰも、原子炉への注入ポンプ（代替注水）

として利用を図ったが、屋外配管が津波により損傷を受けていたことや浸水等に

より、十分な機能を発揮することなく機能を喪失した。 

このように今回の津波は、発電所の安全への備えの機能をことごとく奪ったた

めに、発電所の対応を行った当社社員や関係企業の方々は、満足な設備の無い中

での対応を余儀なくされ、結果的に事象の進展に追いつけず、炉心損傷に至って

しまった。 

なお、ＡＭで整備した設備を利用しつつ、消防車による原子炉への注水や仮設

の空気圧縮機や自動車用のバッテリーを活用してＰＣＶベントを行うなど、臨機

かつ直接的に安全設備を操作する応用動作により、炉心やプールの冷却を行った

が、この対応はその後の事故の更なる拡大を防止する観点で、対応それ自体とし

ては、その方向性は正しかったものと考える。 

 

・ 一方、福島第二原子力発電所の各プラントは電源喪失を免れ、ＲＣＩＣで原子

炉へ注水しつつ、ＳＲＶで原子炉を減圧し、津波浸水による機能喪失を免れたＭ

ＵＷＣポンプで原子炉へ注水することができた。 

また、５号機及び６号機は、定期検査期間中であり崩壊熱が小さかったことに

加え、６号機の電源を有効活用でき、低圧注水できるＭＵＷＣポンプが津波浸水

の影響を免れた。これらのプラントは、運転状態から停止した１～３号機に比較

して事象進展の速度が相対的に遅かったこともあり、燃料の冷却に成功している。 

 

・ このように、これらのプラントが燃料冷却等に成功した要因は、代替注水、電

源融通を含めた電源の確保等、ほぼ事前に想定した事象の対応の考え方に沿って

対応できたことや、新潟県中越沖地震の教訓として免震重要棟を当社のすべての

原子力発電所に設置していたことなどが挙げられる。 

 

  ・ 特に免震重要棟は、緊急時対応のために設置した免震構造の施設で、震度７ク

ラスに耐える設計としており、通信設備、ＴＶ会議システム、自家発電設備や高

性能のＨＥＰＡフィルタ付きの換気装置などを装備し現地事故対応の拠点となっ

た。 

 

以上述べてきたように、今回の事故は津波を起因として全電源の喪失が長時間に及

び、これまでの安全確保の取り組みの前提を大きく外れる事態に至ったことで発生し

た。この結果、多重に備えていた安全機能がほぼすべて喪失した。 
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今般、想定を超える津波による浸水被害で多重の機能喪失に至ったことを踏まえ、

今回と同様の事故を起こさないためには、今回の事故時の挙動と現場対応の困難さか

ら得られた対応を具体化した津波対策を徹底することが重要である。（具体的な対応

策は、１６章の対応方針１の検討で詳述する） 

 

また更に、津波以外の何らかの要因によって、崩壊熱除去が困難となる場合に対し

ても対応策を検討し備えを講じることが既存の原子力発電所の安全性向上にとって

重要であると考える。 

今般、全電源の喪失が長時間に及びこれまでの安全確保の取り組みの前提を大きく

外れる事態に至ったことを踏まえ、「長時間に及ぶ全交流電源と直流電源の同時喪失」

と「長時間に及ぶ非常用海水系の除熱機能の喪失」による多重の機器故障や機能喪失

があったとしても、炉心損傷に至ることを未然に防止する応用性・機動性を高めた対

策を講じておくことが必要である。（具体的な対応策は、１６章の対応方針２の検討

で詳述する） 

 

事故進展の状況及びプラント挙動から見て、炉心・燃料の損傷へ事故を進展させて

いく物理的な駆動力は燃料の崩壊熱であり、これは停止後の時間とともに減少するも

のの、停止後も発生し続ける。従って、事象進展を停止するためには、崩壊熱に応じ

た注水・冷却手段を復旧する以外に対策はない。一旦炉心損傷が生じると影響の広が

りは速く、また、予想できない事態を生じることとなり、放射性物質・水素の拡散・

滞留が復旧作業自体を困難にしていくため、第一義的に炉心損傷に至らないようにす

ることが重要である。 
 
また、実績から示される事項として、津波後の炉心冷却の成否については高圧注水

設備による燃料冠水維持の有無、減圧し低圧注水に切替えできる状態であったか否か、

これらの運転操作に必要なパラメータを運転員が利用できたか否かが重要なポイント

となる。すなわち、高圧注水設備が機能している間に準備を整え、低圧注水設備で安

定した注水に持ち込めたか、これらで原子炉の安定を維持している間に最終的な除

熱・冷却の設備を復旧する対応をとることができたか等が最終的な結果に影響するこ

ととなる。今回の場合には、津波による被災後でも、結果的に注水機能等を維持また

は復旧できたプラントにおいてはプラントの冷温停止に成功し、様々な悪条件により

注水機能等を準備できなかったプラントは炉心損傷に至った。 
 
従って、対応策を整備するにあたっては、対応のための環境条件が悪い場合であっ

ても、炉心の注水・冷却が切れることなく確実に実行できるようにしなければならな

い。すなわち、以下が達成すべき事項である。 
 
①速やかに高圧注水設備による注水手段を確保すること 
②高圧注水機能を喪失する前に減圧手段を確保すること 
③減圧段階では、安定した低圧の注水手段を確保できていること 
④確実なＰＣＶベント手段（熱の大気放出による除熱）を確保すること 
⑤海水による冷却機能の復旧手段を確保すること 
⑥①～⑤の操作及び状態監視に必要な計測ができる手段を確保すること 
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１６．事故原因を踏まえた今後の対応 

１６．１ 炉心損傷防止のための対応方針 

本報告では、福島第一原子力発電所の事故をふまえ、既存の原子力発電所の安全性

向上に寄与するために、必要な対策を検討した。 

今回検討した対策は、炉心損傷の結果として様々な厳しい事象が発生したことに鑑

み、同様の事態を再び招かぬよう、炉心損傷を未然に防止するための技術課題への対

策を中心に立案した。 

 

安全確保の考え方としては、異常の発生防止、拡大の防止、影響の緩和という目的

で整備された既存の安全設備が津波を起因として多重故障に至ったという事実をふ

まえ、先ず多重故障の要因となった津波による電源喪失や非常用海水系の除熱機能喪

失に対する徹底した設備防御の対策を検討した。 

 

また、津波に限らず何らかの理由で多重故障の要因となり得る電源喪失や非常用海

水系の除熱機能喪失が発生したとした場合でも、炉心の損傷を防止するための対応力

を備えるという観点からの対応方針を検討した。この際には、今回の事故時の経過か

らも示された炉心損傷を防止するためのサクセスパスを実現するという観点から検

討した。 

 

更に、炉心損傷防止策に留まることなく、安全性向上の継続的改善の観点から炉心

損傷発生を敢えて仮定した上で、その際の影響を緩和するための技術課題への対策も

検討した。 

 

なお、津波等の「外部事象」の想定のあり方に関しては、今後十分な検討が必要な

課題と認識しているが、ここでは自然現象に含まれる大きな不確定性を考慮し、設計

想定を超える福島第一原子力発電所に襲来した津波規模を念頭に検討を進めた。 

以上を踏まえ、対策の立案は以下の対応方針のもとで検討した。 

 

対応方針１： 事故の直接原因である津波に対して、津波そのものに対する対策

のほか、今回の事故への対応操作やプラント挙動からの課題を踏ま

えた原子炉注水や冷却のための重要機器に対する徹底した津波対策

を施すこと 

    

   対応方針２： 今回の事故のような（「長時間に及ぶ全交流電源と直流電源の同

時喪失」や「長時間に及ぶ非常用海水系の除熱機能の喪失」による）

多重の機器故障や機能喪失を前提に、炉心損傷に至ることを未然に

防止する応用性・機動性を高めた柔軟な機能確保の対策を講じるこ

と 

 

対応方針３： 更なる対策として、炉心損傷防止を第一とするものの、なおその

上で炉心が損傷した場合に生じる影響を緩和する措置を講じていく

こと 
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対応方針１については、「１５．４ 炉心損傷防止のための課題の抽出に関するま

とめ」の通り、事故時の挙動の考察から重要なことは崩壊熱を除去する注水を切らす

ことなく確実に行うことである。このときの時間軸も考慮した冷却までのステップは

以下の通り。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応方針２については、今回の津波で引き起こされたような多重の故障や機能喪失

があったとしても、炉心損傷に至ることを未然に防止し、冷温停止が可能となるよう、

上記ステップを成し遂げることが必要である。したがって、対応方針２についても津

波対策を踏まえた上で、さらに応用性や機動性を高めた柔軟な対策の検討が必要であ

る。 

具体的には、福島第一原子力発電所の対応で利用した消防車、電源車等のように、

原子力プラントの非常用の設備としてはこれまで期待していなかった機器について、

プラント設備が故障した場合の機動的な後備えとして、プラントに思わぬ事態が生じ

た場合においても原子炉への注水・冷却が有効に機能するよう配備することを検討す

る。ここで取り上げた諸対策は、炉心損傷防止のための安全機能の厚みを増す観点か

ら、他の外部事象の発生時にも有用なものになると考えている。 

 

対応方針３については、深層防護の観点から炉心損傷防止対策を講じた上で、なお

その上で炉心損傷が生じた場合においても、建屋への水素滞留の防止や放射性物質の

放出抑制の対策を講じるとの観点で検討する。 

事故の経過と対応方針の関連の概略は、添付資料－１６－１の通りである。 

 

 

 

原子炉及びＳＦＰの冷却・除熱に関するサクセスパス 

サ
ク
セ
ス
パ
ス

高圧炉心注水 

減圧＆低圧炉心注水 
（ＰＣＶ冷却） 

ＰＣＶベント 
淡水または海水による冷却機能確保 

約 1h 1～2 日

注水 
冷却 

除熱

【原子炉】

【ＳＦＰ】 

プールへの注水

淡水または海水による冷却機能確保 

必要時間はプール

中の崩壊熱による 

監 視 計 器

監 視 計 器 



 

１３７ 

 

１６．２ 福島第一原子力発電所事故の具体的対策 

今回の経験を今後の原子力発電所の運転に活かしていくためには、徹底した建屋へ

の浸水対策を講じるとともに、炉心損傷を未然に防止するための必要要件から対策を

立案することが重要である。 

津波への備えのほか、先に述べた冷却成功までのステップ毎に、具体的な対応策を

以下に検討・整理した。検討結果については、添付資料－１６－２、３参照。なお、

ここでは炉心損傷を未然に防止することに目的を限定した設備的な対策を中心に記

載したが、実際に有効活用するためには、手順、訓練などソフト面の充実を確実に図

っていく必要がある。また、万一に備えた炉心損傷後の対策についても整理したが、

今後も更なる検討を進め改善を図っていく。 

 

（１）徹底した建屋への浸水対策 

 今回の事故はこれまで述べてきたように、津波が主要建屋に流れ込み、重要設備（電

源設備等）の浸水により機器の多重故障や機能喪失したことが原因であることから、

中長期的に整備するものも含め、重要な設備及び炉心損傷防止に有効な設備を設置す

るエリアの浸水防止対策が必要である。 

 

［方針１：敷地への浸水対策］ 

発電所敷地内への浸水を防ぐことは、津波の衝撃緩和及び広範囲に一斉に津波の

被害を受けるような事態を防止することに寄与することから、防潮堤の設置を実施

する。 

 

［方針１：建屋への浸水対策］ 

津波の浸水経路となった建屋外壁に設けられた空調設備の空気取り入れ口等の

開口部に防潮板、防潮壁を設置することにより、外部からの水の侵入を防止する。

加えて、建物内部への水の侵入を防ぐために、扉の水密化を図るとともに、配管、

ケーブルを通すために設けられた壁貫通部からの浸水を防ぐための止水処理を実

施する。 

 

（２）高圧注水設備 

プラント運転状態から事故停止した場合、当初はＲＰＶの圧力が高いために高圧で

注水できる設備の機能が求められる。また、今回の事故において、電動機で動く高圧

注水用のポンプについてはすべての交流電源が喪失し使用できなかったことから、蒸

気駆動の高圧注水設備が重要となる。具体的には、１号機のＩＣ（ＩＣの場合冷却機

能のみ）やＨＰＣＩ、２号機及び３号機のＲＣＩＣやＨＰＣＩが挙げられる。今回、

２号機及び３号機についてはＲＣＩＣの長時間運転に成功したが、ＲＣＩＣやＨＰＣ

Ｉを確実に起動するためには、直流電源の確保が必要となる。 

 

［方針１：機器の浸水対策］ 

したがって、前項で述べた徹底した津波対策に加えて、高圧注水設備本体や起動

に必要な直流電源（バッテリー室、主母線盤など、供給ルート）を水から守る（被

水及び浸水させない）ため、設置場所の止水対策を確実に実施する。ポンプ等の機

器本体の場合、設計上の制約から水源との位置関係等、設置位置を変更することは
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根本的な難しさを伴うが、電源等については移設が可能な場合も想定できることか

ら、止水処理に代わって高い場所への移設も選択肢の一つに挙げられる。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（蒸気駆動高圧注水設備の強制起動）］ 

応用性・機動性を高めた柔軟な対策としては、蒸気駆動の高圧注水設備（ＨＰＣ

ＩまたはＲＣＩＣ）が起動しない場合を想定し、人が現場で強制的に起動させる方

法を確立しておくことが挙げられる。高圧注水設備については、即座に対応すべき

設備であることから、短時間で対応できることが第一に求められる。従って、高圧

注水設備が中操から起動できない場合に、現場で、かつ、人力で高圧注水設備の蒸

気入口弁等を開操作し、強制的に駆動用の蒸気タービンを起動させることでポンプ

を動かし、原子炉に注水する方策を考えておくことが有効と考える。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（電動駆動高圧注水設備の活用）］ 

更なる柔軟な対策としては、電源車などプラントに直接関連しない設備を、通常

は安全な場所に保管・充電しておき、本設の電源設備から給電できない場合に当該

プラントに緊急で移動させ給電することで、数少ない高圧注水設備を起動させる方

策が必要と考える。 

対象となる機器の条件としては、起動条件の少ない設備、すなわち関連する設備

が少ない高圧注入設備を選択して起動させることが有効と考える。 

具体的には、ＳＬＣ（またはＣＲＤ）の系統をできるだけ早期に起動させる手段

を講じることが有効と考える。これらの機器にも、浸水により直接ポンプ本体が機

能喪失しない状態を作り出す対策（ポンプ設置エリアの止水）を考慮する必要があ

るが、特にＳＬＣは気密性の高いＲ／Ｂ原子炉棟にあることから、津波対策の意味

でも最も有利と考えられる。 

これらを活用するために、Ｄ／Ｇを含む電源設備の止水に加え、プラント内の電

源設備から電気が供給できない場合に備え、外部からの速やかな電源車の持ち込み

にあたって、単に電源車を送るだけでなく、トランス、遮断器、機器までのケーブ

ルをセットしたものを事前に準備しておき、手順等も含めた交流電源の確保対策を

立案しておくことが必要である。また、Ｄ／Ｇの多様化として建屋外の高台に相応

の電源を確保する。なお、ＳＬＣについては、系統として保有する水の量が少ない

ことから、補充を含めた水源の確保方策まで事前に確立しておく必要がある。 

 

（３）減圧装置 

プラントの除熱、冷却まで最終的に移行するためには、ＲＰＶの減圧操作が必要不

可欠である。今回、プラントによっては、ＲＰＶの減圧装置であるＳＲＶの開操作を

円滑に実施することが困難な状況が生じた。これは、電源喪失によりＳＲＶの操作に

必要な直流電源が不足したことが挙げられる。 

 

［方針１：機器の浸水対策］ 

このため、直流電源の確保対策（バッテリー室、主母線盤等設置場所の止水（ま

たは配置見直し））が必要と考える。 
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［方針２：柔軟な対策による機能確保（ＳＲＶの駆動源の確保）］ 

応用性・機動性を高めた柔軟な対策としては、バッテリーが不足した場合に備え

て、補充用のバッテリーを通常はプラントから離れた安全な場所で充電、保管し、

必要な時には緊急で搬送し電気を供給できるように配備しておく必要がある。 

なお、福島第一原子力発電所の事故における減圧操作ではＳＲＶを作動させるた

めに必要な窒素ガスが不足することはなかったが、ＡＯ弁での駆動用空気圧の低下

なども想定し、窒素ボンベの予備を配備しておくことが必要と考える。 

 

（４）低圧注水設備 

低圧注水設備としては、非常系の低圧注水設備の他、ＭＵＷＣ、ＦＰが挙げられる。

今回の事故では、すべての交流電源を喪失していたため、本来期待していた電動機駆

動の非常系低圧注水設備は機能しなかった。いわゆるＡＭ設備として、原子炉への注

水を可能とするべく配管連結したＭＵＷＣもまた、電動機が被水したことで機能を喪

失した。 

このため、起動可能な低圧注水設備はＤ／Ｄ－ＦＰのみであったが、その能力も前

述したように十分に発揮することはできなかった。したがって、低圧注水設備として

活用したのは本来、別の目的で配備していた消防車であり、事前に原子炉への注水と

して十分な手法の検討がなされていなかったこと、厳しい環境下に晒されていたこと

等から、安定して確実に注水できる低圧注水設備を短期間に用意することが困難とな

り、スムーズな低圧注水への切替えを阻んでいた。 

低圧注水設備については、高圧注水設備で対応する時間があることから、注入体制

を整えるまでには多少の時間的な余裕が生じることとなる。 

 

［方針１：機器の浸水対策］ 

低圧注水系の確保対策としては、本設設備であるＤ／Ｄ－ＦＰを含めたＦＰポン

プやＭＵＷＣポンプを冠水から守り、燃料切れや電源喪失から復旧することが第一

優先と考える。このため、ＦＰポンプに対しては設置箇所の止水、Ｄ／Ｄ－ＦＰに

は燃料確保（燃料の配送方法含む）、電動機駆動消火ポンプには電源車等による電

源の確保、制御用バッテリー設置場所の止水が必要と考える。 

また、ＭＵＷＣについては、ポンプの設置エリアの止水、Ｄ／Ｇを含む電源設備

の止水または電源車等による交流電源の確保対策が必要と考える。 

 

Ｄ／Ｄ－ＦＰの場合、交流電源の喪失では優先的にその使用を考慮すべきと考える

が、交流電源が確保できた段階ではＭＵＷＣポンプの方が燃料補給がない等、安定し

た給水が可能と思われる。低圧注水系の場合、高圧注水と比較して確保までの時間に

若干の余裕があることから、状況を見極め、より安定した注入方法を選択することが

重要と考える。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（代替注水設備の電源確保）］ 

更なる備えとなる柔軟な対策としては、上記Ｄ／Ｄ－ＦＰの制御用バッテリーの

能力低下に備えて、別の安全な場所での予備バッテリーの充電と保管を行い、いつ

でも搬送できるよう事前に検討及び準備しておくことが必要と考える。 

また、ＭＵＷＣポンプ等の電源を喪失した場合については、「高圧注水設備」の
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項でも述べたように電源車の配備やＤ／Ｇの多様化として建屋外の高台に相応の

電源を確保することで対応する。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（消防車による注水手段確保）］ 

加えて、本設の低圧注水設備がすべて使用できない場合は、消防車による原子炉

注水を基本とする。通常は、消防車を安全な場所に待機させ、本設のポンプが使用

できないような事態が発生する恐れがある場合には、当該プラントに緊急で移動さ

せ、外部連結口に注水することで原子炉への注水を可能とする設備を構成する。 

 

なお、低圧注水設備に共通の問題として、水源確保の問題がある。今回の事故の

場合には、原子炉注水に使用できるポンプがＤ／Ｄ－ＦＰと消防車に限定され、ま

とまった淡水水源を確保できなかったこと、初期段階では高低差の問題から近くの

海から直接海水を汲み上げることができなかったことが、原子炉注水に時間を要し

た一因でもあると考える。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（水源の確保）］ 

低圧注水設備は多様であり、使用するポンプに応じて水源も異なる。このため、

水源確保において重要なことは、消防車を利用して、事前に海から海水を汲み上げ

ることが可能であることを確認し、その手順を確立しておくこと、発生する状況に

よって、対応できるポンプが限定される可能性があることから、水源となり得るタ

ンク間の水の融通についても事前に手順を確認しておく必要がある。 

また、今回の事故において、ＦＰの配管が津波や漂流物の衝突の影響で損傷して

いる事例が散見されていることを考慮し、ＦＰ配管のルート図を配備し、損傷箇所

を把握することを容易にしておくことも重要と考える。 

 

（５）除熱・冷却設備 

①ＰＣＶベント（Ｓ／Ｃベント） 

低圧注水段階では、原子炉の圧力をＳＲＶでＳ／Ｃへ逃がし、原子炉の水位低下に

ついては低圧注入設備で水を補給するが、やがてＳ／Ｃは圧力、温度ともに上昇して

くる。このような状況において、海水を冷却源とすることができない場合は、大気を

冷却源とするためＳ／Ｃのベント操作を実施し、Ｓ／Ｃ内の圧力と熱を大気に逃がす

ことが必要である。 

今回の事故では、２号機でＳ／Ｃの圧力が設計圧力付近まで上昇し、Ｓ／Ｃの温度

が１００℃以上となった。これは原子炉の熱をＳ／Ｃに逃がしたものの、除熱ができ

ないことにより、熱がこもってしまったものである。この段階のベントに限らず、今

回の事故ではＰＣＶベント操作で開操作が思うようにできず、対応が長引くなど困難

が生じていた。 

炉心損傷が起きていない段階でのＳ／Ｃからのベントは、基本的に放射性物質の放

出のない、積極的なベント操作を意味しており、原子炉の冷却のみならず、ＰＣＶの

健全性を維持する意味でも重要な役割を持つ。Ｓ／Ｃのベントラインを完成するには、

ＭＯ弁とＡＯ弁を開することが必要となる。 
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［方針１：機器の浸水対策］ 

したがって、除熱の観点でＳ／Ｃベントを確実に行うことができるよう、駆動用

の交流電源確保と駆動用の空気の確保を第一の対策とする。具体的には、Ｄ／Ｇを

含む電源設備の止水と駆動用の空気としての可搬式空気圧縮機（またはボンベ）の

確保が必要となる。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（ＡＯ弁の開操作の多様化）］ 

柔軟な対策としては、電源に関しては前述のように電源車を配備するとともに、

ＡＯ弁用の電磁弁に対する可搬式発電機を安全な場所に備え、緊急時には即座に搬

入して利用できるような方法を確立しておく必要がある。また、最終的に人力によ

り対応するため、ＭＯ弁に加えてＡＯ弁も手動で操作することができる構造に設計

変更を実施する。 

 

②停止時冷却モード（ＲＨＲ）による除熱 

最終的に冷温停止に到達した５号機、６号機においても、その途中段階においては、

最終的な除熱装置であるＲＨＲの海水系等が機能喪失している。 

これについては、電源を確保するとともに、代替ポンプの設置やモータ修理または

交換などを行って最終冷却源である非常用海水系を復旧している。 

 

［方針１：機器の浸水対策］ 

ＲＨＲポンプは気密性の高いＲ／Ｂ原子炉棟内に設置され、立型ポンプである点

を考慮すれば津波に対して強いことから、津波対策（止水等）によりＤ／Ｇを含む

電源系を確保するとともに、非常用海水系や中間冷却系のポンプを作動させること

ができるように、交換用の予備モータを設置することが対策になると考える。 

 

［方針２：柔軟な対策による機能確保（ＲＨＲの電源確保）］ 

柔軟な対策としては、電源の喪失に備えて、Ｄ／Ｇの多様化として相応の電源を

建屋外の高台に確保する。 

 

 ［方針２：柔軟な対策による機能確保（熱交換設備の多様化）］ 

さらに、応用性・機動性を高めた対策としては、これらの復旧をより速やかに行

うため、電源や冷却設備を一体で移動式とした可動式熱交換設備（ポンプ、熱交換

器一式）の配備を検討する。 

 

③ＳＦＰの除熱 

 ［方針１：機器の浸水対策］ 

ＦＰＣはＲ／Ｂの中に設置されており津波に対して基本的には強いが、横型ポン

プであることから、ポンプ室と電源系の津波対策（止水）を基本とする。なお、電

源については、電源車等の配備を後備えの対策として考える。 

なお、現在は水位が低下すると水位及び温度の測定が困難となることから、冷却

をより確実に実施できるようにするため、プール内に深部の水位及び温度が計測可

能な装置を設置する。 
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 ［方針２：柔軟な対策による機能確保（注水方法の多様化）］ 

今回の事故からＳＦＰ内の燃料損傷防止対応には時間的に余裕があると考えら

れることから、応用性・機動性を高めた柔軟な対策としては、注水機能の後備えと

して消防車の配備並びにＦＰ配管の活用を検討する。 

 

（６）監視計器の電源確保 

今回の事故では、交流電源とともに直流電源も喪失し、炉心損傷に至った１号機、

２号機は監視計器が機能喪失した。また、直流電源が使用できた３号機においても、

不要な計器電源を切るなど、できる限り長時間使用するための工夫を要した。各機器

の運転状態の監視機能を喪失したことは、判断や対応に誤りや遅れを生じさせる恐れ

があるため、これに対し、仮設バッテリーを持ち込み計器の復旧を行ったが、いずれ

もかなりの時間を要している。 

 

 ［方針１：機器の浸水対策］ 

  したがって、冷温停止に向けて必要な計器については、計器に必要な電源を津波

から保護するための対策（バッテリー室、主母線盤等設置場所の止水または配置見

直し）が必要である。 

 

 ［方針２：柔軟な対策による機能確保（計器用電源の多様化）］ 

また、応用性・機動性を高めた柔軟な対策として、直流電源については可搬式  

バッテリーの配備を、さらには、長時間使用するために電源車並びに可搬式の充電

器を配備することが必要と考える。 

 

（７）炉心損傷後の影響緩和策 

今回の事故では、炉心損傷の結果、水素や放射性物質が大量にＰＣＶ内に放出され、

これらが、建屋に漏えいし、環境への放射性物質の放出につながった。 

また、ＰＣＶから建屋に漏えいしたと考えられる水素の爆発によって放射性物質の

閉じこめ機能の喪失のみならず、復旧活動自体が著しく困難となった。 

炉心損傷を契機に生じた悪影響の防止は、炉心の損傷自体を防止することが第一で

あるが、深層防護の観点から、炉心損傷が生じた場合における更なる対策を講じてお

くことが肝要である。 

なお、炉心損傷後の影響緩和策については、今後の事故調査を踏まえ、改善してい

くこととする。 

 

①水素滞留の防止 

炉心損傷が生じて水素が発生した場合においても、建屋への水素滞留を防止して水

素爆発を防ぐ対策を講じることが重要である。 

２号機の場合は建屋の爆発は発生していないが、これは建屋最上階のブローアウト

パネルが開放されていたことで換気が促進されたためと考えられる。 

 

［方針３：炉心損傷後の影響緩和策］ 

従って、水素滞留を防止してＲ／Ｂの水素爆発を防止するために、Ｒ／Ｂの換気

促進の対策が必要である。 



 

１４３ 

 

必要な場合にはＲ／Ｂ屋上へ穴を開ける措置（トップベント）やＲ／Ｂ最上階の

ブローアウトパネルを開放する措置でＲ／Ｂ内の水素滞留を防止する。 

 

②放射性物質の放出抑制 

［方針３：炉心損傷後の影響緩和策］ 

炉心損傷前のＰＣＶベントでは、放射性物質が大量に放出することはないが、１

号機、３号機では、炉心損傷が発生した中でウェットウェル（Ｓ／Ｃ）ベントによ

り放射性物質を水フィルタを介して放出することで、放射性物質放出の低減を図っ

た。 

  対応方針２において、ベント実施の確実性を向上する対策を講じていることは炉

心損傷後においても効果を持つものと言える。 

また、ＰＣＶを冷却するため、消防車等による原子炉への注水手段に加え、ＰＣ

Ｖへの注水が可能となる手順を準備する。 

 

（８）共通的事項 

以上、今回の事故を踏まえた津波に対する具体策を記載したが、これらを有効なも

のとするためには、これまで述べた設備的な対応のほか、対応する人が安全に安心し

て効率的に動けるように、作業を支援する装備や補助設備を充実する必要がある。 

具体的には以下に述べる。 

 

①外部電源 

外部電源の喪失は、今回事故の直接の原因ではなく、福島第一原子力発電所は、安

全設計審査指針に定められる２回線以上の送電系統で接続されていたが、地震によっ

てすべての外部電源が喪失した。今回の地震では送変電設備が広範囲に被害を受けた

ことと合わせ、原子力発電所の外部電源の信頼性の向上という観点から設備設計及び

電源系統設計について以下の検討を進めていく。 

・  変電設備に対して、遮断器、断路器などのがいし形の変電機器に多くの被害が

発生していることから、これらの損傷原因の分析評価を行っている。この評価結

果を踏まえ、今後の耐震性向上方策を検討していく。 

・  送電鉄塔に対しては、夜の森線のＮｏ．２７鉄塔が隣接地の盛土の大規模な崩

落により倒壊したことを踏まえ、原子力発電所の外部電源送電線について、この

ような二次的被害を引き起こす３項目（盛土の崩壊、地滑り、急傾斜地の土砂崩

壊）について評価を実施した。なお、評価結果については、二次的被害を引き起

こす有意な箇所がないことを平成２４年２月１７日に原子力安全・保安院へ報告

している。 

・  地震時における原子力発電所の外部電源の信頼度確保の観点から、１変電所の

全停電という過酷なケースにおいても外部電源が喪失しないレベルの十分な供給

信頼度を確保するため、異なる２つの変電所から受電を行うか、大元が１つの変

電所となっているため、外部電源は喪失するが、送電系統の切替えによる早期復

旧を可能とする設備形成の検討を進めていく。 

 

②瓦礫撤去設備 

今回の事故対応の中では、津波や爆発による瓦礫が散乱し、消防車等の移動や対応
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活動の阻害要因になったことから、事前に瓦礫撤去用の重機を配備する必要があるも

のと考える。なお、駐車車両の漂流が重要施設に影響を与えないように施設内の駐車

場の位置については留意が必要である。 

 

③通信手段の確保 

今回の事故対応の中では、ＰＨＳなどの通信手段が使えなくなり、スムーズなプラ

ント情報の交換や対応動作に支障を与えている。電源の問題などを整理し、状況に応

じた通信手段の確立を検討する。 

 

④照明用設備の確保 

 今回の事故対応の中では、電源の喪失により、対応動作に必要不可欠な照明を失っ

た。安全、迅速、確実な対応を行うためには、両手を使えるようなヘッドライトタイ

プの照明の他、より広範囲を照らせるような照明設備の配備を実施する。 

 

⑤防護設備（防護服、マスク、ＡＰＤ、可搬式空気清浄機、非常用中操換気設備） 

現場での対応を余儀なくされる人々、特に運転員はプラントの異常の影響をいち早

く受ける立場にあり、防護服、マスク、中操の環境を改善する可搬式空気清浄機等、

常日頃から様々な装備品等を余裕をもって配備しておく必要がある。 

また、中操の非常用換気設備については、最前線の拠点である中操の環境を守る上

で重要な設備であり、電源車等により優先的に機能回復を図るべき設備であると考え

る。 

 

（９）中長期的技術検討課題 

今回の事故を踏まえ、津波を念頭に、炉心損傷防止のための安全機能の厚みを増す

観点で、他の外部事象の発生時にも有用なものとなる対策を以上の通りとりまとめた

が、対応の信頼性をより向上させるためには、以下について検討を進める必要がある

と考える。 

 

まず、事故直後に必須となる高圧注水設備に関して、今回の事故では１号機のＩＣ

が津波の影響で直流電源が喪失したことにより隔離され、結果として冷却機能を失う

こととなった。 

 

［高圧注水設備の信頼性向上に資する検討］ 

この結果を踏まえ、ＩＣの隔離信号のインターロックも含め、高圧注水設備の信頼

性向上に資する考え方を整理・検討し、より柔軟な運用が可能か慎重に検討すること

が必要である。 
 

次に、ＰＣＶベントに関して、ベントを確実に実施するための対策は既に述べたが、

その除熱機能として放射性物質を大幅に除去する形でのＰＣＶベントをより有効な

ものとするための検討を進めていく必要がある。 

 

［ベントラインの信頼性向上に向けた検討］ 

このため、ラプチャーディスクを積極的に作動させる方策やベントラインの信頼性
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向上についても検討する必要があるものと考える。ただし、不用意な放出につながる

可能性もあることから、慎重に検討を進める必要がある。 

 

［フィルタベントの検討］ 

なお、炉心損傷後においても、ＰＣＶベント時の放射性物質の放出を低減するため、

放射性物質をフィルタを介して放出するフィルタベントの設計検討を行う。 

 

 また、今回の事故において、監視計器が直流電源喪失により監視不能となったこと

から、対策として電源を確実に確保するための対策を立案した。 

 一方、原子炉水位計に関して、炉心損傷後、実際と大きく指示が異なっていたとい

う事例が発生していることを踏まえ、これを考慮した事故時の計測に関する検討が必

要である。 

 

［事故時の計測装置の研究開発］ 

このため、単に水位計の精度の向上だけを目指すのではなく、事故時に必要な目的

に応じた計測装置を研究、開発することで多様性を持たせていくことが必要であると

考える。 
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１７．福島第一原子力発電所の事故による環境影響について 

１７．１ 事故進展に伴う福島第一原子力発電所敷地境界の線量率の変動 

被災後、発電所周辺に設置しているＭＰは停止しており、線量率の測定ができな

かったことから、モニタリングカーにより線量率を測定してきた。 
ＰＣＶベントやＲ／Ｂ爆発といった、環境への放射性物質に密接に関連すると考

えられる事象が発生した期間の正門付近のモニタリングカーによる測定結果を添付

資料－１７－１に示す。 

 
平成２３年３月１１日～３月１２日の明け方までは、線量は平常値近辺であった

が、３月１２日５時頃から線量率が上昇してきている。これは、既に炉心損傷が発

生していたと推定されている１号機からの放射性物質の放出の影響によるものと考

えられる。 
１号機のＰＣＶベントのラインナップのため、Ｓ／Ｃベント弁（ＡＯ弁）小弁の

遠隔操作を実施（３月１２日１０時１７分、同日１０時２３分及び１０時２４分に

３回）した３月１２日１０時～同日１１時頃に線量率のピークが見られているが、

この際にはＰＣＶ圧力の低下は見られておらず、その原因は明確ではない。その後、

１号機のＰＣＶベント（Ｓ／Ｃ側）、Ｒ／Ｂ爆発があったが、特段のピークは見られ

ていない。３月１３日には３号機で複数回、ＰＣＶベント（Ｓ／Ｃ側）を実施し、

ピークが見られるものの、線量率は１０μＳｖ／ｈ未満であり、バックグラウンド

の上昇は見られていない。 
２号機で炉心損傷が生じたと推定される３月１４日夜以降、バックグラウンドの

上昇が見られる。特に、３月１５日７時２０分にＤ／Ｗ圧力が７３０ｋＰａ［abs］

であったが、同日１１時２５分には１５５ｋＰａ［abs］へ低下しており、この２号

機におけるＤ／Ｗ圧力の減少の時期に、線量率が１０００μＳｖ／ｈを超えて最大

で１００００μＳｖ／ｈに達し、バックグラウンドレベルの大幅な上昇が見られる。 

 

Ｄ／Ｗ圧力は放射性物質放出に関連する重要なプラントパラメータであることか

ら、３月３１日までのＤ／Ｗ圧力の推移を発電所内外で測定された線量率とともに

添付資料－１７－２に示す。 

 
先に述べたように、３月１６日までの間に、放射性物質の放出があり、バックグ

ラウンドレベルが高い状態になったが、それ以降は若干のピークが見られるところ

はあるものの、総じて徐々に線量率が低下している。この線量率の低下傾向は、  

Ｉ－１３１の半減期（約８日）に相当するものとなっている。 
これらのことから、事故当初に放出された放射性物質が地面等にフォールアウト

したことでバックグラウンドレベルの上昇があり、それ以降は、地面等に付着した

放射性物質の崩壊によりバックグラウンドレベルが低下していったものと推定され

る。 

【添付資料－１７－１、２】 
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１７．２ 放射性物質の大気中への放出量の評価 

今回の事故では、事象の進展に伴い、ＰＣＶベント、Ｒ／Ｂの爆発等があり、１

～４号機より空気中への放射性物質の放出に至っている。 

今回の事故による放射性物質の放出については、原子炉施設の故障等に起因した

排気施設による排出状況の異状、排気筒以外の場所からの管理区域外での漏えい、  

法令に定める空気中の放射性物質濃度の濃度限度※１の超過が確認されている。 

※１：法令に定める空気中の放射性物質の濃度限度 

実用炉規則 第１５条第４号 

実用炉規則に基づく線量限度等を定める告示 第９条 

放出量については、発電所敷地周辺８ヶ所のＭＰ及びモニタリングカーにおける

空間線量率の推移から、事象に応じて放出され線量率が上昇したものと考えられる。 

なお、現在、原子炉は安定的に冷却されている状態にあり、事故直後に比べ放射

性物質の放出量は大幅に減少している。 
 

現状放出されている１～３号機から放射性物質量の評価において、平成２３年８

月までは敷地周辺における空気中の放射性物質濃度の測定結果から評価していた。

より精度の高い評価結果を得るために放射性物質の放出源により近い地点において

サンプリングを行うこととし、同年９月から継続して、Ｒ／Ｂ上部でのサンプリン

グを実施し、測定結果から現時点のＰＣＶからの放射性物質の放出量を求めている。 

同年１２月時点の放射性物質の放出量として、１号機Ｒ／Ｂカバー排気設備及び

ＰＣＶガス管理設備（１号機及び２号機）の運用を反映した形で、同年１１月下旬

～同年１２月上旬のＲ／Ｂ上部や開口部等のダスト濃度測定結果による放出量評価

について以下の通り取り纏め、平成２３年１２月１６日に公表した。 

１２月時点の評価結果は、１号機約０．１億Ｂｑ／時、２号機約０．１億Ｂｑ／

時、３号機約０．４億Ｂｑ／時となり、３基合計では約０．６億Ｂｑ／時と評価し、

１～３号機ＰＣＶからの放出量の評価値を約０．６億Ｂｑ／時と評価している。 

なお、その後も現状の放出量については、月毎に評価を継続しており、平成２４

年３月時点の評価結果は、３基合計で約０．１億Ｂｑ／時であった。 
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引き続き、事故発生直後から平成２４年３月末までの大気中への放出量について、

推定される放出要因（ＰＣＶベント等の操作）を抽出し、要因毎に空間線量率の測

定結果や気象条件等から評価を進めている。 

【添付資料－１７－３、４】 

 

１７．３ 建屋内への漏えいによる放射性物質を含む滞留水の状況 

１～６号機及び集中廃棄物処理建屋の主要建屋地下には、津波の浸水や地下水の

流入等により滞留水が存在しており、核種分析の結果、放射性物質を含む汚染水の

滞留であることを確認している。 

今回の事故による建屋内の放射性物質を含む汚染水の滞留は、原子炉施設の故障

等が生じたことによる放射性物質の管理区域内での漏えい事象である。 
 

（１）６号機廃棄物処理建屋地下の低濃度汚染水の滞留 

６号機廃棄物処理建屋地下床面の滞留水について、３月２２日に核種分析を実施

した結果、低濃度の放射性物質を検出した。これは、今回の事故で大気中へ放出さ

れた放射性物質等により汚染した５号機及び６号機付近のサブドレンの地下水の水

位が上がり、５号機及び６号機の建屋内に一部侵入してきたことから滞留水が汚染

したものと推定する。 

なお、地下水の侵水による低濃度汚染水の滞留は、４月３日に６号機廃棄物処理

建屋地下トレンチ内でも確認した。 

【添付資料－１７－５】 

 

５号機及び６号機の建屋内に滞留する低濃度汚染水については、地下水の浸水継

続により水位が上昇し、非常用系の高圧電源盤等の安全重要な機能を有する設備が

被水するおそれがあることから、循環浄化装置により放射性物質を除去したうえで、

仮設タンク及びメガフロートへ処理水の移送を行っている。 

さらに、９月中旬より逆浸透膜装置にて処理水の塩分除去ならびにさらなる放射

性物質の除去を行い、１０月７日以降、伐採木の自然発火防止や粉塵の飛散防止を

目的とした構内散水の水源に滞留水の処理水を使用開始し、仮設タンク及びメガフ

ロートの余剰水対策を図っている。 

 

（２）１～４号機Ｔ／Ｂ地下の高濃度汚染水の滞留 

３月２４日に３号機Ｔ／Ｂで発生した作業員の被ばくを契機に３号機地下の滞留

水について、核種分析を実施した結果、高濃度の放射性物質を検出した。 

１号機及び４号機についても３月２４日、２号機については３月２６日にＴ／Ｂ

地下の滞留水の核種分析を実施した結果、３号機と同様に高濃度の放射性物質を検

出した。 

これは、事故の進展に伴い、原子炉への注水がＲＰＶ及びＰＣＶから漏えいし、

Ｒ／Ｂ地下に滞留するとともに、漏えい経路の詳細は特定できてないがＴ／Ｂまで



 

１４９ 

 

原子炉からの漏えい水が流出してきたことで滞留水が汚染したものと推定した。 

 

【添付資料－１７－６】 

 

Ｔ／Ｂ地下等に滞留した高濃度汚染水については、原子炉への注水に伴い水位上

昇が継続していたことから、４月１９日以降、止水対策のうえで一時保管先とした

集中廃棄物処理施設のプロセス主建屋及び雑固体廃棄物減容処理建屋へ滞留水の移

送を行いながら、外部へ漏えいしないよう１～４号機ならびにプロセス主建屋及び

雑固体廃棄物減容処理建屋の滞留水水位を維持した。 

その後、滞留水を処理するための施設を設置し、６月１７日より水処理設備を稼

働し滞留水の処理を開始した。また、６月２７日以降、１～３号機については、滞

留水を処理した水を原子炉への注水に再利用する「循環注水冷却」を開始した。 

なお、その後も処理施設については、第二セシウム吸着装置（サリー）を８月１

８日運用開始、処理水受けタンクを順次設置等により増強させ、処理施設を安定的

に稼働し滞留水を処理することにより、現状の滞留水水位は豪雨や処理施設の長期

停止があっても建屋外に溢れない目標レベル（Ｏ．Ｐ．＋３０００ｍｍ）を維持し

ている。 

【添付資料－１７－７】 

 

１７．４ 放射性物質の海水中への放出量の評価 

４月に発生した２号機取水口付近からの放射性物質を含む汚染水の海洋への流出

をはじめとし、海洋への排出基準を超える放射性物質濃度の排水の放出は４件発生

している。 

今回の事故による放射性物質を含む汚染水の海洋への流出については、法令に定

める海洋中の放射性物質の濃度限度※１を超える、放射性物質の管理区域外への漏え

い事象である。 

※１：法令に定める海洋中の放射性物質の濃度限度 

実用炉規則 第１５条第７号 

実用炉規則に基づく線量限度等を定める告示 第９条 

 

（１）２号機取水口付近からの流出 

４月１日～６日にかけての２号機Ｔ／Ｂ高濃度汚染水（以下、「２号機汚染水」と

いう。）の漏えいによる港湾内への流出量は、流出水の流況の目視確認結果から推定

した流量約４．３ｍ３／ｈと空間線量率の上昇時期から推定した流出時間約１２０

時間から約５２０ｍ３、放射性物質の漏えい量は汚染水の分析結果と放出量からＩ

－１３１、Ｃｓ－１３４、Ｃｓ－１３７の３核種合計で、約４．７×１０１５Ｂｑと

評価している。 

【添付資料－１７－８】 

 



 

１５０ 

 

（２）集中廃棄物処理建屋滞留水及び５号機、６号機サブドレン水の放出 

４月４日～１０日にかけて、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律第６４条第１項に基づく措置として緊急放出した集中廃棄物処理建屋滞留水及

び５号機、６号機サブドレン水（以下、「低濃度汚染水」という。）の放出量は、集

中廃棄物処理建屋滞留水約９，０７０ｍ３、５号機サブドレン水約９５０ｍ３、６号

機サブドレン水約３７３ｍ３の合計で約１０，３９３ｍ３、放射性物質の漏えい量は

それぞれの汚染水の分析結果と放出量からＩ－１３１、Ｃｓ－１３４、Ｃｓ－１３

７の３核種合計で、約１．５×１０１１Ｂｑと評価している。 

【添付資料－１７－９】 

 

（３）３号機取水口付近からの流出 

５月１０日～１１日にかけての３号機Ｔ／Ｂ高濃度汚染水（以下、「３号機汚染水」

という。）の漏えいによる港湾内への流出量は、流出水の流況の目視確認結果から推

定した流量約６ｍ３／ｈと流出箇所の上流側に当たる３号機立坑内水位の変動から

推定した流出時間約４１時間から約２５０ｍ３、放射性物質の漏えい量は汚染水の

分析結果と放出量からＩ－１３１、Ｃｓ－１３４、Ｃｓ－１３７の３核種合計で、

約２．０×１０１３Ｂｑと評価している。 

【添付資料－１７－１０】 

 

（４）蒸発濃縮装置からの流出 

１２月４日の蒸発濃縮装置から外部への漏えいに伴う一般排水路から港湾内への

流出量は、蒸発濃縮装置ハウスの堰のひびの部分からの流況の目視確認結果から推

定した流量約１リットル／分と蒸発濃縮装置ハウス外への漏えい確認から土嚢設置

完了までに一般排水路へ漏えい水が流れ込んでいたと推定した流出時間約１４５分

から約１５０リットル、放射性物質の漏えい量は回収した漏えい水を１２月５日に

採取し分析した結果と流出量からストロンチウム－８９（以降、それぞれ「Ｓｒ－

８９」と記す。）、Ｓｒ－９０、Ｃｓ－１３４、Ｃｓ－１３７の４核種合計で、約２．

４×１０１０Ｂｑと評価している。 

【添付資料－１７－１３】 

 

（５）汚染水の海洋放出に関わる影響の評価 

①港湾外への放出量 

港湾内へ漏えいした２号機汚染水は、港湾内海水の放射性物質濃度の測定値に

基づき推定した結果、５月９日までに、その９９．９％が港湾外に流出したもの

と考えられる。また、低濃度汚染水は、港湾外に直接放出された。なお、３号機

汚染水については、取水口前面に施したシルトフェンスなどによる拡散防止対策

により、現時点では、大部分が港湾内に滞留しているものと考えられる。港湾内

に滞留している放射性物質の量は２号機汚染水の漏えい放射性物質の総量と比較

して小さく、従ってこれが港湾外に流出したとしても沿岸海域に与える影響は小

さいと評価できる。いずれにしても海洋モニタリングにより注意深く監視してゆ



 

１５１ 

 

くこととする。 

１２月４日に確認した蒸発濃縮装置からの漏えい水は、側溝が発電所構内の一

般排水路へ繋がっているため、１２月４日に南放水口付近の海水を採取し、核種

分析を行った結果、セシウム濃度に関しては、日々公表している分析結果と同程

度もしくは若干高い程度の値であったことから、１２月５日に再度海水を採取し、

ストロンチウムを含めた核種分析を行った結果、ストロンチウム濃度については

毎月公表している分析結果に比べて、千倍以上の高濃度であり、港湾内海水に漏

えいによる影響が認められた。これは、蒸発濃縮装置から漏えいし、海域に流出

した放射性物質は、排水路及び海域で希釈拡散したものの、海水中放射能濃度を

上昇させたと考えられ、引き続き、周辺海域へ漏えいした放射性物質の拡散の状

況を把握し、それを踏まえて放射性物質による周辺環境に対する影響を評価中で

ある。 

【添付資料－１７－１３】 

 

②海洋モニタリング結果の概要 

福島第一原子力発電所周辺の海洋モニタリングについては、当社は３月２１日

より逐次ポイント数を増加し海水モニタリングを実施している。このモニタリン

グ結果によると、４月５日頃～４月２０日頃にかけて、発電所近傍のみならず、

発電所沖合１５ｋｍ及び周辺海域３０ｋｍポイントにおいても、２号機汚染水漏

えいの影響と思われるピーク的上昇が観察された。その後減少傾向を示し、５月

初めには、全般的に、検出限界値以下（約１０Ｂｑ／Ｌ ）が多くを占めつつある。 

また、３号機からの漏えいの影響については、５月１５日に採取した沿岸１５

ｋｍ地点のモニタリング結果においても、ほとんどが検出限界値以下となってお

り、現状では、その影響は観察されていない。 

【添付資料－１７－１１】 

 

なお、事故発生以降、定期的に実施中の発電所沿岸（北放水口及び南放水口）

と沖合１５ｋｍ地点における海水モニタリングの結果においては、海水の放射性

物質濃度は低下傾向を示しており、現時点では、告示濃度を下回る濃度で推移し

ている状態である。 

【添付資料－１７－１２】 

 

１２月４日に確認した蒸発濃縮装置からの漏えい水による海洋への影響を確認

するため、１２月１０日に海洋モニタリングにおいてストロンチウム濃度の測定

を行ったが、調査した全地点で低濃度ながらＳｒ－９０が検出されたことから、

引き続き、海洋モニタリングにおいてストロンチウム濃度の測定頻度を増やし、

海水の分析を実施中である。 

 
【添付資料－１７－１３】 



 

１５２ 

 

１８．福島第一原子力発電所における作業者の被ばくについて 

１８．１ 緊急作業の放射線管理 

今回の事故発生当初、福島第一原子力発電所における緊急作業に従事する作業者

については、東北地方太平洋沖地震以前からの法令の定める緊急時の線量限度※１

（１００ｍＳｖ）を遵守し、事故収束の対応にあたった。 
事象の進展に伴い、現場の放射線量は高くなり、法令の定める緊急時の線量限  

度※１（１００ｍＳｖ）を遵守するとなると、事故収束に必要な作業の継続は困難な

状況となった。 
３月１４日、厚生労働省及び経済産業省より省令※２及び告示※３が施行され、福

島第一原子力発電所における緊急時の線量限度は、１００ｍＳｖから２５０ｍＳｖ

に引き上げられた。 
 

事故の収束に向けては、ＰＣＶベント、Ｒ／Ｂ爆発等により放射性物質の放出や

建屋の爆発により発生した高線量瓦礫の存在、また、高線量汚染水が滞留するＴ／

Ｂ地下、過酷な放射線環境となったＲ／Ｂ内等において、事故収束に必要な作業が

実施された。 

３月２４日、３号機Ｔ／Ｂ地下のケーブル敷設作業において、作業員が１７０ 

ｍＳｖを超える被ばく線量を受けたが、その後、この事象を教訓として、地震前の

状況と異なり、どのような場所においても作業環境が大きく変わりうることなどに

ついて周知徹底を図り、放射線マップ等を活用して事前に作業環境の把握に努め、

現場状況を共有することの徹底を図った。 

また、福島第一原子力発電所構内すべて（ただし、免震重要棟及び休憩所は汚染

のないエリアとして管理）を「管理区域と同等の管理を要するエリア」として定め、

「管理対象区域」として線量管理並びに身体汚染防止のための防護装備の着用等の

運用を講じた。 

 
１１月１日、省令※２及び告示※３が改正され、原則として、一部の作業※４を除い

て、緊急時の線量限度は２５０ｍＳｖから１００ｍＳｖへ引き下げられた。 
１２月１６日、福島第一原子力発電所の原子炉を安定的な冷温状態にするための

工程（ステップ２）の完了をもって、省令※２及び告示※３が廃止となり、原則とし

て、一部の作業※４については法令に定める緊急時の線量限度※１（１００ｍＳｖ）、

それ以外については法令に定める通常時の線量限度※５（５０ｍＳｖ／年かつ１００

ｍＳｖ／５年）が適用されることとなった。 

 
なお、今回の事故収束の対応における作業者の被ばくの状況は、事象の進展に伴

い、法令に定める通常時の線量限度※５を超える、または超えるおそれのある作業環

境となった。 



 

１５３ 

 

※１：実用炉規則 第９条第２項 

実用炉規則に基づく線量限度等を定める告示 第８条 

※２：平成２３年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線

障害防止規則の特例に関する省令 

※３：平成２３年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用原

子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 

※４：原子炉の冷却や放射性物質放出抑制設備の機能維持のための作業 

※５：実用炉規則 第９条第１項第１号 

実用炉規則に基づく線量限度等を定める告示 第６条 

 

１８．２ 作業者の被ばくの状況 

東北地方太平洋沖地震発生後に福島第一原子力発電所の緊急作業に従事した作

業者の被ばく線量について、「内部被ばく線量」、「外部被ばく線量」の２つに分け

て測定・評価を継続して実施中である。 
平成２３年３月以降、緊急作業に従事した作業者について、平成２４年２月末ま

での「各月毎の外部被ばく線量」及び平成２３年３月からの「実効線量（内部被ば

く線量と外部被ばく線量の合算値）の累積値」の分布等を、添付資料－１８－１に

示す。 

作業者の被ばくの傾向は、外部被ばく線量の月毎の評価結果より、平成２３年３

月は３７９６名の平均値が１３．７６ｍＳｖと一番高く、４月は５８１１名の平均

値が５．１８ｍＳｖ、５月は７０９２名の平均値が３．５４ｍＳｖと低下傾向で推

移し、平成２４年２月は５５８８名の平均値が１．３１ｍＳｖと被ばく線量は月を

追うごとに小さくなってきている。 

特に平成２３年３月には、緊急作業の作業者の線量限度２５０ｍＳｖを超えた作

業者が６名発生している。いずれも当社社員で事故発生後に中操等で運転操作・監

視にあたった運転員や監視計器等の復旧作業にあたった電気・計装関係の保全業務

従事者であった。 

【添付資料－１８－１】 

 

１８．３ 線量限度を超える作業者の被ばく 

線量限度の超過については、これまで以下の①と②の事象が発生していることを

確認している。 

なお、以下の社員に対して実施したこれまでの健康診断の結果において、異常は

見られていない。 

 

①当社女性社員２名が法令に定める線量限度※１（５ｍＳｖ／３ヶ月）を超過 

東北地方太平洋沖地震発生後の作業に従事していた女性作業者の被ばく線量



 

１５４ 

 

の測定・評価を実施した結果、当社女性社員２名の実効線量が法令の線量限度を

超えており、平成２３年４月２７日及び５月１日に原子力安全・保安院へ報告し

ている。 
当該当社女性社員２名は、消防車の給油、免震重要棟での机上業務及び免震重

要棟での体調不良者の介護等に対応していた。現場作業時にはチャコールマスク

を着用する等適切な放射線防護を実施していたが、免震重要棟内において、外部

から流入した放射性物質を吸い込んだことにより、結果として実効線量が法令の

線量限度を超えたものと推定する。 

  なお、３月２３日以降、女性社員は福島第一原子力発電所構内では勤務させて

いないことから、同日以降、被ばくの可能性はない。 

 

②当社男性社員６名が法令に定める緊急時の線量限度※２（２５０ｍＳｖ）を超過 

福島第一原子力発電所の緊急作業に従事した作業者の被ばく線量の測定・評価

を実施した結果、当社男性社員６名の実効線量が法令に定める緊急時の線量限度

を超えており、平成２３年６月１０日に２名、６月２０日に１名、７月７日に３

名、原子力安全・保安院へ報告している。 
当該当社男性社員６名は、中操の運転員、電気・計装関係の保全業務従事者で

あり、地震発生当日から数日間、中操等で運転操作・監視対応、監視計器等の復

旧作業対応を行った。 

Ｒ／Ｂの水素爆発によって、汚染された空気が破損した扉から中操内に流入し

ており、マスクの適切な選択、装着、配備など、放射線管理上の防護措置を的確

に行うことは非常に困難な状況であったこと等から放射性物質の体内への取り

込みが発生した。 

※１：法令に定める線量限度 

実用炉規則 第９条第１項第１号 

実用炉規則に基づく線量限度等を定める告示 第６条第３項 

※２：法令に定める緊急時の線量限度 

実用炉規則 第９条第２項 

平成２３年東北地方太平洋沖地震の特にやむを得ない緊急の場合に係る実用発電用

原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 

 

【添付資料－１８－２】 

 

１８．４ 線量限度を超える被ばくに係る再発防止策 

線量限度の超過について、原子力安全・保安院に対し原因の究明及び再発防止策

の策定について、当社女性社員２名については平成２３年５月２日に、当社男性社

員６名については平成２３年６月１７日及び８月１２日に報告書を提出し、また、

原子力安全・保安院及び厚生労働省の指導のもと、緊急作業に従事する作業者の線



 

１５５ 

 

量限度を適切に遵守するため、被ばく線量管理の強化、再発防止策※１の徹底を行っ

ている。 

※１：線量限度を超える被ばくに係る再発防止策 

（平成２３年６月１７日及び８月１２日原子力安全・保安院報告） 

ａ．情報の共有化 

緊急時対策組織の会議等で各班の持つ情報を共有し、判断・指示を確認しあう

ようにした。 

ｂ．資機材の配備充実と使用 

マスクやヨウ素剤などの資機材を適所に配備し、速やかに使用できるようにす

る。 

ｃ．飲食の制限 

法令等で定める管理区域の設定レベル以上のエリアでの飲食を禁止する。 

ｄ．保護具に関する啓蒙活動 

免震重要棟、J-Villageなどに保護具に関する注意喚起のための掲示を行った。 

ｅ．保護具に関する教育 

現場に初めて入域する者については、J-Village で保護具の着用指導、放射線

教育を行う。 

また、保護具の必要性と効果、使用方法について、社内及び協力会社に周知を

図った。 

ｆ．着実な保護具の装着 

作業着手前に保護具の装着状況をチェックし、不備がないことを確認する。 

ｇ．新たなマスクの採用 

密着度を高める、あるいは全体を覆うマスクなどの型式について検討を行い、

採用を進める。 

ｈ．作業前サーベイの充実と情報の共有 

作業前サーベイの充実に加え、放射線マップなどを掲示し、情報の共有を通し

て被ばくの低減を図る。 

ｉ．適切な保護具の装着 

作業前のサーベイを基に、作業環境に応じた保護具を選択することを徹底する。 

 

【添付資料－１８－３】 

 



 

１５６ 
 

 

１９．安定化への取り組み 

１９．１ 事故の収束に向けた道筋 

福島第一原子力発電所については、事故の収束を計画的に進めるため、「福島第

一原子力発電所・事故収束に向けた道筋（以下、「道筋」という。）」を平成２３年

４月１７日までに取り纏め、以降、この道筋に基づき全力をあげて、事故収束に向

けた対策の実施に取り組み、現時点までに、ステップ１を平成２３年７月１９日に

目標達成、ステップ２を平成２３年１２月１６日に目標達成した。 

ステップ２の目標達成により、原子炉は「冷温停止状態」に達し、不測の事態が

発生した場合も、敷地境界における被ばく線量が十分低い状態を維持できるように

なり、安定状態へ移行した。 

 

＜各ステップの達成目標＞ 

 ステップ １：放射線量が着実に減少傾向となっている。 

 ステップ ２：放射性物質の放出が管理され、放射線量が大幅に抑えられている。 

 

なお、道筋に基づく放射性物質の放出の抑制への取り組みとして、以下の海水中

及び大気中への拡散防止策をステップ２完了までに実施してきている。 

 

（１）放射性物質を含む液体の海水中への拡散防止強化策 

放射性物質を含む汚染水の海洋への流出について、原子力安全・保安院に対し、

再発防止策及び流出防止計画を平成２３年５月２０日及び６月１日に報告書を提

出した。 

 確認した汚染水の流出経路を踏まえ、以下の通り流出防止対策を行うとともに、

流出した場合に備えた拡散抑制対策を実施（一部実施予定あり）した。 

（【１】等の記号は、添付資料－１９－２中の対策を示す） 

 

①流出経路の上流部に位置する海水配管トレンチの閉鎖【５】 

・ 流出経路の上流部に位置する２～４号機海水配管トレンチの立坑部を閉鎖し

た。 

 

②流出リスクのあるピットの閉塞【５】 

・ ２号機及び３号機における流出事象と類似のスクリーンポンプ室に隣接する

全ピットを閉塞した。 

・ 海水配管トレンチと電源ケーブルトレンチとの接続部近傍のピット等、接続

経路が確認できないピットを含めて、流出の可能性がある全ピットを閉塞した。 

 

③護岸の損傷箇所の閉塞【５】 

・ 地震に伴い鋼矢板が破れている護岸がある。損傷箇所に近接するトレンチが



 １５７ 

ないことなどから、損傷箇所から汚染水が流出することは考えにくいが、念の

ため損傷部分においてグラウト材充填による止水対策を実施した。 

 

④１～４号機スクリーンポンプ室の隔離【３、７】 

・ ２号機スクリーンポンプ室前面に、応急対策として鉄板を設置した。 

・ １～４号機の各スクリーンポンプ室前面に角落としを設置した。 

 

⑤シルトフェンス及び大型土嚢の設置【１、２】 

・ １～４号機の各スクリーンポンプ室前面及び１～４号機取水路開渠北側及び

南側に、応急対策として、シルトフェンスを設置した。 

・ １～４号機取水路開渠南側に、大型土嚢を設置した。 

 

⑥透過防止工破損箇所の復旧【８】 

・ 取水路開渠南側の透過防止工のうち、津波により破損した箇所について、鋼

管矢板による閉塞工事を行い、破損箇所を復旧した。 

 

⑦前面海域の海水からの放射性物質の除去【４、６】 

・ 海水の放射性核種の除去を目的とし、ゼオライト土嚢の投入及びゼオライト

を装填した海水循環型浄化装置の運転を実施している。 

・ 当初、応急対策として、４月中旬にゼオライト土嚢を投入・浸漬した。本格

的な対策として、水中ポンプにて強制的にゼオライトへ循環通水させる海水循

環型浄化装置を設置し、６月中旬に運転を開始した。現在、海水中の懸濁物質

などの除去の実施、より粒径の細かいゼオライトへの変更など、さらなる吸着

率の向上に向けた対策を実施している。 

 

⑧地下水を経由した海洋汚染の防止対策【９】 

・ 現時点では、建屋内の滞留水の水位はサブドレン水（地下水）の水位と同程

度であり、地中へ大量に流出することはないと考えられるが、今後、滞留水が

地中へ漏出し、海洋汚染を拡大させる可能性は否定できない。このため、１～

４号機の既設護岸の前面に、Ｒ／Ｂ周りの難透水層の透水係数と同程度となる

１０－６ｃｍ／ｓｅｃの遮水性を有する鋼管矢板による遮水壁（海側）を設置す

るとともに、遮水壁(海側)と既設護岸との間に地下水ドレンを設置し、地下水

が海洋に漏れ出さないように管理する計画である。遮水壁（海側）の延長は約

８００ｍ、鋼管矢板の長さは２２～２３ｍで、下部の難透水層まで根入れする

計画である。工期は約２年の予定である。 

 

⑨港湾内海底土被覆工事【１０】 

・ 海底土のサンプリング結果から、港湾内の海底土からは比較的高い濃度の放

射性物質が検出されている。海底土については波浪等の影響による港湾外への



 １５８ 

拡散が考えられることから、海底土を固化土により被覆することにより、海洋

汚染拡大防止を図る。工期は３～４ヶ月の予定である。 

 

【添付資料１９－２】 

 

（２）放射性物質の大気中への飛散抑制のためのＲ／Ｂカバー設置 

１号機、３号機及び４号機は、Ｒ／Ｂ最上階（オペレーティングフロア）より上

部が開放された状態であり、放射性物質を含む水蒸気の蒸散や瓦礫及び粉塵が風雨

による飛散が懸念されることから、放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮へい

機能を有する構造物を設置するまでの間の応急措置的対策として、放射性物質の飛

散を抑制するＲ／Ｂカバーを設置することとした。 

１号機については、原子力安全・保安院へ、６月２３日に報告書を提出し、Ｒ／

Ｂカバーの設置に関わる安全性を確認した後、設置工事に着手し、１０月２８日に

カバー設置を完了した。 

また、３号機及び４号機についても、今後のＲ／Ｂカバーの設置に先立ち、Ｒ／

Ｂ上部の瓦礫撤去を開始した。 

【添付資料１９－３】 

 

１９．２ 廃止措置に向けた中長期対策への取り組み 

ステップ２完了から原子炉の廃止に向けての作業が開始されるまでの期間（中

期：３年程度以内）における原子炉施設の安全の確保、さらに、１～４号機の廃止

措置に向けて必要な現場作業や研究開発等、全力をあげて取り組んでいく。 

 

（１）１～４号機に対する中期的安全確保 

原子炉施設からの新たな放射性物質の放出を管理し、放射線量を大幅に抑制する

ため、以下の目標を達成させるべく設備設置等を実施した。 

・  放射性物質の放出源を特定し、適切な放出抑制策を講じ、モニタリングを行

う(放出抑制・管理機能) 

・  ＲＰＶ、ＰＣＶ及びＳＦＰ内での崩壊熱を適切に除去する(冷却機能) 

・  ＲＰＶ、ＰＣＶ及びＳＦＰ内での臨界を防止する(臨界防止機能) 

・  可燃性ガスの検出、管理及び処理を適切に行う（水素爆発防止機能） 

 

ａ．崩壊熱の適切な除去、水素爆発の防止 

・ 原子炉に残留する核燃料物質の崩壊熱を除去するため、原子炉注水設備を

設置。 

・ 核燃料物質からの放射線が水を分解することで僅かながら水素が発生。水

素爆発を防止するため、窒素封入設備を設置し、可燃限界（水素濃度４％）

以下に維持するために、ＰＣＶ及びＲＰＶに必要な窒素量を封入。 

 



 １５９ 

（ａ）原子炉注水設備の信頼性 

ＲＰＶ及びＰＣＶへの注水設備については、故障や事故に備え何重ものバッ

クアップ。仮に、新たに設置した設備が全て使用不能となっても３時間程度で

消防車による注水再開が可能。 

・注水ポンプ 

常用高台（海抜３５ｍ）炉注水ポンプ３台を常用系とし、非常用高台炉注

水ポンプ３台及び純水タンク脇炉注水ポンプ３台を予備。消防車６台も待機。 

・タンク 

独立した２種類の水源（処理水、ろ過水）に対して、それぞれ複数のタン

ク（処理水バッファタンク、ろ過水タンク、純水タンク）を保有。 

・原子炉注水ライン 

常・非常用高台炉注水ポンプの注水ラインと、純水タンク脇炉注水ポンプ

の注水ラインをそれぞれ独立ラインで構成。 

・電源 

複数母線から受電できるようにするとともに、電源車、Ｄ／Ｇからも受電

可能。また、非常用高台炉注水ポンプ、純水タンク脇ポンプは専用Ｄ／Ｇを

有し、外部電源の供給に関わらず受電可能。 

（ｂ）窒素封入設備の信頼性 

・ 窒素製造設備を複数台設置、その一部については専用の発電機を設置。 

・ 常用に２台（うち１台待機）の他、予備に４台（うち１台は高台）設置。 

・ 電源は系統電源やＤ／Ｇから受電可能な設備を設置。 

・ 予備４台は、専用Ｄ／Ｇを設置。 

 

ｂ．原子炉における臨界防止 

原子炉に存在する核燃料は臨界に適した形状から大きく崩れており、再臨界の

可能性は考えがたい。しかし、保守的に考えて再臨界が発生したとしても、ホウ

酸水（中性子を吸収、臨界を止める）注入設備により臨界を止めることが可能で

あり、外部への影響は十分小さい。 

（ａ）ホウ酸水注入設備の信頼性 

・ ホウ酸水注入設備のポンプ及び電源は原子炉注水設備と共用であるため同

等の信頼性有。 

・ ホウ酸水のタンクは２基設置。 

（ｂ）臨界検知機能 

・ ＲＰＶ底部の温度上昇率監視。 

・ ＭＰ及び可搬型ＭＰの空間線量率監視。 

・ 更に、臨界時発生する短半減期核種をＰＣＶガス管理システムによって測

定を実施。 

 

 



 １６０ 

ｃ．ＳＦＰの冷却 

ＳＦＰに保管される使用済燃料の崩壊熱を除去するため、循環冷却設備を設置。 

（ａ）ＳＦＰ循環冷却設備の信頼性 

・ 循環冷却設備の動的機器（冷却塔、ポンプ、熱交換器等）は多重化。蒸発

または、万が一の漏えいによるプール水の減少については、外部から注水を

可能にすることで対応。 

（ｂ）水質改善 

・ 発災時に応急措置として海水を注入したプールには、使用済燃料の被覆管

やプールが腐食しないよう、塩分の除去装置を設置。 

 

ｄ．高レベル放射性汚染水の処理 

津波や炉心冷却水等の流入によりＲ／ＢやＴ／Ｂ等に滞留した高レベル放射

性汚染水を処理し、放射性物質（Ｃｓ－１３４、Ｃｓ－１３７）の濃度を約１／

１０，０００以下に低減。処理済水は、原子炉の注水に再利用。 

（ａ）汚染水処理設備の信頼性 

・ 汚染水処理装置は、故障等に備え、複数系統を設置。ポンプ等の動的機器

は原則多重化。 

（ｂ）設備等からの漏えい管理 

・ 高レベル汚染水の処理装置等からの漏えいは、検知器等にて検知するとと

もに、堰や建屋等で漏えい拡大を防止。 

・ 平成２３年１２月４日に発生した淡水化装置からの施設外への漏えい事象

を踏まえ、類似の堰は、点検・補修を実施。当該堰を含め、全ての堰につい

て、漏えい検知器を設置。 

・ 屋外の濃縮塩水を貯蔵するタンク等については、静的な状態であり、巡視

点検により監視し漏えいがあれば止水、堰の設置等を実施。 

（ｃ）建屋に溜まった高レベル汚染水の管理 

・ 建屋に滞留する汚染水が建屋外に漏出しないよう、汚染水の水位を地下水

の水位より低く管理。これにより、ひび割れ等から地下水が流入することが

あっても汚染水が流出することを防止。 

（ｄ）使用済セシウム吸着塔及び廃スラッジの貯蔵容量 

・ 汚染水処理により生じる使用済セシウム吸着塔や廃スラッジ、淡水化装置

から生じる濃縮塩水の貯蔵、保管施設は、発生量に対して十分な貯蔵容量を

有し、必要に応じ増設。 

【添付資料－１９－４】 

 

（２）１～４号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ 

平成２３年１２月２１日に、「東京電力福島第一原子力発電所１～４号機の廃止

措置等に向けた中長期ロードマップ（以下、「中長期ロードマップ」という。）」を

取り纏めた。 



 １６１ 

この中長期ロードマップにおいては、確実に安定状態を維持しつつ、ＳＦＰで冷

却されている燃料の取出しやＲＰＶ及びＰＣＶ中に存在していると考えられる損

傷燃料の取出しなど、廃止措置に向けて必要な現場作業や研究開発等を進めていく。 

 

【添付資料－１９－５】 

 

１９．３ 今後の予定 

本報告書の記載内容については、これまでに判明している事実に基づいたもので

あり、事故の全体像の解明が進み、原因の分析・評価を行う過程で新たに確認され

た事実、得た知見については、引き続き報告していく。 

 

以 上 




